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会長挨拶
第６８回租税研究大会開催にあたり

公益社団法人日本租税研究協会会長

三木 繁光
（株式会社三菱東京UFJ 銀行特別顧問）

本日は，第６８回租税研究大会開催にあたりま
して，多数の皆様にご参加いただき，心から御
礼申し上げます。
特に，財務省星野主税局長，総務省林﨑自治

税務局長には公務ご多忙中ななか，パネリスト
としてご出席いただき，誠にありがとうござい
ます。
また，ご出席の皆様方には常日頃，租研の事

業活動にご支援・ご協力を賜っておりますこと
につきまして，本席をお借りいたしまして，あ
らためて厚く御礼申し上げます。

さて，わが国の経済は，雇用，所得，支出等
の面で改善がみられていますが，今後とも，持
続的な成長を実現するためには，思い切った成
長戦略の実施とともに，手を緩めることなく財
政健全化の推進が重要であります。
わが国の長期債務残高は，平成２８年度末には

１，０６２兆円と見込まれ，GDPの２倍を超える，
歴史的，国際的に最悪の水準が続いています。
財政健全化を確保することが，社会保障制度等
を維持しつつ，経済の持続的成長を続けるうえ
で欠かせません。
長期債務残高の累増に歯止めがかからなけれ

ば，国際的な信認を得られず，わが国財政は持
続不可能な不測の事態に陥る懸念があります。
政府は，消費税率の引き上げを２度にわたっ

て延期し，引き上げは平成３１年１０月からとなり
ました。よほどの歳出抑制がないかぎり，「経

済財政再生計画」の中間目標の達成はすでに極
めて困難なものとなったばかりか，２０２０年度の
財政健全化目標の達成についても，その実現は
難しくなっています。
今後の人口減少社会では，高い経済成長を実

現させることは決して容易ではありません。経
済成長だけに頼ることなく，思い切った財政健
全化策を早急に展開しなければなりません。

政府は，経済社会の構造が大きく変化する中，
税体系全般にわたるオ―バーホールを進めてお
ります。
所得税制については，税収調達機能や所得再

分配機能を有する基幹税ですが，これまでの税
制改正により，その機能が弱まっています。機
能の回復につながる所得税改革となることを期
待しています。
法人税改革は，「日本企業の国際競争力を高
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めること」と「日本の立地競争力の強化」を目
指すものであり，そのためには少なくとも国際
的に調和のとれた税制とすることが重要です。
平成２８年度税制改正で，法人実効税率が２０％台
まで引き下げられたことは評価しております。
なお，イノベーションは，日本の経済発展の

基盤となるものであり，イノベーションの創出
を促進する税制措置の拡充が重要だと考えてお
ります。
国際課税の分野においては，国際的な租税回

避を巡る動きを踏まえ，BEPS最終報告書に沿
った国際課税ルールの広範囲に及ぶ見直しが急
速に進められています。
今後の税制改正においては，国際的合意に基

づき，企業の経済活動や競争力を阻害すること
のないように予測可能で，法的に安定した制度
とすることが重要です。
消費税については，消費税率の引き上げが延

期されたことは残念なことであり，平成３１年１０
月には確実に実施する必要があります。
そのうえで，超高齢化社会の財政を支える基

幹税として，消費税率をさらに引き上げる必要
があると思います。

私ども租研は，民間研究団体として中立の立
場から，税・財政の問題を調査・研究し，毎年，
中長期的な課題を含め，あるべき税制改革につ
いて，提言を行っております。
私どもは，これまでと同様に成長戦略と財政

の健全化，社会保障制度改革を一体的に推進す
るためには，「経済活力の強化」と「安定財源
の確保」を基本として，経済社会の実態の変化
に即した税制改革への取り組みが必要であると
考えております。
本東京大会におきましては，まず，午前の討

論会において，租研内の「財政経済研究会」が
とりまとめた報告書「安倍政権における財政・
税制・社会保障政策の課題」について，議論を
深めていただきました。

このあと開催いたします討論会「税制改革を
巡る現状と課題」，明日午後の討論会「BEPS
プロジェクト等の国際的な取組みの現状と課
題」と，３つの討論会を予定しております。ま
た，明日午前には岡村教授からの研究報告，を
いただくことになっております。
ご参加いただく皆様は税制，財政に精通され

た方々ばかりでございます。大変有意義なお話
を伺えるものと思います。皆様とともに大きな
期待を込めて拝聴したいと存じます。
最後になりましたが，ご出席の皆様方の今後

ますますのご発展をお祈り申し上げますととも
に，当協会の活動につきまして今後ともご支援，
ご協力をいただきますよう切にお願い申し上げ
まして，私の租税研究大会開催に当たっての挨
拶とさせていただきます。ご清聴ありがとうご
ざいました。
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討論会１ ９月１４日�・午前

お茶の水女子大学基幹研究院人間科学系教授 大森 正博
一橋大学国際・公共政策大学院准教授 國枝 繁樹

慶應義塾大学経済学部教授 駒村 康平
慶應義塾大学経済学部教授 土居 丈朗

小澤 太郎

●参加者（五十音順）

安倍政権における財政・
税制・社会保障政策の課題

討論中に言及されている資料は，本文末尾に掲載されています。

司会 慶應義塾大学総合政策学部
総合政策学科教授
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はじめに

（小澤） おはようございます。この様な早い
時間帯からお集まりいただきまして，誠にあり
がとうございます。私は財政経済研究会の座長
を務めておりますけれども，そこでまとめまし
た報告書『安倍政権における財政・税制・社会
保障政策の課題』が皆様方のお手元に配られて
いると思いますが，それを基に討論会を実施す
るというのが本セッションの趣旨です。
研究会自体は以前からいろいろなテーマにつ

いて議論をしてきたところですが，今回のテー
マにつきましては平成２５年７月ということです
ので，第２次安倍政権発足後の大体半年ぐらい
たったころから検討を始めました。第１回の報
告者として，現在は政策研究大学院大学に移っ
ていらっしゃいますが，当時，東京大学の大学
院にいらっしゃいました井堀利宏先生に，報告
をしていただきました。その後，毎月第２木曜
日に１１名のメンバーが順番を決めて，いろいろ
報告をして，その正規メンバーの他にも，今お
話をいたしました井堀先生の他に，中央大学法
科大学院の森信茂樹先生，それから，当時，日
銀の審議委員で，現在，私の同僚になっており
ます白井さゆり先生，そして，一橋大学の国際・
公共政策大学院の井伊雅子先生に報告を特別に
していただいております。
今現在，検討を開始してから３年も経過して

おりますが，その間にご承知のとおり２０１４年４
月に消費税率の５％から８％への引き上げがな
されたのですが，その後，８％から１０％への引
き上げは二度も先送りされるというような事態
になっております。また，２％のインフレ目標
の達成にはほど遠い状況にあり，基礎的財政収
支を２０２０年度までに黒字化するという目標もか
なり実現可能性が遠のいているという状況です。
さらには潜在成長率の低下という供給制約の壁
にもぶつかっているということで，なかなか思
ったようにうまくいっていない部分も出てきて

おります。
「旧３本の矢」の後継である「新３本の矢」

では，「希望を生み出す強い経済」，「夢を紡ぐ
子育て支援」，「安心につながる社会保障」とい
うキャッチフレーズが与えられています。ただ，
より具体的には，実質２％，名目３％を上回る
経済成長とか，GDPを６００兆円，それから出生
率を１．８，その１．８という数字はかなり劇的な上
昇を意味しますが，他にも介護離職者ゼロとい
う非常に高い具体的な目標が掲げられてはいま
す。しかし問題は，目標は高ければ高いほどい
いのかということです。今，問われているのは，
政府により掲げられた目標の実現に関する信憑
性ではないのかということを，私どもは共通の
認識として持っております。そうした目標を本
当に達成するために，有効な手立てが果たして
尽くされているのかどうかということを，いま
一度冷静に議論してみようではないかというこ
とで，今から３年前に議論を始めた次第です。
研究会のメンバーの中から，先ほどご紹介い

ただきました４名の先生方に，１０分強程お１人
ずつ報告をしていただきます。その後，新しい
試みとして，各報告者に対して別の報告者２名
の方が質問をします。それに対して元の報告者
からリプライをしていただきます。質問時間が
大体１人３分弱ぐらいでしょうか。また，リプ
ライは９分弱という時間を設けて，すなわち，
計４つの報告に関して２名ずつ質問があって，

― 4―



それに対するリプライを報告者ごとに一通り行
います。それでさらに時間が余るようであれば，
フロアの方々からのご質問もできる限り受け付
けたいと考えております。
それでは，早速報告の方に移らせていただき

たいと思うのですが，まず，最初に國枝先生か
らお願いしたいと思います。

Ⅰ．安倍政権の税財政政策

（國枝） 一橋大学の國枝でございます。私の
方からは「安倍政権の税財政政策の課題」とい
うことでお話しさせていただきます。時間が限
られていますので，かいつまんでご説明させて
いただきます。
まず安倍政権の下でどういう税財政政策が行

われてきたか。この辺は事実関係なものですか
ら，飛び飛びでご説明させていただきます。

１．安倍政権発足時の「３本の矢」
（資料１）

（資料１）

�

小澤先生からも話がありましたように，３本
の矢というのがまずありまして，その中で財政
については２番目の機動的な財政政策とし
て，１０兆円規模の経済政策が打たれました。し
かし，財政再建も実行するとして，２０２０年度の
プライマリーバランス（PB）の均衡を実現す
るということがうたわれたわけです。

２．財政再建の先送り（資料２）

財政再建という観点から，２０１４年４月には予
定されていたとおり消費税率５％から８％への
増税が実施されました。消費税率が上がるとい
うことになりますと，当然ながら消費者はその
直前には駆け込みで財の購入をいたします。そ
のために，消費税増税前に消費が増えたわけで
すけれども，その後，いわゆる駆け込みの反動
ということで消費が減少するということが起き
ました。それはどの時点で財を購入するかとい
う話ですので，駆け込みとその反動を均して消
費への影響を見る必要があります。駆け込み前
後の山と谷の差だけ見て，消費税は景気に深刻
な影響があったと結論づけると見方を間違って
しまうので，気を付ける必要があります。税収
で見ますと，実は着実に税収は増加しておりま
して，財政赤字減少につながったということで
す。
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（資料２）

�

グラフにおいては，税収の中で消費税率の引
き上げ分とそうでない部分に分けてありますけ
れども，２０１４年，それから，２０１５年の税収増の
中で消費税率引き上げ分がもちろんかなりの部
分を占めています。また，消費税収以外も増え
ています。ですから，消費税を増税すると税収
減になるとかいう主張をする方もいらっしゃい
ますけれども，そうした主張は全く事実とは異
なるということになります。
しかし，その後，８％から１０％への消費税増

税の方は，２０１４年１１月に一度目の延期がござい
ました。２０１７年４月まで延期はされたけれども，
再延期はありえないとの前提で，軽減税率につ
いての自公の間で議論があったわけです
が，２０１５年１２月に，軽減税率を広く導入すると
いうことで決しました。しかし，それにも拘わ
らず，ついこの間の６月に，さらに再延期とい
うことが表明されたわけです。

（資料３）

�

それを受けまして，小澤先生からお話がござ
いましたように，経済財政運営の改革の基本方
針の中で「新３本の矢」というのが打ち出され
ました（資料３）。また，「経済再生なくして財
政健全化なし」ということで，消費税増税を再
延期するわけですけれども，安倍総理は２０２０年
のプライマリー財政収支の黒字化の財政健全化
目標は堅持すると主張しました。

（資料４）

�

それを受けまして，さらにこの８月ですけれ
ども，「未来への投資を実現する経済対策」と
いうことで，非常に大きな規模の財政政策を打
つということが決まったわけです（資料４）。
子育て関係の１億総活躍社会の実現の加速だけ
ではなくて，リニア新幹線とか，或いはオリン
ピック関係の公共投資を含めたインフラ整備
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等々の措置が取られることとされました。
しかし，財源はどうするのかと言えば，公共

投資は建設国債によるわけですけれども，もち
ろん建設国債といえども国債ですから負担は残
ります。今ちょうどマイナス金利の状況なので，
財政投融資を活用しやすいと思えるわけですが，
実は金利が上昇すれば，その時点で巨額の損失
が生じるので，負担が残ります。また，他の財
源として，アベノミクスの成果で，税収が増え
たからそれを使うという話があるのですが，こ
れからご説明しますように，それもあまり実際
には期待できません。従って，大規模な財政政
策を実施するといっても，財源はどうするのか
ということで疑問がある状況です。

Ⅱ．アベノミクスの財政再建計画

１．財政の持続可能性の条件（資料５）

（資料５）

�

安倍政権は財政再建をすると主張しているわ
けですが，今の政策が持続可能かどうかを確か
める必要があります。ここは少し難しくなって
しまって恐縮なのですけれども，財政の持続可
能性があるかどうかという判断基準をスライド
の①で書いております。財政が持続可能である
ためには，現在と将来のプライマリーバランス
の黒字を全部現在価値に引き直して足したもの
が公債残高と等しくなっていることが必要です。

この基準が意味することは，要は借金は耳をそ
ろえて返す必要があるということです。ここで
重要なのは，プライマリーバランスの黒字が必
要ということです。プライマリーバランスを
２０２０年にバランスさせると主張していますけれ
ども，そこで財政再建を終えてしまうと，確実
に日本の財政は破綻するということです。
さらにもうちょっと具体的にいいますと，ス

ライドの②の式にありますように，プライマ
リーバランスのGDP比率が，利子率から成長
率を引いたものに公債残高のGDP比率を掛け
たものよりも大きくなっている必要がございま
す。それを図の形で示しているのが下のグラフ
です。ヨーロッパのように目標GDP比率，例
えば６０％というのがある場合を念頭に置いたグ
ラフになっているので，②の式を横に平行移動
した形になっていますが，太線が②の式を目標
GDP比率があるケースに修正した式に対応し
ています。
このグラフでは，縦軸にプライマリーバラン

ス（PB）を取っておりまして，横軸に公債比
率を取っておりますので，ある国の財政状況が，
この太線より上ですと財政が目標比率周辺で持
続可能になるということです。けれども，その
国の財政状況が，この太線より下になりますと
財政が破綻してしまうことになります。そうし
た国の例としてはギリシャ，イタリア，スペイ
ン等のいわゆる財政危機に襲われた国がありま
す。こういった国の状況のことを，緊縮をちゃ
んとやらないということで，経済学者は「緊縮
疲れ」と呼んだりします。さて，肝心の日本の
財政状況はどこに位置するかですが，公債比率
は世界で一番高く，プライマリーバランスは赤
字ですので，太線のはるか右下に位置し，我が
国財政は全く持続可能ではない状況です。
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２．中長期の経済財政に関する試算
（資料６）

（資料６）

�

それでは，政府の試算では，財政再建の見通
しはどうなっているか。資料は消費税増税を延
期することを決めた後の試算ですけれども，実
は２つの前提があって，各々のケースについて
計算がなされています。１が経済再生ケースで
す。アベノミクスの下ではどちらかというとこ
ちらに重きが置かれているのですが，もう１つ
がベースラインケースです。
成長率が重要になってくるのですが，その下

にございますように，楽観的な経済再生ケース
では２０２４年には潜在成長率が２．４％に上がると
されています。それに対し，ベースラインケー
スが潜在成長率が０．８％ということになってお
ります。足元の２０１４年は，内閣府の推定ですと
０．４％の潜在成長率です。この低い潜在成長率
の背景には人口が減っていくという要因があり
ますので，多くの経済学者はベースラインケー
スの方が現実的であって，経済再生ケースとい
うのはかなり楽観的と考えております。

（資料７）

�

その２つのケースでプライマリーバランスが
どうなるかというのを計算したのが（資料７）
のグラフです。見ていただきますと，経済再生
ケースを示した上方遷移のグラフの場合は財政
赤字が減っていくということになっております。
それでも２０２０年を見ていただきますと，プライ
マリーバランスの黒字化の目標が２０２０年ですが，
経済再生ケースでもGDP比１．０％のプライマ
リーバランスの赤字が残るという状況になって
います。より現実的なベースラインケースの場
合には１．７％の財政赤字が残るということにな
っておりまして，先ほど見ましたように，プラ
イマリーバランスがバランスしたところで，破
綻は確実ということですから，このままのアベ
ノミクスの財政政策のままでは破綻してしまう
ということです。

（資料８）

�
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（資料８）は公債比率の試算です。これは経
済再生ケースの方を見ると，プライマリー財政
赤字にもかかわらず，なぜか公債比率が減るよ
うになっているのですが，グラフの下に書きま
したように，実はトリックがあります。今はマ
イナス金利の状況ですので，金利と成長率の関
係が本来の関係と違う関係になっていますので，
その関係で公債比率が一時的に減るという状況
になっているということです。しかし，金利が
成長率を上回る普通の状況になると，公債比率
は増えていくということになります。

Ⅲ．安倍政権の税財政政策の評
価：マクロ

１．典型的な「バラ色のシナリオ」であ
り，信頼できない財政再建計画（資料
９）

（資料９）

�

このアベノミクスの財政再建案をどう評価す
べきか。資料のイラストは去年のロンドン・エ
コノミスト誌でのイラストです。安倍総理が自
分で赤い線を描いて，その上に乗っかっている
という絵です。イラストを付けられた記事の内
容もそうでしたけれども，非常に楽観的なバラ
色のシナリオ（“Rosy scenario”）であり，信頼
できない財政再建計画だと多くの経済学者が考
えています。ですので，残念ながら，アベノミ

クスに基づく財政再建の実現は難しいだろうと
いうことです。
そもそも，需要の観点でいいますと，日本は

ご存じのとおり，ほぼ完全雇用の状況にござい
ます。ですから，標準的なマクロ経済学からい
いますと，実は追加の需要拡大策を財政でやる
必要はない状況です。それにも拘わらず，公共
投資に巨額の支出がなされるという状況です。

（資料１０）

�

先ほどアベノミクスの成果による増収もどれ
だけ有効かわかりませんという話をしました。
税収の中では，例えば法人税が増えているわけ
ですけれども，それは実は円安・株高になった
影響が大きいと考えられます。（資料１０）
下に付けていますのはトヨタの IR資料です。

左側が２０１３年度の資料で，営業利益が９，７００億
円ほど増えていますが，実はトヨタ自身の分析
で為替変動の影響が９，０００億円ということです
から，営業利益の増減のほとんどは為替の影響
でした。他方，右側が直近の２０１６年の４～６月
期です。こちらは営業利益が１，１３７億円減ると
いうことになっていますけれども，その主な原
因は為替変動の影響で，２，３５０億円の損が為替
要因で生じるとの見通しです。為替は上がった
り，下がったりしますので，法人税収の増加に
あまり過剰な期待を置くことはできないという
ことです。
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（資料１１）

�

もう１つ報告書には書いていないのですが，
リオでオリンピックがありましたので，オリン
ピックの経済的影響の話を少しだけいたします
（資料１１）。オリンピックと経済の関係に関し
ては，オリンピック実施によって成長率が増加
するという主張や，オリンピック開催のために
公共事業を追加すべきとの主張がなされていま
す。実は，リオオリンピックがありましたので，
世界の経済学者もオリンピックが経済にどうい
う効果があるかという点に関心を持っていまし
て，資料で挙げましたような文献が最近出てお
ります。これらの文献は，オリンピックが経済
に大きく寄与するとの主張について，基本的に
は否定的な見方をしています。
費用面では，これらの文献では過去のオリン

ピックの事例を分析しているわけですけれども，
当初の予算を大幅に超す巨額の負担が発生して
います。皆さんもご存じのとおり，今回の東京
オリンピックの準備段階で既に大幅に予算を超
えております。また，オリンピック開催時にオ
リンピックの関係者とか，観客がたくさん来る
から経済成長するとか，交通インフラの整備が
必要になるとかという話があります。しかしよ
く考えてみますと，オリンピック開催の時期と
いうのはどうしてもホテルの値段等が高くなっ
てしまうので，本来オリンピック以外で来る観
光客や，或いは国際会議とかをやるようなビジ
ネスの方々はその時期は避けるという傾向があ

ります。そうしたオリンピック関連以外の来日
客の減少で，オリンピック関連の来日者の増加
が相殺されるので，あまり短期のメリットはな
いだろうと考えられています。
それから，短期ではなくて，オリンピックを

開催することで，その後，長期の便益があるい
うレガシー効果を指摘する者もいます。過去に
効果があったと言われているのは，当時，世界
的に有名でなかったバルセロナとか，ソルト
レークシティです。そういうところですと，世
界の人にそういう都市があるのだということが
知られるという効果があるわけですけれども，
例えばロンドンのように，オリンピックをして
も，しなくても，ロンドンの存在を世界の人は
知っている開催地ではレガシー効果は小さいと
されております。もちろん，東京は現在でも世
界的に存在がよく知られた都市ですので，これ
もあまり期待できないということです。

２．結局，安倍政権の税財政政策は，持
続不可能（資料１２）

（資料１２）

�

結局，安倍政権の税財政政策というのはどう
考えても持続不可能だろうということです。そ
の結果，世代間格差が拡大していますし，社会
保障の安定的な財源の確保も困難になります。
金融政策次第によっては非常に高いインフレを
招いてしまう可能性も高いです。
さらに財政再建を先送りするということは，
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結局，公債比率が増えますので，将来財政再建
のために必要な税率が高くなります。IMFで
１５％，OECDで２０％という推計がございます
し，研究者によっては消費税率が３０％以上必要
になってくるという見方もございます。
ということで，このままでは破綻してしまっ

て，危機になるという状況なので，早く方向転
換を図る必要があるだろうということです。

Ⅳ．安倍政権の租税政策：各論

１．消費税

消費税についてはとにかく先送りが一番の問
題点です。軽減税率もメディアでもだいぶ批判
されていましたと思いますが，資料で列挙した
ように低所得者対策として非効率な方法ですし，
税収ももちろん減るということで，問題が大き
いということです。

２．法人税

それから，法人税ですけれども，今の日本企
業の問題点というのは，多少状況が良くなりま
したけれども，内部留保が多く，投資が少ない
ということです。経済学的には，そういうとき
には法定税率の引き下げより投資減税が望まし
いということが知られています。しかし，安倍
政権の下では税率引き下げに重きが置かれて，
その財源を場合によっては投資減税を圧縮する
ということで確保しようということをやってい
ますので，本来の望ましい法人税制の短期的な
改正の方向とは違う方向に向かっているという
ことです。
国際課税の話は租税研究大会の中の他のセッ

ションでもなされるということなので，あえて
触れません。それから，外形標準課税の話は隣
の土居先生からお話があるかと思います。

３．配偶者控除廃止と労働供給

配偶者控除廃止の話は，時間がないので，多

く話せませんが，専業主婦の方，パートの方，
それから，フルタイムで働いている女性の３つ
の分類で考えますと，今の配偶者控除というの
は，パートに出ても１０３万円まではかからない
という意味で，専業主婦のままでいるよりかは
パートに出ることを奨励する税制になっていま
す。ですから，配偶者控除をやめるということ
によって，パートの人は損になるわけです。パー
トからフルタイムに行く可能性もありますけれ
ども，逆に「だったら，辞めてしまおう」とい
うことで，専業主婦に戻る方が出てくる可能性
もあるということです。その両方を勘案した分
析ですと，労働供給を増やす効果は必ずしも大
きくないのではないかということが指摘されて
います。

４．資産所得課税・資産課税

資産所得課税と資産課税です。どうしても
NISAの話が出てくるのですが，NISAのよう
な優遇税制は，世界的に見ると遅れた政策にな
っています。ファイナンスの世界では行動経済
学に基づいた政策というのが中心なのです。す
なわち，投資教育とか，いわゆるデフォルト設
定が重要です。従って，NISAよりも投資教育
が行われる確定拠出年金の方がずっと有効だろ
うということが知られています。それから，教
育資金等に充てる生前贈与非課税の話は格差を
拡大させるので，望ましくないと考えられます。

Ⅴ．まとめ

ということで，安倍政権の税財政政策は持続
不可能でありますし，個別の税制もいろいろ問
題があるということで，早急な転換が求められ
るのではないかと思っています。長くなりまし
て申し訳ございません。

―――――――――――――――――――――
（小澤） ありがとうございました。それでは，
引き続きまして，土居先生にご報告をお願いし
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たいと思います。
―――――――――――――――――――――

Ⅵ．税制

（土居） 皆さん，おはようございます。慶應
義塾大学の土居でございます。私は，皆様のお
手元にある報告書に従いましてお話をさせてい
ただきます。國枝先生からお話がありましたよ
うに，アベノミクスは確かに雇用にはいい環境
をもたらしていますが，財政面ではかなり先行
きが不透明な，財政健全化がうまく実現できる
のか，という心配をもたらしていると思います。
財政に関しては既に國枝先生がお話しされまし
たので，税制のことについて少しフォーカスを
絞ってお話をしたいと思います。

１．法人税改革の成果と課題

この報告書の「第２節２―２法人税改革の成
果と課題」（本冊子の４９頁）から説明させてい
ただきます。安倍内閣でそれまでにない独自の
税制改革ということで取り組まれたものの１つ
は法人税改革です。もちろん消費税もそうなの
ですけれども，消費税はご承知のように野田内
閣のときに社会保障・税一体改革ということで
３党合意がなされて，５％から８％まで税率が
引き上げられるところまでは来ました。その後
がまだできていないということは先ほど國枝先
生がおっしゃったとおりです。それ以外のポイ
ントとしては法人税改革が挙げられて，昨年の
暮れに平成２８年度税制改正大綱が取りまとめら
れて，法人税改革としては一段落したのではな
いかという印象を私自身は持っております。

〔法人税改革〕
これを全体像としてご覧いただくために，（表

１）を示しております。安倍内閣での法人税改
革は何にどれぐらいの規模で取り組んだかとい
うことが一覧でき，安倍内閣で一番重視してい
た法人実効税率の引き下げというものがかなり

の大きな規模で行われたということが分かりま
す。国の法人税の税率を引き下げることで約１
兆円，それから，法人事業税の所得割の税率を
下げることでもう１兆円，こういうことで２兆
円強の税率引き下げによる減税が行われること
になったということです。

（表１）法人税改革の増減税影響額（２０１８
年度以降の平年度ベース）
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（出典）「平成２７年度税制改正大綱」，「平成２８年度税制改正

大綱」
（注）平成２７年度税制改正大綱と平成２８年度税制改正大綱に

記された増減税影響額を単純合計したものである。

ただ，あくまでもわが国の財政状況は厳しい
折ですので，税収中立を目指すということで，
別途課税ベースの拡大が行われたわけです。課
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税ベースの拡大の中で最も大きな規模は法人事
業税の外形標準の拡大で，これが１兆円ぐらい
です。実際は２段階，つまり，平成２７年度税制
改正大綱でも外形標準課税の拡大が盛り込まれ，
もう一段平成２８年度税制改正大綱でも盛り込ま
れて，今日の税制に至っています。それ以外に
も欠損金の繰越控除の見直しということで大体
４，０００億円ぐらいの課税ベースの拡大がありま
す。

〔法人実効税率の引き下げ〕
この報告書の中では２つほど課税ベースの拡

大に伴う懸念を記しております。懸念を言う前
に，法人実効税率の引き下げの評価ということ
ですけれども，確かに國枝先生がおっしゃるよ
うな内部留保が大きい中での税率引き下げとい
う面はあります。一方で，国際的な税率引き下
げの環境の中で，さらには今年の４月に公表さ
れました「パナマ文書」のような議論というこ
とを考えると，国際的な租税回避に対しては税
率を引き下げる方がこの誘因を弱める方向には
作用するのだろうと思います。もちろん国際的
な租税回避を抑制するために税率を下げたとい
うわけではありませんが，少なくとも今後及ぼ
すであろう影響ということで考えると，そのよ
うなことが考えられるのではないかと思います。
税率を引き下げる分だけ当然国際的な競争の面
では日本のディスアドバンテージが薄らぐとい
うメリットが私はあると思います。

〔欠損金の繰越控除〕
課税ベースの拡大に伴う懸念ですけれども，

まず欠損金の繰越控除に関しては税率を引き下
げる財源がなかなか他に大きなものが見当たら
ないということで取り上げられたという政治的
な動機が１つにはあったのだろうと思います。
それ以上に，ゴーイングコンサーンを前提とし
た企業活動を考えると，やはり繰越に制限を付
けるというのは，その繰越の控除の使い残しと
いうものが生じる企業が出てくるという意味に

おいて，ゴーイングコンサーンとは相いれない
という懸念があります。もちろん税務当局の説
明では，そもそも１０年もかかって欠損金の繰越
控除が控除し切れないなどという，つまり，控
除の使い残しが出るようなほど稼げていない企
業では駄目なのだという話がありますが，税制
面では欠損金の扱いについてはニュートラルに
していただいた方が本来はいいのではないかと
思います。そういう意味ではこの控除の制限が
できるだけ制限されないような方向にいずれ見
直されるといいのかなと思いますが，代替財源
ということで今回はそれを差し出したというこ
とだと思います。

〔外形標準課税の拡大〕
もう１つは外形標準課税のところになります。

外形標準課税は特に付加価値割がその課税ベー
スの問題としてこの報告書の中では記しており
ます（本冊子の５０頁）。皆様ももう既にご承知
だと思いますが，ここで記していることの結論
から申しますと，人件費の比率はそれほど高く
ないけれども，収益がより多く上がっている企
業，別の言い方を税制面から言えば，法人所得
が多くて，それなりに法人税を払っておられる
企業からすれば，今回の法人税改革は相当多く
の減税のゲインが得られるということです。法
人所得に対して課される法人実効税率が引き下
げられたということで税負担が軽くなっていま
す。一方で，外形標準課税の中に含まれる付加
価値割の中に報酬給与額という課税ベースが入
っていますが，人件費の比率はそれほど高くな
いという経営構造をしている企業からすると，
付加価値割の税率が引き上げられたとしても，
それほど多くのダメージはないということで，
法人実効税率引き下げによる減税の効果が上回
るということが考えられるわけです。
ところが，先ほど（表１）でもお示しいたし

ましたように，企業全体として見れば，これは
あくまでも１億円超の資本金の企業に対してと
いうことで，全体では若干の税収減です。１６０
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億円ぐらいの税収減を税務当局では見込んでお
りますが，これはあくまでもほとんど誤差のう
ちということです。２兆円の減税と２兆円の課
税ベースの拡大でほぼ税収中立と言ってよいわ
けですから，全体では税収中立です。今，申し
上げたように，減税になる企業が片やあるとい
うことは，増税になる企業も中には出てくると
いうようなところは少し痛み分けというか，今
回の法人税改革を税収中立で行ったということ
に伴う波及がそういうところに出てくるであろ
うということです。法人所得が少なくて，人件
費の比率が高いという企業は法人実効税率の引
き下げのメリットはあまり多くなくて，むしろ
人件費，報酬給与額が課税ベースに入っていて，
付加価値割の税率が引き上げられることによる
増税が上回るという可能性が一部の企業で出て
くるのではないかと考えられるということです。
もちろんこれは去年の決算でそのままカーボン
コピーをしたような経営状態が，法人実効税率
の引き下げと外形標準課税の拡大が行われた後
も全く同じ状態であったときには減税と増税と
いう話にはなるということです。もっとも，税
率の変更を踏まえた上で企業行動のパターンを
変えるということは当然考えられますし，去年
よりも収益が増えるというような形で活発な企
業活動が行われるという場合は単純に静学的な
といいましょうか，去年の状態があたかも今年
もまるまる同じであるというかのように計算し
て，増税だの，減税だのというには，議論とし
ては早計な部分があるとは思います。
単純に言ってしまうと，そういうところであ

りまして，（表２）にありますように，報酬給
与額を１万円増やしたときの追加的な税負担の
額というのは，付加価値割の税率が引き上げら
れた分だけ，その金額が増えるということにな
るということです。もちろんご承知のように，
そういう懸念があるということで，既に雇用安
定控除というものが設けられているとか，ない
しは今回の法人税改革でもいわゆる中堅企業に
対しては税負担が急増することのないような激

変緩和措置も設けられているということであり
ますから，直ちに大きなダメージがそういう企
業に及ぶということがないようにしてはありま
すけれども，激変緩和措置も時限措置ですから，
いずれこの税制改正を踏まえた上での企業の行
動というものが少し変わってくるという可能性
は当然考えられるのだろうと思います。

（表２）報酬給与額を１万円増やしたとき
の追加的な税負担の増加額

 2014
� � 2018
�

�������� 31.24� 83.34�

������� 21.87� 58.15�

今後ということですけれども，法人税改革は
恐らくこれで一段落して，特に税率を引き下げ
るということの見返りとして課税ベースの拡大
という生贄を差し出さなければいけないという
ことで，これではらちが明かないなという雰囲
気が何となくして，私自身も経済界の方々と話
をしていると，そういう雰囲気なのだろうなと
いうようなことを認識しております。
そういう意味では本来はアジア諸国は実効税

率が２５％前後というところを考えると，確かに
３０％を割って，公約どおり安倍内閣は２０％台ま
で実効税率を引き下げたということではありま
す。でも，まだ２９．７４％ということで，アジア
諸国の２５％前後という税率に比べれば高い状態
ではあります。だからといって，直ちに法人実
効税率を引き下げるような環境に今あるかと言
われると，恐らく外形標準課税の拡大とか，そ
ういう税制改正を目の当たりにした２０１６年とい
う今日においては，直ちに次なる税率引き下げ
をまた別の代替財源を差し出してまでやるとい
う動きというのはまだまだ鈍く，そこまでの動
機というのはまだ高まっていないのであろうと
思います。そういう意味では法人税改革は一段
落したのではないかと考えております。
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２．所得税その他の税制

次なる税制改革，税制改正の焦点ということ
でいいますと，報道でも皆様は既にご承知かと
思いますけれども，所得税改革ということが取
り沙汰されております。これは報告書を取りま
とめた後の議論ですので，報告書を離れ，私個
人の話として少し話を前に進めたいと思います。
恐らく本日の大会プログラムで行きますと，午
後には活発な議論が期待されるところですが，
これから与党での議論ということになるという
ことですから，税務当局の方々も非常に神経を
使っておられて，わかりませんけれども，ひょ
っとすると微妙に奥歯に物が挟まったような言
葉でおっしゃるかもしれません。そこをあえて
私が露払いというか，皆様に入れ知恵といいま
しょうか，行間を読むなり，税務当局が微妙に
奥歯に物が挟まったような言い方をされた場合
にこれをどう解釈すればいいかとか，もっと踏
み込んでお話しいただかなければ面白くないで
はないですかということを，私は午後にはここ
にはおりませんけれども，そういう露払い的な
ことで少しだけ申し上げたいと思います。

〔配偶者控除〕
それは配偶者控除という話です。配偶者控除

は私自身が委員として関わらせていただいてい
る政府税制調査会でも議論がありました。政府
税制調査会での議論は一昨年に既に配偶者控除
について幾つかの可能性として案を出しました。
単純に配偶者控除をなくすという案，それから，
夫婦で控除を分け合う，ないしは使い回せるよ
うにするというような案，それから，もう１つ
は夫婦であるということでもって控除を提供す
るという案という３つの案が出ました。
ところが，最近の報道によりますと，この３

つの案のうち一番最後の夫婦であるということ
でもって控除を与えるという話が取り沙汰され
るのではないかというような議論が出てきてお
ります。恐らくこの年末にかけての配偶者控除

の議論は２つぐらいポイントがあって，まず配
偶者控除を見直すとしても，新たな控除の形を
どうするかというところで，今話をさせていた
だいたポイントが１つ大きなポイントになるだ
ろうと思います。それから，配偶者控除は所得
控除という形の控除ですけれども，これを税額
控除という形の控除に改められるのか，改めら
れないのかというところがもう１つのポイント
になってくるだろうと思います。
その２つのポイントがあって，そこに２つぐ

らいの制約といいましょうか，議論の縛りがあ
ると思います。１つは税収中立という縛りです。
所得税の税制改正をするということになると，
財政が厳しいから，また増税を考えているので
はないかと勘繰る方もおられますが，既に２０１５
年の「骨太の方針」によって税収中立を基本と
するということが閣議決定されておりますから，
この税収中立という縛りはまず踏まえなければ
ならないポイントになってくるだろうと思いま
す。ですから，増税をするということに単純に
はならないし，逆に言うと，減税にするという
ことでもないということですので，税収中立の
枠の中で議論が始まるのだろうと思います。
もう１つの制約は，９月９日に安倍総理が新

任期で発足した政府税制調査会の総会でご挨拶
されたときに述べられて，皆さんも報道等でご
存じかと思いますけれども，女性が就業調整を
意識せずに働くことができるようにする仕組み
を考えてほしいということを要請されたという
ことです。ですから，女性が就業調整を意識せ
ずに働けるということを税制でも１つサポート
する，ないしは体現できるような制度ないしは
控除の仕組みにするということが考えられると
いうことです。
そういたしますと，配偶者控除を単純に廃止

するということだけでは，極端に言えば，今既
に配偶者控除を受けておられる方にとっては単
純に増税になるだけであるということです。そ
うすると，先ほど國枝先生もおっしゃったよう
に，働き方に対してはむしろそういう意味では
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中立ではないかもしれない。だけども，逆に言
うと，共稼ぎで１４１万円以上働いておられる方
は配偶者控除の恩恵は全く受けていないという
意味で専業主婦の方よりももう少し税の面で恩
恵を与えられないのかというところがあります。
そう考えると，夫婦でどちらが幾ら働いている
かということに関係なく控除が与えられるとい
うタイプの控除ということで言えば，仮の名前
として「夫婦控除」とかという言葉が報道では
飛び交っておりますけれども，夫婦であるとい
うことでもって控除が受けられるというタイプ
の控除というのは１つ，私の競馬新聞的な下馬
評で言えば，有力な候補になるのではないのか
なと個人的には思っております。
そういたしますと，そういうものは本当に税

務の実務的に実際に可能なのかというと，皆様
も給与を受け取るときには年末調整などで扶養
家族の申告書というのを毎年提出しておられる
と思います。ここでは今は扶養対象となる，配
偶者控除の対象となる配偶者しか記入しないと
いうことですので，配偶者控除の対象ではない
配偶者はそこには記入できないということです
が，実はあの用紙の様式をよく見ると，「配偶
者があるのか，ないのか丸を付けてください」
というところが欄にあります。つまり，何気な
くわれわれはその申告書を出すときには配偶者
がいるか，いないかというところに，丸を付け
て毎年提出していたということですから，実際
に税務の書類としては既に自分は配偶者がいる
のか，いないのかということ自体をちゃんと申
告しているということです。給与を受け取る納
税者はみんな申告しているということです。そ
れにもう少しその様式を整えて，控除が受けら
れるか，受けられないかということを判断する
ということは税務の実務的に複雑なことを１つ
２つ作業として加えないとできないという話で
は必ずしもないのではないかと思っています。

３．地方財政において見落とされてきた
課題

時間もありませんので，少し報告書の残りの
ところをお話しさせていただきたいと思います。
報告書では財政のパートでは地方財政の話と震
災復興のことを議論いたしました。
地方財政の話では特に公共事業における入札

の問題について議論をしておりまして，そのと
ころでは公共事業の品質を確保するということ
に主眼を置くならば，工事の過程の監督，事後
の検査などを充実させていくことが本質ではな
いかというようなことをまとめております。

４．東日本大震災における住宅復興の課
題

震災復興のところでは，東日本大震災もあり
ますし，熊本地震のこともありますけれども，
被災地を離れて転居して，生活を再建するとい
う方もおられて，これが生活を再建する。特に
住宅の早期の再建を望む被災者の意向というの
があるというところを研究いたしましたが，そ
れをどういうふうにフォローアップしていくか
ということが財政面からも求められるというと
ころを記しております。私からは以上です。

―――――――――――――――――――――
（小澤） ありがとうございました。それでは，
今度は社会保障に移りますが，駒村先生，よろ
しくお願いします。
―――――――――――――――――――――

Ⅶ．社会保障制度の持続可能性を
高めるために

１．日本の社会保障制度をめぐる３つの
課題

（駒村） 慶応義塾大の駒村でございます。よ
ろしくお願いいたします。私は社会保障の方を

― 16 ―



専門に研究しております。担当としては社会保
障の総論のところと年金の部分を担当させてい
ただいております。総論としては，これは報告
書に全てを書き切っているわけではありません
けれども，現在日本の社会保障制度が抱える問
題としては，非正規，グローバル，或いは技術
革新の中に発生する所得の格差，賃金の格差，
非正規労働者の拡大，或いは，相対貧困の拡大
です。それから，もう１つは大きな人口構成の
変化です。それから，一方では膨大な財政赤字，
公的債務を抱えたままの状態で，より厳しい高
齢化社会に突入していくという状態があるのだ
ろうと思います。この３つの問題は相互に密接
に関連していると思います。

〔格差〕
これらの問題について，いろいろな組み合わ

せで説明可能だと思いますけれども，例えば格
差，貧困からもしスタートするとするならば，
非正規労働者の増大というのがバブル崩壊後に
観察されるわけですが，現在団塊のジュニア世
代で，いわゆる本人が望まないにも拘わらず，
非正規労働者の状態になっているという方が
１５０万人いるという状態です。当然，非正規労
働者の男性は結婚においては極めて不利な状態
に置かれていて，極めて未婚率が高いです。結
婚しなければ日本は子どもが生れませんので，
これが出生率の足を引っ張ってきているという
ことです。これは当然，高齢化率を高めていき，
支え手を減らしているということになれば，財
政赤字の拡大につながるだろうということです。
或いは非正規労働者が増大していく中で，非

常に失業率が下がっているにも拘わらず，家計
の支出が伸びない。当然ながら，所得分布が変
化していく中で低所得者の取り分が減れば，そ
の分だけ消費の足を引っ張ることも考えられる
ということで，これも経済の足を引っ張ってい
く，財政赤字の拡大にもつながっていくという
ことになるのではないかと思います。

〔子どもの貧困〕
他にも，貧困や格差の拡大というのは，いわ

ゆる劣悪な環境で育っている子どもの貧困率が
現在１６％ぐらいと言われておりますが，相対貧
困ギャップも重要です。どれだけ深刻なのかと
いうと，この１６％の子どもたちの生活状態は深
刻な状態になっているというのが国際調査でも
確認されています。劣悪な環境，例えば口論が
絶えない家，DVがある家，ネグレクトがある
家，食事に欠けている家，こういう家で育った
子どもたちは将来どうなるかという長期追跡
データが実はあります。これは日本ではあまり
行われていない研究ですけれども，２０年，３０年
を追跡する研究があります。
そういう中には心理面で子どもの成長に非常

に悪い影響を与えてくるということがあります。
例えばネグレクトとか，児童虐待を受けた子ど
もが将来どういう社会的な困った行動を起こす
のか，将来反社会的な行動に走る危険性がある
ということもある程度追跡データでわかってき
ております。これは子どもたちの心理に与える
影響の問題で，それが将来のさらなる貧困につ
ながると，社会問題につながるという研究があ
る。さらにもうちょっと深刻な研究もありまし
て，これは脳の構造まで追跡して分析していく
研究があります。それによると，虐待などは脳
の構造にまで影響を与えてしまうということで
す。刹那的な行動に走るとか，反社会的な行動
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が我慢できないとか，頭の中でそういう部分を
制御する力が構造的に失われているのではない
か。
こういうことになると，子どもの貧困という

のは一時的な貧困ではなくて，継続してしまう
ということになります。場合によっては世代連
鎖が発生するということです。お金をあげたら
子どもの貧困の連鎖が止まるというわけではな
くて，恐らく同時にサポートする政策をきちん
とやらないと今後少なくなってくる貴重な子ど
もの能力が落ちていく，社会問題にもつながる
のではないかと思います。そういう意味では子
どもへの支援というのは将来に対する投資とい
う部分も考えなければいけないわけです。非常
に財政が限られている中でこういう部分にも気
配りをしていかなければいけなくなっていると
いう状況だと思います。

〔部門別社会保障給付費〕
（資料１３）で社会保障の総額の動向を簡単に

紹介しますが，社会保障支出は着実に増えてお
ります。

（資料１３）

�

〔社会保障給付費の構造〕
次に（資料１４）の財政構成ということです。

社会保障制度の大きさを給付費ベースで見るか，
財源ベースで見るかということで，少し数字も
違います。これは２０１４年の給付費で見たのが一

番右の１１２兆円ということです。財源ベースで
見ると１３６兆円ということになりますけれども，
そのギャップはどこから出ているかはこの集計
表で見てわかるかと思います。

（資料１４）

�

２．社会保障制度の見通し

今後どうなるかを示すのが（資料１５）です。
国民会議等で今後の議論，将来見通しも作られ
ています。現在２０１６年の予算ベースでは社会保
障給付費総額は，社会保険料も入れて，給付費
ベースで１１８兆円ということで，２０１２年に作っ
た大体国民会議の見込みをやや下回るぐらいで
すけれども，ほぼ予想通り来ています。だから，
現在は１２０兆円前後まで来ているのだというこ
とで，これは大体GDPの２４％ぐらいまで来て
いるということです。２０２５年はどのくらいにな
るかというと，おおむね１５０兆円という金額に
なっています。これは一定の経済成長があっ
て，６００兆円を超える経済成長まで来ていれば，
GDP比で２４％，２５％ぐらいを維持できるだろ
うということですけれども，もしGDPがそこ
まで至らなければ，GDP比で３０％と，経済成
長次第ということになるわけです。
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（資料１５）

�

これからの高齢化のピークというのは２０２５年
ではありません。これから先にもう一段厳しい
山が待っておりますので，この先どうなるのか
という議論が当然あってしかるべきですけれど
も，そもそも一体改革で想定された消費税が増
税されなかったわけです。その手前の状態でブ
レーキがかかっているというわけですから，こ
れから先どうなるかの議論もできないという状
態になっています。若い世代から見れば，これ
はどうなるのだという将来不安の大きな要因に
なってくるだろうと思います。

３．社会保障給付の財源構成

（資料１６）が社会保障の全体財源です。これ
はやや古い財務省のデータなのです。ただし，
非常にわかりやすいので，構成を見てみますと，
社会保険料が中心になっています。それを補う
ように国庫負担，地方負担が存在するというこ
とです。ほぼ全額が公費で行われている部分が
児童，それから，障害者福祉，生活保護という
ことになるわけですが，児童手当，児童福祉の
ところは社会保障・税一体改革の社会保障目的
税の対象になっていますので，財源は確保され
ているのだろうと思います。消費税２％追加部
分は，先延ばしになっていますけれども，そこ
の部分においては確保されているだろうと思い
ます。障害者福祉のところも１．５兆円を超えて
増えているところですし，生活保護はご案内の
とおり３．５兆円というところで，毎年，毎年史

上最多の人数が生活保護を受けているというこ
とです。

（資料１６）

�

生活保護受給者の半分が高齢者です。その高
齢者の半分が年金をもらっています。年金をも
らっているにも拘わらず，生活保護を受けてい
るという人が非常に増えてきているということ
です。これは高齢化によって増えているという
ことです。だから，生活保護も高齢化によって
増えるのだということです。貧困高齢者が増え
ています。高齢者の数全体が増えていますし，
年金改革で年金の金額の少しずつ抑えられてい
ますので，年金をもらっても生活保護を受ける
という方も増えているというのが現状だという
ことになります。

４．社会保障制度改革のジレンマ（資料
１７）

（資料１７）

�
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こういう状態で社会保障の改革をどうするの
か。例えば年金制度の財政的な持続可能性を維
持しなければいけないというのは当然のことで
ありまして，これは負担を上げるか，給付を下
げるか，いずれかやらなければいけないという
ことです。ただ，給付を引き下げるとしても，
社会保障政策として適切な給付でなければいけ
ないということです。社会保障の制度内には役
割分担があって，自助が最初に来ますけれども，
次が共助，社会保険料が来ます。社会保障・税
一体改革の一連の改革では医療の守備範囲，介
護の守備範囲，年金の守備範囲を少しずつ抑え
るということをしました。そのことによってそ
れぞれの制度の持続可能性は高まるわけですけ
れども，最後のセーフティネットは公助があり
ますので，そこを幾らきれいにしても，今度は
そのツケが公助に回ってきてしまうという状態
になってきていますので，その辺のバランスを
どう考えていくのか。給付抑制によって，社会
保険は給付抑制で，持続可能性は高まっても，
生活保護の支出が増えてしまいましたというこ
とになってしまうと，それをどう評価するかと
いう問題もあるかと思います。さらにはこれ以
上若い世代に負担を押し付けていいのかという
世代間の公平というのもあって，これのいずれ
を優先するかということです。これを全部達成
するというのはもう既にかなり難しい状態だと
思いますので，優先順位を付けて議論していか
なければいけないという状態だと思います。

５．修正をくり返した人口推計

（資料１８）にある人口の方ですけれども，ご
案内のとおり人口減少社会に既に突入していま
す。来年の１月頃には国立社会保障・人口問題
研究所から国勢調査に基づいた新人口推計が発
表されると思います。過去の人口推計を見てみ
ますと，１９７５年時点の人口推計はご案内のとお
り非常に甘くて，今でも人口が増えている予定
でした。これを見ていただくように，１９７５年の
人口推計によると，青い数字のように１億６，０００

万人に向かって日本の人口は今ごろ増えている
状態でしたけれども，２つの面で予測の誤差が
生れています。

（資料１８）

�

人口推計というのは過去のデータで将来を予
測します。実績に基づいて未来を推計しますの
で，急激な社会変化を前にするとどうしても推
計が後手後手に回っていきます。４０年前の推計
に大きな誤差があったのは当然かと思います。
その後，見ていただければわかるように，徐々
に徐々に推計のたびに直してきて，実際には太
線のような数字であり，２０１０年の人口推計が太
線です。太線の２０１０年までが実績で，そこから
先は将来ということです。将来を見ると，１億
人を下回っていくということになるわけです。
（資料１９）にある高齢化率でも推計と現実の

間に乖離が生れておりまして，１９７５年の人口推
計だと，当時は合計特殊出生率が２を超えてい
ましたので，人口減少することはないだろうと
いう前提で人口予測を持っていました。１９７５年
の人口推計で高齢者の寿命についてはそれほど
延びないだろうという前提を置いていましたの
で，大体２，５００万人ぐらいで将来高齢者の人口
は収まるだろうと見ていたのが，実際には４，０００
万人に向かって増加中であるということです。
高齢者の人口の方は過少推計，実際の動きより
も甘く読んでいたというわけで，これだけの推
計乖離が生れているというわけです。
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（資料１９）

�

６．寿命の伸長とその予測（資料２０）

（資料２０）

�

その理由は何なのかというと，左の方が男性
で，右の方が女性で，これは１９８０年以降の寿命
予測です。１９８０年の寿命予測だと，将来的に女
性の寿命は８０歳ぐらいで止まるだろうという予
測だったわけですけれども，実際は太線です。
それから，２０１０年以降の最新推計が太線のよう
な状態になっているということで，日本の女性
は今後も寿命が延び続けるだろうということで
す。アメリカの人口の研究者のある研究による
と，２０５０年ぐらいになると，日本の女性の寿命
は９３～９４歳ぐらいまで延びていくのではないか
ということです。年金が４０年払って，３０年以上
もらうということになると，どうしてつじつま
が合うのだろうかということを当然意識しなけ
ればいけないということになります。

〔出生数〕
一方，（資料２１）にある出生率の方ですけれ

ども，後で大森先生が少し対策については議論
されると思いますけれども，これは急激に減っ
ているということになっております。１９７５年の
人口推計だと，合計特殊出生率が２．０＋αを維
持できると想定していましたので，毎年２００万
人生まれるという想定でした。

（資料２１）

�

１９９２年の紫の人口推計だと，当時は合計特殊
出生率が１．５で，今の政府の目標は将来的に２０２５
年には１．８まで回復すると置いた場合，大体１３０
万人が毎年生まれているだろうということです
けれども，現実に生まれているのは毎年１００万
人です。２０４０年から５０年に入っていくと，毎年
生まれる子どもの数は５０万人ということになっ
てくるわけです。現在４０歳ぐらいの団塊ジュニ
アの同学年は２００万人ですから，それに比べて
５０万人というのは４分の１です。だから，もっ
と早く手を打っておけば，ここまで人口は減ら
なかったということなのに，実は手を打つのが
遅すぎたというのが現状だと思います。
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〔高齢化率〕

（資料２２）

�

（資料２２）にあるとおり，以前の推計では高
齢者の数はあまり増えない。子どもの数は甘く
読んでいたわけですから，高齢化の予測も推計
するたびに上方修正をしなければいけなくなっ
てきます。１９７５年時点での高齢化のピークは大
体１７％から１８％でした。今ごろがピークで，も
うおしまいというストーリーだったわけですけ
れども，現実には今からが勝負というわけ
で，４０％に向けてもう一段山を登らなければい
けないのです。だから，２０２５年がピークでも何
でもない。２０２５年は最初の山であるということ
です。その向こうにさらに大きな山がある。こ
れをどう乗り越えていくのかということをわれ
われは考えなければいけないということになり
ます。

〔コーホート出生率と期間出生率〕
出生率の方を少し細かく見てみますと，コー

ホート出生率と期間出生率という２つの出生率
の定義があります。政府が希望出生率１．８と言
っているのは期間出生率です。この期間出生率
とコーホート出生率の違いはどうなっているの
かということです。（資料２３）の一番左が１９６６
年から７０年生まれです。２０１５年時点で４５歳から
４９歳の人が例えば１５から１９歳のときに１人当た
りの女性が産んだ子どもの数が一番下の帯です。
それから，２０から２４歳のときに産んだ数が下か

ら二番目の帯，そして，下から三番目の帯が２５
から２９歳です。これを全部足すと１９６６年から７０
年生まれの世代の女性が産んだ子どもは１．５ぐ
らいということになるということです。下から
三番目の帯のころですね。つまり，２５歳から２９
歳ごろが一番産むタイミングとしては出産力が
強かったということを下から三番目の帯は示し
ています。次の世代はまだ４４歳ですから，あと
５年まだ可能性はあるのだろうと思いますけれ
ども，前の世代よりはなかなかしんどいという
ことになっている。

（資料２３）

�

個別の個々の世代が実際に産んでいる子ども
の数を見るのがこれで，これは実態ベースです。
政府が言っている１．８という期間出生率という
のはどういう概念かというと，ここで言うと，
一番右の１９９６年から２０００年生まれの世代の１５か
ら１９歳に産んだ子どもの数の小さな帯とその隣
の９１年から９５年の世代の下から二番目の帯と
１９８６年の世代の下から三番目の帯という具合に，
各コーホートの部分的なものを足していったも
のが合計特殊出生率とか言われている概念です。
何が言いたいかというと，バーチャルなもので
あるということです。実態ベースではないとい
うことを言いたいということです。
それから，黒い線の右軸に６とか，ゼロとか

あるのは単位は１００万人です。例えば１９７１年か
ら７５年生まれはいわゆる団塊ジュニアと言われ
ているグループで，この世代はこの５年間で５００
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万人以上の女性がこの世代にはいるということ
です。それより若い世代になると当然出生率が
下がっているので，同級生が減っているという
ことです。つまり，親になる人の数が減ってし
まっているということです。出生率が上がって
も，親になる人の数が減ってしまえば，率を上
げたところで，人数はもう増えないということ
で，人口が増加するとか，維持できるとかいう
絵空事をもって将来予測を立ててはいけない。
今後の政策は人口は確実に減少するということ
です。５０万人まで減らさないためにはどうする
かというためには当然，出生率を上げなければ
いけないわけですけれども，それを劇的に逆転
させるということはかなり難しいだろうという
ことを考えなければいけないと思います。
ただ，よく見ると，１９８１年から８５年生まれは，

前の世代の１９７６年から８０年生れに比べると下か
ら四番目の帯のラインが上に来ています。つま
り，この８０年世代というのがかなり健闘してい
るということです。だから，この８０年世代はま
だまだ出産可能性意欲がある世代のところの少
子化対策をきちんとやっていくということです。
そこは子ども関係の政策であり，或いは先ほど
言った非正規が婚姻率を下げているならば，非
正規の労働条件を上げるということをやってい
かなければいけないと思います。

７．年金

〔幅広い経済前提における所得代替率の見通
し〕（資料２４）

（資料２４）

�

残った時間で，あまり時間もございませんの
で，年金の話に入っていきたいと思います。こ
ういう人口構造で年金の財政検証を行って，１００
年後も積立金が１年あり，代替率を５０％維持で
きるという仕組みを作らなければいけないとい
うことです。２０１４年に厚生労働省の方から年金
財政検証が行われています。８通りの予測のう
ち５通りは持続可能で，３通りは持続可能では
ないという結論になっていますけれども，５通
りの方がいいようにも見えますが，極めて高い
経済成長や，労働力率が劇的に上昇する前提で
す。例えば女性のM字カーブ，つまり，出産
や結婚を機にして仕事を辞める人はほとんど存
在しなくなるという前提を持たない限り，持続
可能性がなくなってくるということも見ておか
なければいけないということです。

〔マクロ経済スライドによる給付水準調整見通
しの変化〕（資料２５）

（資料２５）

�

さらに年金における問題はマクロ経済スライ
ドです。高齢化率に応じて年金の給付額を下げ
ていくという仕組みを取っていますので，高齢
化がどんどん上がっても，理屈上はマクロ経済
スライドさえかければ年金制度は破綻しません。
１人頭の年金額をどんどん下げればいいのです
から，高齢化が上がっても，その分だけ年金を
下げれば，つじつまが合うようにできますので，
寿命が延びようが，出生率が下がろうが，代替
率５０％の制限さえ取っ払ってしまえば，幾ら高
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齢化が進んでも，年金財政は持続可能であると
いうことになりますが，下げすぎるという可能
性も出てくるわけです。
現在わかっているのは，厚生年金については

マクロ経済スライドは恐らく５～６年で止まる
ことができるだろう。つまり，累積カット幅を
５％にするということです。報酬比例の２階部
分については５％カットぐらいで何とか財政は
安定するだろう。問題はこの絵に描いてあるも
う一個の方で，基礎年金の方は３０年間マクロ経
済スライドをかけないと財政は均衡しないとい
うことです。つまり，累積で基礎年金は３０％カ
ットするということを意味しているということ
です。これは生活保護とのバランスが著しく逆
転して，悪化していくと思います。低所得者ほ
ど基礎年金に依存していますので，これが効け
ば，将来貧困高齢者が急激に増えていくという
ことにどういうふうに対応するか。この部分に
ついてはまだ未回答であるということです。

〔マクロ経済スライドによる給付水準調整見通
しの変化〕（資料２６）

（資料２６）

�

一方の対応方法としては，マクロ経済スライ
ドを止めるためには，年金の支給開始年齢を上
げるということです。これは財政の持続可能性
というよりは，マクロ経済スライドを止めるた
めには支給開始年齢を上げるという考え方があ
って，これは厚生労働省の方も何パターンか推

計をしていて，例えば４５年加入になった場合，
そして，６６歳からもらった場合は，１年余計に
働く効果と１年遅くもらい始める効果の合計で
年金水準を５．５％ほど改善できるとか，いろい
ろシミュレーションを作っています。

〔年金支給開始年齢国際比較〕（資料２７）
年金支給開始年齢も既に６７歳にシフトしてい

る国も多いわけですので，日本も２０２５年に６５歳
に到達した後，速やかに６７歳を目指していくべ
きではないかと思います。

（資料２７）

�

〔加齢による知能はどのように変化するのか〕

（資料２８）

�

では，６０歳代後半まで働けるのか。能力的な
問題があると思います。人間の能力というのは，
結晶的知能と流動性知能と言われている２つの
ものによって人間のパフォーマンスは左右され
ているということになっています。いわゆる流
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動性知能というのは数学者に代表される論理的，
計算応力やインスピレーションとかで勝負をす
る部分です。これは残念ながら加齢とともに低
下していくということになります。結晶性知能，
つまり，経験知に基づく能力はむしろ年齢とと
もに上がっていくという傾向があって，これの
合計がパフォーマンスになるわけです。
仕事によってこのパフォーマンスのピークは

もちろん変っていきますけれども，組織のリー
ダーなんかは５０代半ばぐらいが一番パフォーマ
ンスのピークではないかとも言われています。
こういうことを見て，このパフォーマンスに合
ったような仕事の配分を考えていけば，６０歳，６５
歳以降，日本の社会では６０代は現役であると変
えていかないととても持たないということです。
世論調査を見ても，「何歳から高齢者ですか」
という質問に対して「７０歳からが高齢者であ
る」というのが一番多い世論調査の答えです。
そういうふうな形で高齢化社会に合わせた制度
変更もやっていかなければいけないということ
です。
その他に４章の方では国民健康保険，介護保

険の保険単位の拡大をしていかなければいけな
いとか，或いは高齢化に伴って地方公務員の守
備範囲が福祉の分野にどんどん寄っているとい
う現状も紹介をしているということです。すみ
ません。長くなりましたけれども，社会保障の
前半は以上です。ありがとうございます。

―――――――――――――――――――――
（小澤） ありがとうございました。それでは，
大森先生，お願いします。
―――――――――――――――――――――

Ⅷ．少子化，医療・介護

（大森） 少子化，医療・介護を担当しますお
茶の水女子大学の大森と申します。よろしくお
願いいたします。だいぶ時間も押しているよう
ですけれども，手短に報告をしたいと思ってい

ます。私の報告は，皆様にお配りしてあります
報告書の中の少子化，或いは医療・介護に係る
ところということになります。

〔財政経済研究会担当〕
今回の報告書のたたき台になる研究論文を執

筆したのは，（資料２９）にお示ししている先生
方です。誤解のないように申し上げておきます
と，本報告書は，財政経済研究会の委員の先生
方（報告書の最後に，小澤座長をはじめ，研究
会のメンバーが載っております）の書かれた論
文を議論のたたき台として，研究会において，
侃々諤々と議論をして，意見の相違も明らかに
しながら取りまとめたものです。
私の報告は，ご覧のように，大部の報告書の

短時間でのまとめということになりますので，
ぜひ私の本日の話の後に報告書をご覧いただけ
ればと思っております。

（資料２９）

�
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１．少子化

〔日本の人口動態〕
まず（図８）をご覧いただければと思います。

番号がいきなり「８」に飛んでおりますが，こ
れは報告書の中の図表番号です。わかりやすい
だろうということで，そういうふうにしており
ます。これからお示しをする図表も報告書中の
図表番号でお示ししておりますので，ご了承く
ださい。

（図８）

�

駒村先生のお話の中にもありましたように，
日本は，現在，少子高齢化が進んでおり，２０４５
年頃まで高齢者の数が増加し続け，高齢化率も
４０％に達し，その水準が持続すると考えられて
います。一方，１５歳から６４歳の勤労世代の人数
は，１９９０年代半ばから減り続けています。

〔少子高齢化の課題〕（資料３０）

（資料３０）

�

この様な状況下で，医療・介護，年金等の社
会保障給付費の増加が見込まれると共に，税
収・社会保険料収入の低下が予想され，社会保

障制度の持続可能性が危ぶまれています。少子
高齢化という人口変動の下で，社会保障制度を
持続可能にするためには，社会保障給付費を抑
えるか，税収・社会保険料の増加を目指すしか
ありません。前者のためには，医療・介護費
（費）の効率化，年金制度の効率化を図ること
が必要です。同時に，高齢化の下では，医療・
介護の需要が増えることはやむを得ないことで
あり，高齢化に対応した医療・介護の需給が行
われる必要があります。その際，医療・介護制
度の効率性のみならず公平性も求められます。

〔経済成長の促進と子育て支援〕（資料３１）

（資料３１）
�

高齢化の下で，医療・介護需要が増加し，年
金受給者が増加していくことを考えると，社会
保障給付費が増加することはやむを得ないとこ
ろがあります。そのように考えると，税収・社
会保険料の増加を図ることが必要であり，その
ためには経済成長の促進を図るべきです。
経済成長の要因は，労働量の成長，資本量の

成長，全要素生産性という３つの要素に分解す
ることができます。全要素生産性とは，技術革
新など，労働量，資本量に帰着できない要因を
指しています。

〔日本の成長会計〕
（図９）は，日本の経済成長にこの３つの要

素がどの様に貢献しているかを見ています。
１９９０年代以降の経済成長率の減少要因として，
労働量の減少，全要素生産性の減少が目立ちま
す。全要素生産性の減少は，若者の数の減少，
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若者の能力の低下によるものである可能性も考
えられます。生産性の向上は，「人」が生み出
すものであり，日本では「人への投資」を十分
に行ってこなかったことが１９９０年代からの「失
われた２０年」の一因とも考えられるのです。ま
ずは，人口減少を食い止めるためには，第一に
「子育て支援」の充実，第二に移民受け入れの
検討が必要です。

（図９）

�

〔日本とヨーロッパ諸国の出生率の年次推移の
比較〕
（図１０）は，各国の合計特殊出生率の年次推

移を見ています。日本の出生率が低迷している
一方で，ヨーロッパの多くの国の出生率は，人
口を維持するために最低限必要な出生率水準で
ある，約２．１に近づくような回復傾向が見られ
ます。その理由の一つが，日本の女性の労働参
加が立ち後れていることです。

（図１０）

�

�

〔男女平等指数と社会・経済変数〕
（表８）は，男女平等指数を示したものです。

男女平等指数（Gender Gap Index）は，世界経
済フォーラムが，毎年，作成・公表してお
り，２０１４年，日本は，対象となる１４２カ国中１０４
位でした。男女平等指数は，男性と女性の間で，
労働参加や政治参加に関して差が少ないほど大
きくなるという指標です。表８では，上位の国
ほど，女性の労働参加率も，出生率も，一人当
たりGDPも高くなる傾向が見られます。これ
らは，いずれも日本が経済成長を続けるために
必要な要素ですが，男女平等指数が低い日本で
は，いずれも低くなっています。男女平等指数
が高い国で，女性の労働参加率が高いことは，
指数の定義を考えれば自然なことですが，なぜ
出生率や一人当たりGDPが高くなるのでしょ
うか。その秘密は，子育て支援の充実にありま
す。（表８）は，男女平等指数が高い国ほど子
育てをする家族向けの社会支出がGDPに占め
る割合は高くなっていることを示しています。
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特に，括弧書きで記載されている「現物給付」
が充実していることがわかります。「現物給付」
の主なものは保育サービスですが，その充実に
よって，女性が子どもを生み育てながら，働き
続けることができるのです。その結果として，
男女平等指数が高い国では，出生率も一人当た
りGDPも高くなると考えられます。日本も，
特に「待機児童」の出ている地域において，保
育所サービスの充実を図るべきです。最近，政
策目的が，待機児童解消ではなく，保育士の待
遇改善にすり替わってきているきらいがありま
すが，待機児童解消という本来の政策目的を貫
徹するべきです。

（表８）

�

２．医療・介護

〔社会経済環境の変化の下での医療・介護制度
の課題〕（資料３２）

（資料３２）

�

次に医療・介護制度の課題に話を移しましょ
う。冒頭でお話ししたように，高齢化の下で，
長期療養・介護サービスの需要が増加している

一方で，それに伴う医療・介護費用の増加に対
して，効率性，公平性を確保した医療・介護制
度の構築が求められています。以下では，医療・
介護制度の抱える課題とその対応策について，
順番に説明していきましょう。

〔国民医療費の年次推移〕

（資料３３）国民医療費の年次推移

�

医療・介護の需要サイドでは，高齢化に関わ
る医療・介護需要が増加しています。スライド
の国民医療費の年次推移のグラフ（資料３３），
（図１５）の介護給付の年次推移のグラフをご覧
ください。国民医療費は増加傾向にあり，２０１４
年には，４０兆８，０７１億円に達し，そのうち，５６．１％
が，高齢者（６５歳以上）の医療費です。次に，
（図１５）をご覧ください。公的介護保険による
介護給付は，増加の一途をたどっています。例
えば，脳血管疾患は，急性期の治療の後，リハ
ビリテーションが必要であり，その後は，定期
的な予後のケア，あるいは介護が必要になりま
す，医療と介護の連携が求められ，特に後者の
予後のケア，介護等では一般診療所を中心とす
るプライマリーケア，在宅介護の強化が求めら
れています。現在，２０２５年を目標に，国が「地
域包括ケア」を整備していますが，論理的に正
しい政策の方向性をとっている様に思われます。
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（図１５）介護給付の増加とその財源

�

〔医療・介護制度の課題と対応策〕（資料３４）

（資料３４）

�

その一方で，医療・介護制度に関して，効率
性，公平性が求められています。医学的知識・
情報，介護の知識・情報に関する情報の非対称
性の下で，過剰なサービスなど，供給者のモラ
ル・ハザードが発生する可能性があります。特
に過剰投薬に関しては，数量的データのみなら
ず逸話的なエビデンスには事欠きません。また，
患者サイドの不適切な受診の問題も見過ごすこ
とはできません。高齢化の下で，患者は，医療，
長期療養サービス，介護サービスなど複合的な
サービスを選択する必要がありますが，十分な
知識の無い中では，容易なことではありません。
こうした効率性に関わる問題に対しては，ま

ずは，患者に対する医療・介護情報の提供，具
体的には第三者評価の情報の提供，ピア・レビ
ューを促進することが重要です。
医療・介護制度は，生命，健康に直接関わる

ことから，公平性の観点も重要です。負担・補
助のあり方が問われ，その際，どの様な基準で

負担・補助のあり方を変えるべきなのか，検討
が必要です。基準とは，具体的には，所得の多
寡，年齢等の世代間の観点です。

〔市町村格差：第１号被保険者１人当り保険料
と歳出額〕
（図１４）は公的介護保険の第１号被保険者（６５
歳以上の人々）の一人あたり保険料と保険給付
費の分布を示しています。保険料の分布の右側
に保険給付費の分布があり，租税財源，現役世
代の社会保険料による相当の補助があることが
分かります。また，保険料，介護給付共に市町
村によって分布があり，特に介護給付の分布の
分散が大きいことも注目されます。公平性に関
する基準は，最終的に，社会的合意の下で決め
る必要があり，社会全体での議論，社会的合意
の形成が求められています。

（図１４）

�

〔公的保険の存在〕
医療・介護の需要を考える上で，公的保険の

制度のあり方は重要です。保険による自己負担
の低下に基づく患者側のモラル・ハザードは，
不可避の問題であり，その対応策として，現在
最も取り組むべきなのは，医療・介護共に公的
保険のカバーする範囲の見直しではないでしょ
うか。費用対効果を考慮し，公的保険によって
カバーするサービスの範囲の見直しを行う必要
性があります。また，公的保険では，比較的小
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規模の保険者が分立している状況を踏まえて，
保険者の統合による効率的保険運営を図るべき
です。

〔医療・介護制度の供給側の政策〕
最後に，医療・介護制度の供給側の政策につ

いてです。先に説明してきた需要側の要因，具
体的には，患者の医学情報，介護情報・知識の
不足から来る非合理的な医療・介護需要の問題，
公的保険の存在による患者のモラル・ハザード
の問題に対する対応を政府当局は迫られていま
す。一般診療所における診療，一次医療よりも，
病院における診療，専門医の診療，二次医療を
患者が志向する診療所離れ病院志向は問題の典
型的な表れです。
一方，医療・介護の供給サイドも，医学，介

護の知識・情報の非対称性を利用したモラル・
ハザードのインセンティブを持っています。こ
れらの問題を解決するためには，GPシステム
の導入を柱とする一次医療，プライマリーケア
志向の制度改革が必要です。GPシステムとは，
一般診療所の医師のような，広い範囲の病気の
診断・治療を行い，患者の日常の健康管理を担
当する役割の医師であるプライマリーケア医を
決めて，一次医療で対応出来ない病気・けがの
患者を病院等の二次医療に紹介するシステムの
ことです。このシステムの導入により，プライ
マリーケア医が，費用のかかる病院サービスな
ど，患者の不必要な二次医療の受診を抑える
Gate Keeper，門番の役割を果たすことができ
るばかりでなく，プライマリーケア医をかかり
つけ医にすることで，患者が日常のケア，健康
相談などを気軽に行うことが可能になります。
長期療養・介護需要が増加している中，医療と
介護の連携が求められている中でも，プライマ
リーケア医は，患者の診療，健康管理のみなら
ず，患者の医療・介護サービス選択の良いアド
バイザーになるなど，中核的な役割を果たすこ
とができます。
患者の健康管理，サービス選択の良いアドバ

イザーとしては，保険者も役割を果たすことが
期待されますが，先ほど，指摘した保険者の統
合によって，保険者の組織機能が強化されるこ
とと整合的です。
最後に，医療・介護の供給は，市場の失敗へ

の対応から規制が必要なところもあって，サー
ビスの供給が，需要に併せて，スムーズに変容
しないところがあり，ある程度，政策誘導によ
って，供給体制を整える必要があります，現在，
国は「地域医療構想」を策定し，将来の医療・
介護需要に応える供給体制作りを進めており，
今後の展開が注目されます。

Ⅸ．質疑応答

（小澤） ありがとうございました。だいぶ
時間も押してきました。國枝先生と土居先生に
は財政・税制に関するお話をしていただき，駒
村先生と大森先生には社会保障に関するお話を
していただきました。

〔財政の持続可能性〕
まず國枝先生に関しましては，財政の持続可

能性は赤信号なのだ。財政赤字ギャンブル状態
になっているというようなことを強調してお話
していただくことで，われわれが直面している
事態の深刻さが浮き彫りにされました。

〔法人実効税率引き下げと税収中立〕
土居先生に関しましては，法人実効税率の引

き下げに関して税収中立のために課税ベースの
拡大を同時に行いましたが，特に外形標準課税
の拡大を行っていて，そこら辺が将来に対して
禍根を残すようなことになってはいないかとい
うこと，そして，法人税制の中だけで税収中立
で法人実効税率引き下げを企てることの限界が
見えるというお話でした。

〔社会保障制度の持続可能性〕
駒村先生に関しましては，消費税率の引き上
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げを先送りしたということが社会保障制度の持
続可能性を失わせているとの指摘がなされ，そ
もそも修正を繰り返した人口推計を行った結果
として，いろいろ手を打たなければいけない時
期を失してしまっているのではないかとのこと
です。すなわち，いくら出生率を上げても，親
の世代の人口が減ってしまっているのだから，
それですぐに人口が増えるという単純な問題で
はなくなっているというお話です。年金に関し
ましては，マクロ経済スライドの基礎年金部分
に関しては，財政の均衡化にはまだ３０年ぐらい
時間がかかってしまう可能性があって，それを
軽減するためには，支給開始年齢を引き上げる
ということを真面目に考えるしかないというこ
とで，実際に６７歳を目指すぐらいの覚悟が必要
だというお話でした。

〔現物給付への注目と，医療と介護の連携〕
大森先生に関しましては，男女平等指数の高

い国というのは合計特殊出生率も高いし，１人
当たり名目GDPも大きいということです。な
ぜそうなのかということに関しては，家族向け
の社会支出GDP比率が高いところに原因があ
って，特にその中でも現物給付の保育サービス
の比率が高いところに注目すべきであるという
ことです。それから，医療と介護の連携に関す
るお話もしていただきました。一般診療所を中
心とするプライマリーケアの強化，地域包括ケ
アに関する話とか，医療・介護制度の課題と対
応策に関しまして，需要側，供給側両面に関し
て詳細にお話をしていただきました。

それでは，残った時間で質疑応答に入りたい
と思います。なるべく簡潔に質問とリプライを
お願いしたいと思います。それでは，まず最初
に，國枝先生の報告に対しまして駒村先生と土
居先生から質問をお願いしたいと思います。
―――――――――――――――――――――

〔投資減税の他の手段〕
（駒村） 幾つか質問を出したのですけれども，
時間もないということですので，選びます。國
枝先生のご主張の中で内部留保を国内の投資に
つなげるためには投資減税が有効であるとなっ
ているのですけれども，他に手段がないのかな
と思っております。ここら辺をちょっとご解説
願いたいと思います。

―――――――――――――――――――――
（小澤） 土居先生もお願いします。
―――――――――――――――――――――

〔ヘリコプターマネーの有効性〕
（土居） 私からは財政運営と金融緩和の関係
で最近取り沙汰されている，ヘリコプターマ
ネーとか，財政ファイナンスというような話に
ついて質問をします。これらの話はデフレ脱却
のためということではあるのですけれども，デ
フレを脱却した途端に過度なインフレになりは
しないかという心配を財政面から懸念している
わけです。日銀が国債を買い入れるというとこ
ろで今は支えておりますが，これがやがてイン
フレの火種になりはしないか，という懸念です。
けれども，アベノミクスを支える経済学者とい
うか，論者がこれを是としているわけです。片
や，別の経済学者からはそれに対して強い懸念
が示されていて，なぜヘリコプターマネーはい
いのだと言う学者に対して有効な説得ができな
いのかというところをお聞かせいただきたいと
思います。
―――――――――――――――――――――

〔内部留保を国内投資につなげる方法〕
（國枝） では，答えさせていただきます。駒
村先生の方から話がありました内部留保を国内
投資につなげるためにどうしたらいいかという
話です。投資減税だけでは，企業投資が必ずし
も十分増えていないのも確かです。もう１つの
重要なファクターとしては，たまっているお金
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で国内投資をしないというのは経営者の判断と
いうことになるわけですが，株主からすると，
内部留保でためているぐらいだったら，もっと
有効なところに金を回してくれということにな
るはずなのに，それがうまく経営者に伝わって
いないということを意味しています。すなわち
コーポレートガバナンスの問題でもあるわけで
す。コーポレートガバナンスの強化については
あまり説明しませんでしたけれども，アベノミ
クスの中の重要な要素としてあるわけです。こ
れをさらに徹底することが有効ではないかなと
思っています。

〔ヘリコプターマネーの条件〕
それから，土居先生の方から話がありました

ヘリコプターマネーの話です。ヘリコプターマ
ネーというのは定義がはっきりしない部分があ
って，論者によっていろいろ言っているわけで
すが，私は２つの条件があるのだろうと思って
います。１つは，中央銀行が国債を大量に買っ
ていくということです。もちろん直接引き受け
は法律で禁止されていますから，日本では行わ
れていないわけです。しかし，現在の日本の国
債市場の動向というのは日銀が一方的な買い手
となって，日銀の政策によって金利が左右され
ている状況ですので，実質的にヘリコプターマ
ネーの条件の１つは満たされているのではない
かと思います。
もう１つはいわゆる出口でどうするかという

ことです。ヘリコプターマネーで国債を日銀が
たくさん買うのはいいのですけれども，土居先
生からもご指摘がありましたように，２％の目
標が達成されました後，どうするのですかとい
うことが重要です。ヘリコプターマネーの議論
は，その際に買った国債を日銀が売らないとい
う条件がないと成り立たないものです。しかし，
国債を売らないとは何を意味するかというと，
インフレになっても日銀が放っておくというこ
とになってしまうということなのです。インフ
レになっても気にしないということであれば，

ヘリコプターマネーによってある意味財政のフ
ァイナンスができることになりますけれども，
それはインフレという非常に弊害があるという
ことです。逆に，インフレになったからという
ことで，国債を日銀が手放していくということ
になると，ヘリコプターマネーを実施しても，
中長期的に財源の確保になっていないというこ
とになるわけです。これが２つ目の条件です。

〔日銀の出口戦略〕
２つ目の条件が成り立っているかどうかとい

うことについては，日銀の出口戦略は未だ表明
されていません。黒田総裁は国会等で聞かれも，
「まだ言えません」ということをおっしゃって
いるわけです。だからこそ，土居先生の話であ
りましたように，なぜ特に総理の周り等にヘリ
コプターマネーの推進派がいるだと思います。
そうした推進派は，出口のことを何も語ってい
ません。出口の部分でどういう弊害があるかと
いうのが，ヘリコプターマネーの是非を論じる
上で，重要なところです。経済学者の多くは，
ヘリコプターマネーを実施すれば，出口の時点
で大変なことになるのではないかと懸念してい
ます。インフレになるか，或いは逆に国債の暴
落という形を取るかわかりませんが，大きな弊
害が発生するとのではないかと考えて，ヘリコ
プターマネー政策を問題視しているわけですけ
れども，いわゆるリフレ派の人たちは先のこと
は語らずに，現在のことだけ語っているのです。
そうすると，弊害が見えてこないので，ヘリコ
プターマネーでもいいのではないかということ
になってしまうのではないかと思います。そう
いう意味では，現在，日銀で金融政策の再検証
が行われているわけですけれども，本当は出口
戦略をどうするのかという話を併せて表明して
もらう必要があるだろうと思っています。

―――――――――――――――――――――
（小澤） ありがとうございました。それでは，
次に土居先生の報告に対しまして大森先生，國
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枝先生から質問をお願いしたいと思います。
―――――――――――――――――――――
（大森） それでは，時間も限られているよう
ですので，土居先生に最もうかがいたいことを
１点伺いたいと思います。

〔財政再建と景気に対する配慮〕
景気悪化の見通しがあるときに，増税を一時

延期することは，実際にそういう名目で一時，
日本は消費増税を延期したのですけれども合理
的選択とも考えられます。これについてどのよ
うにお考えでしょうか。財政再建と景気に対す
る配慮は，ある意味トレードオフ関係にあると
思うのですが，その点どの様にお考えかお話し
いただけたらと思います。

―――――――――――――――――――――

〔法人税の措置〕
（國枝） 私の方からは，外形標準課税の問題
点はまさに土居先生がご指摘のとおりだと思っ
ております。ただ，消費税増税が先送りされて
しまって，財源がない中，法人税をどうすべき
かということについてどう考えるかというのを
聞きたいと思います。
―――――――――――――――――――――

〔社会保障の給付と負担のバランス〕
（土居） ご質問ありがとうございます。まず
大森先生のご質問に対してです。確かに景気が
悪くなりそうなときに負担増を求められるとい
うのは民間家計からするとつらいことだと思い
ます。ただ，問題はわが国の財政でなぜ負担増
をお願いしなければならないかという根本原因
であり，それは，社会保障の給付の財源を賄う。
かつ将来世代にその負担の付けを回さないとい
うことだろうと思います。
そういたしますと，結局，景気が良かろうが，

悪かろうが，社会保障の給付を出さなければい
けないということである以上，それを景気が悪

くなったからと言って，将来の負担に付け回す
ということを繰り返していくと，結局，社会保
障の給付は今生きている世代が別に負担しなく
たってよいではないかという形で，社会保障の
給付と負担のバランスに対して節度を失ってし
まうという状況にもはや来ているのだと思いま
す。
今回が景気悪化を理由に負担増を先送りする

ということを初めてしたというのならまだわか
らなくはないですけれども，１９９０年代以降，何
回も繰り返してきて，今日に至って，未曽有の
政府債務残高になっているわけですから，残念
ながら，その景気悪化を理由に負担増を先送り
するというカードは切り過ぎて，これからさら
にそういうカードを切り続けていたら大変なこ
とになるのではないかなと，そちらの方をむし
ろ懸念いたします。

〔内部留保の問題〕
國枝先生からのご質問ですけれども，法人税

自体は今のところ経済界にもさらにもう一段変
えてほしいというモメンタムがあると私自身は
あまり認識していませんし，できれば法人税自
体の問題というよりかは，むしろ法人にまつわ
る財政負担というか，事業主負担社会保険料の
問題も併せてセットで，どういうふうに企業に
対して税なり，社会保険料を課すかというとこ
ろを総合的に考える時期に来ているのかなと思
います。ただ，景気対策というか，経済活性化
のために法人税を動かすと言うにしては，先ほ
ど駒村先生から國枝先生への質問にもあったよ
うに，内部留保の問題というのが鍵になってく
るのではないかと思います。ただ，内部留保の
問題は一部に誤解があるのではないかと思って
います。内部留保が無駄に企業の中にため込ま
れているのではないかという表現の仕方をされ
るわけですけれども，私はそれが間違っている
と思っているわけです。あくまでも企業の資金
調達の一手段であると位置付けて議論を進めな
いといけないのです。
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それはわれわれ家計に置き換えて考えてもわ
かります。例えば家を買うときに全てを住宅
ローンで賄うにしては負担が重いから，一部自
己資金を用意する。そうしたときに借り入れで
賄う部分と自己資金で賄う部分と両方あります。
自己資金で賄って，家を一部自己資金で買うと
いうのはまさに企業でいうところの内部留保を
活用して家を買うと言っているのと同じことな
わけです。それで，住宅ローンと自己資金で家
を買いました。新しい家に住みました。そのと
きに家計に内部留保という自己資金がため込ま
れているのでしょうか。そんなわけはなくて，
それは家という器に変っているのです。けれど
も，この家を売るとまたキャッシュが戻ってき
て，それは一部借り入れの返済に充てるという
ことになりますが，借り入れの返済後に残った
お金はまさに帳簿上ついている内部留保という
ことのイメージなわけです。
ですから，これが設備投資に回れば全く同じ

ことで，有形のものに設備投資で内部留保の資
金が充てられたということですが，多くの場合
はいわゆる投資有価証券，子会社などの株式を
買うという形でわが国の企業はその内部留保を
使っているということです。もちろんひも付け
ではないのですけれども，バランスシートの右
と左を見比べると，そういうことになっている
ということなので，住宅ローンを借りて，自己
資金も使って家を買うというアナロジーが一見
するとつながらないように見えるかもしれませ
んが，バランスシートの関係からすれば全く同
じことで，無駄に内部留保がため込まれている
わけではないのです。
ただし，先ほど國枝先生のお話にあったよう

に，コーポレートガバナンスの問題というのが
あると思います。内部留保という資金調達手段
を使って有効な投資が行われたのか，設備投資
であれ，人的投資であれ，株式を買う，投資有
価証券を買うということであれ，それらを全部
含めた意味の投資が有効であるのかどうか，と
いうことは厳しく問われてしかるべきだという

意味では内部留保が有効に活用されているのか，
収益を生んでいるのか，というという問い掛け
の方がむしろ議論としては健全であると思いま
す。法人税減税の恩恵を受けた企業もあるわけ
ですが，その減税を受けた企業が仮に内部留保
を増やしていたとしても，別に増やしたという
こと自体に目くじらを立てるということではな
くて，それによってさらなる収益アップにつな
がったかどうかというところを見極めるという
ようなところなのかなと思います。

―――――――――――――――――――――
（小澤） ありがとうございました。それでは，
次に駒村先生の報告に対しまして大森先生，國
枝先生から質問をお願いしたいと思います。
―――――――――――――――――――――

〔公的年金に対する対応策〕
（大森） 先ほどの駒村先生のご報告の中で，
これからさらに寿命が延びていき，年金の保険
料の払い込み期間と受給期間が限りなく近づい
ていくという大変な状況になるということをお
っしゃっていました。そういう中で公的年金の
受給開始年齢を遅らせるという政策選択は避け
られないのかなとも思いますが，定年が６０歳と
いう今日，これからどういう対応策を取るべき
か，お考えをお聞かせいただけたらと思います。
―――――――――――――――――――――

〔最低保障年金〕
（國枝） 私の方からは，高齢者関連ですと老
後破産の問題がよくメディアとかで指摘されて
いるわけで，まさに低所得者への配慮が必要な
のはご指摘のとおりだと思います。私は生活保
護を専門にしておりますが，生活保護の方でも
駒村先生からご指摘があったように，実は高齢
者が本当に増えています。今後，さらに貧困状
態の高齢者が増加すると，生活保護のみで，貧
困状態の高齢者を支えていくというのは無理が
あるということになります。財源のことを考え
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ると夢かもしれませんけれども，本当であれば
今の基礎年金だけではなくて，税財源を確保し
た上での最低保障年金みたいなものが必要にな
ってくるのではないかと思いますけれども，い
かがお考えでしょうか。

―――――――――――――――――――――
〔高齢者の雇用〕
（駒村） ありがとうございます。高齢者の雇
用についてですけれども，人事の歴史をずっと
さかのぼって見てみると，どの時代でも成人し
た人というのは５０歳，６０歳まで生きていた時代
が続いたわけで，福祉国家以前，工業化社会以
前はほとんどの人が死ぬぎりぎりまで働いてい
たわけです。高齢者の定義というのを見直さな
ければいけない。われわれの社会では７０歳以上
である。７０歳以上まで働くのは当たり前ですし，
現実にはその能力がある。健康面でも，知能面
でも日本の５０代から６０代の人の知能，判断能力
というのは他のOECD各国の４５歳ぐらいと相
当する能力があるという研究もあるわけです。
そういう意味では本人の能力というよりは，

企業や社会の組織の構造の方に問題があるわけ
です。しかもちょうどいいことに労働人口が不
足してくるわけですから，高齢者の本来活躍す
べき条件はそろっているというわけで，企業や
人事の構成を変えれば機会はいくらでもあると
思います。大学の教員でも最先端の研究をいつ
までもやることはできないと思いますけれど
も，６０歳を過ぎたら基礎的教育の方に動くとか，
市民講座の方を中心にやるとか，通信の方を中
心にやるとか，朝早い時間をやるとか，土日に
出てくるとか，いろいろなパターンがあるかと
思いますけれども，補完環境は十分あるのでは
ないかと思います。

〔年金の仕組みの見直し〕
もう１つの方で，國枝先生の最低保障に関す

る議論ですけれども，やはり８５年体制の年金の
仕組みというのがそろそろかなりぼろが出てき

ているのではないか。基礎年金がかなり傷んで
いる。その基礎年金が高所得者の年金の国庫負
担２分の１まで賄っている。本当にこんなもの
は必要なのか。基礎年金，国民年金を全面的に
見直すということです。それは生活保護とも一
体的に見直すという大きな話になれば，最低保
障の役割を果たす年金となります。ただ，財源
状況を考えると，あまり大きなものにはならな
いのではないかなと思います。
或いは，少し抑えめにやるとするならば，低

所得の高齢者に限定した家賃補助みたいな住宅
手当てみたいなもの，住宅の形成が特に団塊ジ
ュニアのところでかなり遅れていたり，劣化し
ています。一方で空き家なんかもあるわけです
から，家賃補助みたいなものを使うという形で
住宅費を補助してあげるという形で生活費の一
部を低所得者に限定して支援するということも
あるのかなと思います。低所得者支援を大きい
方でいくのか，小さい方でいくのか。ただ，い
ずれにしても団塊の世代の後に団塊ジュニアが
あと２０年もたてば６０歳に突入して，この世代は
非正規労働者の率も高いわけですので，この辺
も視野に入れた改革を行わなければいけないわ
けです。
年金改革というのは１年や２年でできるもの

ではなくて，やってから効果が出てくるまで１０
年とか，２０年とかかかりますから，早めに早め
に将来の年齢構成や所得分布を頭に入れた，或
いは今の現役世代が年金の構成はどうなってい
るのか。ちゃんと年金保険料を払って，しかる
べき老後に年金がもらえるような構造になって
いるかどうかというとかなり怪しいと思います
ので，それも意識しておかないとまた後手に回
るのではないか。東京の真ん中がスラム化して
いくようなことは避けなければいけないのでは
ないかなと思います。以上です。

―――――――――――――――――――――
（小澤） ありがとうございました。それでは，
最後に，大森先生のご報告に対しまして駒村先
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生，土居先生から質問をお願いしたいと思いま
す。
―――――――――――――――――――――

〔予防医療〕
（駒村） 大森先生は今日ご報告がなかった部
分ですけれども，予防医療について言及されて
いるわけです。私も予防医療は賛成なのです。
医療経済学をやっている人間の中には「予防医
療をやっても寿命が延びるだけであって，生涯
の医療費は変化しないではないか。やっても無
駄だ」という話もあるのですけども，この辺を
どう考えておられるのか教えていただきたいな
と思います。以上です。
―――――――――――――――――――――

〔医療と介護の連携〕
（土居） 私からは医療と介護の連携というと
ころで質問させていただきたいと思います。確
かに医療と介護の連携は非常に重要で，特に６５
歳以上で，介護保険の要介護認定を受けること
ができて，介護サービスを受けるということに
なります。６５歳になって権利は生じますけれど
も，直ちに要介護になるというわけではなくて，
特に７５歳以上になってからますます要介護にな
る方の割合が増えてくるという対応関係だと思
います。
その中で自分の家で暮らしていて，だんだん

要介護度が上がっていく中で身体も虚弱になっ
てくると，場合によっては医療もきちんと適切
に受けないといけないという対応関係が出てく
ると思います。その中で医療と介護の連携は重
要です。さらには２０２５年には団塊世代の方々が
７５歳以上になって，住み慣れた地域で医療や介
護が受けられるようにという発想の下に地域包
括ケアシステムの構築ということも，残り１０年
を割っていますけれども，重要だということで，
それぞれの地域で取り組みが進んでいるという
状況であると思います。ただ，これまで国も医
療と介護の連携が重要だということで，医療側

の診療報酬，介護側の介護報酬もその連携を視
野に入れたような連携をやってきました。
それから，もう１つは，医療と介護のそれぞ

れの制度の見直しの時期がばらばらだったとい
うことで，それをうまく合わせられないかとい
う点です。医療の方は２年に１回診療報酬が改
定され，介護報酬は３年に１回介護報酬が見直
されるということで，２と３の最小公倍数であ
る６年に１回医療と介護はしっかり両者をにら
み合わせて見直しを進めていくということで，
次の来るべき６年に一度の機会というのは２０１８
年です。２０１８年にはさらに医療と介護がうまく
連携するような仕組みを作っていかなければい
けないという重要な議論をする時期であります。
その中で医療と介護の連携といえども，どう

いうふうに連携していくのかという話になりま
すと，例えば高齢者の方で淡の吸引が必要な方
に対して，今までは医師でなければ駄目だとい
う有資格者が限られていたけれども，介護職員
でもできるようにするとか，そういう大事では
あるものの，大きな変化を生み出すような話か
というと，現場の実地に根差した克服すべき点
を１つ１つ小さいことからこつこつとやるとい
うようなイメージがどうしても私にはあって，
もう少し医療と介護が誰の目から見ても１０年前
に比べて連携が深くなっているなと手に取るよ
うに実感できるような動きというのはあるのか
どうなのか。そこをお詳しい大森先生にお伺い
したいと思います。
―――――――――――――――――――――

〔医療・介護費の負担〕
（大森） ご質問ありがとうございます。まず
駒村先生のご質問に含まれた問題は，大変重要
な，ある意味深刻な問題かなと思います。私自
身は医療，介護に関して切迫した費用に関わる
問題があるということはよく理解しているので
すけれども，医療・介護制度の第一義的な目的
は，個人の厚生とか，社会的厚生の促進である
と考えています。
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予防医療は，医療費の節約だけではなくて，
病気をしたり，けがをしたりすることによる厚
生，幸福度の低下を防ぐ目的があると考えてい
ます。しかし，その一方で，駒村先生がおっし
ゃるように，実際に予防医療をやった結果，か
えって長生きして，かつ医療費も使うので，か
えって医療費が増えてしまいましたということ
が実際に起こるかを，データを蓄積して，実証
的に検証することも必要だと思います。私は医
療・介護費に関わる問題の本質は，費用の大き
さというよりも，費用を誰がどう負担していく
かという問題だと思うのですね。したがって，
駒村先生のご指摘になった医療費に関わる問題
は，究極のところ，誰がどう負担していくかと
いう問題として考えるべきだと考えております。

〔利用者のニーズに合った選択〕
それから，土居先生のご質問の「医療と介護

の連携」は，私が医療・介護の勉強を始めた１９９０
年代ぐらいからずっと議論されており，連携が
実際に促進されているかというご質問に対する
答えは，されているようで，十分にされていな
いというのが実際のところだと考えております。

この問題は，２つの側面から考える必要があり
ます。１つは私の報告の中でも触れさせていた
だきましたが，サービス受給者のサービスの選
択が難しくなっているということに関わりがあ
ります。つまり，高齢者になると，医療だけで
はなくて，介護の範疇に入ってくるものまでセ
ットで需要しなければいけない場合が増え，本
当に患者，利用者のニーズに合ったものを提供
できる仕組みが出来ているという意味での「医
療と介護の連携」ができているかという側面で
す。「医療と介護の連携」のもう１つの側面は，
財政的な問題ですね。年をとると共に，だんだ
ん，医療よりも介護の必要性が高くなってくる
と，医療保険から介護保険の方に財源を移して
いかなければいけないという話になるわけで，
そのあたりの連携は，保健医療計画と介護保険
事業計画の見直しが一致するチャンスにやるし
かないということなのかなと思います。
まず第１の，サービス選択の側面のお話から

いきます。私は介護保険の中でケアマネージ
ャーという仕組みは優れた仕組みだと思うので
す。介護を利用する段階になって，どういう介
護を受けたらいいかわからない時に，ケアマ
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ネージャーは，利用できる金額の範囲の中で，
利用者のためにサービスの組み合わせをしてく
れます。介護を超えて医療までということにな
ってくると，開業医の先生とケアマネージャー
の連携が取れている地域の人たちは非常に幸せ
だと思うのですが，実際は，制度的にケアマ
ネージャーと開業医の連携を保証するようには
なっていません。医療，介護の組み合わせの選
択を，医師がやるべきなのか，ケアマネージャー
がやるべきなのか。或いはセンターを設けて，
そこで組織的にやるべきかは，いろいろな政策
的選択肢があると思います。しかし，医療，介
護サービスの組み合わせの選択に対して助言を
する，実際に行う仕組みを全国的に導入してい
くということは必要だと考えています。

〔保険者の統合〕
第二の財政の側面について，核になるのは保

険者だと思います。今ちょうど公的医療保険に
関して保険者の統合の議論があります。被用者
保険，国民健康保険も併せて都道府県単位で統
合していく案がありますが，市町村が保険者に
なっている介護保険も都道府県単位で統合して，
両者で連携を図ることが考えられます。介護保
険でも，医療保険の方でも都道府県単位で保険
者を統合し，連携していけば，保険者が核にな
って，事務費用について規模の経済性を発揮し，
医療保険と介護保険の財源調整を図るなどして，
財政的な問題を解決する糸口になっていくので
はないかと考えます。ただし，この政策提案は，
あくまで私見ということで，財政経済研究会の
総意ではないことを申し述べておきます。以上
が，先生方のご質問に対する私の回答です。
―――――――――――――――――――――

おわりに

（小澤） ありがとうございました。実は非常
に時間が押してしまいまして，誠に申し訳ない
のですが，フロアとの間で質疑応答するための
時間を確保することができなくなってしまいま
した。ただ最後に，まとめの時間もあまりない
のですが，一言だけ申し上げておきたいことが
ございます。
２０１６年の参院選で自民・公明両党が改選過半
数の７０議席を獲得したということで，安倍首相
が衆参両院でより一層強固な政権基盤を築くこ
とになったわけです。これは財政・税制・社会
保障の抜本的な見直しを行う環境が，結果的に
整ったと見ることができるのではないでしょう
か。その意味で，例えば２０１９年１０月に予定され
ています消費増税に対しましては，あらためて
明確なコミットメントをしていただきたいと思
います。もう「新しい判断」とか，そういう話
はなしにしていただきたいのです。
それから，２つ目が社会保障についてですが，

十分な資産を持たない低所得者は除いて，国民
各層に応分の負担を求める。そして，給付の重
点化を図っていくといったこともぜひお願いし
たいと思います。これはもちろんある意味で国
民に痛みを強いるという側面もあるかとは思う
のですが，今のような確固たる政権基盤を築い
ている安倍首相でなければ，他の誰もできない
ということでもございますので，ぜひお願いし
たいと思います。
最後に，われわれは公正中立な立場から自由

に議論をさせていだたいてまいりました。そう
した環境をご提供いただきました日本租税研究
協会の皆様方に，改めて厚く御礼を申し上げた
いと思います。本日は本当にありがとうござい
ました（拍手）。

― 38 ―



 

�
�
�
�
�

 �
�
	


�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

 �
�

�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
	

 

�


�
�

 

�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
 
!
"
#
�
�
�
�
�
$

 

�
�
%
�
�
&
'

 

�
�
%
(
�
�
)
*
�
+
�
,
&
�
-
�
"
#
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
.
/
�

�
�
%
(
%
�
0
1
&
2
3
�
4
5
�
6
7
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
.
8
�

�
�
9
�
�
:
;
�
�
<
=
>
?
@
A
�
B
C
?
D
E
6
7
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
F
F
�

�
�
G
�
�
H
I
J
K
L
M
<
=
N
O
P
Q
R
S
�
R
S
T
U
V
'
W
�
6
7
�
�
�
F
8
�

 �
�

�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
X
Y
�

�


�
�

 

�
�
�
�
�
Z
[
�

 

�
�
�
(
�
�
[
\
?
]
^
�
_
`
a
b
c
d
e
�
4
f
g
h
�
�
�
�
�
�
�
�
�
X
i

 

�
�
�
(
%
�
j
k
l
�
m
n
�
Z
[
�
o
-
�
;
n
p
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
/
Y

 

�
�
�
(
9
�
[
q
r
�
[
\
?
]
^
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
/
8

 

�
�
%
�
�
s
V
]
t
u
v
s
w
x
D
y
z
{
|
O
}
~
�
-
�
�
�
�
�
'
W
�
�
�
6
7
�
�
�
�
Y
F
�

�
�
9
�
�
�
�
�
�
�

 

�
�
9
(
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
'
W
�
�
�
;
<
�
>
?
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

 

�
�
9
(
%
�
:
�
�
�
�
�
c
5
E
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
/

 

�
�
9
(
9
�
�
�
�
�
�
�
2
3
�
�
�
�
;
n
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

 

�
�
G
�
�
:
;
�
�
�
�
�
�
�

 

�
�
G
(
�
�
�
�
�
�
�
'
W
<
=
N
O
:
;
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
8

 

�
�
G
(
%
�
:
;
�
�
�
�
�
m
n
<
�
>
?
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
X

 

 �
�
�


�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

 

  

�
�
�
 
¡
¢
£
�
¤
¥
¦
�

 

  
 

�
�
�
�


�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
 
!
"
#
�

                 

§
4

28
s

8
¨

 

  

�
©
�
ª
0
1
�
I
J
,
&
¢
£
«
�

 

  

― 39 ―



2 
 ¬

®
�
¯
°
c
±
p
�
}
~
²
t
�
K
³
´
µ
¶
<
·
¸
�
¹
´
>
º
»
p
¼
�
½
�
¾
\
¿
V
<
_

?
O
À
�
k
Á
Â
Ã
<
o
�
O
Ä
6
&
'
W
c
�
 
¡
Å
Æ
�
Ç
È
!
É
Ê
{
Ë
f
�
O
º
»
p
c
�
O

Ì
Í
r
�
Î
B
C
?
>
O
Ï
b
Ð
?
�
Ñ
W
<
Ò
Ó
�
´
 
¡
4
f
{
@
Ô
Õ
Ì
Ö
�
�
×
Ø
�
Ù
Ú
�

{
Û
Ü
�
�
O
Ì
Ý
Þ
�
�
ß
à
á
â
ã
ä
å
æ
´
�
Ö
�
�
�
b
ç
Ð
E
è
é
�
ê
ë
ì
º
»
´
,
&

�
-
¹
í
�
î
ï
�
O
ê
ë
º
»
´
,
&
�
-
ð
�
ñ
ò
´
ó
ô
c
õ
ö
í
C
O
�
B
C
?
>
O
Ï

 
�
÷
E
�
%
�
Þ
&
'
æ
�
%
(
%
Þ
0
1
&
2
3
�
4
5
�
6
7
æ
Ö
Ý
�
�
ø
�
0
1
`
ù
&
l
x

D
ú
z
Ý
"
#
B
C
O
r
�
�
�
û
;
�
ü
ý
V
�
þ
�

®
'
W
<
=
N
O

®
�
W
�
�
x
D
ú
z
�

�
¸
�
�
�
	
6
&
�


K
Ö
�
<
�
�
{

Ð
E
�
�
�
Î
c
´
B
C
�
a
C
í
Ý
0
1
&
'
�
 
�

N
Ö
�
&
�
 
�
{
�
�
�
�
0
1
`
ù
&
l
{
x
D
ú
z
O
�
?
<
Ý
�
�
�
c
�
O
Ì
{
�
Ð
?
>

O
�
�
�
í
C
?
>
O
Ï

 
�
�
�
�
�

�
�
�
Ö
Ý
�
�
�
�
�
�
�
À
<
&
'
2
3
�
�
´
í
�
�
j
2
3
<
q
ç
�
�
�
Õ

¹
c
�
�
í
C
?
>
O
Ï
�
9
�
Þ
:
;
�
�
<
=
>
?
@
A
�
B
C
?
D
E
6
7
æ
<
=
>
?
Ý
�
�

c
�
�
:
;
�
�
�
}
�
�
�
�
�
Ð
?
�
 
!
"
#
�
�
}
�
¶
$
l
�
y
%
<
&
>
�
�
�
�
'
1

Ü
E
�
�
�
(
)
*
Ý
+
ú
�
O
,
n
c
@
j
-
O
�
�
�
Î
c
´
B
C
�
÷
E
:
;
.
/
0
�
$
1
'

W
{
�
�
E
�
2
Ö
Ý
�
A
1
l
�
3
Ì
4
4
�
5
6
Ý
7
�
Ð
r
Þ
)
¹
8
ç
�
9
¹
8
ç
æ
�
 
:

;
c
4
�
�
E
�
�
�
<
3
Ì
�
=
>
�
?
B
<
@
A
{
B
C
�
Ö
�
C
D
�
3
Ì
Ñ
E
�
F
G
¼
Ì
�

�
H
I
�
_
`
{
J
O
�
c
J
K
�
�
·
�
U
N
í
C
?
>
O
Ï

 
�
b
Ð
?
�
�
�
d
�
�
�
G
�
Þ
H
I
J
K
L
M
<
=
N
O
P
Q
R
S
�
6
7
æ
Ö
Ý
�
L
M
Ö
N
M

O
ª
P
ó
Ì
Q
¼
M
R
�
S
P
Q
Ì
Q
�
f
T
�
�
�
¸
U
M
¬
�
P
Q
×
Ø
<
�
>
?
�
V
n
�
W
�

{
X
Y
Ð
E
P
Q
ª
:
�
Z
D
:
¼
M
R
�
S
P
Q
�
Z
D
[
�
µ
¶
�
\
7
c
�
Î
B
C
�
b
C
í
�

]
^
�
Ð
?
Ý
�
O
ª
P
ó
ð
�
Ñ
W
�
,
_
¼
�
R
S
`
-
<
=
N
O
 
!
"
!
�
a
�
�
´
b
c
�

ü
d
c
e
z
í
C
?
>
O
Ï

 
�
f
<
�
�
�
�
{
g
ç
�
%
�
�
�
�
Ö
Ý
�
%
h
i
�
j
k
&
l
x
D
y
z
�
Ù
Ú
�
<
&
>
�
�

�
�
�
'
W
�
ê
ë
º
»
p
c
l
m
C
�
�
�
O
�
�
n
o
c
�
B
C
�
�
�
�
�
�
&
'
0
2
3
�
Á

p
<
´
O
%
h
i
�
j
k
&
l
x
D
y
z
{
q
¼
¹
<
r
s
E
y
Ö
�
+
)
*
¬
<
o
�
O
t
u
�
v
w

x
y
z
�
{
|
�
<
<
�

20
25
s
}
�
Ù
�

20
40
s
~
{
�
�
<
$
C
E
�
�
z
�
�
�
�
�
&
'
0

2
3
<
�
�
�
�
D
Ö
�
O
�
�
@
�
c
´
B
C
?
>
O
Ï
÷
E
�
�
/
�
�
�
A
p
�
�
R
c
�
Î
B

C
E
�
�
s
V
'
W
<
=
>
?
Ý
�
�
�
�
 
¡
�
�
�
�
<
}
O
t
U
�
�
�
�
�
�
À
<
�
]
t
u

v
s
w
�
@
�
Ð
c
7
�
Ö
�
�
�
÷
E
e
)
*
¬
ð
�
&
�
�
<
}
O
t
U
�
@
�
Ð
Í
�
�
�
�
�

t
U
�
+
)
*
¬
ð
�
�
�
�
{
�
ö
O
7
�
c
�
O
�
�
�
í
C
?
>
O
Ï

 
�
ë
C
�
�
�
�
�


�
<
=
N
O
�
�
�
Þ
Z
[
�
æ
�
�
(
�
Þ
[
\
?
]
^
�
_
`
a
b
c
d
e

�
4
f
g
h
æ
Ö
Ý
�
}
~
1
�
�
�
Z
c
4
f
l
�
�
Z
�
K
D
´
'
�
Ö
�
O
Ì
c
�
Î
B
C
�
�

\
�
�
�
�
2
�
}
�
r
�
�
�
 
¡
j
{
¢
Ù
�
�
D
Ö
�
O
�
>
s
E
�
[
\
?
]
^
�
_
`
a
b

c
d
e
�
4
f
g
h
<
´
�
*
O
�
�
@
�
c
´
B
C
?
>
O
Ï
÷
E
b
C
�
£
-
?
�
¤
¬
ð
�
¾
\

¥
¿
�
_
`
r
¦
§
ð
�
¥
¿
�
>
ç
Ó
�
¹
í
�
�
Ö
�
O
Ì
�
B
í
<
¨
�
<
e
>
»
©
{
ê
�
ª

P
«
�
¬
N
$
C
\
7
<
�
>
?
r
�
Í

�
�
�
D
Ö
Ý
´
>
Ì
c
@
�
B
C
?
>
O
Ï

 
�
�
�
�
Þ
Z
[
�
æ
�
�
(
%
Þ
j
k
l
�
m
n
�
Z
[
�
o
-
�
;
n
p
æ
<
=
>
?
Ý
�
¾
\
k

�
e
B
¼
�
�
k
®
�
Ð
?
�
¯
V
l
�
e
B
c
j
k
l
<
K
D
´
°
±
{
r
E
í
�
º
»
p
c
�
O
�

<
<
�
:
�
!
�
j
k
l
�
²
>
{
³
´
�
O
<
�
E
s
?
Ý
�
¦
µ
l
�
°
±
<
¶
i
´
·
V
c
7
�

Ö
�
O
�
�
�
Î
c
´
B
C
?
>
O
Ï
b
Ð
?
a
ç
Ð
E
�
{
¸
÷
¹
E
y
Ö
�
�
\
)
�
{
|
¼
�
º

1 
 �
�
	


�

  �
�
�
�
�
�
»
9
J
�
¼
¨
½
K
¾
´
V
¿
�
-
�
À
�
m
�
´
�
�
�
-
�
Á
¥
¿
{
Â
Ã
�
O
4

f
g
h
ª
{
 
?
�
�
�
�
�
�
�
Ä
9
J
�
¼
¨
½
Å
Æ
{
k
�
j
�
Ç
>
 
¡
�
À
È
{
É
Ê
[
\

?
]
^
�
Á
)
Ë
<
�
´
c
O
�
�
�
�
ª
c
Ì
�
j
B
C
?
Í
Ð
>
Ï
�
c
b
�
!
�
%
h
�
Î
#
y

%
�
Ï
4
<
Ý
Ð
s
?
=
í
�
�
Ñ
Ò
�
�
�
�
]
{

20
s
W
÷
Ö
<
Ó
à
�
�
O
�
�
�
`
è
º
»
p

Ý
÷
�
÷
�
Ô
�
>
?
>
O
Ï
B
í
<
I
J
 
¡
�
0
c
²
t
'
Õ
�
Ö
<
×
D
Ü
E
�
�
Z
[
e
w
�

<
Ã
�
�
O
1
�
ì
Ø
Ý
Ù
é
4
f
l
y
%
�
Ø
¹
-
�
´
s
?
>
O
Ï

 
�
b
r
b
r
�
�
Ý
e
N
C
D
e
>
Ú
q
?
>
r
�
´
�
Ö
�
8
ç
¹
Û
Ü
¹
<
�̀
>
%
h
�
Ý
�
9
h

{
y
Þ
O
 
¡
4
f
{
`
è
Ð
�

G
D

P
c

60
0ß
à
<
Ï
�
O
á
´
Ç
>
 
¡
{
�
â
Ý
�
�
ã
Ð
E
>
Ï

j
k
l
c

1.
8
<
ä
�
<
y
%
Ð
�
�
�
å
æ
¬
c
J
Ü
<
ç
�
<
´
O
�
Ö
�
C
D
�
è
§
<
o
�
O

é
O
>
ê
Æ
r
�
�
Á
<
u
N
?
a
}
ç
Ï
Ð
¹
Ð
�
q
ç
¼
s
E
í
�
�
{
Ï
4
Ö
D
O
�
¹
{
³
¹

E
ë
<
�
b
�
ì
K
Ý
í
Ð
?
é
í
¹
´
r
�
�
Ý
´
s
?
>
´
>
�
c
è
î
Ö
�
O
Ï
Õ
Ð
8
�
\
m

C
?
>
O
�
Ý
�
�
ï
<
}
�
ð
z
í
C
?
>
O
�
�
�
`
è
<
5
�
O
ñ
ò
p
´
�
Ö
Ý
´
>
�
8
ç

¹
Ï

 
�
ó
y
�
\
7
V
o
�
ú
�
a
�
ë
�
Ö
)
*
�
+
<
=
N
O
�
�
�
&
'
�
�
�
�
�
�
-
�
6
7
{

ô
>
j
Ð
�
e
>
�
�
{
Ï
4
�
O
<
�
E
s
?
õ
ù
´
�
�
?
c
ö
C
B
C
?
>
O
�
¹
�
�
'
W
÷

ø
<
³
´
�
O
7
�
c
�
O
�
³
¹
í
C
O
c
�
÷
B
<
b
�
À
�
ù
ú
�
Ð
?
J
¤
¥
¦
Ý
û
B
U
N

í
C
O
Ï
Á
2
�
�
�
�
Ö
�
�
�
&
'
<
5
m
O
v
u
�
c
�
÷
E
�
2
�
�
%
�
Ö
�
�
�
�
<
5

m
O
v
u
�
c
g
m
C
?
=
�
�
ü
�
<
<
�
�
<
ë
>
?


�
c
�
#
�
<
ý
þ
B
C
O
�
4
�
´
s

?
>
O
Ï

 
�
Ù
�
�
�
�
�
�
�
Ö
Ý
�

20
17
s
G
¨
<
�
�
B
C
?
>
E
j
k
&
l
x
D
y
z
�
×
W
�
Ù
Ú
�

<
�
�
Ð
�
&
l
x
D
y
z
<
&
>
&
�
c
�
O
è
�
Ý
�
c
�
Ö
Ý
Ñ
�
<
Ã
D
?
>
´
>
Ì
c
�
Î

B
C
�
÷
E
`
>
¯
V
c
)
�
�
<
y
%
�
O
À
�
k
�
p
n
y
�
�
�
�
�
Ý
�
j
k
&
�
&
l
x
D

y
z
�
�
ë
<
`
`
º
»
�
�
@
�
c
´
B
C
?
>
O
Ï
B
í
<
e
w
�
�
B
í
´
O
�
r
<
&
>
�
�

µ
K
�
O
�
�
�
�
k
{
	
ç
À
�
�
�
�
Ð
?
�
0
1
&
�
)
*
&
�


ë
&
�
�
�
Ð
?
j
k
&
�



o
�
¢
û
p
Ý
é
í
¹
Ö
�
�
�
 
¡
4
f
�
�
�
�
�
�
{
ü
�
B
-
O
&
�
Ð
?
Ý
j
k
&
Ð
¹

´
>
�
é
�
B
C
?
>
O
Ï

 
�
ë
C
�
�
�
&
'
�


�
�
�
�
�
Þ

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
 
!
"
#
æ

<
=
>
?
Ý
�
[
(
�
`
>
j
k
�

	
Ý
Ñ
�

15
s
!
Ö
d
+
�

	
<
�
�
�Þ
K
¾
´
V
¿
�
�
æ

�
ù
5
c
b
C
E
K
D
´
r
�
Ö
Ý
´
¹
s
E
�
�
n
o
c
�
B
C
?
>
O
Ï
b
Ð
?
�
µ
&
<
�
>
?

Ý
�
0
�
´
�
�
�
�
u
å
c
é
Ü
<
�
ö
í
C
?
>
O
�
<
o
Ð
?
�
�
j
2
3
<
n
N
E
�
�
y
z

�
ã
z
Ý
ì
é
Ü
´
r
�
�
´
s
?
>
O
Ì
¹
í
�
a
ç
Ð
E
î
�
ú
Ö
µ
&
<
}
�
�
�
c
Ü
�
B
C

E
�
�
�
&
�
c
J
§
�
�
�
�
Ý
�
´
s
E
Ä
ù
l
�
´
Ì
Q
<
�
?
í
C
?
Ð
÷
ç
º
»
p
c
�
�

B
C
?
>
O
Ï

 
�
�
%
�
Þ
&
'
æ
�
%
(
�
Þ
)
*
�
+
�
,
&
�
-
�
"
#
æ
Ö
Ý
�
j
k
&
l
x
D
y
z
�
×
Ù

Ú
�
.
0
�
\
7
�
�
û
<
�
�
R
�
K
D
>
�
�
&
l
�
$
�
7
�
p
{
×
³
Ð
´
>
�
c
L
M
\
7

�
B
C
E
y
Ö
�
�
Q
¥
¿
c
Þ
R
�
O
÷
Ö
Ý
¥
¿
�
&
{
 
Ë
<
Ð
�
b
�
�
�
0
1
&
l
x
D
ú

z
<
�
�
�
Õ
�
c
�
�
]
�
y
Û
Ü
�
B
C
O
�
-
Ö
�
O
�
�
�
Î
c
´
B
C
?
>
O
Ï
÷
E
 
!

― 40 ―



4 
 >
Ì
<
°
÷
í
�
�
"
�
�
{
#
u
å
�
O
<
Ý
1
�
$
%
c
&
B
�
'
O
 
!
"
c
º
>
Ì
¼
�
t
U

<
5
m
O
 
!
"
�
V
(
í
�
c
)
Õ
�
ã
t
ã
v
w
ä
c
*
é
�
O
�
<
�
O
�
�
Î
B
C
?
>
O
Ï

b
Ð
?
b
�
¡
í
�
À
<
7
�
´
�
Ý
�
:
�
Å
Æ
c
k
�
´
>
û
÷
Ö
�
�
+
¬
$
%
�


K
¼
�
t

U
k
�
ò
µ
{
¶
i


,
Ö
D
O
}
ç
´
 
!
"
!
�
Ä
E
´
�
�
-
{
'
W
Ö
�
O
�
�
�
í
C
?
>

O
Ï

 
ë
C
�
G
�
Þ
:
;
�
�
�
�
�
�
�
æ
�
G
(
%
Þ
:
;
�
�
�
�
�
m
n
<
�
>
?
æ
Ö
Ý
�

20
05

s
W
¹
í

20
14
s
W
<
¹
N
?
�
�
�
�
5
b
�
.
q
�
/
i
�
æ
�
�
c
�
Z
Ð
?
>
O
 
Ö
�
�
O

E
W
�
$
%
Ö
É
ë
�
<
µ
¶
Ð
?
>
O
�
Ý
0
1
Ì
�
)
æ
�
�
�
N
Ö
�
O
Ì
�
÷
E
0
1
Ì
�
)

æ
�
�
�
µ
¶
Ý

90
s
È
¹
í
�
k
2
�
�
<
=
N
O
U
�
�
Ç
3
�
�
µ
¶
�
K
D
C
Û
�


5
{

Ð
?
>
O
Ì
¹
í
�
k
2
�
�
5
b
�
æ
�
�
�
µ
¶
c
û
�
i
�
Ö
�
æ
�
�
µ
¶
{
4
'
Ð
�
b
�

·
5
�
Ð
?
û
�
�
�
�
�
5
b
/
i
<
=
N
O
æ
�
�
�
ì
Ø
{
5
>
?
>
O
º
»
p
c
�
Î
B
C
?

>
O
Ï
b
Ð
?
�
Z
´
C
�
r
�
�
�
�
5
b
i
�
Ö
Ý
�
:
;
�
<
ª
0
Ý
æ
�
�
�
Z
�
-
¹
í
ó

ô
Ð
�
æ
�
0
'
�
_
`
{
J
O
7
�
c
�
O
�
·
6
Ö
>
O
Ï

 
�
�
�
a
�
Þ
Ý
�
ö
<
æ
{
7
8
Ð
?
>
O
d
 
�

20
16
s
�
9
:
;
�
u
<
·
5
c
=
é
Ð
�
.
«
�

�
é
ü
>
c
2
;
Ñ
2
�
�

70
?
@
¨
2
;

59
?
@
ª
{
A
*
Ð
�
Ä
2
;
�

76
?
@
{
¶
¹
O
�
�

Ã
>
Ý

14
6
?
@
{
B
ö
O
<
Ð
s
E
Ï
)
*
C


Ý
D
9
ü
:
Ö
}
�
'
E
Ç
F
´
�
+
Ñ
G
{
H
>

E
Ì
<
´
O
c
�
�
O
V
I
Ö
�
�
�
&
'
�
�
�
�
�
�
J
J
�
´
@
�
Ð
{
r
ç
K
L
c
�
·
5
�

<
{
s
?
>
O
�
>
ç
@
;
r
º
»
Ö
�
O
Ï
è
`
<
Ý
�
j
k
&
l

10
h
ð
�
x
D
y
z
c
×
M
T
B

C
O
Ì
<
´
�
�
�
�
�
�
�
&
�
'
0
2
3
<
5
�
O
N
>
�
V
Ý
O
©
�
Ð
E
c
�
b
C
Ö
r

20
19

s
10
¨
<
�
�
B
C
O
j
k
µ
&
<
o
Ð
?
2
ö
?
é
Ü
´
�
�
y
z
�
ã
z
{
r
>
�
�
�
�
�
<
�

>
?
Ý
�
º
C
�
X
o
{
P
Ð
Q
�
�
¶
i
´
¿
�
{
ê
E
´
>
+
)
*
¬
{
®
>
?
�
«


E
<
R
i

�
S
T
{
õ
ö
´
c
í
t
U
�
�
�
�
{
J
O
ì
c
÷
�

B
C
?
>
O
Ï
q
6
´
<
�
/
�
<
U
V
´

ì
Ö
�
s
E
�
Ð
?
r
�
b
C
c
Õ
W
B
C
E
¦
§
<
X
�
O
Y
'
�
ì
Ö
�
�
�
è
é
�
á
´
Ç
F
´

�
+
Ñ
G
�
ú
Ö
�
�
¨
b
�
V
(
c
�
C
D
ª
X
r
º
»
´
ì
Ö
�
O
Ì
{
�
J
¤
¥
¦
{
X
Ð
?
n

o
Ð
?
Z
N
C
D
[
>
Ö
�
O
Ï

 
   �

�

3 
 á
´
~
D
;
{
º
»
<
�
O
\
]
´
}
~
 
�
�
{
|
�
>
s
E
[
\
?
]
^
-
�
_
`
�
£
-
?
�
·

µ
{
Ð
^
>
K
L
{
{
|
�
O
Ì
r
�
�
Ö
�
O
�
�
�
í
C
?
>
O
Ï

 
�
ë
C
�
�
�
Þ
Z
[
�
æ
�
�
(
9
Þ
[
q
r
�
[
\
?
]
^
�
�
�
�
�
�
�
æ
Ö
Ý
�
_
C
�
�

�
 
<
`
�
c
Ü
?
í
C
�
q
6
´
e
)
*
¬
Ö
r
�
k
a
Ë
U
D
�
�
\
b
u
c
�
{
d
®
Ö
D
O
Ì

¹
í
�
e
)
*
¬
<
�
s
?
Ý
�
\
ú
c
ì
Ü
<
)
Ñ
'
O
Ì
<
\
7
�
J
>
c
�
O
<
r
5
m
í
�
�

[
q
r
�
[
\
?
]
^
Ä
'
W
<
Ð
s
?
r
�
�
\
ú
e
�
�
#
�
�
f
ã
g
�
\
7
c
¶
i
³
h
B
C

?
>
´
¹
s
E
�
�
�
Î
c
´
B
C
?
>
O
Ï
÷
E
�
æ
�
�
[
i
�
�
ë
!
�
j
�
ã
�
{
k
±
<
<

-
{
Ö
D
O
}
ç
´
~
D
;
�
;
l
m
c
�
B
C
´
N
C
D
�
[
\
?
]
^
�
�
_
`
B
-
?
r
�
�
�

�
�
�
�
c
�
�
�
±
p
n
Q
l
Ý
¦
Ï
<
o
m
O
�
�
@
;
c
�
B
C
?
>
O
Ï

 
�
�
%
�
Þ
s
V
]
t
u
v
s
w
x
D
y
z
{
|
O
}
~
�
-
�
�
�
�
�
'
W
�
�
�
6
7
æ
Ö
Ý
�

Ù
�
�
p
6
;
q
�
s
V
�
�
{
)
�
�
�
O
;
-
�
ç
�
�
�
+
ú
�
x
D
y
z
�
t
U
r
l
�
x
D

ú
z
�
]
t
u
v
s
w
�
x
D
y
z
Ý
�
¤
>
Ç
È
<
S
T
{
O
 
�
O
�
<
o
Ð
?
�
�
�
�
�
l
�

W
s
¼
j
k
&
<
}
O
t
¶
�
�
�
Ü
�
Ý
e
w
¬
{
u
ö
E
º
C
�
Ç
È
<
S
T
{
i
v
�
O
�
�
�

Î
c
´
B
C
E
y
Ö
�
w
x
�
y
f
Ý
s
V
¬
t
T
!
�
f
T
�
<
´
O
Ì
¹
í
�
w
x
�
y
f
<
b
m

Ð
E
s
V
]
t
u
v
s
w
�
x
D
y
z
Ý
�
]
�
´
�
-
Ö
�
O
c
�
b
�
i
¹
�
^
B
z
¹
<
�
«
�

X
{
{
¬
N
¼
�
>
Ì
¹
í
�
�
/
�
<
Ý
U
V
´
;
l
m
Ö
r
�
O
�
�
i
|
c
�
B
C
?
>
O
Ï
÷

E
�
s
V
]
t
u
v
s
w
�
x
D
y
z
{
H
}
�
O
�
�
�
e
w
¬
~
®
�
�
b
c
�
�
´
í
�
�
�
�

s
V
�
�
Q
s
V
�
}
~
K
L
�
�
�
�
�
�
�
k
2
�
�
'
W
�
�
b
c
c
õ
ö
í
C
O
�
�
�
í
C

?
>
O
Ï

 
�
�
9
�
Þ
�
�
�
�
�
æ
�
9
(
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
'
W
�
�
�
;
<
�
>
?
æ
Ö
Ý
�
[
Ì
^

Ë
Í
{
u
ö
E
�
�
�
�
>
f
T
�
�
�
�
�
b
u
c
�
Ý
�
�
�
�
�
�
î
�
{
¸
÷
¹
?
�
�
�
�

�
�
+
�
o
�
�
<
�
O
Ì
�
÷
E
�
¬
c
d
�
<
�
�
b
u
c
�
²
t
¬
�
�
�
O
#
�
�
�
"
u
�

�
T
Ü
¬
�
Ð
?
�
'
ø
�
�
)
�
�
�
{
�
�
Ð
�
�
:
�
�
�
)
�
i
Q
�
¸
b
c
{
J
O
Ì
c
K

Q
Ö
�
O
Ì
�
b
Ð
?
�
�
<
=
>
?
Ý
�
�
b
c
{
Ç
�
�
O
 
Ö
ù
l
�
´
`
e
�
�
�
d
®
{
�

Ð
�
�
�
<
=
>
?
Ý
é
Q
b
u
c
�
{
�
�
�
O
 
Ö
ù
l
�
´
`
e
�
�
�
d
®
{
�
n
�
�
D
Ö

�
O
Ì
Í
c
�
�
í
C
?
>
O
Ï

 
�
ë
C
�
9
�
Þ
�
�
�
�
�
æ
�
9
(
%
Þ
:
�
�
�
�
�
c
5
E
�
�
�
æ
Ö
Ý
�


:
�
Ö
Æ
�

c
K
D
>
$
:
�
�
k
{
q
ç
�
Û
�
�
O
¹
�
�
\
>
�
N
¹
í
:
�
�
�
�
�
c
-
�
B
C
O
Ì
<

´
�
�
$
:
�
O
}
�
.
Q
Ö
�
�
Ð
E
;
c
k
2
�
>
c
e
÷
O
�
¬
<
Ý
�
.
Q
Ö
�
�
Ö
D
O
}

ç
<
:
�
Ê
O
�
Ö
�
�
�
Õ
�
�
Ö
�
O
Ì
c
�
é
B
C
?
>
O
Ï

 
�
÷
E
�
9
�
Þ
�
�
�
�
�
æ
�
9
(
9
Þ
�
�
�
�
�
�
2
3
�
�
�
�
;
n
æ
<
=
>
?
Ý
�
�

�
t
U
k
®
�
è
�
Ç
È
i
�
S
T
<
�
>
?
�
j
k
&
µ
&
¼
�
�
�
+
�
U
�
+
¬
�
�
�


K
c

?
�
�
�
y
<
þ
-
í
C
O
�
Ý
�
N
í
C
´
>
Ì
�
÷
E
Ç
�
�
´
�
�
�
�
�
�
y
z
�
�
	
{
�

c
�
c
Ì
�
j
-
C
D
�
�
�
1
ù
ì
Ø
�
¡
j
�
>
ç
�
�
�
6
7
¡
í
�
�
´
í
�
�
�
�
�
´
3

Q
�
=
i
�
�
�
j
<
�
´
c
O
Ì
c
�
Î
B
C
?
>
O
Ï
B
í
<
�
.
m
�
�
�
�
�
�
�
H
{
|
�

x
y
z
�
u
�
c
b
�
÷
÷
�
�
�
�
�
�
y
z
n
N
<
ó
®
Ö
D
O
º
»
p
c
�
O
Ì
¹
í
�
�
�
�

Q
�
2
p
�
�
Ó
�
Ö
r
�
�
�
�
y
z
Ý
õ
Æ
´
�
Q
Ö
�
O
�
�
�
í
C
?
>
O
Ï

 
�
d
�
<
�
�
G
�
Þ
:
;
�
�
�
�
�
�
�
æ
�
G
(
�
Þ
�
�
�
�
�
'
W
<
=
N
O
:
;
�
�
�
æ

Ö
Ý
�
 
!
"
�
�
¼
�
�
�
+
�
K
D
´
\
7
Ý
�
b
C
�
C
<
º
E
<
m
E
O
�
�
-
{
'
W
c
|

m
s
?
>
O
<
r
5
m
í
�
 
!
"
Å
Æ
c
*
é
Ð
�
b
C
<
}
�

§
�
�
§
p
c
�
E
B
C
?
>
´

― 41 ―



6 
 �
Î
#
y
%
c
�
�
�
<
Ã
D
O
a
�
¹
í
�
j
k
&
l
{
%
h
x
D
y
z
O
�
D
�
Ú
�
�
�
ù
5
c

j
k
¬
Î
#
y
%
l
<
�
C
O
Ï
b
C
c
�
[
(
�
 
¡
©
{
A
�
�
a
�
<
´
O
Ï

 
�

20
17
s
G
¨
<
&
l
{
%
h
x
D
y
z
O
a
�
Ö
�
[
(
j
k
�
¢
£
´
A
�
Ô
�
{
¤
¥
�
O
´
í

D
�
�
ë
T
<
Î
#
�
�
{
Ï
4
�
�
C

�
�
¹
í
�
�
Ð
?
�
E
W
<
Î
#
c
y
%
�
C
D
�
�
á

<
[
(
j
k
�
¢
£
´
A
�
Ô
�
{
¤
¥
Ð
´
N
C
D
´
í
´
>
Ï
j
k
&
l
x
D
y
z
<
&
ç
[
(
j

k
�
A
Ô
�
{
¤
¥
�
O
'
;
Ö
�

�
�
¹
í
�
�
�
O
�
D
�
Î
#
y
%
<
&
ç
[
(
j
k
�
A
Ô

�
{
�
C
Ë
 
Ð
´
>
�
�
ç
a
�
Ö
Ý
�
�
]
�
<
¦
§
�
O
Ï

 
�
�
¹
í
�

�
�
�
�
Ð
?
¹
í
Ö
´
N
C
D
j
k
&
l
Ý
y
z
í
C
´
>
�
�
>
¹
q
r
�

�
�

¹
í
�
�
Ð
}
ç
�
Ð
?
r
Î
#
y
%
�
-
>
Ö
j
k
c
y
¸
�
<
 
¡
c
>
�
÷
Ö
r
+
¨
Ð
E
÷
÷

�
´
�
�
©
�
¡
í
<
r
´
í
´
>
Ï

 
�
[
(
j
k
�
+
¨
{
ª
«
�
O
<
Ý
�
`
>
¯
V
c
)
�
�
<
y
%
�
O
�
<
¶
i
´
Ú
q
}
~
k
�

p
c
y
%
�
O
7
�
c
�
�
�
k
�
p
n
y
�
�
�
�
�
Ý
j
k
&
l
x
y
z
�
�
ë
<
`
`
Ö
D
O
Ï

÷
E
�
¬
Ð
>
�
�
î
�
Ö
f
ë
D
�
O
�
�
j
m
c
Ö
D
´
>
ó
y
�
�
�
j
m
Ö
�
`
´
¯
y
z
Ý

Ã
a
í
´
>
Ï

 
�
b
r
b
r
�
�
Q
c
¯
y
z
<
R
�
<
C
>

®
<
Ý
�
Û
$
~
®
¬
Ý
¯
^
<
¡
~
Ö
D
´
>
¹
í
�

'
W
¯
y
z
�
C
D
�
~
®
Ð
ë
N
O
�
�
b
�
y
z
E
¯
V
{
°
¨
±
>
ë
N
´
N
C
D
´
í
´
>
�

>
ç
n
o
Ö
�
O
Ï
�
¹
í
�
�
Q
c
¯
y
z
<
R
�
O
<
Ý
�
 
f
T
�
<
)
�
Ð
E
Q
�
2
�
c
´

N
C
D
V
Ð
>
Ï
²
T
�
´
Q
�
2
�
Ö
Ý
�
�
u
³
�
Í
Ö
�
'
ë
�
´
)
*
�
µ
¶
Ý
�
s
?
r
�

�
Í
�
´
)
*
�
µ
¶
<
Ý
�
´
c
í
´
>
Ï

 
�
÷
Ð
?
¼
�
a
Û
�
´
�
>
ç
µ
ë
�
Ö
�
�
Í
�
´
'
W
{
&
m
´
>
�
´
¶
B
Ö
Ý
�
·
�
{
Â

Ã
Ð
?
r
'
ë
�
´
ù
5
<
Ð
¹
´
í
´
>
Ï
b
�
y
�
m
c
�
<
=
N
O
�
�
]
j
¼
�
&
<
}
O
Þ
r

�
ù
5
æ
Ý
&
B
>
Ï
b
6
´
'
ë
�
´
ù
5
Ö
�
�
y
z
c
µ
¹
?
r
�
�
Q
Ý
¯
y
z
<
=
>
b
C

�
Ý
R
�
í
C
´
>
Ï

 
�
Ð
¹
r
�
è
é
�
m
c
�
�
�
�
î
�
Ö
Ý
�
a
ç
Ð
E
j
k
¸
¹
-
�
}
ç
´
�
�
j
m
Ý
�
f
ë

D
Ð
´
>
�
Ø
º
{
@
í
C
O
Ï
j
k
&
l
<
x
D
ú
z
O
Þ
»
-
æ
r
�
j
k
&
l
{
¦
§
¼
½
x
D

ú
z
?
�
e
w
�
<
&
>
 
¡
4
f
l
}
�
q
C
µ
¶
�
O
�
�
�
�
k
¼
�
¾
\
k
´
q
�
�
�
]
j

{
	
>
ë
N
í
C
O
�
¾
Ý
÷
s
E
C
´
>
Ï
÷
Ð
?
¼
�
j
k
&
{
�
&
�
O
È
m
�
<
)
*
&
{
µ

&
�
C
D
�
Á
�
�
}
ç
<
�
[
(
j
k
{
�
í
�
ù
5
c
k
�
O
m
N
Ö
�
\
7
�
¡
í
<
Ý
´
í
´

>
Ï
f
ë
D
�
O
�
�
j
m
c
Ö
D
´
>
ó
y
�
�
�
j
m
Ö
�
`
´
¯
y
z
Ý
Ã
a
í
´
>
Ï

 
 $
%
�
&
'
!
(
�
)
*
�
�
�
+
�
�
,
�
-
.
/
�

�
j
k
&
l
Ý
�
ñ
¹
C
¿
¹
C
�
x
D
y
z
À
O
{
*
´
>
Ï
e
w
�
c
B
í
<
�
�
�
�
�
¼
�
�

´
q
�
�
�
�
�
k
Ý
÷
�
÷
�
µ
¶
�
O
Ï
b
C
Ý
�
r
�
2
3
{
Ð
?
 
k
{
�
Õ
Ð
?
r
b
C
{

y
Þ
O
Á
>
Ö
µ
¶
�
O
Ð
�
 
¡
4
f
l
{
y
Þ
O
µ
¶
l
Ö
µ
¶
�
O
¹
í
�
�
�
&
'
�
&
l
�

÷
÷
Ö
Ü
`
<
µ
K
�
O
�
�
�
�
k
�
�
�
{
)
�
�
<
	
ç
a
�
Ý
Ö
D
´
>
Ï

 
�
b
�
y
�

�
�
¹
í
�
�
�
C
D
Î
#
y
%
l
c
#
�
�
�
´
�
�
b
�
i
�
ï
c
]
±
ç
�
Â
�

d
±
k
r
µ
¶
�
O
Ï
a
ç
Ð
E
�
j
�
µ
¶
{
@
�
-
D
�
j
k
µ
&
{
�
Ù
Ú
�
Ð
?
r
�
Ã
Ä
ö

<
Ð
¹
´
í
´
>
Ï

 
�
m
c
�
<

B
C
E
;
l
m
Ý
�
>
�
÷
Ö
j
k
&
l
�
x
y
z
{
Ù
Ú
�
�
O
¹
Ö
Ý
´
C
�
7
�

´
&
�
{
q
�
&
Ö
�
O
�
c
I
J
 
¡
<
�
s
?
S
Å
c
Z
´
C
?
¡
Õ
¹
�
Ö
�
O
Ï
a
�
�
Ö
Ý
�

5 
 �
�
�
�
�
�
0
1
2
3
�

  �
%
4
5
6
7
*
8
9
:
9
;
<
=
>
!
�
�
?
@
,
A
/
B
C
�

�
Æ
¨
�
I
�
)
*
Ç
N
C


Ý
�

20
17
s
G
¨
<
�
�
B
C
?
>
E
j
k
&
l
�

10
h
ð
�
x
y
z
{

×
W
Ù
Ú
�
Ð
�

20
19
s

10
¨
÷
Ö
M
T
�
O
;
È
{
�
é
Ð
E
Ï
a
C
Ý
�
m
c
�
�
�
�
�
�
�

{
¿
í
-
O
r
�
Ö
�
�
�
�
�
�
�
�
É
S
<
Ê
ö
?
9
>
°
±
{
Ã
¹
O
a
�
c
¤
¥
B
C
O
Ï
�

<
�

20
20
s
W
�
Ñ
Ò
�
�
�
�
]
Ó
à
�
�
�
�
{
ð
z
�
b
�
�
0
-
{
ý
Ð
?
Ë
?
í
�
B
C
E

Þ
 
¡
�
�
�
×
k
(
Ì
æ
Ý
�
a
C
<
}
s
?
Ì
`
y
Í
Î
<
´
s
E
r
�
Ï
Ö
�
�
�

20
10
s
È
�

2
�
m
c
�
�
�
�
É
S
Ý
�
Ð
È
G
�
´
>
î
Ñ
<
Ò
s
E
�
�
s
?
}
>
Ï

 
�
j
k
µ
&
{
×
Ù
Ú
�
Ð
E
a
�
Ö
�
�
�
�
�
�
�
Ó
�
c
E
�
Ö
B
¹
¿
C
O
a
�
c
¤
¥
B
C

O
�
N
<
�
b
C
ó
y
<
�
�
�
�
�
�
Ô
u
�
{
¿
í
-
O
a
�
c
�
s
?
Ý
´
í
´
>
Ï
m
c
�
�

�
ï
Â
�

e
Ý
¦
Õ
õ
�
$
%
<
Ï
Ð
?
=
�
�
�
�
�
�
�
{
¿
í
-
O
Ö
×
Ý
r
Ý
¼
´
>
Ï

 
 �
%
D
E
F
G
H
�
I
�
�
�
J
K
L
I
*
7
M
�

�
j
k
µ
&
{
×
Ù
Ú
�
Ð
?
r
�
®
Ã
c
}
C
´
C
D
�
�
ß
à
Ý
Õ
Ð
8
�
O
�
>
ç
�
Ý
Û
Ø
{

l
�
O
r
�
Ö
�
O
Ï
è
<
�
)
*
�
Ë
<
´
s
?
¹
í
�
Ü
�
�
�
�
}
�
r
&
�
c
y
Ù
C
Ð
E
i

�
K
2
Ý
�
a
Û
�
´
´
q
�
�
j
µ
Ö
Ù
O
Ú
s
?
Ð
÷
>
�
b
�
i
�
�
ß
à
Ý
�
í
-
´
¹
s
E
Ï

®
Ã
{
}
C
Ð
?
&
�
c
µ
¹
?
r
�
�
�
�
]
�
2
�
<
Ð
s
¹
�
_
?
´
N
C
D
�
�
�
ß
à
Ý
�

í
´
>
�
Ö
�
O
Ï
=
÷
N
<
�
j
k
µ
&
{
×
Ù
Ú
�
Ð
E
¹
í
�
>
s
?
®
Ã
c
}
C
´
O
�
Û
r

´
>
Ï

 
�
Þ
&
l
{
y
z
?
&
�
c
y
c
í
´
>
}
ç
Ö
Ý
�
j
k
&
{
x
D
y
z
O
a
�
Ý
�
�
*
´
>
æ
�

�
@
;
r
�
O
Ï
a
C
Ý

19
97
s
W
ó
Ü

20
13
s
W
÷
Ö
Ö
b
�
&
�
y
Þ
s
E
a
�
c
´
>
a
�
{

�
Ð
?
>
O
Ï
Ð
¹
Ð
�
&
�
c
�
s
?
>
E
�
Ý
�
�
&
�
�
$
Ö
�
O
Ï
:
;
&
�
Ý
b
ç
Ö
Ý
´

>
Ï
b
C
<
Ý
Ê
ö
?
é
Í
´
Ý
�
c
�
O
Ï

19
98
s
W
�

19
99
s
W
<
Ý
�
0
1
&
l
c
x
D
ú
z

í
C
�
)
*
&
r
�
Þ
�
&
c
r
m
C
E
Ï
B
í
<
�
&
ß
�
Ë
T
<
r
m
C
E
�
�
:
;
�
&
�
�
2

3
Ö
�
O
Þ
N
û
'
0
2
3
æ
Ö
Ý
�
�
�
à
r
U
D
a
Ë
V
{
�
�
�
O
�
�
�
ë
<
�
�
&
{
:
;

&
<
P
Ð
á
¹
O
Þ
&
�
P
â
æ
c
Õ
9
ß
à
r
m
C
E
Ï
�
0
�
<
�
¹
D
�
�
�
)
*
&
Ö
�
s
?

>
E
r
�
{
¼
ö
?
:
;
�
ã
1
P
«
&
Ö
�
O
a
�
<
W
¹
E
Ï
a
C
<
}
s
?
�
�
&
�
:
;
&
�

�
(
Ý
�
í
´
>
�
�
c
�
�
&
�
$
c
�
s
?
Ü
Ï
Ö
�
O
Ï
a
C
í
Ý
�
j
k
&
{
µ
&
Ð
E
a
�

�
©
í
5
6
Ý
´
>
Ï
�
÷
�
�
&
l
{
y
z
?
r
&
�
c
�
O
è
�
Ý
�
m
c
�
Ö
Ý
Ñ
�
<
r
Ã
D

?
>
´
>
Ï

 
�

20
14
s
G
¨
<
j
k
&
l
c
x
D
y
z
í
C
�
b
C
�
�
r
<
[
(
c
�
ä
�
O
¨
&
Ô
�
�
ª
Î
#

Ý
y
%
Ð
E
Ï
Î
#
y
%
{
y
Þ
O
µ
¶
l
Ö
)
*
c
µ
¹
´
N
C
D
�̀
>
)
*
Ý
�
O
a
�
<
´
O
Ï

`
>
)
*
c
y
¸
å
Õ
�
�
[
(
j
k
{
+
¨
B
-
O
Ï

 
�
Ð
¹
Ð
�
a
�
ù
5
Ý
�
j
k
&
l
x
y
z
�
�
D
�
N
k
�
O
�
æ
´
r
�
Ö
Ý
´
>
Ï
�
�
ù
5

Ý
�
ç
$
Ý
ù
ú
#
Å
�
e
è
<
}
s
?
k
�
O
j
k
¬
Î
#
y
%
<
}
s
?
r
k
�
O
Ï
´
é
´
í
�

Î
#
c
y
c
s
?
 
¡
©
c
A
�
O
V
I
Ö
Ý
�
j
k
&
l
x
y
z
Ö
r
ç
$
Ý
ù
ú
#
Å
e
è
Ö
r
�

�
�
¹
í
Ö
�
O
Ï

 
�
B
í
<
�
¹
D
�
�
ú
�
ï
c
�
�
Ð
?
>
O

�
�
¹
í
�
�
�
c
`
è
�
O
Ñ
E
Ö
�
%
h
E
W

― 42 ―



8 
 &
B
C
A
�
Ô
Õ
c
�
�
µ
&
{
Ù
Ú
�
�
C
D
�
è
§
K
D
C
µ
&
Ð
´
N
C
D
´
í
�
�
b
�
�
D

<
Ý
è
§
�
I
J
 
¡
{
K
D
C
A
�
Ô
÷
-
O
a
�
<
´
O
Ï
5
E
Ð
?
�
b
C
c
è
é
¹
í
è
§
<

¹
N
?
@
X
Ð
E
I
J
 
¡
�
E
ö
<
´
O
�
�
8
ç
¹
Ï

 
�
m
c
�
�
1
�
�
ê
¼
�
�
î
�
¹
í
Ð
?
�
j
k
µ
&
Ý
�
¼
Í
<
Ù
Ú
�
Ö
D
O
Ý
�
r
´
C
�

ë
!
�
\
7
�
Ï
�
>
è
§
�
d
+
Ö
r

10
h
{
ë
¹
O
&
l
<
Ð
´
N
C
D
�
m
c
�
�
 
¡
�
�
Ý

4
�
�
E
´
>
Ï
Ç
È
!
Å
Æ
{


K
B
-
´
>
}
ç
<
Ð
�
è
§
x
D
y
z
O
µ
&
³
{
Ö
D
O
�
N

&
B
C
�
O
V
I
Ö
r
�
Ö
D
O
�
N
ñ
T
<
r
ç
�
c
Æ
÷
Ð
>
Ï
m
c
�
<
�
Ù
Ú
�
{
þ
�
ì
�

Ö
×
Ý
´
>
Ï

 
Õ
8
6
�
�
�
�
�
�
�
`
è
<
=
>
?
Ý
�
&
'
2
3
�
�
´
í
�
�
j
2
3
<
q
ç
�
�
�
Õ
¹

r
�
�
´
�
�
Ö
�
O
Ï
a
C
Ý
�
Ñ
Ò
�
�
�
�
]
�
Ó
à
�
{
`
è
Ð
E
:
;
�
�
¼
K
$
%
´
M

R
ë
<
(
y
�
O
R
S
k
r
÷
E
í
�
Ö
Ý
´
>
Ï
:
;
�
�
<
Ý
�
:
;
�
�
�
�
t
Ã
k
¼
�
<
Ì

Q
�
$
1
'
W
<
r
�
´
�
�
Û
�
¼
ù
l
�
�
Ö
:
{

Ð
?
>
O
Ï
÷
E
�

10
s
!
Ö
�
�

32
ß

à
<
y
O
H
I
J
K
L
M
�
R
S
k
<
=
>
?
r
�
7
�
Ð
r
R
S
<
·
¸
�
>
?
>
´
>
�
�
O
>
Ý

 
k
�
(
y
c
Ñ
K
Ö
Ý
´
>
¹
�
�
Î
B
C
O
�
´
r
�
O
Ï
º
î
<
m
E
O
a
ç
Ð
E
\
7
{
�
�

Ð
�
r
�
�
'
W
�
2
3
{
&
ç
�
j
�
@
�
Ð
{
r
ç
�
b
�
2
3
a
b
c
�
�
�
�
�
�
`
è
<
7

�
´
�
�
Ö
�
8
ç
Ï

 
  

 

7 
  
¡
ï
�
ð
@
c
k
¹
-
O
Ï
0
1
&
Ý
�
g
�
u
j
å
�
�
 
Ö
�
¬
Ð
>
�
�
ñ
ò
<
B
í
B
C
�

�
�
�
ó
�
�
&
l
c

25
h
Á
�
Ö
�
O
a
�
¹
í
�
�
&
a
b
�
C
µ
&
�
O
a
�
Ý
.
ô
.
õ
�
´

O
Ï
I
J
�
Q
<
e
>
0
1
&
l
{
6
-
D
�
I
J
Ö
�
S
Q
c
�
&
Ð
�
I
J
Ö
�
~
®
{
�
í
Ð
¹

ö
´
>
Ï

 
�
)
*
&
Ý
�
Å
Æ
{
÷
Û
�
O
�
»
{
Ç
�
�
O
a
�
Ý
7
�
�
c
�
�
�
�
�
�
�
{
	
ç
@
�
´

&
�
<
Ý
´
�
*
´
>
Ï
m
c
�
�
)
*
&
Ý
�
Ñ
J
�
<
t
Ã
)
*
{
ø
Ê
è
�
Ç
È
<
S
T
c
O
 

Ð
�
e
w
Ç
È
<
Ý
)
*
&
�
S
T
Ý
Ú
�
6
q
�
D
´
>
Ï
a
ç
Ð
E
)
*
&
{
µ
&
Ð
?
�
�
{
	

ç
a
�
�
�
C
D
�
¤
s
Ç
È
D
¹
�
c
S
T
µ
�
´
�
�
¬
©
�
S
T
�
Ç
È
!
Å
Æ
Ý
�
÷
�
÷
�



K
�
O
Ï
)
*
&
Ý
�
Ç
È
�
�
)
*
Å
Æ
÷
Û
<
Ý
�
�
�
c
�
Ç
È
!
Å
Æ
�
÷
Û
<
Ý
�
�
E

´
>
Ï
�
¹
í
�
)
*
&
�
N
Ö
q
Ð
q
Ð
S
T
µ
{
õ
ö
O
a
�
Ý
�
ø
'
�
�
¤
s
E
D
¹
�
<
S

T
µ
{
õ
ö
O
a
�
�
´
�
�
I
J
 
¡
�
4
f
�
<
Ñ
W
´
S
T
{
õ
ö
O
a
�
�
´
�
Æ
÷
Ð
C
´

>
Ï

 
�


ë
&
{
µ
&
�
C
D
}
>
�
�
ù
r
�
O
Ï
Ð
¹
Ð
�


ë
&
Ý
�
*
?
>
O
&
�
Ö
r
�
j
k
&

l
�
�
h
i
<
r
�
E
´
>
Ï
a
ç
Ð
E


ë
&
{
*
µ
�
O
}
ç
´
µ
&
{
³
¹
C
D
�
K
V
ê
�
�

N
Ö
´
C
�
ú
X
�
û
í
Ð
{
�
O
ê
�
[
{
ê
�
1
<
÷
Ö
S
T
µ
{
õ
ö
´
N
C
D
�
`
è
Ö
D
´

>
Ï
Ð
¹
r
�
b
C
Ö
>
?
�
�
�
&
�
{
*
µ
Ð
?
*
í
C
O
t
¶
�
´
&
�
Ý
j
k
&
l
�
�
h
i

<
r
�
E
´
>
Ï
a
C
Ö
Ý
�
µ
K
�
O
�
�
�
�
k
{
�
?
r
	
¹
´
>
Ï

 
�
b
ç
´
O
�
�
 
¡
4
f
�
�
�
�
�
�
{
ü
�
B
-
O
&
Ý
�
j
k
&
Ð
¹
´
>
Ð
�
j
k
&
a
b

c
ü
B
m
Ð
>
&
Ö
�
O
Ï
j
k
&
Ý
�
&
�
c
®
�
�
°
±
{
¬
N
<
C
>
¹
í
�
®
Ã
�
?
Ð
9
Ð

<
5
6
´
C
)
�
�
´
�
�
c
7
�
´
�
�
�
�
k
{
	
ç
�
<
Ý
�
Ð
?
>
O
Ï
Ð
¹
r
�
�
�
&
�

{
*
O
�
<
 
¡
4
f
{
d
r
A
�
Ô
÷
-
´
>
&
Ý
�
j
k
6
&
Ö
�
O
�
�
 
¡
ï
�
Ù
r
¢
£
c

�
Ð
?
>
O
Ï
µ
&
S
T
Ý
d
+
�
<
�
q
ö
O
�
D
´
�
Ý
>
ç
÷
Ö
r
´
>
c
�
>
C
�
¹
�
O
Ñ

ý
&
�
ç
�
�
 
¡
4
f
{
Ö
D
O
�
N
A
�
Ô
÷
-
´
>
}
ç
<
Ö
D
O
&
Ý
�
)
*
&
Ö
r
0
1
&

Ö
r
´
C
�
j
k
&
Ö
�
O
Ï
b
�
V
I
Ö
�
j
k
&
Ý
 
¡
4
f
{
}
�
þ
R
Ð
´
>
&
Ö
�
O
Ï

 
�
a
�
�
¹
í
@
O
�
�
j
k
µ
&
-
�
�
r
�
è
r
&
'
�
÷
÷
 
¡
4
f
{
�
�
a
�
<
}
s
?
*

í
C
O
µ
�
¨
.
Ï
µ
�
ª
Ö
�
�
{
	
¹
D
}
>
�
�
>
ç
@
;
Ý
�
-
s
¹
C
�
I
J
 
¡
�
4
f

�
�
{
�
s
?
>
O
@
;
�
>
¹
O
Ï
´
é
´
í
�
è
r
&
'
Ý
�


o
�
<
j
k
&
}
�
r
)
*
&
¼

0
1
&
¹
í
&
�
{
º
C
*
O
�
ê
�
´
s
?
>
O
Ï
b
�
�
ê
{
x
D
�
s
E
÷
÷
�
 
¡
4
f
{
�

Ð
?
&
�
{
*
E
�
Ð
?
r
�
b
�
.
Ï
&
�
Ý
�
j
k
&
}
�
r
)
*
&
¼
0
1
&
¹
í
º
C
*
O
a

�
�
´
O
Ï
�
÷
�
�
�
�
&
�
{
*
O
�
<
�
j
k
&
}
�
)
*
&
¼
0
1
&
Ö
}
�
º
C
*
?
Ð
÷

ç
}
�
�
b
�
�
�
&
�
{
}
�
º
C
j
k
&
¹
í
*
í
C
O
&
'
<
�
ö
W
¹
?
>
E
;
c
�
r
s
�

 
¡
4
f
{
þ
R
-
�
<
¡
6
�
�
�
>
ç
a
�
<
´
O
Ï

 
�
j
k
µ
&
{
M
T
�
O
�
>
ç
a
�
Ý
�
I
J
�
&
'
{
)
*
&
¼
0
1
&
¹
í
º
C
&
�
{
*
O
�

ê
{
W
¹
O
�
�
{
Ù
Ú
�
Ð
?
�
b
�
i
4
f
�
�
{
�
�
O
a
�
{
r
V
I
�
O
Ï

 
�
B
í
<
>
¹
D
�
>
�
C
7
�
´
�
j
{
	
ç
E
ö
<
&
�
Ü
�
c
7
�
�
�
Ð
?
r
�
Ù
Ú
�
�
C

D
�
O
Ú
q
�
è
§
<
&
�
{
Ü
�
�
O
E
ö
<
7
�
�
´
O
&
l
Ý
e
C
-
À
O
{
*
´
>
Ï
�
Ù
<

&
�
{
*
O
�
�
{
@
Ú
s
?
>
O
m
N
�
¹
í
�
µ
&
{
Ù
Ú
�
Ð
?
l
s
E
&
�
{
è
§
�
>
�
C

¹
�
ë
T
<
�
�
ì
B
´
N
C
D
´
í
�
�
b
�
i
�
N
&
l
{
e
C
Ð
´
N
C
D
´
í
´
>
Ï
&
l
{

e
C
�
C
D
�
O
Ú
q
�
 
¡
2
m
Ý
�
�
�
O
Ï
è
é
�
µ
&
�
Ù
Ú
�
Ý
�
�
�
&
S
T
{
�
C
�

O
r
�
�
�
è
§
�
&
S
T
{
�
C
�
O
a
�
<
´
O
Ï
�
÷
�
�
�
µ
&
�
C
D
�
Ù
�
 
¡
4
f
Ý

― 43 ―



10
 

 �
j
k
�

	
Ý
)
*
�
Ë
c
{
Ø
�
O
�
Á
�

	
÷
Ö
A
�
Ô
6
Ö
>
O
a
�
c
m
¹
O
Ï
a
�
}

ç
´
�
C
{
¬
N
?
�
k
�
2
m
¼
e
|
¥
¿
r
�
u
�
�
´
s
?
>
O
Ï

 
�
f
x
C
j
k
�
�
�
Ý
Î
#
m
n
<
r
°
±
{
r
E
í
Ð
E
Ï
j
k
�
	
-
´
Þ
R
{
¬
N
?
�

20
13

s
<
Ý
�
Q
�
!
<
Ç
Ã
�
#
Å
e
�
{
�
n
�
O
m
D
c
a
÷
�
�
b
�
m
D
Ý
j
k
µ
&
�
�
÷
Ö

É
ë
Ð
E
c
�
b
�
�
�
j
k
�
�
�
{

®
<
Ç
Ã
�
#
Å
e
�
Ý
f
�
<

¹
í
C
O
}
ç
<
´
s

E
Ï
a
�
E
ö
�
à
)
<
}
O
ç
$
Î
#
y
%
�
°
±
{
Ç
C
¬
N
O


=
�
I
®
=
´
q
{
®
C
�
�

Î
#
Ý
�
u
�
Ö
�
P
Ð
?
>
O
Ï

20
14
s
�
ó
Ü
�
Ý

#
Å
�
ò
A
{
¬
N
?
�
�
x
å
á
u
5
b

�
=
�
�
Î
#
ú
A
c
ë
>
E
a
�
r
Î
#
{
ú
P
Ð
�
O
�
�
�
´
s
E
Ï
d
�
ë
�
<
=
N
O
Î
#

�
m
D
{
�
O
�
�
j
k
¬
Î
#
�
�
¨
k
�


=
{
®
C
�
�
ª
�
o
Á
s
�
¨
�
Ý
�
�
³
�
Ö
�

P
Ð
?
>
O
Ï
÷
E
�
I
J
�
r
c
�
�
Ð
?
>
O
j
k
¬
Î
#
�
�
¨
k
�


=
�
�
x
å
á
u
®
C

�
�
ª
Ý
o
Á
s
�
�
h
E
W
�

	
Ö
�
P
Ð
?
D
E
c
�
a
�
�
a
8
¼
¼
�
u
�
�
´
s
?
>
O

0
N
:
3
Ï

 
0
N
:
3
�
O
P
Q
R
S
!
T
U
�

 
¨
¿
ú
ª
�
�
�
Þ
[
(
-
I
æ
�
 
¡
�
Q
�
Þ
�
3
Q
k
�
�
�
æ
�
 
¡
�
Q
�
Þ
�
Q
m
Ñ
�
(
æ
}
�
�
4
Ð
E
Ï

 

 �
%
V
W
X
Y
Z
[
Q
�
�
�
�
�
�
\
]
^
_
�

�
a
�
}
ç
<
�
�
�
�
�
�
�
u
v
�
�
>
s
E
6
Ý
©
Ç
>
Þ
R
c
�
í
C
E
I
J
 
¡
Ý
�
j
k

µ
&
�
�
j
k
�
�
�
¼
 
�
 
¡
�
�
q
´
q
�
°
±
r
�
s
?
�
u
�
�
´
�
�

20
15
s

10
-1

2
¨

T
<
`
>
4
f
l
c
�
�
³
�
�
´
s
E
�
<
ë
>
?
�

16
s

1-
3
¨
r
ç
O
ç
s
�
ù
5
{
®
C
�
�

D
>
�
´
O
´
q
�
�
B
{
µ
Ð
?
>
O
Ï
a
�
}
ç
´
®
Ã
�
�
>
m
D
{
¬
N
?
 
¡
�
0
�

G
D

P
á
â
y
#
r
�
�
³
�
³
c


K
�
O
,
n
c
�
í
C
O
c
�
a
�
a
�
Ý
�
Î
#
c
�
u
�
�
´
s
?

>
O
a
�
�
{
�
�
Ö
�
O
Ï
a
ç
Ð
E
 
Ö
�
j
k
&
l
�
x
D
y
z
{
X
�
E
�
�
�
�
�
�
{
�

9 
 �
�
�
�
�
�
0
`
2
3

 
  �
�
a
�
b
c
d
e
f
Q
�
�
J
K
L
g
V
W
X
Y
Z
[
!
h
i
j
k

 
 �
�
�
�
�
�
�
c
Û
q
<
�
�
u
z
Ð
?
¹
í
9
s
�
�
¨
�
�
f
º
�
�̈
�
�
�
>
�
V
¿
�
�
ª

�
�
$
¹
í
9
s
G
�
¨
c
 
Ñ
Ð
E
Ï
a
�
!
<
j
k
&
l
�
x
D
y
z
¼
 
�
{
Ý
�
ö
�
�
O
Ä

S
�
 
¡
�
�
q
´
q
�
®
Ã
�
Î
#
{
ú
P
Ð
�
O
�
�
ã
z
c


f
>
Ö
k
�
E
a
�
¹
í
�
Ø
�

Ö
Ý
®
Ã
�
�
�
�
c
Ç
÷
�
�
Î
#
r
%
h
�
Î
#
�
�
�
Ï
4
<
Ý
Ú
q
Ô
>
î
Ñ
Ö
�
P
Ð
?
>

O
Ï
a
ç
Ð
E
 
�

20
15
s

10
¨
<
�
�
B
C
?
>
E
j
k
&
l
�

10
h
ð
�
x
D
y
z
Ý
M
T
B
C
�

17
s
G
¨
<
�
�
B
C
?
>
O
×
µ
&
<
�
>
?
r
�
`
`
�
M
T
c
H
}
B
C
?
>
O
Ï

 
�
ó
ú
Ö
Ý
�
�
�
�
�
�
�
�
a
C
÷
Ö
�
 
Ñ
{
Ù
�
ì
�
�
b
�
 
!
"
#
{
r
ç
a
�
{
X
�

?
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
<
n
N
E
�
�
�
�
�
�
�
�
;
n
p
<
�
>
?
³
¹
?
�
O
a
�
�

Ð
E
>
Ï

 
 �
%
D
E
l
m
!
n
o
�

�
÷
�
�
ö
<
�
�
�
�
�
�
�
c
�
�
u
z
�
O
Á
�
 
¡
î
�
{
Ù
�
ì
s
?
�
O
�
�
f
T
<
m

E
O
+
4
f
�

�
�
¨
Î
#
�
ê
ë
�
´
ú
A
ª
c
�
�
�
�
�
�
�
<
Ù
�
�

20
s
Ú
q
�
I
J
 

¡
�
K
D
´
�
�
Ö
�
s
E
�
>
ç
a
�
<
´
O
�
8
ç
Ï
 
¡
4
f
l
Ý

19
91
s
¹
í

20
09
s
÷
Ö

�
s
§
�
Ö
�
?
Ý
�

0.
0h
�
`
>

0.
6h
�
>
ç
�
�
´
Ô
u
�
Ö
�
�
�
Î
#
<
�
>
?
r
�
�
Q

Î
#
�
�
<
�
s
?
Ý

92
s
ó
Ü
�
j
k
¬
Î
#
�
�
<
�
s
?
Ý

99
s
ó
Ü
�

20
04
s
¹
í

20
08

s
<
¹
N
?
´
q
'
�
�
ë
T
{
®
>
?
ú
A
c
ë
>
?
D
E
Ï

 
�
a
�
}
ç
´
 
¡
�
�
�
�
Î
#
�
ú
A
{
Ñ
-
�
�
O
I
J
 
¡
�
î
�
Ý
�
�
�
�
�
�
�
�
 

k
<
}
s
?
�
>
s
E
6
Ý
¡
j
B
C
E
¹
<
@
¹
E
Ï
�
�
u
z
Ð
E
�
�
�
�
�
�
�
�
�
Ý
à
)

�
!
e
�
�
r
<
}
s
?
�
�
"
N
í
C
O
Ï
)
*
�
Ë
�
{
Ø
Ü
�
¨

20
12
s

12
¨
ª
�

80
à
#
2
D

�
s
E
À
á
¨
�
å
à
ª
Ý
�

20
13
s
�
s
$
<
Ý

10
0 
à
�
%
÷
Ö
à
)
;
n
ð
�

	
&
Û
c
ë
>

E
Ï
I
 
§
�
!
#
�
�
P
{
�
O
�
�
)
*
�
Ë
�
{
Ø
Á
<
Ý
�
'
à
{
�
�
Ô
6
Ö
>
E
!
#
c
�

20
13
s
	
¨
<
Ý
'
ë
�
'
	
(
à
{
Þ
R
Ð
�
b
�
�
r

20
13
s
�
s
)
÷
Ö
�
'
%
(
à
#
�
2

¹
í
�
'
	
(
à
#
2
D
�

	
Ö
�
P
Ð
E
Ï
a
�
}
ç
´
à
)
!
e
�
�
ê
Ý
�
ç
j
�
Q
{
 
Ë

<
�
Q
�
©
�
K
³
´
2
�
{
r
E
í
�
�
�
r
<
�
!
e
<
}
O
¿
�
ù
5
r


÷
s
?
j
k
�


K

{
r
E
í
Ð
�
 
¡
<
Á
n
D
�
*
K
c
k
�
O
}
ç
<
´
s
E
Ï

 
�
Ð
¹
Ð
´
c
í
�
a
�
}
ç
´
+
*
K
Ý
�

20
14
s
G
¨
<
`
`
B
C
E
j
k
&
l
�
x
D
y
z
{
L

<
K
D
´
ó
�
{
,
¹
O
a
�
�
´
s
E
Ï
j
k
µ
&
�
�
�
³
�
�
°
±
Ý
-
N
Ô
�
·
�
�
X
m
�

c
.
A
�
O
<
�
C
?
&
B
C
´
�
�

14
s
/
<
Ý
Þ

V
à
Þ
R
æ
c
k
�
O
r
�
�
B
C
?
>
E
c
�

[
(
j
k
Ý
µ
&
�
°
±
c
'
|
�
O

15
s
0
<
´
s
?
r
¶
i
´
Þ
R
c
@
í
C
´
¹
s
E
Ï
a
�
}

ç
´
j
k
�
ì
Ù
Ý
�
Ü
�
Ý
÷
/
¼
1
I
J
�
2
3
�


f
Ê
#
4
�
y
5
´
q
�
6
7
ì
	
<
}
O

r
�
�
B
C
?
>
E
c
�

20
16
s
$
�
�
r
ý
8
�
´
9
:
¼
0
Ù
�
Ã
;
�
+
ú
�
<
J
:
L
�
°
±

´
q
�
E
ö
<
è
é
÷
Ö
ë
>
?
>
O
Ï
d
�
ë
�
<
=
N
O
[
(
j
k
�

	
{
Þ
[
(
-
I
æ̈
�
�

�
ª
�
`
>
j
k
Ö
@
O
�
�
[
(
�
`
>
j
k
�

	
Ý
Ñ
�

15
s
!
Ö
d
+
�

	
<
�
O
Ï
÷
E
�

Þ
j
k
�
�
�
�
æ̈
�
Ë
ï
ª
�
Þ
j
k
2
m
�
�
æ̈
I
J
�
r
ª
Ö
j
k
�
m
n
{
@
O
�
�
è
é

― 44 ―



12
 

 p
%
�
�
J
K
L
!
q
	
r
�

�
�
�
�
�
�
�
ö
;
<
�
>
?
Ý
�
ã
Þ
i
�
�
Ì
�
Ì
Q
�
�
H
{
X
�
?
�
z
=
�
y
#
Ö
�

´
�
ù
l
�
{
�
ö
?
>
C
;
0
�
�
�
í
¹
�
ö
Þ
�
j
�
K
>
æ
{
é
�
Ð
?
z
y
#
?
@
ã
Ö
�

�
´
�
�
{
J
s
?
>
C
;
0
c
�
O
Ï
«
@
>
�
+
�
r
�
Ö
r
m
C
E
Þ
Ì
Q
A
i
N
æ
¼
è
é
r

m
C
?
>
O
Þ
r
�
Ì
Q
�
c
�
u
æ
Ý
Á
¬
�
�
�
�
�
�
í
Ö
�
�
�
B
J
�
Ë
�
r
�
Ö
r
m
C

E
Þ
�
�
�
ê
2
3
æ
¼
&
ß
�
Ë
�
r
�
Ö
r
m
C
E
Þ
�
j
�
�
$
'
0
2
3
æ
Ý
�
¬
�
�
�
�

�
�
í
Ö
�
O
Ï
a
�
ü
¬
Ý


C
<
a
D
�
´
�
�
{
5
E
�
r
�
Ö
�
O
c
�
�
�
�
]
�
�
E
�

<
n
N
E
è
`
�
´
o
R
�
Ð
?
Ý
�
�
´
�
�
�
�
@
�
i
�
�
�
j
>
<
�
>
?
é
Ü
´
�
�
{
�

ö
�
�
�
´
�
�
{
r
s
?
>
C
a
�
c
7
�
�
´
O
�
8
ç
Ï
r
�
8
6
�
]
�
�
<
Ý
ã
Þ
i
�
�

�
j
<
�
>
?
F
G
´
�
H
c
´
B
C
�
Ì
�
Ì
Q
�
¯
°
{
u
Õ
�
j
�
ù
l
�
{
X
�
?
�
�
�
]

�
�
E
�
c
.
Ï
<
Ï
4
B
C
O
a
�
c
Æ
÷
Ð
>
c
�
�
´
I
�
¼
Ì
�
Ì
Q
"
#
<
_
?
í
C
O
1

�
¿
�
<
'
Õ
c
�
O
 
Ö
�
Á
s
W
�
�
´
{
�
u
�
<
H
W
�
@
I
�
<
V
(
í
�
{
Ð
´
C
?
Ý

´
í
´
>
è
`
�
�
´
J
4
Ñ
E
Ö
Ý
�
ç
�
�
u
�
Ö
�
j
{
@
�
�
a
�
<
Ý
U
V
c
&
ç
Ï

 
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
<
=
>
?
Ý
�
a
�
}
ç
´
�
j
2
3
�
�
�
�
�
�
µ
&
<
}
O
�
�
Ü

�
{
q
�
}
ç
´
�
Ö
�
�
�
m
-
?
>
C
¹
c
K
D
´
�
�
�
´
O
Ï
a
�
�
<
=
>
?
9
³
<
´
O

�
Ý
�
&
ß
�
Ë
�
r
�
Ö
r
m
C
E
�
j
�
�
$
'
0
2
3
�
�
�
�
�
�
Ï
�
j
�
�
$
'
0
2
3

<
=
>
?
Ý
�
à
�
÷
�
�
j
�
&
�
c
.
Ï
0
Ö
�
P
Ð
?
>
C
�
�
{
�
�
Ð
?
�
b
�
r
�
Ö
Ñ

Ò
�
�
�
�
]
�
�
E
�
{
Ï
4
�
O
E
ö
<
7
�
´
�
�
-
{
�
³
¨
�
o
R
�
ª
{
@
Ô
�
�
b
�

ç
�
q
�
E
W
{
�
j
�
�
<
}
s
?
¶
B
�
O
¹
{
í
�
�
O
a
�
Ö
d
o
�
<
µ
�
¶
B
¨
µ
&
ª

�
³
c
í
÷
O
�
>
ç
�
Ö
�
�
�
�
�
<
n
N
E
3
E
�
c
�
4
B
C
E
Ï
a
�
}
ç
´
�
Ö
�
�
�

�
�
�
E
ö
�
ì
K
{
K
>
?
>
C
�
�
�
j
�
�
�
E
ö
<
q
�
}
ç
´
¶
B
{
r
ç
¹
{
�
í
¹
�

ö
í
�
�
O
7
�
c
k
�
O
E
ö
�
�
j
2
3
�
3
E
�
c
.
Ï
<
j
§
y
c
O
a
�
<
´
O
Ï
a
�
}

ç
<
@
�
´
�
j
i
�
<
�
>
?
�
í
¹
�
ö
�
j
�
K
>
{
�
ö
O
>
�
�
�
r
�
Ö
Ý
�
°
s
W
�

�
´
J
4
<
=
>
?
r
�
�
´
J
4
Ñ
E
<
5
Ã
�
O
b
C
�
C
�
�
�
�
u
¨


�
L
�
M
?
�
´
q

�
d
R
5
6
¬
ª
�
�
õ
<
�
í
¹
�
ö
'
�
�
'
Õ
{
6
�
a
�
c
º
»
�
´
�
�
N
O
�
s
E
�
Ö

�
j
{
4
'
�
O
a
�
c
º
»
�
´
O
Ï

 
�
a
�
Ó
�
¹
í
�
s
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
{
"
#
�
O
�
�
µ
&
<
�
>
?
Ý
�
0
�
´
�
�

�
�
u
å
c
é
Ü
<
�
ö
í
C
?
>
O
�
<
o
Ð
�
�
j
2
3
<
n
N
E
�
�
y
z
�
ã
z
Ý
>
E
s
?

ì
é
Ü
´
r
�
�
´
s
?
>
O
Ï
a
�
}
ç
´
r
�
Ö
µ
&
<
}
�
�
�
c
Ü
�
B
C
O
�
�
&
�
c
J

§
�
�
�
�
Ý
�
´
s
E
Ä
ù
l
´
Ì
Q
<
_
?
í
C
?
Ð
÷
ç
º
»
p
c
�
O
Ï
a
�
P
Q
�
´
Ì
í

c
H
I
J
K
L
M
�
R
S
µ
&
�
R
S
�
´
�
E
q
s
E
 
Ñ
�
Ï
H
I
J
K
L
M
¹
í
�
R
»
�
R
S

k
�
Ü
�
<
�
>
?
Ý
�
Ì
Q
k
�
Ñ
K
´
(
y
c
´
B
C
�
b
�
V
�
{
Á
p
<
R
S
µ
&
´
q
<
}

O
�
�
Ü
�
c
´
B
C
E
a
�
¹
í
�
U
M
:
�
R
»
�
R
S
�
Ý
©
í
5
6
�
´
>
Ì
Q
<
R
S
�
´

c
Þ
�
®
æ
B
C
O
´
q
�
\
7
c
k
�
E
Ï
j
k
&
l
�
x
D
y
z
<
�
>
?
r
�Þ
�
�
�
�
�
�
�
æ

Ý
`
�
<
Ý
�
q
�
´
r
�
<
�
q
÷
s
?
=
�
�
j
k
&
�
c
`
>
�
<
û
�
�
j
i
�
�
]
j
<
_

?
í
C
?
Ð
÷
ç
º
»
p
c
�
O
�
Ö
Ý
´
>
¹
�
�
�
Î
c
´
B
C
?
>
O
Ï

 
�
a
C
í
�
�
{
¸
÷
¹
O
�
�
�
j
2
3
<
�
>
?
�
é
Ü
´
�
�
y
z
�
ã
z
�
r
�
Ö
�
�
j
�

ì
�
�
@
�
Ð
{
r
>
�
�
j
�
@
�
Ð
<
}
s
?
Ý
ì
Ø
�
O
i
{
�
Q
´
µ
�
¶
B
<
}
s
?
Ü
�

Ð
?
>
C
�
>
ç
�
�
ã
�
c
�
�
�
�
�
�
�
ì
K
{
³
¹
?
>
C
ç
¹
Ö
�
�
�
>
ç
a
�
<
´
O

�
8
ç
Ï
a
�
}
ç
´
�
Ö
�
�
y
z
�
ã
z
�
é
Ü
�
{
J
O
a
�
Ý
�
�
�
�
�
�
É
S
�
ì
K
<

11
 

 �
�
�
�
�
�
c
�
�
�
Ð
?
ð
z
O

�
�
�
�
�
q
�
}
ç
´
�
Ö
j
�
ã
�
{
�
s
?
>
C
¹
c

K
D
´
6
7
�
´
s
?
>
O
Ï

 
�
�
�
�
�
�
�
Ý
)
*
�
Ë
�
 
¡
�
-
�
�
R
�
(
m
C
c
�
�
c
�
)
*
�
Ë
�
 
¡
�
-
<
Ý

Þ
�
�
�
�
�
&
�
'
0
2
3
æ
�
>
ç
r
ç
à
�
�
�
>
�
�
c
�
O
Ï
�
S
�
Ë
¹
í
x
D
É
>
�

a
�
�
-
�
 
Ë
�
´
�
¯
Ý
j
k
&
l
�
x
D
y
z
Ö
�
�
�
Ü
�
�
>
�
�
Ö
Ý
j
k
&
l
¨
�
�

:
;
ª
c

20
14
s
G
¨
<
�
h
�

15
s

10
¨
<

10
h
<
x
D
y
z
í
C
O
a
�
�
´
s
?
>
E
Ï

 
�
¯
^
<
]
¡
B
C
O
}
ç
<
�
�
�
�
�
�
&
'
0
2
3
�
'
K
�
Ð
?
`
`
B
C
O
j
k
&
l
�
x

D
y
z
�
�
�
�
�
�
�
�
c
�
�
�

�
�
�
�
�
!
<
Ý
z
�
u
�
T
�
�
5
6
c
�
O
Ï
j
k
&

l
�
x
D
y
z
Ý
�
®
Ã
{
ú
P
Ð
�
O
ù
5
{
X
�
?
Î
#
<
r
�
�
³
�
�
°
±
{
r
E
í
�
a
�

<
´
O
¹
í
�
Ï
r
�
8
6
�
j
k
µ
&
c
®
Ã
�
Î
#
{
ú
P
Ð
�
O
ù
5
<
�
>
?
Ý
�
V
¿
�
�

<
}
s
?
b
�
°
±
{
�
�
�
O
a
�
c
�
à
�
�
�
;
0
�
Ð
?
à
�
÷
�
Ý
º
»
�
³
¹
í
C
O
Ï

`
�
�

20
13
s
G
¨
<
�
$
B
C
E
�
�
�
>
�
V
¿
�
�
Ý
�
%
W
�
j
k
µ
&
{
U
�
Ô
6
�
ç
¹

Ö
r
¶
i
<
�
�
�
<
´
O
}
ç
 
h
B
C
E
r
�
Ö
�
O
�
�
�
é
c
I
J
�
r
�
Ó
S
H
V
�
W
¹

í
þ
�
ì
Ð
´
B
C
?
D
E
Ï

 
�
c
�
j
k
µ
&
<
&
ç
�
�
³
�
�
°
±
{
V
¿
�
�
Ö


,
Ö
D
O
�
>
ç
@
;
<
�
>
?
Ý
�

�
�
´
·
V
Ì
X
c
�
O
Ï
V
d
c
�
Ö
<
Ê
ö
?
+
>

	
�
´
s
?
>
O
r
�
Ö
�
B
í
´
O
V
¿

�
�
{
`
`
�
O
a
�
c
�
q
�
E
W
�
®
Ã
Y
Z
ù
5
{
r
�
*
O
�
¹
�
>
ç
a
�
c
�
¦
¡
í
�

\
7
�
Ð
?

B
C
?
>
O
¹
í
�
Ï
a
�
�
<
5
Ð
?
Ý
�
Ê
ö
?
+
>
V
d

	
�
r
�
Ö
r
Þ
K

¾
´
V
¿
�
�
æ
<
}
s
?
 
�
9
¶
¬
¼
[
(
�
�
Q
�
Þ
T
�
æ̈
è
§
�
®
Ã
¼
Î
#
<
o
�
O
�

�
ª
{
W
�
B
-
O
a
�
c
º
»
Ö
�
�
�
V
¿
�
-
�
a
�
[
â
x
å
{
X
�
?
®
Ã
�


K
�
Î
#

�
�
¼
¹
´
y
%
c
`
è
Ö
D
O
�
>
ç
@
;
�
�
V
d
�

	
c
�
Ö
<
ç
�
V
d
<
´
s
?
>
O
r

�
Ö
K
�
�
¿
V
²
t
{
r
s
?
r
�
e
|
¥
¿
´
q
�
µ
¶
{
X
�
?
®
Ã
{
P
Ð
y
z
O
ù
5
Ý
�

�
�
´
r
�
<
�
q
÷
O
�
�
@
;
c
�
O
Ï
a
�
>
�
C
�
@
;
c
\
Ü
´
�
¹
Ý
�
Ê
C
?
`
Û
�

´
6
7
Ö
�
�
�
�
�
�
>
�
V
¿
�
�
�
�
$
¹
í
9
s
Ð
¹
 
Ñ
Ð
?
>
´
>
è
ë
�
Ö
é
Ü
´
·

�
{
�
�
a
�
Ý
U
V
Ö
�
O
c
�
j
k
µ
&
c
®
Ã
¼
Î
#
{
ú
P
Ð
�
O
ù
5
{
¶
i
<
�
,
Ö
D

O
Ú
q
Þ
K
¾
´
V
¿
�
�
æ
�
ù
5
c
K
D
´
r
�
Ö
Ý
´
¹
s
E
�
>
ç
a
�
c
�
è
ë
�
Ö
�
]

�
�
´
·
�
�
>
ç
a
�
<
´
O
�
8
ç
Ï

 
 $
%
�
�
J
K
L


U
�
s
t
�
u
v
!
D
w
�

�
)
*
�
Ë
�
r
�
Ö
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
<
�
>
?
Ý
�
�
�
�
�
�
&
'
0
2
3
�
'
K
�

Ð
?
�
ö
í
C
?
D
E
j
k
µ
&
�
Ú
¹
<
�

20
13
s
�
¨
<
-
�
B
C
?
Þ
 
T
�
�
(
Ì
æ̈

20
13

s
�
¨
�
I
Ë
?
^
¡
ª
�

20
15
s
Æ
¨
<
-
�
B
C
E
Þ
 
¡
�
�
É
S
�
2
3
�
Ñ
J
;
È

20
15
æ

¨
20

15
s
Æ
¨
Ë
?
í
�
ª
<
_
�
Ô
÷
C
E
Þ
 
¡
�
�
�
×
k
(
Ì
æ
c
�
O
Ï
a
�
ç
�
�
Þ
 

T
�
�
(
Ì
æ
Ö
Ý
�
�
�
:
;
{
�
m
-
E
Ñ
Ò
�
�
�
�
]
<
�
>
?
�

20
15
s
W
÷
Ö
<

20
10

s
W
o
�
Ö
�
E
ß
à
³
�
o

G
D

P
�
{
2
�
B
-
�

20
20
s
W
÷
Ö
<
�
]
{
Ó
à
�
B
-
O
a
�

c
�
�
�
Ð
?
ð
z
í
C
�
a
�
�
�
{
Ï
4
�
O
E
ö
�
�
'
Ó
�
Ð
?

20
14
s
G
¨
<
j
k
&
l
c

�
h
<
x
D
y
z
í
C
E
Ï
a
C
<
ë
C
Þ
 
¡
�
�
�
×
k
(
Ì
æ̈
(
Ì
T
!

20
16
s
W
`

20
20
s

W
ª
<
=
>
?
Ý
�

20
20
s
W
<
Ñ
Ò
�
�
�
�
]
�
Ó
à
�
{
Ï
4
�
O
E
ö
�

20
18
s
W
÷
Ö
{
O

 
2
3
T
!
�
Ð
?
Þ
 
¡
�
�
�
'
0
2
3
æ
{
�
ö
?
>
C
a
�
�
B
C
?
>
O
Ï

 
 

― 45 ―



14
 

 �
�
a
�
�
�

 
 

�
x
�
�
�
�
�
�
!
y
�
�
 
!
j
k

 
 

Þ
�
�
�
�
�
&
�
'
0
2
3
æ
<
5
�
O
N
>
�
V
�
�
<
4
�
Ð
E
)
*
�
+
<
=
>
?
Ý
�
j

k
&
µ
&
�
Ù
Ú
�
�
�
�
&
l
�
$
�
0
1
&
l
�
x
ú
z
Í
�
>
C
�
¹
�
�
�
´
,
&
�
-
c
í

�
B
C
E
Ï
J
a
<
=
>
?
Ý
�
)
*
�
+
�
,
&
�
-̈
j
k
&
�
0
1
&
�
b
�
û
&
'
ª
<
�
D
�

�
�
�
ê
ë
º
»
p
�
 
¡
4
f
�
°
±
=
}
¸
Å
Æ
÷
Û
�
9
�
�
Ó
�
{
�
�
Ð
�
�
�
�
�
O
a

�
�
�
O
Ï

 

 �
%
R
S
�
g
z
�
{
|
�
Q
}
~
�
�
�

�
)
*
�
+
�
Á
�
«
@
>
�
+
ú
<
=
>
?
�
Z
[
e
w
�
�
�
ê
<
&
ç
�
�
�
�
]
j
µ
¶
�
b

�
E
ö
�
�
�
�
'
0
�
´
2
3
c
ì
º
ü
�
�
n
o
�
ú
�
�
�
�
�
�
&
�
'
0
2
3
�
H
}
c
�

ö
í
C
�
�
�
�
�
]
j
�
2
3
�
;
n
p
�
�
b
�
�
�
�
´
b
U
N
�
Ð
?
�
j
k
&
l
{

20
14
s

G
¨
<
	

%
¹
í
�

%
<
�
B
í
<

20
15
s

10
¨
<
�

%
¹
í

10
%
<
x
D
y
z
O
;
È
<
5
Ð
�
9
>
�

V
c
´
B
C
E
Ï
�
c
�
Ö
Ý
�
ë
>
c
�
�
V
¹
�
Ç
F
´
]
ê
{
ê
�
�
+
Ö
´
N
C
D
�
�
«
<

S
T
µ
{
õ
ö
O
j
k
&
µ
&
Ý
V
Ð
>
�
³
¹
í
C
?
D
E
�
N
<
�
@
�
´
Ã
�
>
9
>
<
}
O
N

>
�
V
Ý
Ì
T
�
´
r
�
Ö
�
s
E
Ï

 
�
Ð
¹
Ð
�
)
*
�
+
Ý
�
N
>
�
V
�
ç
�
�
j
k
&
l
�

%
ð
�
x
y
z
Ý
`
r
Ð
E
r
�
�
�

20
14

s
�
<
�
d
s

10
¨
<
�
�
B
C
?
>
E

10
%
ð
�
x
y
z
Ý
Ù
Ú
�
Ð
E
Ï
b
�
�
�
"
u
�
ã
f
e

y
�
¼
K
L
M
f
�
�
Ì
Ñ
Ö
r
Ã
D
´
>
�
�
�
�
�
×
Ø
�
�
g
ê
�
E
ö
�

20
17
s
G
¨
<

10
%

<
j
k
&
l
{
x
D
y
z
O
�
�
�
Ð
E
Ï
Ð
¹
Ð
�
)
*
C


Ý
�

20
16
s
Æ
¨
�
I
�
ý
¬
�
@
Ö
�

b
ç
Ð
E
�
Õ
{
h
�
�
ï
T
�
�

20
19
s

10
¨
÷
Ö
�
j
k
&
Ù
Ú
�
{
é
í
¹
<
Ð
E
Ï
¨
�
@
Ö

Ý
�
Þ
Õ
W
�
Ý
�
´
O
Ä
E
´
=
�
æ
�
�
�
è
c
®
>
í
C
E
Ï
ª

 
�
)
*
C


Ý
�
b
�
]
^
�
Ð
?
�
"
u
�
ã
f
e
y
�
�
�
D
<
i
j
�
O
�
�
å
Ö
Ý

´
q
�

�
=
#
Å
c
ú
A
Ð
�
¥
¿
c
A
�
Ô
6
�
a
�
Ö
�
Ä
S
�
¼
k
y
�
�
 
¡
c
K
D
C
l
�
>
?
=

�
�
Ç
�
�
´
·
�
�
+
¨
�
4
f
�
�
q
c
¤
¥
B
C
O
E
ö
�
j
k
&
l
µ
&
{
Ù
Ú
�
�
O
�
�

é
Ð
?
>
O
Ï
�
ë
<
�
�
ï
�
�
j


K
{
u
Õ
Ö
�
8
ç
�
�
�
¹
�
K
¾
´
 
¡
o
-
{
a
�
�

<
m
�
�
�
�
�
�
�
�
�
¶
q
�
{
J
O
�
Ð
?
>
O
Ï
û
;
�
a
C
÷
Ö
�
�
�
�
�
�
�
<
}
�

 
¡
Ý
	
-
<
Þ
R
Ð
�
è
é
�
D
�
~
®
c
Ï
4
B
C
?
>
O
a
�
{
Ç
-
Ð
?
>
O
Ï
B
í
<
�

20
20

s
�
#
�
�
�
"
u
�
�
�
]
�
Ó
à
�
�
�
�
Ý
W
¹
�
�
�
�
�
�
�
�
n
Ý
o
ê
�
O
�
Ð
?
>

O
Ï
Ð
¹
Ð
�
a
ç
Ð
E
)
*
C


�
@
�
<
Ý
�
º
C
�
\
7
c
�
O
Ï

 
�
÷
�
�
j
k
&
µ
&
×
Ù
Ú
�
�
ë
�
<
=
>
?
�
Ç
�
 
¡
c
X
�
�
®
Ã
*
K
�
Ý
�
´
O
�
�

<
�
ä
�
O
"
�
�
c
�
O
�
�
n
o
Ý
�
Ç
�
�
�
-
Ü
p
¬
<
r
 
�
5
6
¬
<
r
<
õ
B
C
?
>

´
¹
s
E
Ï
Ý

#
Å
�
ú
A
Ý
�
q
�
�
f
r
u
å
T
�
å
�
s
�
�
�

�
!
�
�
�
�
V
�
l
t

<
}
O
r
�
Ö
�
Ý

ç
$
�
Ö
�
O
�
c
�
<
�
s
?
Ý
�
 
T
�
<
Ý
Õ
Ð
8
+
÷
Ð
>
Ì
Ñ
Ö
�

O
Ï
�
w
³
ã
f
â
å
�
�
�
=
r
�
Þ
Ç
�
 
¡
c
�
`
<
4
f
�
O
 
�
)
*
u
c
�
*
©
�
´
>

¨
"
u
�
ã
f
e
y
�
�
Ã
D
E
ª

20
08
s
�
�
�
�
{
ê
�
j
Ð
E
�
Ý
�
)
*
u
�
µ
&
M
T
(
Ì

{
V
I
Ð
?
>
O
æ
�
�
Î
Ð
?
>
E
Ï

 
�
v
<
�
 
¡
�
�
c
§
O
"
�
�
c
�
O
�
Ð
?
r
�
b
�
a
�
Ý
�
�
×
Ø
{
¿
í
�
]
^
<
Ý
´

13
 

 �
>
?
�
�
@
º
»
p
{
e
ö
�
[
(
j
k
¼
�
Q
e
|
¥
¿
<
#
�
�
�
ù
5
{
r
E
í
�
a
�
c
T

�
B
C
O
Ï
÷
E
�
�
�
�
]
�
�
E
�
<
n
N
E
é
Ü
´
ì
K
{
�
�
a
�
Ý
�
f
T
V
d
�
)
�
<

r
¿
�
O
r
�
�
³
¹
í
C
O
Ï

 
   

 

― 46 ―



16
 

 ´
O
#
�
�
�
"
u
�
�
Ó
à
�
³
Ý
B
í
<
K
D
C
´
O
Ï
�
�
×
Ø
<
7
�
�
´
O
d
o
�
´
j
k

&
l
Ý
Z
´
C
�
r

15
%

(I
M

F)
�
¢
£
¬
<
}
s
?
Ý

30
%
{
K
D
C
y
Þ
O
�
�
(
B
C
?
>
O
 
�

�
c
�
<
·
�
¸
¹
�
E
ö
�
�
�
�
-
{
m
�
O
�
�
y
�
Ö
:
¨

Fi
sc

al 
Sp

ac
eª
Ý
*
é
Ð
´
>
Ï

b
C
q
a
8
¹
�
d
Ä
�

O
E

CD
 E

co
no

m
ic

 O
ut

lo
ok

 (2
01

6.
6)
Ö
Ý
�
�
�
×
Ø
�
�
{
Ï
4
�
O
E
ö

�
F
G
Ö
Ü
`
´
g
h
{
`
r
Ð
´
>
�
�
�
�
c
�
Ý
�
�
�
�
ê
ë
º
»
p
<
5
�
O
ñ
w
{
l
>
�

b
�
·
5
�
`
Î
 
¡
�
V
¿
�
x
c
ì
)
�
�
�
O
=
b
C
c
�
O
�
�
Î
Ð
�
b
�
°
±
Ý
û
�
<

r
K
D
´
y
�
ù
5
{
ê
�
ç
O
a
�
{
�
Î
Ð
?
>
O
Ï

 
�

20
16
s
Æ
¨

23
I
�
z
�
�

E
U
å
�
í
�
Ý
�
�
�
�
Ç
�
 
¡
<
º
K
´
ì
Ü
`
p
{
r
E
í
Ð
ç

O
c
�
b
�
a
�
Ý
�
�
�
×
Ø
�
7
�
p
{
+
ú
B
-
O
r
�
Ö
Ý
´
>
Ï
z
�
�

E
U
å
�
<
}
�
�

�
c
�
�
 
¡
4
f
l
c
+
ú
�
C
D
�
E
�
Ö
B
¹
�
Ò
Ó
�
�
B
C
O
)
*
�
+
�
�
�
×
Ø
#
�

ã
�
`
è
º
»
p
Ý
+
C
´
O
Ï
{
s
?
�
�
c
�
�
�
�
ê
ë
º
»
p
{
Þ
R
B
-
O
E
ö
<
Ý
�
}

�
Ç
©
´
�
�
×
Ø
�
|
©
c
õ
ö
í
C
O
Ï

 
)
*
�
+
<
}
O
j
k
&
<
5
�
O
r
ç
'
�
�
�
�
´
�
-
í
�
c
�
�
�
&
l
�
$
�
í
�
Ö
�

O
Ï

20
17
s
G
¨
<
�
�
B
C
?
>
E

10
%
ð
�
&
l
x
y
z
{
Á
<
�
�
é
>
c
Ç
C
�
õ
Ð
?
>
E

�
�
&
l
�
�
$
<
�
D
H
}
c
´
B
C
�
a
�
´
�
�
&
l
�
�
®
<
Ý
.
«
>
�
´
q
¹
í
r
�
�

c
j
E
r
�
�
�
·
p
�
Þ
}
~
�
¸
�


{
®
C
�


ú
=
æ
�
�
%
Þ
ó
y
{
r
B
C
O
Þ
Ä
�
æ

�
>
ç
³
a
>
=
�
<
o
Ð
�
�
�
&
l
c
�
®
B
C
O
a
�
�
B
C
E
Ï
 
¡
ï
¬
�
º
C
Ý
�
�
�

&
l
�
�
$
Ý
�


�
�
·
�
<
)
�
{
r
E
í
�
a
�
�
+
)
*
¬
�
�
´
í
�
�
e
)
*
¬
r
�
�

{
¬
N
O
a
�
�
&
�
c
l
m
C
O
a
�
�
�
�
&
l
o
�
�
�
x
D
c
V
Ð
>
a
�
�
Ì
�
�
´
�
�

z
c
e
>
a
�
Í
�
º
C
�
\
7
c
�
O
a
�
{
�
Î
Ð
?
=
�
�
�
}
)
*
&
�

®
¼
û
�
�
�
+

)
*
¬
<
�
s
E
t
U
¶
B
�
;
c
�
+
)
*
¬
o
-
�
Ð
?
Æ
÷
Ð
>
�
³
¹
?
>
O
Ï
b
C
<
r
¹

¹
m
í
�
�
a
�
´
=
�
{
o
�
�
Ð
E
�
�
&
l
c
�
$
B
C
O
í
�
{
r
>
�
B
í
<

20
19
s

10
¨

ð
�
µ
&
Ù
Ú
�
<
Ü
E
s
?
r
�
�
�
&
l
�
7
�
p
{
×
³
Ð
´
>
a
�
Ý
�
)
*
�
+
�
,
&
�

-
�
\
7
�
�
'
�
Ö
�
O
Ï

 

 �
%
�
�
�
g
�
�
�
~
�
Q
�
�
�
�
�
�
�
�

�
)
*
�
+
Ý
�
4
f
g
h
�
'
K
�
Ð
?
�
0
1
&
�
&
<
Ý
�
Ê
�
Ö
�
s
E
Ï

20
14
s
W
<
Ý
�

�
ë
�
�
÷
E
Ý
¥
¿
&
�

®
¨
�
�
�
B
Ö
	

%
ª
�
>
ç
Ä
�
<
K
¾
´
¥
¿
�
&
{
u
Õ
k
�

p
n
y
e
|
¥
¿
�
�
&
'
{
�
$
Ð
�
¶
¹
?
�
H
I
J
K
L
M
�
R
S
�
�
Ö
�
O
R
S
0
1
�
Þ

&
{
�
s
Á
�
Ð
Ö
¯
°
Ð
E
Ï
b
�
�
Ý
�
¥
¿
�
&
}
�
r
0
1
&
l
�
x
ú
z
<
@
�
�
z
{
B

D
�
�
�
:
;
{
�
m
-
E
0
1
`
ù
&
l
{
�

34
.6

2%
¹
í

20
15
s
W
<

32
.1

1%
�

20
16
s
W
<

29
.9

7%
�

20
18
s
W
<

29
.7

4%
<
x
D
ú
z
O
a
�
�
Ð
�
b
�
�
�
<
Ý
�
k
�
p
n
y
e
|
¥
¿
&
'
Í
�
¥

¿
�
&
�
�
�
�
¯
°
�
�
#
�
�
�
�
�
0
ð
�
'
J
�
�
0
1
Ì
Q
&
¨
:
;
&
ª
�
�
�
�
	
6

&
�


K
Í
{
_
?
O
a
�
�
B
C
E
Ï

 
�
²
T
�
=
}
¸
 
f
T
�
´
0
1
&
�
�
�
;
<
�
>
?
�
Ñ
J
�
´
³
¹
;
<
�
>
?
Ý
�
�
�

(2
01

4a
�

b)
c
F
G
<
�
é
Ð
?
>
O

3 Ï
 

è
é
�
I
J
�
Q
�
d
K
�
\
7
�
Ý
�
�
Q
c
�
�
·
�
{
�
ö
Ô
�
�
�
�
¥
¿
{
¶
i
r
m
´

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  
3  
�
�
�
�

(2
01

4a
)�
Þ
0
1
&
2
3
�
�
�
æ
�
,
&
¢
£
�

20
14
s

9
¨
�
�
=
}
¸
�
�
�
�
�

(2
01

4b
)�
Þ
0
1
&

2
3
�
�
�
;
æ
�
,
&
¢
£
�

20
14
s

10
¨
�

 
 

15
 

 í
´
>
Ï
�
�

(2
01

2)
<
}
O
]
�
�
i
|
Ý
�
 
¡
�
�
¼
K
L
M
�
>
s
E
Ì
Ñ
<
}
�
�
�
c
h
�

�
O
a
�
�
´
>
}
ç
�
b
ç
Ð
E
f
e
y
�
�
Ü
l
c
µ
¶
Ð
E
�
�
Ý
�
Õ
Ð
8
�
�
×
Ø
{
¶
q

B
-
�
�
�
�
Ç
�
�
{
J
O
a
�
c
Û
Ð
>
�
-
Ö
�
O
a
�
{
�
Ð
?
>
O

1 Ï
z
�
�
�
â
�
�
ã

�
+
Ý
�
÷
B
<
b
ç
Ð
E
�
�
Ö
�
f
�
 
¡
�
�
<
|
¹
O
a
�
c
Ö
D
O
}
ç
�
U
¶
#
�
&
µ

&
¼
Ç
©
´
�
j
�
�
<
}
�
�
�
×
Ø
{
Ç
©
<
�
�
Ð
?
D
E
Ï
z
�
}
�
�
�
î
�
c
Ý
O
¹
<

9
>
�
c
�
<
=
>
?
Ý
�
 
¡
�
�
�
K
L
M
<
|
¹
�
�
�
B
C
?
>
E
j
k
&
µ
&
Ý
Ü
`
<
`

`
Ð
�
÷
E
@
Ô
�
{
y
Þ
O
&
�
Ý
Ä
$
]
j
<
Þ
B
�
�
�
Â
�
l
x
ú
z
<
_
Ü
�
O
´
q
�
�

Á
�
�
b
�
y
z
�
V
�
¦
Ö
r
�
�
B
C
?
>
O
�
�
�
�
�
p
{
�
�
®
>
?
>
C
a
�
c
Ü
Ï
�

;
È
�
�
¹
O
Ï

 
�
û
;
�
�
c
�
Ö
D
�
~
®
c
Ï
4
B
C
?
>
O
a
�
Ý
�
¾
�
¦
�
´
�
�
�
 
¡
ï
Ö
Ý
�
r
ç

·
�
¸
¹
-
Ý
7
�
´
>
a
�
{
V
I
Ð
?
>
O
Ï
�
å
u
g
�
ã
¾
�
{
v
ö
�
�
O
�
�


K
{
õ

ö
O
�
¬
r
�
b
�
¾
s
?
�
�
�

å
Ý
�
}
~
 
�
Ö
Ñ
�
´
l
Q
c
{
k
Ð
?
>
O
K
ì
�
�
î

�
{
�
�
Ð
E
r
�
Ö
�
è
é
�
�
c
�
<
=
>
?
�
�
]
j
c
7
�
´
a
�
{
�
é
�
O
r
�
Ö
Ý
´

>
Ï
÷
E
�
j
k
&
l
x
y
z
�
�
j
k
�
+
¨
<
Ý
�
-
N
Ô
�
j
k
�
X
m
<
}
O
�
a
8
c
K
D

>
c
�
)
*
�
+
�
�
�
Ý
�
-
N
Ô
�
<
}
O
j
k
�
µ
¶
{
�
�
�
�
�
�
�
4
5
�
Ð
�
X
m
<

}
O
j
k
+
¨
{
j
k
&
�
°
±
�
û
B
U
N
O
E
ö
�
j
k
&
µ
&
�
j
k
ð
�
°
±
{
Ñ
K
<
@
?

>
O
D
í
>
c
�
O
Ï
�
Þ
�
j
k
&
µ
&
Ù
Ú
�
<
}
�
�

20
17
s
W

1`
3¨
<
@
Ô
6
Ö
>
E
-
N

Ô
�
�
j
k
µ
c
´
C
´
O
a
�
¹
í
�
J
§
Ö
�
C
D
�
÷
�

20
16
s
W
�
 
¡
@
X
Ð
�
x
ú
z
{

r
m
´
N
C
D
´
í
´
>
Ý
�
�
c
�
b
ç
Ð
E
�
<
�
>
?
r
�
�
Ý
´
¹
s
E
Ï
a
C
<
o
Ð
�
D

�
~
®
Ý
Ï
4
B
C
?
r
�
�
Q
<
�
Ä
e
|
c

s
?
=
�
�
÷
�
¿
J
¥
$
á
â
y
#
c
*
é
Ð
?

>
O
�
�
�
Î
r
�
O
Ï
�
Ë
ï
�
�
(
�
O

20
16
s
�
�
 
2
T
�

G
D

P�
·
t
á
â
y
#
Ý

�
1.

1%
Ö
�
O
'
;
�
I
J
�
r
�
�
(
�
O

20
15
s
�
¡
 
2
T
�
·
t
á
â
y
#
Ý

�
0.

25
%
�
¹
´
�
&
B

´

	
Ö
�
O
Ï

20
16
s
�
�
 
2
T
�
ø
~
l
{
@
O
�
�
�
Q
�
0
Ö
Ý

97
.3
h
�
e

	
�
c
�

Q
¢
<
}
s
?
D
í
�
D
c
�
�
�
�
�
�
ø
~
l
�
+
>
Q
¢
<
Ý
�
>
m
z
O
£
�
¤
¥
�
c
3
Í

�
l
t
{
X
Y
Ð
E
�
(
m
C
O
¦
¤
X
ñ
�
�
3
Q
�

65
.1

%
�
 
�
§
¨
Q
�
Ñ
�
e
|
¥
¿
�
°
±

{
¬
N
E
§
¨
Q
�

92
.6

%
´
q
�
ã
Þ
�
Q
¢
�
Ì
¦
<
}
�
Ñ
�
e
|
c
*
é
Ð
?
>
O
Q
¢
c
�
O
Ï

a
C
í
�
Q
¢
<
�
>
?
Ý
�
 
�
§
¨
Q
ð
�
a
Ë
V
�
©
®
{
 
�
�
ï
<
õ
ö
O
´
q
�
Q
¢
�

`
Ñ
{
¸
÷
¹
?
Ñ
�
´
e
|
�
�
�
�
E
ö
�
o
R
c
7
�
�
³
¹
í
C
O

2 Ï
 

�
B
í
<
�

20
20
s
W
�
#
�
�
�
"
u
�
�
Ó
à
�
�
�
{
g
ê
�
O
�
Ö
�
�
�
�
�
�
{
�
D
í

ö
E
ª
Ö
Ý
´
>
�
�
�
é
r
�
C
�
*
©
<
ü
C
Ï
�
Â

e
�
l
{
+
ú
B
-
�
�
�
h
�
{
Þ
�

�
O
E
ö
<
Ý
�
Z
´
C
�
r
¨
Ý
�
d
[
l
(
Ý
�
4
f
l
ª

×
�
Â

e

(G
D

P�
){
ë
¹
O
#
�
�

�
"
u
�
�
Ó
à

(G
D

P�
)c
7
�
Ö
�
�
�
#
�
�
�
"
u
�
�
Ó
à
�
Ý
�
�
h
�
Þ
�
�
E
ö
�

�
'
Ó
<
�
'
´
>
Ï
j
k
&
µ
&
Ù
Ú
�
Ö
�
�
Â

e
c
B
í
<
µ
¶
�
C
D
�
b
�
�
<
7
�
�

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  
1  
�
�
�
�
¨

20
12
ª
�
Þ
«
�
�
z
�
�
w
y
�
�
"
�
�
�
d
�
´
�
�
�
-
æ
¬
I
J
 
¡
ï
�
0

K
�
¨
®
¯
ì

K
ï
ª
{
�

 
2  

G
7
�
Á
�
�
C
°
±
�
Ý
�Þ
�
â
Ý
¬
�
<
§
¨
�
Ç
�
$
%
Ö
�
Ñ
�
k
�
»
©
c
¬
�
â
�
 
¡
¬
²
^
�
¸
}

~
¬
<
Ã
¹
O
S
�
°
±
{
n
o
�
O
Ï
�
<
¬
�
â
Ý
¬
¯
�
ð
k
�
»
©
{


K
�
O
E
ö
<
Ã
¹
í
C
O
]
^
{
u

ö
¬
 
�
{
)
³
Ð
¬
Ç
�
$
%
�
Ñ
�
k
�
»
©
{
Ë
f
�
O
¬
�
ï
�
¸
�
ï
<
}
s
?
]
^
B
C
E
�
5
<
}
O
a

Ë
V
b
�
û
�
]
^
<
�
>
?
¤
¥
Ð
?
>
O
Ï
�
â
Ý
¬
a
�
}
ç
´
a
Ë
V
Í
�
]
^
{
�
�
Ð
¬
b
�
©
®
{
õ
ö

O
«
-
�
´
r
m
<
}
O
a
�
{
u
ö
¬
 
�
�
»
{
n
y
B
-
O
a
�
�
¸
-
{
{
´
µ
�
O
a
�
<
}
s
?
a
�
\
7

<
o
¶
�
O
¶
B
{
�
O
<
�
E
�
¬
q
¼
¹
<
r
m
�
O
a
�
<
�
�
y
z
Ð
?
>
O
Ï
æ
�
�
�
?
>
O
Ï

 

― 47 ―



18
 

 Ö
�
±
p
�
}
~
²
t
c
K
³
<
µ
¶
Ð
�
 
¡
4
f
l
c
�
s
�
e
C
´
O
�
�
@
�
{
Ð
?
>
O
c
�

y
�
�
}
ç
<
�
b
ç
Ð
E
@
�
Ý
]
�
�
�̀
Û
�
<
Ý
\
7
c
�
O
a
�
<
·
V
�
O
7
�
c
�
O
Ï

 
÷
E
�
)
*
�
+
Ý
�
!
#
g
ê
�
E
ö
<
¹
´
�
Ç
x
´
�
-
É
S
{
r
ç
a
�
c
�
Î
B
C
�
!

#
b
m
�
Ë
�
r
·
¸
B
C
?
D
E
Ï
V
¿
6
&
�
i
�
<
=
>
?
r
�Þ
¹
º
¹
í
¥
¿
ð
æ
�
>
ç
�

�
u
£
ã
�
ú
�
!
q
¥
¿
{
&
'
y
¢
�
�
O

N
IS

A
Í
�


_
c
J
í
C
E
Ï
 
¡
ï
�
<
Ý
�
�

r
»
V
r
!
q
r
¼
;
�
r
¹
º
¹
�
¥
¿
´
�
Ö
�
Þ
¹
º
¹
í
¥
¿
ð
æ
�
>
ç
�
�
u
£
ã
.
0
�

�
C
V
I
ì
é
Ö
�
O
Ï
�
½
�
³
ã
�
]
�
<
Ñ
"
N
D
�
¤
>
�
D
<
Ý
"
�
�
¥
¿
�
�
�
{
µ

¼
�
c
�
e
w
<
´
s
E
�
<
Ý
)
�
¥
¿
�
�
�
{
µ
¼
�
�
>
s
E
�
ã
â
1
�
�
�
�
b
�
�
å

�
ã
Þ
Ì
¦
<
�
¾
Ð
E
�
Ö
�
i
v
¥
¿
c
´
B
C
O
a
�
c
¿
�
Ö
�
O
Ï
�
�
�
b
�
�
å
{
X

�
E
¹
º
�
¢
�
&
'
�
Ð
?
Ý
�
Ü
�
¾
j
s
V

(I
J
À

40
1(

k)
)<
o
�
O
¢
�
&
'
c
*
é
�
O
Ï

Ü
�
¾
j
s
V
�
o
�
Ý
a
C
÷
Ö
Á
¹
s
E
c
�
J
s
W
�
2
Û
Ö
ã
1
<
r
a
C
�
®
c
n
ö
í
C

O
a
�
<
´
s
E
Ï
Ü
�
¾
j
s
V
Ý
�
¥
¿
¾
\
{
&
ç
r
�
Ö
�
O
a
�
�
>
m
z
O
�
�
�
b
�

�
å
�
�
½
ã
�
c

�
Â
å
z
<
e
�
B
C
?
>
O
�
�
Ý
!
q
¥
¿
ð
�
É
®
�
�
�
µ
¶
r
T
�

Ö
D
O
a
�
Í
�
d
�
c
�
�
�
a
�
2
Û
�
V
I
Ý
K
D
>
Ï
�
�
Ý
�

N
IS

A
}
�
r
Ü
�
¾
j
s

V
�
Ù
S
<
¢
�
&
'
�
o
�
{
O
 
Ð
?
>
C
a
�
c
Æ
÷
Ð
>
Ï

 
B
í
<
�
½
�
¾
\
¿
V
Í
<
_
?
O
E
ö
�
'
�
�
÷
Ö
�
k
Á
Â
Ã
<
o
Ð
�
Â
Ã
&
{
Ä
6
&

�
�
O
'
W
�
�
$
r
�
�
�
�
�
�
�
�
4
f
g
h
�
 
<
u
÷
C
?
>
O
Ï
Ã
Ä
Å
¹
í
�
¿
�
P

ó
{
�
�
�
O
a
�
Ö
�
j
k
Â
Ã
{
J
O
�
�
�
�
�
B
C
O
Ï
Ð
¹
Ð
�
b
ç
Ð
E
¾
\
¿
V
�
p

²
c
º
»
´
Ã
Ä
Å
Ý
�
�
O
E
W
�
Æ
×
E
<
�
í
C
O
Ï
Ç
�
v
w
Ý
�
�
c
�
{
u
Õ
Ù
�
�
Ö

�
)
*
Å
Æ
=
}
¸
¿
�
Å
Æ
�


K
�
�
Å
Æ
�
Ç
È
!
É
Ê


K
�
º
»
p
{
�
Î
Ð
�
K
D
´
È

�
{
É
¸
?
>
O
Ï
Ê
Ç
È
�
Å
Æ
c
�
�
�
[
Ç
È
<
É
Ê
B
C
O
 
Ë
�
'
�
Ý
�
Ì
�
{
X
�
E

r
�
Ö
�
O
Ï
a
C
<
o
Ð
�
Í
U
E
�
[
²
c
�
�
�
Î
E
�
y
%
{
J
O
<
Ý
�
¾
\
<
}
O
1
�

¿
J
�
º
�
c
õ
ù
Ö
�
O
c
�
�
m
p
'
Õ
�
*
é
¹
í
�
¶
i
´
¾
\
{
¬
N
í
C
´
>
Í
U
E
�

[
²
c
º
C
*
é
�
O
Ï
b
ç
Ð
E
î
�
�
 
�
Æ
×
E
�
[
²
c
Ã
Ä
Å
¹
í
�
¿
V
p
²
Ö
}
�
õ

d
´
¾
\
�
�
{
Ã
¹
í
C
O
�
-
{
`
`
�
O
a
�
Ý
�
 
¡
Å
Æ
�
Ç
È
!
É
Ê
{
Ë
f
�
O
a
�

<
´
O
Ï
û
;
�
¾
\
¿
V
c
Ï
â
<
]
j
<
Þ
B
C
O
a
�
{
³
¹
C
D
�
·
�
¸
¹
�
ù
5
r
&
B

>
�
(
m
C
O
Ï
J
'
W
�
ñ
ò
´
¯
°
c
Ç
C
õ
ö
í
C
O
Ï

 
 p
%
�
Q
	
�

�
�
�
?
�
)
*
�
+
<
=
>
?
Ý
�
Ñ
W
<
Ò
Ó
�
´
 
¡
4
f
{
@
Ô
�
�
�
�
×
Ø
�
Ù
Ú
�
{

Û
Ü
Ð
?
D
E
c
�
a
C
Ý
Þ
�
�
ß
à
á
â
ã
ä
å
æ
�
Ð
?
ð
í
C
O
�
-
Ö
�
O
Ï
K
³
´
µ
&

¼
�
j
�
�
{
&
m
À
O
{
¹
´
>
�
�
×
Ø
Ý
�
�
�
î
�
�
¬
Ð
B
¼
è
§
Ç
È
�
S
T
�
�
B
<

�
D
�
�
«
<
Ð
Ñ
´
�
é
{
r
>
�
]
¡
{
*
O
#
�
t
�
c
7
�
�
c
�
Þ
�
�
ß
à
á
â
ã
ä
å
æ

Ý
�
b
ç
Ð
E
#
�
t
�
{
�
N
}
ç
�
�
O
�
/
[
<
}
�
;
l
B
C
O
c
�
º
C
�
�
�
�
l
t
<

o
m
O
Ï

 
�
�
�
�
è
é
�
ê
ë
ì
º
»
´
,
&
�
-
¹
í
�
î
ï
�
O
ê
ë
º
»
´
,
&
�
-
ð
�
ñ
ò
´
ó
ô

c
Ç
C
õ
ö
í
C
O
Ï

 

� �
�

17
 

 >
a
�
<
�
O
Ï
b
ç
Ð
E
î
�
<
=
>
?
Ý
�
�
u
�
�
u
z
�
£
j
³
ã
�
Ç
�
�
�
r
<
�
¥
¿

�
&
c
d
r
õ
ù
´
¥
¿
¸
¹
-
Ö
�
O
Ï
 
Ö
r
�
k
�
p
n
y
e
|
¥
¿
&
'
Ö
�
$
B
C
E
�
ë

�
�
Ý
�
0
1
&
�
°
±
{
D
�
<
©
®
�
O
r
�
Ö
�
d
r
¥
¿
�
�
ù
5
{
ê
�
Ï
û
;
�
0
1
&

l
�
x
ú
z
Ý
�
�
�
·
�
{
�
ö
Ô
6
�
�
Q
<
r
�
�
{
Ã
¹
O
¶
B
Ö
�
�
�
�
�
&
Ö
�
C
D
�

¥
¿
�
&
<
�
�
�
¥
¿
�
�
ù
5
Ý
&
B
>
Ï
�
<
�
ë
�
�
`
`
ë
¼
¿
V
{
�
�
Ò
$
V
<
Ó
*

�
O
�
�
Ý
�
0
1
&
l
x
ú
z
Ý
¥
¿
�
�
ù
5
{
ê
E
´
>
Ï
 
¡
�
�
Ô
\
�
?
<
=
>
?
Ý
�

0
1
&
�
&
c
0
1
&
�
µ
¶
{
r
E
í
�
�
�
�
y
�
½
u
«
u
ä
<
Ñ
"
C
@
�
r
´
B
C
E
c
�

`
Û
¢
£
Ö
Ý
Õ
�
B
C
?
>
O
Ï
0
1
&
l
{
x
D
ú
z
?
r
�
6
&
�
u
�
�


K
Í
{
&
m
´
>

�
�
�
 
f
T
�
<
Ý
0
1
&
�
�
µ
¶
Ý
T
�
Ö
D
´
>
Ï

 
a
ç
Ð
E
³
¹
;
{
¸
÷
¹
C
D
�
�
Q
¥
¿
c
Þ
R
�
O
÷
Ö
Ý
�
¥
¿
�
&
{
 
Ë
�
Ð
�
b
�

�
�
0
1
&
l
x
ú
z
<
�
�
�
Õ
�
c
Æ
÷
Ð
>
�
-
Ö
�
O
Ï

 
�
´
=
�
�
�
�
�
�
�
�
Ý
�
�
5
6
�
´
>
m
D
Ö
�
O
c
�
º
�
Ö
�
Q
�
�
�
�
´
,
&
Þ
�

�
$
%
c
B
í
<


K
Ð
?
>
O
a
�
<
Ý
·
V
c
7
�
Ö
�
O
Ï
�
�
u
j
y
�
�
<
}
O
z
�
Ö
�

,
&
Þ
�
¼
q
�
K
�
Q
�
�
ã
j
u
�
e
ã
�
m
D
Í
<
o
�
O
�
/
�
X
{
r
�
�
�
Ù
�
�


�

Ý
º
�
Ö
�
Q
�
,
&
Þ
�
4
'
<
Á
n
D
<
´
s
?
D
?
>
O
Ï

O
E

CD
�

BE
PS
¨
&
�
×


�
d
©

P
ó
ª
#
�
�
r
�
z
�
d
o
¤
¥
¦
Ö
�
B
C
E


¢
�
`
-
{
�


�
�
«
-
Ð
´
c
í
`
è
Ð
?

>
C
a
�
c
Æ
÷
C
O
Ï

 
�
�

$
%
�
�
�
�
!
�
!
�
�
�

�
)
*
&
<
�
>
?
Ý
�
 
!
¬

®
'
W
�
�
�
;
Í
{
 
Ë
�
Ð
E
2
3
�
;
n
p
�
H
}
c
�
ï

&
'
-
I
�
Ö
r
m
C
?
D
E
c
�
J
s
Ø
¨
�
9
?
:
;
e
Á
<
�
«
�
S
T
µ
{
u
Õ
2
3
Ù
{
�

B
´
>
�
>
ç
�
/
�
]
^
Ö
�
�
0
Ù
�
p
�
<
Ð
s
?
>
´
>
Ï
Ä
Ð
>
�
�
�
�
�
�
å
<
R
�

E
)
*
&
'
�
�
�
;
{
H
}
Ð
?
>
C
a
�
Ý
�
�
�
c
�
 
¡
�
�
Ô
\
�
?
Ö
�
�
í
C
?
>
O

}
ç
´
�
 
!
¬

®
¯
°
<
}
O
±
p
�
}
~
²
t
�
µ
¶
ð
�
Ñ
W
�
T
�
<
Ý
�
]
�
y
�
`
Û

y
\
7
c
�
O
¨
a
�
\
7
�
F
G
Ý
�
�
�

(2
01

5)
{
9
Ú
B
C
E
>

4 Ï
ª
±
p
�
}
~
²
t
<
�
>

?
Ý
�
n
}
<
F
�
k
¨
P
Q
�
<
Ý
�
\
ú
�
]
±
>
Í
ª
c
¹
¹
O
�
�
�
n
}
�
;
l

(e
xt

en
siv

e 
m

ar
gi

n)
�
}
~
ë
!
�
;
l

(in
te

ns
iv

e 
m

ar
gi

n)
�
%
�
�
;
l
c
*
é
�
O
a
�
<
·
V
�
O
7
�
c
�

O
Ï
 
!
¬

®
�
*
é
Ý
�
¤
u
z
�
�
=
�
�
�
�
�
å
�
�
=
�
�
�
�
!
�
}
~
ë
!
�
;
l

Ö
Ý
�
¤
u
z
�
�
=
Ö
�
²
>
}
~
ë
!
Ö
�
�
�
{
;
l
�
O
�
ã
t
ã
v
w
ä
{
Ã
¹
O
c
�
Û

Q
@
Ü
�
¤
u
z
�
�
=
Ö
�
�
�
�
>
ç
n
}
�
;
l
Ö
Ý
�
n
}
�
�
ã
t
ã
v
w
ä
{
Ã
¹
?
>

O
Ï
±
p
�
}
~
²
t
<
5
�
O
Ý
*
�
`
Û
¢
£
Ý
�
n
}
;
l
�
�
�
p
{
Ü
n
Ð
?
=
�
�
 
!

¬

®
{
¯
°
Ð
E
�
�
<
�
¤
u
z
�
�
=
{
°
ö
?
Û
Q
@
Ü
�
´
O
m
D
r
O
�
Ö
D
´
>
Ï
n

}
<
&
ç
F
�
k
�
*
é
{
é
�
�
<
³
h
Ð
E

Be
ss

ho
 a

nd
 H

ay
as

hi
 (

20
14

)�
�
(
Ý
�
n
}
;
l
ð

�
°
±
÷
Ö
³
h
�
O
�
�
 
!
¬

®
{
¯
°
Ð
?
r
�
±
p
�
}
~
²
t
Ý
K
³
<
µ
¶
Ð
´
>
º

»
p
{
�
Î
Ð
?
>
O

5 Ï
b
C
<
r
¹
¹
m
í
�
�
 
¡
�
�
Ô
\
�
?
Ö
Ý
�
 
!
¬

®
Í
�
¯
°

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  
4  
�
�
�
�

(2
01

5)
�
Þ
�
<
 
¡
ï
<
=
N
O
è
é
�
,
&
]
�
�
,
&
0
�
 
!
¬

®
{
|
O
?
�
{
 
Ë
<
æ
�
,

&
¢
£

 2
01

5
s

12
¨
�
�

50
-7

5
Þ

 
5  

Be
ss

ho
, S

. a
nd

 M
.H

ay
as

hi
 (2

01
4)

, "
In

te
ns

iv
e 

m
ar

gi
ns

, e
xt

en
siv

e 
m

ar
gi

ns
, a

nd
 sp

ou
sa

l a
llo

w
an

ce
s i

n 
th

e 
Ja

pa
ne

se
 

sy
st

em
 o

f 
pe

rs
on

al
 in

co
m

e 
ta

xe
s: 

A
 d

isc
re

te
 c

ho
ic

e 
an

al
ys

is,
" 

Jou
rn

al 
of

 th
e J

ap
an

ese
 a

nd
 In

ter
na

tio
na

l E
con

om
ies

, E
lse

vi
er

, 
vo

l. 
34

(C
), 

pp
. 1

62
-1

78
 

 

― 48 ―



20
 

 b
Ð
?
�
§
4

28
s
W
&
'
2
Û
K
ß
<
=
>
?
�
0
1
`
ù
&
l
{

20
17
s
W
¹
í

20
h
#
÷
Ö
x

D
ú
z
�
d
o
�
<
Ý

20
18
s
W
<
Ý

29
.7

4h
�
�
O
a
�
c
í
÷
s
E
�
Ö
Ý
�
÷
B
<
�
Õ
X
�

�
´
s
E
Ï

 
�
b
Ð
?
�
I
J
�
0
1
`
ù
&
l
Ý
�0
N
�
3
<
�
B
C
?
>
O
}
ç
<
�
�
�
"
«
¼
�
�
ã
�
}

�
r
+
C
´
�
�
�
�
à
f
�
�
´
s
E
Ï
�
�
�
ó
�
�
§
�
}
�
Ý
÷
�
e
>
r
�
�
�
�
:
ñ
ò

©
�
Ó
�
¹
í
@
?
�
a
�
0
1
`
ù
&
l
�
x
ú
z
Ý
�
I
J
�
ì
d
p
Ý
�
�
B
C
O
a
�
�
´
8

ç
Ï
÷
E
�
�
s
G
¨
<
�
�
B
C
E
Þ
¤
³
�
�
¦
æ
{
{
á
<
×
¸
â
ã
{
É
¸
?
>
O
�
�
�
´

,
&
Þ
�
<
o
Ð
?
r
�
&
l
x
ú
z
Ý
b
�
ä
�
{
�
ö
O
;
n
<
�
®
�
O
�
8
ç
Ï
a
C
í
�
�

Ö
�
�
ø
�
0
1
`
ù
&
l
x
ú
z
Ý
"
#
Ö
D
O
Ï

 
 0
N
�
3
�
�
�
�
�
�
�
!
'
�
�
�
�

 
¨
j
P
ª
�
ï
&
'
-
I
�
�

29
Þ
�
�
�
é
¿
ú

 

 �
Ð
¹
Ð
�
>
C
�
¹
�
�
�
{

Ð
E
Ï
b
C
í
Ý
�
6
&
�
u
�
�


K
<
&
ç
r
�
Ö
�
O
Ï
�

�
Ý
�
ü
ý
V
�
þ
�

®
'
W
<
=
>
?

®
�
W
c
x
D
ú
z
í
C
E
�
Ö
�
O
Ï
Ü
¹
<
�
þ
�

T
!
Ý
$
s
¹
í

10
s
<
M
f
B
C
E
c
�

®
�
W
c

20
18
s
W
ó
Ü
Ý

50
h
<
÷
Ö
x
D
ú
z
í

C
O
a
�
�
´
s
E
Ï
�
x
è
é
#
�
Ö
@
?
�
E
W
�
)
*
{
y
z
?
>
O
0
1
<
o
Ð
?
Ý
�
�
E

W
�
&
S
T
{
6
�
�
D
Ö
�
O
Ï
Ð
¹
Ð
�
�
ø
�
ü
ý
V
�
þ
�

®
'
W
�
@
�
Ð
<
}
s
?
�

þ
�

®
�
å
>

Ð
c
k
�
O
0
1
c
j
?
C
C
D
�
0
1
)
*
{
y
z
O
�
�
�
ã
g
<
}
s
?
&

S
T
c
�
´
O
º
»
p
c
j
?
C
O
Ï
'
s
ß
à
�
�
Q
Ý
 
�
�
 
Ö
æ
ç
B
C
O
a
�
<
´
O
c
�

¥
u
�
ã
g
�
ã
b
u
ã
Ö
�
O
¹
í
<
Ý
�
þ
�

®
�
å
>

Ð
c
j
O
�
Q
{
Þ
ø
Ê
©
æ
c
�

>
�
Ð
?
&
'
y
ì
d
´
g
>
<
�
O
a
�
c
\
Ü
�
�
Ý
(
¹
´
>
Ï
0
1
`
ù
&
l
�
È
á
�
�
�

Ð
?
Æ
Ð
j
�
<
Ð
?
Ý
�
&
'
�

§
�
�
§
p
{
ý
´
>
�
K
D
´
È
�
{
±
ç
a
�
<
´
�
¹
ö

19
 

 �
x
�
�
�
�
�
^
_
!
F
�
Q
"
#
�

 �
§
4

28
s
W
&
'
2
Û
K
ß
<
=
>
?
�
0
1
`
ù
&
l
Ý
�
�
	
&
l
�
u
�
Ö

20
14
s
W
�

34
.6

2h
¹
í

20
18
s
W
<
Ý

29
.7

4h
<
ú
c
O
a
�
c
í
÷
s
E
Ï
û
;
�
a
�
È
á
�
�
�
Ð
?
�

6
&
�
u
�
�
@
�
Ð
c
r
m
C
E
Ï
6
&
�
u
�
�


K
�
 
Ö
Ý
�
·
p
�
�
�
�
	
6
&
�


K

c
d
r
K
D
´
X
�
¨
§
s
W
�
u
�
Ö

1
ß

17
00
è
à
ª
�
´
s
E
0̈
�
�
3
9
Ú
ª
Ï
�
÷
�
�
0

1
Ì
Q
&
�
U
¶
#
�
�
�
¿
J
�
{


K
�
O
¨
&
l
{
y
z
O
ª
a
�
Ö
)
*
�
¼
0
1
&
�
&
l

c
ú
z
�
0
1
`
ù
&
l
{
ú
z
O
-
c
é
®
B
C
E
0̈
�
�
3
9
Ú
ª
Ï

 
 0
�
�
3
�
�
�
�
^
_
!
z
~
�
�
�
�
�
8
9
:
�
;
�
�
�
!
�
;
�
W
�
[
�
�

�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

�

¨
ê
û
�
è
à
ª
�

�
�
�
	
�
�


�
�
�

�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
	
�
�


�
�
�

�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
	
�
�
�
 
!
"
#
$
%
&

�

'
(
)
	
*
+
,
-
.
/
	
0
1
2
�

�
3
4
�

5
6
7
8
�
	
9
)
:
;
<
.
/
	
0
1
2
�

3
=
�

>
?
@
A
B
C
D
E
F
G
H
�
.
	
0
1
2
�

=
I
�
�

J
	
K
	
L
�
M
N
O
P
	
0
1
2
�

=
�
�
�

Q
R
S
T
	
0
1
2
�

U
V
�

�
�
�
�
�
	
W
X
Y
Z
�
�
	
�
�
�

�
�
4
�
�

[
\

�
�
U
�

¨
j
P
ª
Þ
§
4

27
s
W
&
'
2
Û
K
ß
æ
�
Þ
§
4

28
s
W
&
'
2
Û
K
ß
æ

 

¨
È
ª
§
4

27
s
W
&
'
2
Û
K
ß
�
§
4

28
s
W
&
'
2
Û
K
ß
<
ý
B
C
E
µ
�
&
°
±
�
{
ê
ë
�
(
Ð
E
r
�

Ö
�
O
Ï

 
 0
�
�
3
�
�
�
�
^
_


�
�
�
�
�
�
�
�

 
20

14
s
W

�
20

18
s
W

�
�
0
1
&
l

 
25

.5
h

23
.2
h

Ì
Q
&
)
*
�
&
l

 
7.

2h
3.

6h

0
1
`
ù
&
l

 
34

.6
2h

29
.7

4h

Ì
Q
&
U
¶
#
�
�
&
l

 
0.

48
h

1.
2h

Ì
Q
&
¿
J
�
&
l

 
0.

2h
0.

5h

 �
÷
�
�
a
�
0
1
&
2
3
�
0
�
"
#
<
�
�
Ð
}
ç
Ï
�
ø
�
0
1
&
2
3
Ý
�

20
14
s
Æ
¨
<
Ë

?
í
�
B
C
E
Þ
 
¡
�
�
É
S
�
2
3
�
Ñ
J
;
È

20
14
æ̈
>
m
z
O
ì
í
;
È

20
14
ª
<
=
>
?
�

Þ
I
J
�
�
:
ñ
ò
©
{
Ç
�
�
O
�
�
r
<
�
�
c
�
�
Q
�
ñ
ò
©
{
e
ö
O
a
�
�
Ð
�
b
�
'

K
�
Ð
?
�
0
1
`
ù
&
l
{
�
�
�
<
î
ï
´
>

	
<
x
D
ú
z
O
a
�
{
�
�
Ð
�
4
f
�
n
<

�
�
{
B
>
E
0
1
&
2
3
<
�
�
�
O
Ï
b
�
E
ö
�
�
s
Ö
0
1
`
ù
&
l
{

20
h
#
÷
Ö
x
D
ú

z
O
a
�
{
�
�
�
Ï
a
�
x
ú
z
Ý
�
§
s
W
¹
í
u
v
�
O
Ï
æ
�
ý
B
C
E
a
�
¹
í
v
÷
s
E
Ï

― 49 ―



22
 

 �
$
a
�
�
r
�
�


�
M
/
�
 
Q
¡
¢
/
*
s
"
#

 
� �
%
£
¤
¥
!
d
¦
§
¨
�
©
¦
ª
�

�
�
�
�
�
�
�
<
}
O
 
¡
�
-
<
È
�
c
O
÷
s
?
>
O
c
�
b
�
Á
ð
Î
�
Ð
?
�
j
ä
å
ñ
ò

ó
Ü
<
m
c
�
Ö
�
ö
í
C
?
D
E
r
�
�
2
3
r
'
�
�
4
5
{
�
z
?
D
E
a
�
Ý
"
#
B
C
O
�

D
Ö
�
O
Ï
ó
ú
Ö
Ý
�
r
�
�
2
3
{
}
�
>
s
b
ç
�
ö
ç
O
%
�
�
�
�
{
y
z
E
>
Ï
�
�
Ý
�

:
;
�
�
�
t
Ã
Ö
�
�
�
û
;
Ý
�
:
;
.
/
0
�
$
1
'
W
Ö
�
O
Ï

 
�
�
�
�
Ý
�
r
�
b
u
c
�
{
p
²
�
O
E
ö
�
ó
¨
Ð
r
�
ª
Ö
Ý
´
C
�
C
s
D
�
Ð
E
}
~
¬

Ö
�
�
�
ô
ð
�
}
ç
<
�
�
�
�
}
~
¬
�
Ð
?
�
+
d
¨
ª
·
+
�
ª
0
T
õ
+
�
ò
?
+
ª
Ý
�

i
�
<
'
�
B
C
?
>
O
r
�
�
�
b
�
æ
�
ª
0
¨
}
~
�
�
�
ö
¢
ª
c
'
�
�
�
/
©
{
õ
Ð
?

>
O
Ï
Ö
Ý
�
�
�
�
¨
�
�
m
N
:
;
.
/
0
ª
�
æ
�
ª
0
�
õ
O
¼
¶
$
l
Ý
�
�
�
�
�
t
Ã

¨
÷
t
ú
ø
ó
�
Ü
ø
�
u
³
�
ª
<
q
�
E
W
÷
Ö
°
±
{
Ã
¹
?
>
O
�
Ö
�
8
ç
¹
Ï

 
�
û
;
Ö
�
�
�
:
;
�
<
ª
0
Ý
�
Q
�
�
¬
{
È
¨
$
1
ª
{
X
�
?
«
!
�
Q
�
�
�
�
<
ù
c

s
?
>
O
Ï
:
;
.
/
0
Ö
�
C
D
�
$
1
<
9
¶
�
O
Ì
Q
¬
{
Ì
Á
<
s
8
B
-
�
b
�
¦
¤
{
ú

û
Ð
?
>
O
�
N
Ö
Ý
´
C
�
ë
<
Ý
�
Q
�
ª
0
�
�
V
@
T
ô
{
�
�
�
�
?
ü
Ö
�
Ï
�
r
s
?

>
O
Ï
a
C
Ý
�
'
ø
õ
+
¬
�
�
/
[
�
�
;
e
{
X
�
E
5
6
p
}
�
r
ý
þ
Ö
�
O
�
>
¹
O
Ï

a
ç
Ð
E
5
6
{
¥
M
<
B
C
�
�
{
È
¬
�
´
O
:
;
.
/
0̈
{
È
¬
�
Ð
?
�
�
�
�
�
�
/
[
ª

Ý
�
¬
È
¬
�
Ð
?
�
�
z
�
�
Ì
¦
{
�
�
Ð
�
º
»
´
�
�
Ö
{
È
#
Å
{
e
C
�
¹
B
a
ç
�
³

¹
O
¹
r
ð
C
´
>
Ï
a
ç
Ð
E
�
/
�
�
ã
z
{
Û
Ü
�
�
O
�
�
�
Ð
?
Þ
)
¹
8
ç
�
9
¹
8
ç
æ

c
�
O
Ï
�
÷
�
�
�
ð
Ý
e
C
?
?
>
�
>
ç
{
�
Ö
�
O
Ï
a
�
�
�
Ý
�
è
`
�
´
\
Ü
p
c
�

O
�
Ö
�
8
ç
¹
Ï

  
� �
%
�
£
]
!
«
¥
¬
]
!

*
�

�
:
;
.
/
0
Ö
'
ø
�
´
r
�
æ
<
n
C
¬
Ý
�
æ
�
ª
0
�
�
'
W
<
Ñ
"
C
Þ
æ
�
�
�
æ
{
�

U
�
O
a
�
c
Ö
D
O
c
�
ò
?
+
Ý
´
C
�
ª
0
T
õ
+
r
'
Õ
{
¬
N
?
>
O
Ï
÷
E
�
:
;
�
�

S
�
Q
´
q
<
n
Q
�
O
�
Q
æ
�
�
�
'
ø
�
´
r
�
æ
<
n
C
¬
�
ç
�
ê
ë
}
�
æ
�
Ý
�
}
~

�
�
'
W
<
Ñ
"
C
Þ
}
~
�
�
æ
{
�
U
�
O
a
�
c
Ö
D
O
c
ò
?
+
÷
Ö
Ý
n
ö
í
C
?
>
´
>
Ï

a
�
}
ç
´
�
�
Ý
�
O
r
�
�
�
ó
ú
Ö
Ý
�
<
7
�
c
´
>
�
�
<
=
>
?
æ
�
ª
0
�
}
~
�
�

�
{
/
Þ
-
�
<
Þ
}
�
æ
´
>
Ð
Þ
}
~
�
�
æ
�
�
�
a
�
�
Ð
�
b
�
>
�
C
¹
<
¶
$
Ð
?
>

O
¬
c
n
Q
¬
<
B
ö
O
�
�
¨

[æ
�
ª
0
�
¶
$
¬
�
ø
}
~
�
�
�
¶
$
¬
�

]/
�
æ
�
�
ª
{
}

�
ð
�
Þ
¶
$
l
æ
�
�
R
�
O
Ï

 
�
ñ
ò
�
´
 
�
K
L
�
ú
Ö
�
C
D
�
}
�
�
�
�
Ý
'
ø
<
³
¹
í
C
?
>
O
r
�
}
�
r
&
B
C

´
O
Ï
å
®
¬
c
�
�
k
�
©
ó
y
�
¯
V
{
}
~
¬
<
]
±
s
E
�
�
0
d
�
k
{
Ñ
W
<
�
�
C
�

C
D
�
�
ê
�
�
z
�
y
%
<
}
s
?
û
�
�
=
�
�
ñ
ò
<
t
®
Ð
�
>
�
C
Ý
 
�
¹
í
æ
ç
B
C

?
Ð
÷
ç
Ï
a
C
Ý
}
å
¼
;
<
�
s
?
Æ
÷
À
O
·
5
Ö
�
O
Ï
÷
E
�
¯
V
�
x
D
y
z
¼
}
~
K

L
�
2
�
c
k
�
p
�
n
y
<
	
Ã
�
O
�
Ö
�
C
D
�
 
�
ñ
ò
Ö
�
k
D

�
{
¹
N
O
å
®
¬
<

�
s
?
r
�
b
ç
Ð
E
]
j
{


Ð
Õ
a
�
Ý
´
>
Ï
å
®
¬
c
k
�
p
{
x
D
y
z
O
E
ö
<
¯
V
¼

}
~
K
L
{
d
�
<
�
�
ç
�
�
J
�
O
´
í
D
�
}
~
¬
�
Ð
?
Ý
�
�
�
k
{
±
s
?
÷
Ö
}
�
{

21
 

 ´
>
Ï

 
�
Þ
�
�
�
�
Ð
?
¤
¥
B
C
O
�
c
�
�
�
�
	
6
&
�


K
Ö
�
O
Ï
�
<
�
Ì
Q
&
�
U
¶
#
�

�
c
b
�
�
�
´
s
?
>
O
Ï
÷
�
�
Ì
Q
&
U
¶
#
�
�
Ý
&
l
c
x
D
y
z
í
C
E
a
�
Ö
�
{
§

�
0
1
`
ù
&
l
�
ù
5
{
�
,
B
C
E
a
�
Ö
�
O
Ï

 
�
�
<
�
U
¶
#
�
�
�
&
l
x
D
y
z
<
}
�
�
¤
�
t
Ã
�
{
�
à
µ
¼
�
�
t
¶
�
<
µ
¹
O
&

S
T
�
c
µ
¶
Ð
E
Ï
¤
�
t
Ã
�
{
�
à
µ
¼
�
�
t
¶
�
<
µ
¹
O
&
S
T
�
Ý
�

U
¶
#
�
�
&
l

�
ø
)
*
�
&
l
ø
U
¶
#
�
�
&
l
�
�
-
O
Ï
�
ø
�
0
1
&
2
3
<
=
N
O
&
l
W
s
{
¸
÷
¹
�

¤
�
t
Ã
�
{
µ
¼
Ð
E
�
D
�
t
¶
�
´
&
S
T
�
µ
¶
�
{
�
Ð
E
�
c
�
0
�
$
3
Ö
�
O
Ï

 
 0
�
$
3
�
®
¯
°
±
�
,
:
²
³
z
´
.
s
Q
*
!
µ
¶
·
7
�
¸
¹
!
z
¶
�
�

 
20

14
s
W

�
20

18
s
W

~
®
)
�

®
Ä
�
®
ë

 
31

.2
4
à

83
.3

4
à

~
®
)
�

®
�
®
ë

6  
21

.8
7
à

58
.1

5
à

 �
Ì
Q
&
U
¶
#
�
�
c
6
B
C
O
ó
y
�
E
�
¹
~
®
)
�

®
c
�
s
?
r
�
¤
�
t
Ã
�
c
µ
¹

C
D
&
�
c
µ
¹
O
Ï0
�
$
3
{
�
O
�
�
U
¶
#
�
�
&
l
c
x
D
y
z
í
C
E
�
<
&
>
�
t
¶
�

´
&
S
T
�
µ
¶
�
Ý
b
C
ó
Á
�
Õ

2.
7
*
<
µ
¹
E
a
�
c
m
¹
O
Ï
U
¶
#
�
�
�
&
l
x
D
y

z
<
}
s
?
�
¯
y
z
¼
~
®
¬
�
µ
¶
Ý
�
&
S
T
{
B
í
<
µ
¼
�
a
�
{
�
�
Ð
?
>
O
Ï

 
�
�
ø
�
0
1
&
2
3
Ö
Ý
�̈
{
§
�
�
I
<
Ñ
"
C
ª
0
1
`
ù
&
l
{

20
h
#
÷
Ö
x
D
ú
z
O

a
�
{
`
è
B
-
E
Ï
Ð
¹
Ð
�
b
�
È
á
�
�
�
Ð
?
�
�
�
	
6
&
�


K
´
q
�
�
�
�
{

�

¹
r
Ð
C
´
>
-
r
é
®
B
C
E
Ï
a
ç
Ð
E
a
�
r
�
s
?
¹
�
B
í
´
O
0
1
`
ù
&
l
<
x
D
ú

z
<
n
N
E
�
�
ã
�
=
Ý
�
è
ë
�
<
=
>
?
Ç
C
´
C
�
0
1
&
2
3
Ý
'
ð
A
�
>
ç

�
Ã
c

]
 
Ð
?
>
O
}
ç
Ö
�
O
Ï

 
�
Ð
¹
Ð
�
e
w
�
<
&
ç
�
�
�
�
t
U
�
µ
K
�
�
m
-
?
�
�
�
�
+
ú
Ý
°
s
�
}
ç
<
µ
¶

Ð
ë
N
?
=
�
�
b
C
<
b
m
Ð
?
Ì
Q
@
S
T
�
�
�
+
ú
r
µ
¶
Ð
ë
N
?
>
O
Ï
a
C
c
�
�
�

ñ
ò
y
I
J
�
Q
�
I
J
<
=
N
O
r
m
{
'
Õ
Ð
?
>
O
Ï

 
�
¬
Ð
>
�
�
î
�
<
�
O
m
c
�
<
=
>
?
�
a
C
ó
y
�
�
ï
Â
�
�
�
µ
Ý
�
B
C
�
�
�
�
Ü

�
Ý
Ð
y
x
7
�
c
�
�
�
�
�
�
�
 
¡
4
f
�
ü
�
{
³
¹
C
D
�
�
Q
{
X
�
?
6
�
�
�
S
T

�
�
�
;
Ý
�
�
�
÷
�
÷
�
�
I
Ð
´
N
C
D
´
í
´
>
Ï
�
Q
c
d
©
¨
)
*
ª
{
ø
z
D
b
C
�

b
m
Ð
?
&
S
T
c
�
C
´
O
�
¹
�
�
Q
c
1
�
k
¨
}
~
¬
<
}
s
?
�
)
*
ª
{
µ
¼
-
D
b
C

�
b
m
Ð
?
&
S
T
c
µ
¹
O
�
>
s
E
&
'
¼
�
�
�
�
'
W
Ö
Ý
�
�
�
�
�
�
�
 
¡
4
f
�
ü

�
Ý
Æ
ö
´
>
Ï
û
;
�
j
k
6
&
Ý
�
�
�
Ü
�
�
ä
¹
í
r
�
û
�
&
}
�
 
¡
4
f
{
þ
R
Ð
<

C
>
ä
¹
í
r
�
�
�
�
�
�
�
 
¡
4
f
�
ü
�
<
{
�
�
´
&
Ö
�
O
Ï

 
�
�
ø
�
0
1
&
2
3
Ý
�
0
1
&
'
�
 
�
N
Ö
&
�
 
�
Ö
0
1
`
ù
&
l
{
x
D
ú
z
O
�
?
�

�
�
{
�
�
r
�
Ö
�
O
Ï
�
�
Ý
�
m
c
�
�
&
'
{
�
)
*
6
&
¹
í
j
k
6
&
<
f
�
z
B
-
?

z
C
a
�
c
õ
ö
í
C
O
Ï

 
 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  
6  
a
�
�
Ý
�
~
®
)
�

®
{
�
�
Ð
?
�
j
Ð
E

(�
)q
Ö
�
�
l
{
�
~
®
)
�

®
{
¶
I
Ð
?

0.
7
*
¨

70
h
ª

Ð
E
r
�
�
´
O
Ï

 

― 50 ―



24
 

 �
O

15
Ï
a
a
Ö

10
0h
�
�
O
G
ª
0
Ý
�
�
�
�
ª
0
ð
�
�
Ð
?
¶
$
�
O
¬
´
q
�
°
±
Ö
}
�

¶
$
l
c

10
0h
{
ë
¹
?
>
O
ª
0
Ö
�
O
Ï

 
�
}
�
{
ê
E
´
>
.
/
0
�
�
c
�
á
Ö
�
�
�
�
(
)
*
Ý

50
'
à
E
W
<
´
s
?
>
O

16
Ï
r
Ð

}
�
c
·
4
B
C
¶
$
l
c

0-
9h
<
´
O
�
�
�
(
)
*
Ý
Õ

56
'
à
<
÷
Ö
y
%
�
O
Ï
Ð
¹
Ð
´

c
í
�
�
C
a
�
<
�
}
�
�
¶
$
l
�
y
%
<
{
s
?
�
(
)
*
c
y
%
�
O
m
N
Ö
Ý
´
C
�
Õ
Ð

8
�
}
�
�
¶
$
l
c
y
%
�
O
Ú
q
�
(
)
*
Ý
+
ú
�
O
,
n̈
�
�
ú
c
�
ª
<
�
O
Ï
a
�
0
N

$
3
¹
í
Ð
?
�
}
�
�
*
é
V
I
Ý
�
(
)
*
<
è
C
O
r
�
�
�
¶
$
l
�
e
>
ª
0
Ú
q
¯
V
{

}
�
e
C
x
D
y
z
O
a
�
c
Ö
D
O
m
N
Ö
Ý
´
>
�
Ö
�
O
Ï

 
�

0
N
$
3
�
\
º
«


v
�
¶
»
�
Q
°
±
!
¼
½
�

�
¨
¿
ú
ª
)
*
�

u
�
Ý
�
�
�
�
t
Ã
`
Ñ
-
I
�̈
§
4

21
s
W
¬
�
�
�
ª
<
=
N
O
'
ø
æ
�
�
ç
�
'
ø
r

�
æ
<
�
O
¬
<
È
�
Ð
?
¬
'
1
Ü
E
�
Þ
§
�
t
ú
¨
�
æ
¬Þ
ó
�
Ü
¨
�
æ
¬�
T
)
�
�
�
�
Ü
�̈

12
Ö
�
s
E

�
ª
{
�
(
Ð
E
�
Ö
�
O
Ï
}
�
¶
$
l
Ý
¬�
æ
�
ª
0
Í
<
5
�
O
-̈
§
4

21
s
ª
�̈
�
�
�
ª
�
Þ
'
ø
æ
�
æ

<
5
�
O
r
�
Ö
o
Þ
Ð
�
4
Ð
E
�

 
� $
%
 
¾
�
Q
¿
À
F
Á
g
�
Â
Ã
Ä
Å
Â
Ã
Ä
7
!
Â
�

�
m
c
�
�
�
<
-
Ï
Ö
Ý
�
�
�
�
´
 
�
¹
í
�
V
 
Õ
¼
�
Ý
ñ
ò
$
1
´
q
Ä
ñ
ò
�
´
$
1

'
W
{
V
J
�
<
®
>
?
D
E
E
ö
�
ì
Ü
<
e
>
#
Å
Ö
�
A
1
{
�
N
O
E
ö
<
`
>
�
´
y
�
#

Å
�
Ð
?
�
�
#
Å
c
e
N
í
C
?
>
O
Ï
Ð
¹
Ð
´
c
í
�
�
<
-
Ï
<
Ý
�
!
�
"
�
�
O
>
Ý
ç

x
�
ã
#
æ
�
>
s
E
S
�
�
�
¨
�
O
>
Ý
è
*
�
O
9
$
¹
r
Ð
C
´
>
ª
c
�
D
÷
�
>
�
b
C

c
19

90
s
È
 
T
ó
Ü
�
�
m
N
�
�
�
v
ö
O
Ï

  
�
"
�
Ì
�
�
µ
¶
<
Ý
�
%
B
&
°
0
c
Ç
�
B
C
E
a
�
¼
�
�
<
Ì
Q
�
ò
q
´
�
Z
<
}
s
?

Ø
e
Q
¬
�
`
�
c
ä
{
B
C
E
a
�
´
q
c
°
±
Ð
E
r
�
�
³
¹
í
C
O
c
�
�
Û
�
x
'
�
�
�

�
»
c
Ç
�
B
C
E
�
r
�
�
Ö
�
8
ç
Ï
>
�
C
<
-
}
�
"
�
Ì
�
c
f
â
�
é
O
�
<
j
E
a
�

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  
15

 F
re

em
an

 a
nd

 M
ed

of
f(Á
ð

)�
J

10
-1
Ý
¬
J
a
�
Ý
�
´
O
�
(
¹
í
r
s
E
Þ
)
i
|
�
·
5
{
®
>
?
¬
¶
$

l
�
¯
V
�
!
<
�
�
y
c
�
�
Û
�
5
6
c
�
O
a
�
{
�
Ð
?
>
O
�
*
í
�
+
E
Ý
¬
l
Q
l
�
¶
$
l
<
r
�
6

Ö
>
O
�
Ö
¬
b
�
¡
,
<
Ý
·
V
c
7
�
Ö
�
O
�

  
16

 �
�
�
�
t
Ã
`
Ñ
-
I
¨
§
4

21
s
ª
�̈
�
�
�
ª
<
�
O
Þ
'
ø
æ
�
�
ç
�
'
ø
r
�
æ
æ
�
'
1
Ü
E
�
�

§
�
t
ú
¨
�
¨
ó
ú
¬Þ
t
ú
æ
ª
¬
ó
�
Ü
¨
�
¨
�
¬Þ
ó
�
Ü
æ
ª
�
¬
s
�
�
T
)
�
�
}
�
Ü
{

12
Ö
®
Ð
?
¨

�
ô
´
Ð
E
V
�
¨
�
¬
Þ
�
u
³
�
æ
ª
�
�
(
�
{
J
a
Ö
Ý
Þ
�
(
)
*
æ
�
�
�
a
�
<
�
O
�

 

/
i

/
8

Y
�

Y
.

Y
F

Y
X

Y
/

Y
Y

Y
�

Y
�

Y
i

F
.
.

.
/

F
8

XY
X
/

�
8

.
F
/

F
i
i

/
�
8

/
�
8

X
X

/

}
�
O
Ð

�
-.
�
¦
�

.�
-
F
�
¦
�

F
�-
X
�
¦
�

X�
-
/
�
¦
�

/
�-
Y
�
¦
�

Y
�
-
�
�
¦
�

�
�
-
�
�
¦
�

�
�
-
i
�
¦
�

i
�
-
8
�
¦
�

8
�
-
.
�
�
¦
�

.
�
�

�
(
)
*
¨
'
1
Ü
¨
�
�
'
à
ª

b
ã
#
å
�

}
�
¶
$
�
.
/
0

23
 

 g
ê
�
O
m
�
Ý
K
D
C
´
>

7 Ï
  

�
1
�
�
Ö
�
O
c
�
ñ
ò
c
ü
d
Ð
E
 
�
�
æ
�
Ö
Ý
%
B
�
ã
z
´
q
c
*
é
Ð
*
�
}
å
!
Ö

�
�
ã
z
�
 
i
{
|
O
T
õ
<
=
>
?
}
�
�
*
é
V
I
c

B
C
O
Ý
�
Ö
�
O
Ï
í
¹
D
�
I
J

�
@
�
�
Q
Þ
�
}
�
�
¶
$
l
{

20
00
s
�

20
10
s
Ö
�
�
�
O
�
�
J
§
�
<
ñ
ò
c
ü
d
Ð
?

>
O
�
³
¹
í
C
O
�
�
�
�
�
Ç
>
$
'
ú
<
�
O
V
¿
Q
�
¶
$
l
Ý
�
�
�
q
=
�


o
�
<
e

C
´
s
?
>
O
Ï
b
C
z
¹
�
}
å
5
6
<
}
s
?
�
�
�
ð
�
�
�
c
í
÷
�
�
b
C
c
1
�
k
�
y

%
{
X
�
?
P
«
ð
�
ì
d
©
¨
�
�
�
<
�
s
?
�
%
B
�
ã
z
ª
�
´
�
ç
O
Ö
:
c
�
O
Ï
û
;

Ö
�
:
;
.
/
0
�
�
�
�
<
�
�
�
C
D
�
P
«
�
�
Q
�
ó
2
{
X
�
E
ñ
ò
5
6
c
*
é
Ð
?
>

O
�
�
�
Î
r
�
O
c

8 �
�
=
�
;
l
�
k
®
<
�
�
?
ó
2
k
®
Ý
¶
i
<
e
C
�
ñ
ò
K
L
Ý
�
�

B
C
?
>
O
�
³
¹
O
�
c
.
Ï
Ö
�
8
ç
Ï

E
dw

ar
ds

9 Ý
�
«
!
�
Q
}
�
r
�
÷
C
E
s
V
{
:
;

�
�
�
ð
]
±
ç
E
ö
�
Ñ
V
c
K
D
´

e
ì
Ø
{
3
¹
?
>
O
a
�
<
4
5
{
6
í
�
�
�
r
<
�

�
�
�
�
7
æ
l
c
«
!
�
Q
�
9
i
�
�
Ö
�
O
a
�
Ý
�
�
æ
�
c
>
¹
<
�
÷
C
?
>
O
�
¹
�

Û
�
Ö
�
O
�
�
Î
Ð
?
>
O
Ï

 
�
m
c
�
�
�
�
�
�
}
~
�
�
<
�
>
?
 
"
�
Á
8

10
Ö
Ý
�
�
�
�
c
}
~
�
�
{
�
U
Ð
�
:

;
�
<
ª
0
�
Ð
?
�
�
-
í
�
<
5
Ã
�
O
9
{
�
Î
B
C

11
�
:
·

12
Ö
Ý
�
�
�
�
�
�
�
;
�
Ý

;
í
@
I
�
Ý
;
<
Ó
O
r
�
Ö
�
O
�
Ð
?
r
�
�
�
;
�
�
�
�
?
�
Ì
X
{
;
í
�
Ö
D
O
m
N

Ö
Ý
´
>
�
Ö
�
}
å
!
�
T
õ
¼
�
b
�
T
õ
·
5
{
Ü
n
�
O
¦
ä
<
}
O
«
�
c
�
�
´
V
I
{

ê
�
�
�
Î
B
C
?
>
O
Ï
a
�
û
�
m
c
�
�
�
�
}
~
<
5
�
O
�
s
�
¢
£
�
Ð
?
�
'
W
�
<

�
{
{
]
Ð
E
ñ
=
�
>
?

13
´
q
c
�
O
r
�
�
�
�
�
�
�
 
Ö
r
Ä
è
Q
æ
�
�
}
�
<
�
>
?

�
¢
£
º
�
Ý
m
c
�
Ö
Ý
º
C
´
>
Ï
ó
ú
Ö
Ý
�
1
=
¨

20
15
ª
¹
í
�
m
c
�
�
�
�
�
}
�
�

�
�
�
´
�
{
�
�
�
�
�
z
?
�
Ð
?
�
E
>
Ï

 
�
}
~
�
�
�
¤
�
Â
u
�
ã
�
Ý
�
æ
�
�
¶
$
l
c
e
>
Ú
q
Ç
>
r
�
�
³
¹
í
C
O

14
Ï
}
~

Ñ
	
0
<
}
C
D
�
}
�
�
¶
$
l
c
�
}
~
¬
�

50
h
{
ë
¹
?
>
C
D
�
}
�
�
È
�
¬
c
Ñ
2
�

{
È
�
�
�
O
¬
�
Ð
?
}
å
«
�
{
@
·
�
O
a
�
c
Ö
D
O
Ï
÷
E
�
Ä
A
B
ò
´
q
Ý
�
K
�
�

�
�
�
<
}
s
?
`
`
B
C
O
m
N
<
Ý
>
¹
´
>
�
Ö
�
O
Ï0
N
$
3
Ý
�
�
C
<
 
!
"
#
�
<
}

�
�
¶
$
l
{
�
�
�
D
C
<
'
1
Ü
E
�
�
Þ
�
(
)
*
æ
{
�
s
?
ü
¬
�
5
6
{
�
Ð
E
r
�
Ö

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  
7  

Fr
ee

m
an

 R
ich

ar
d 

B.
 a

nd
 Ja

m
es

 L
. M

ed
of

f 
(1

98
4)

. W
ha

t d
o 

un
io

ns
 d

o?
 B

as
ic

 B
oo

ks
, I

nc
.̈
E
S
F
G
�
H
I
[
ª
�
}

~
�
�
�
2
Ë
�

19
87
s
¬
I
J
k
�
p
J
�
ª
�

 
r
�
Î
Ð
?
>
O
c
¬
}
~
¬
!
Ö
�
×
i
 
�
Ñ
	
<
�
>
?
Ý
J
Ð
�
ç
Ö
:
Ý

B
C
?
>
O
�
í
¹
D
¬
k
�
p

�
e
>
ã
1
�
¯
V
{
ú
z
O
'
;
Ö
¬
k
�
p
�
+
>
ã
1
�
¯
V
{
x
D
y
z
?
§
Í
�
{
J
Ö
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討論会２ ９月１４日�・午後

東京大学大学院経済学研究科教授 林 正義
総務省自治税務局長 林﨑 理

日本製紙株式会社取締役執行役員 租研理事 藤森 博史
財務省主税局長 星野 次彦

岩﨑 政明

●参加者（五十音順）

税制改革を巡る現状と課題

討論中に言及されている資料は，巻末「資料編１頁～８３頁」に掲載されています。

司会 横浜国立大学大学院国際社会科学
研究院（法科大学院）教授
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はじめに

（岩﨑） ただ今ご紹介いただきました岩﨑政
明でございます。横浜国立大学の法科大学院で
租税法を担当しております。本日の司会を務め
させていただきます。どうぞよろしくお願いい
たします。
さて，世界経済の方は，新興経済国の経済の

減速やテロなどの影響を受けまして，不透明さ
を増していますが，国内経済の方は先ほど三木
繁光会長からのご挨拶にもありましたように，
企業業績の改善や雇用・所得環境の改善が見ら
れ，これに伴って税収も増えてまいりまして，
表面的には安定していると言うことができると
思います。
しかし，実質的には少子化による生産年齢人

口の減少や高齢化，社会資本の老朽化による問
題というのが顕在化していまして，これに対す
る歳出増加というのは変わらないため，中長期
的に見れば今後増加がますます見込まれている
財政需要を満たすために，税体系全般にわたる
オーバーホールが進められつつあるところでご
ざいます。
また，国際課税におきましても，各国の租税

法制の違いを利用した経済取引や資本移動のゆ
がみを何とか阻止するという目的から，租税回
避防止策やBEPSプロジェクトによる新しい
税制モデルの構築など，制度・執行両面にわた
る新しい取り組みが進められつつあるところで
ございます。
本日は，このような税財政の構造変革期にお

ける現在の取り組み状況につきまして，財務省
主税局の星野次彦局長，そして総務省自治税務
局の林﨑理局長をお迎えしてご説明いただき，
これに対しまして，財政学の専門的立場からは
林正義教授に，また企業活動の実務的立場から
は藤森博史取締役に，それぞれご意見を開陳し
ていただきまして，討論をさせていただこうと
思います。

進行に当たりましては，前半と後半に分けて
進めさせていただきます。前半は，国の税財政
につきまして，星野主税局長からご説明いただ
いた上で，これに対する討議を行わせていただ
きます。その後，後半において林﨑自治税務局
長にご説明いただき，これを基に討論させてい
ただくというふうに執り行わせていただきたい
と思います。
それでは，早速，国の税財政に関する中長期

的な課題と現下の問題解決の方策につきまして，
星野主税局長からご説明いただきたいと思いま
す。
―――――――――――――――――――――

Ⅰ．税・財政の現状と課題

（星野） ご紹介いただきました主税局長の星
野でございます。どうぞよろしくお願いいたし
ます。あらためまして，租研の関係の皆様にお
かれましては，日頃より税制，また税務行政に
つきまして，多大なるご理解ご支援を頂いてい
るところでございます。また，毎年高い見地か
らご提言も頂いていまして，あらためまして，
この場で厚く御礼を申し上げたいと思います。
今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
それでは，まず，私から国税の関連のトピッ

クス，また今後の課題について，概括を申し上
げたいと思います。お手元の資料「税・財政の
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現状と課題」と書かれています資料をお開きい
ただきたいと思います。

１．未来への投資を実現する経済対策

まず，消費税率の１０％への引上げ延期の判断
の話，８月２日に取られました経済対策，これ
を柱とする最近の経済運営について，簡単に申
し述べたいと思います。資料①及び資料②でご
ざいます。
資料①は，６月１日の総理の会見でございま

す。総理は，この中で最近の日本経済にとって
のリスクの発生，サミットでの各国リーダーた
ちとの認識の共有ということに触れながら，内
需の腰折れのリスクがあり消費税率の引上げに
つきまして，延期すべきであるということを表
明されました。他方で，２０２０年度の財政健全化
目標については，しっかりと堅持するというこ
とで，そのためにぎりぎりのタイミングである
２０１９年１０月に消費税率を１０％へ引き上げること
とし，２年半の延期を表明されました。この表
明を受けて，翌日６月２日に骨太の方針２０１６を
閣議決定し，正式に政府として延期を決めたと
いうことでございます。
こういった動きを受けまして，当面の経済運

営として，資料③～⑤ですが，「未来への投資
を実現する経済対策」ということで対策が決定
されたということでございます。アベノミクス
は，ご承知のとおり３本の矢，それに続く新３
本の矢ということでやってきているわけでござ
いますが，当初は世界経済も比較的経済環境が
良く視界も良好で，かなり確実な成果が上がっ
てきたわけでございます。しかしながら，今年
に入って世界経済がなかなか不透明な部分が増
えてきているというようなことをはじめといた
しまして，経済運営についてなかなか気を付け
てやっていかないといけないような状況の中，
アベノミクスをさらにバージョンアップと申し
ますか，いま一度経済運営を引き締めてやって
いくという意味で，この８月２日の経済対策が
とりまとめられたわけでございます。

もともと，金融政策・財政政策を行っていき
ながら民間活力を引き出して構造改革につなげ
るというのがアベノミクスの基本的なコンセプ
トでありました。他方，この経済対策において
は，この資料③，それから資料④にそのコンセ
プトを一応まとめて書いてありますが，金融，
財政，そして構造改革という３つの政策を一体
的に活用していこう，総動員していこうという
ことが明確に表に出ているということでござい
ます。
さらに，潜在成長力を向上させる構造改革，

例えば働き方改革などでございますが，こうし
た構造改革をきちんとやっていかないといけな
いということについて，相当強調されて書いて
あるわけであります。それから，未来への投資
ということで，当面の需要喚起にとどまらず，
民需主導の持続的な経済成長，一億総活躍社会
の着実な実現につながる，そういう施策に重点
化していこうということがうたわれているわけ
でございます。
そういったことを通じまして，成長と分配の

好循環を強化する，そのための構造改革等の推
進をしていくということでございます。
税制の関連で申し上げますと，資料⑤の一番

下に，「Ｖ．成長と分配の好循環を強化するた
めの構造改革等の推進」という項目がありまし
て，その中で税制等の構造改革を引き続き行っ
ていくということで位置付けられてございます。
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こういった経済対策を行う中で，今後の財政
の関連で申し上げますと，資料⑥でございます
が，内閣府の試算といたしまして，中長期試算
が出されています。これは，毎年出しています
中長期の試算の改定を７月に行ったものでござ
います。これによりますと，２０１５年度の経済・
財政再生計画上の PBの半減目標自体は達成が
可能ということでございますが，２０２０年度に向
けては，経済再生ケース，これはかなり順調に
経済運営がいった場合，具体的には２０１８～２４年
平均で名目３．７％，実質２．２％という高い成長を
持続していく場合であっても，２０２０年度に国・
地方で５．５兆円ほどの PB赤字，黒字達成に足
りないということです。つまり，対GDP比で
１％程度の赤字が見込まれるということでござ
います。
従って，これをどう達成していくかというこ

とが，非常に重い課題でございます。冒頭，三
木会長からも財政の現状についてお触れになっ
ておられましたが，財政の状況については極め
て厳しい状況が続くということです。当面は，
社会保障等を中心として歳出における改革の努
力を続けていくということと，経済運営をとに
かくうまくやっていくということで，２０１９年１０
月の消費税率の引上げが確実にできるような経
済環境を整えていくということです。いずれに
しても，構造改革をすることによって足腰を強
くしていかないことには，消費税率の引上げを
含む負担増に，経済も含めて耐える力がどこま
で持てるかということですから，そういった経
済運営を着実に行っていくということが極めて
重要だと認識しています。

２．税収の状況

今見ていただいた中長期試算の関連で，税収
について，この機会に見ていただきます。資料
⑦以下が税収でございます。
資料⑦をご覧いただきますと，リーマンショ

ック後２００９年度をボトムとして，税収は安定的
に増えてきています。リーマンショックからの

回復の過程及び安倍政権になってからの経済運
営が順調にいったということも含めて，税収自
体は見ていただいているとおり，かなり順調に
増えてきています。もちろん消費税率引上げに
よる税収の増加もありますが，例えば税目別に
見てみますと，所得税については給与が伸びて
いること，それから法人の収益が好調だったこ
とによる配当収入の伸びなどによりまして，比
較的順調に伸びています。
それから，法人税ですが，これも景気回復局

面で，例えば繰越欠損が剥落していったこと，
それから赤字企業が黒字化したこと等々で，経
済成長を超えて法人税収がかなりジャンプアッ
プしたということもありまして，順調に伸びた
面がございます。
ただ，今後を展望いたしますと，先ほど申し

上げたように，相当好調な経済成長で順調に税
収が伸びていった場合にはこの青い棒で増えて
いきますが，成長をとにかく順調にやって税収
を増やさないことには，なかなか歳入面では増
えていかないということではあります。
所得税自体は，仮に賃金が順調に伸びていけ

ばそれに応じ伸びていくということで，本来の
安定的な経済の巡航速度の下では，そういった
賃金が伸びることによって所得税が伸びていく
という形が望ましいと考えていますし，そうい
った形で税収が増えるということをなるべく結
び付けていきたいと考えています。
法人税については，先ほど申し上げた例えば

繰越欠損の剥落自体はほぼ一巡したような状況
になっていまして，今後は経済成長にほぼ比例
した形で税収が伸びていくであろうと。
また，消費税についても，そういう意味では

成長率と税収との関係，いわゆる税収弾性値は
ほぼ１ぐらいであろうと考えていまして，成長
以上に税収が大幅に伸びていくという局面は，
これまで安定的に成長してきた下においてはあ
まりないだろうと見ています。そういう意味で
も，安定的な経済成長をちゃんと確保していく
ということが重要だろうと考えています。
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全体の話は以上としまして，消費税の話に入
らせていただきたいと思います。

３．消費税

資料⑬以降が消費税の話でございます。３点
ほど触れたいと思います。
１つは，先ほど申し上げたとおり消費税率の

引上げが延期になったわけですが，今年の３月
に成立した税法でもって，消費税の軽減税率制
度等の枠組みが決められているということであ
ります。資料⑮以降，資料⑯，⑰と軽減税率制
度の概要や対象品目，あとはインボイス制度の
概要について，資料を付けさせていただいてい
ます。先の通常国会でいろいろな議論を経た上
で，この軽減税率制度，インボイス制度も含め
て，消費税の骨格が固まったということだと思
います。これまでも，例えば軽減税率につきま
してはいろいろな議論があって，給付制度との
比較の中で，逆進性対策や低所得者の対策とし
てどちらが優れているかといったような議論が
いろいろと行われてきたわけでありますが，国
会の議論及び政治的な判断も含めて，日々の生
活において幅広い消費者が消費・利活用してい
る商品の消費税負担を直接軽減するということ
によって，消費税の逆進性を緩和しながら，買
い物の都度痛税感の緩和を実感できるという軽
減税率の利点が特に重要であると判断して，導
入が決定されたということでありまして，その
点はご理解いただきたいと思っています。
ヨーロッパ型のインボイス制度の導入をされ

たことも併せまして，消費税が国民各層に今後
さらに受け入れられていくための制度の骨格が，
全体セットで用意されたということで，今後の
消費税の制度自体を国会で用意されたものを前
提として，いろいろ考えていくということにな
っているのだと受け止めています。
その上で，第２点目として，今後２年半軽減

税率の導入までの期間がさらにできたというこ
とでございますが，制度の周知徹底ですとか事
業者の相談体制でございますとか，そういった

対応を丁寧に行っていくということが必要だと
考えています。中小の小売事業者等が複数税率
に対応するために，例えば必要なレジの導入で
すとかシステムの改修などに対する資金的な支
援といったものも用意しています。また，法律
の中でも，軽減税率の導入に伴う混乱が生じな
いよう万全の準備を進めるために，政府に必要
な体制を整備するということです。それから，
事業者の準備状況等を検証しながら，軽減税率
の円滑な導入及び運用に資するための必要な対
応を行うということが，法律に明記されている
ところでございます。そういうことも含めて，
今後は決まった消費税の制度が円滑に実施・定
着していくように，当局としては対応していき
たいと考えています。
その上で，資料⑬～⑭ですが，この秋に開か

れます臨時国会に消費税率の引上げ時期変更法
案を提出するということで，主税局として準備
を進めているところでございます。中身は，今
申し上げた資料⑬－１，⑬－２ですが，先ほど
ご説明した軽減税率ですとかインボイス制度，
この制度の枠組みはそっくりそのまま維持する
という形で，導入時期を２年半延期するという
法案を出す準備をしています。
１点だけ中身として違う点は，２年半の準備

期間ができたということで，大規模事業者につ
いてはシステム対応等が可能であろうという判
断から，大規模事業者の税額計算の特例につい
ては，措置をしないということにしています。
この点は，これまでの法律と違うところでござ
います。その他のここに載っている消費税のさ
まざまな措置ですとか財源の手当てでございま
すとか駆け込み反動減対策に伴う措置等につい
ては，基本的に２年半平行移動するということ
で，この臨時国会に法案を出していくというこ
とでございます。

４．税制の構造改革

次に，税制の構造改革ということで，個人所
得課税改革の話をご説明したいと思います。そ
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の前提といたしまして，最近の税制改正につい
て，今の政権ができて以降主な改正事項が何だ
ったかという話と，それから平成６年の税制改
革以降の主な改正についてまとめてあるのが，
資料⑲，⑳であります。
資料⑲につきまして，大きく３点ほど申し上

げたいと思います。
１つ目は，最近の改正はデフレ脱却・経済再

生という政策的な軸でいろいろな措置を取って
きたわけですが，そこから構造改革を促すとい
う抜本改革の方にシフトしてきているというこ
とであります。これ自体は，先ほどの経済対策
のところでも，構造改革に対する取組がかなり
前面に出てきているということを申し上げまし
たが，そういった問題意識に相通ずるものでも
あります。構造改革を促すものにシフトしてき
ているということですが，安倍政権ができた直
後はデフレ脱却・経済再生のために相当軸足を
置いていまして，例えば，企業や，個人，お年
寄りが持っておられる資金，そういったものを
なるべく動かしていくということでした。例え
ば，企業で言えば賃金や設備投資，それから年
配の方から若い世代へ資金をシフトさせるとい
うところにも注力していろいろな措置を取って
まいりました。それ自体，これまでにないよう
な税制措置も，アベノミクス税制ということで
取ってきたわけでありますが，それでもってあ
る程度デフレ脱却のてこ入れをしつつ，徐々に，
例えば法人税で言えば，後ほど申し上げますが，
成長志向の法人税改革ということで，なるべく
企業行動を移し替えていってもらうというよう
な観点から，制度改正に取り組んでいくという
方向に変わってきているということであります。
それから，第２点目としては，経済社会の大

きな変化がこの四半世紀に起きているというこ
とです。これ自体，今回の税制のオーバーホー
ルの背景になっているわけでございますが，そ
ういった中で個人所得課税ですとか資産課税の
改革がやや遅れ気味で，ある意味でやや古い制
度が残っているということを踏まえて，改革を

行っていく必要があるという認識を持っている
ということでございます。
３点目としては，グローバル化への対応です。

これが必然になってきているということが，こ
の全体の流れを見ながら指摘できると考えてい
ます。
この秋以降，今後の税の関係の大きな政策課

題といたしましては，個人所得課税の改革があ
るわけでございます。資料㉑以下，この関係の
資料を付けていますが，資料㉑～㉕がこの関連
の政府や党における決定文等を載せています。
昨年の骨太が資料㉑，㉒でございますが，この
個人所得課税の改革の話は，まずここに明確に
位置付けられたということでございます。資料
㉑の下線の部分を見ていただきますと，持続的
な経済成長を維持・促進するとともに，経済成
長を阻害しない安定的な税収基盤を構築すると
いう観点から，税体系全般にわたるオーバー
ホールを進めるということをうたっています。
将来の成長の担い手である若い世代に光を当て
ることにより，経済成長の社会基盤を再構築す
るということでございます。また，一番下です
が，今後の改革の中心となる個人所得課税につ
いては，税収中立の考え方を基本として，総合
的かつ一体的に税負担構造の見直しを行うとい
うことであります。
次の資料㉒に，改革の基本方針が並んでいま

すが，このⅱとⅲとⅳの部分が所得税の関連で
ございます。３本の柱が提示されています。
１つが，低所得若年層・子育て世代の活力維

持と格差の固定化防止のための見直しというこ
とであります。それから２点目が，働き方・稼
ぎ方への中立性・公平性の確保です。３つ目が，
世代間・世代内の公平の確保です。こういった
３つの柱でもって検討していこうということが
去年の骨太のときに提示されたわけでございま
す。
この骨太の指摘を受けまして，政府税調の方

で去年の秋，この点についていろいろと議論い
たしました。資料32にあるのですが，政府税調
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で論点整理がなされているわけでございます。
この論点整理を行うに当たって，最近の経済社
会で起きた構造変化ですとか実際の世の中，実
像についてどういったことが変化しているかと
いうことについて，さまざまに取り上げられ議
論されたということでございます。
それがこの後資料㉖以下からいいろいろとグ

ラフ等が付いているわけでございます。
資料㉖がマクロ経済構造の変化ということで

すが，一番大きな話としては，１９９５年をピーク
といたしまして，生産年齢人口が減少トレンド
に入っています。要するに，働き手がどんどん
減っていくという社会に入ったということであ
ります。
それから，その右側を見ていただきますと，

賃金全体は，この平成７～２５年にかけて，マク
ロ的に見ると減少しています。一方で，働く世
代の負担に支えられて，年金給付は増えている
ということです。その結果，可処分所得は下支
えされています。それから，貯蓄は，以前はフ
ローでかなり行われていたのが，今はほぼとん
とんか取り崩しというような状況に変わってき
ていて，可処分所得の下支えと貯蓄をしなくな
ったということでもって，家計消費が維持され
安定的に推移しています。全体としてそういう
構造に変化してきているというのが，マクロ的
に読み取れるかと思います。
生産年齢人口がどんどん減少している中にお

ける税制の公平性みたいなことを考えると，昔
は所得を稼ぐ働き手が増えていくわけですから，
その中で，例えば所得税について公平な税制に
していくということでもって税制の公平性みた
いなものは担保されたのだと思います。しかし，
これが９５年以降，働き手が減っていく中にあっ
ては，なかなか所得税だけでは公平性が達成さ
れません。むしろ消費税を中心とするような税
体系にシフトしていかないと，税全体としては
公平性が保てないというようなことが言えるの
ではないかと思います。また，例えば法人だと
か個人の働き手，所得税に過度な負担をかけて

いくことがいいことなのかどうなのかといった
ようなことも，恐らく議論になるのではないか
と思っています。こういった全体のマクロ経済
構造の変化みたいなものが，やはり税制を考え
ていく背景として重要だと考えています。
その次の資料㉗は人口構造の変化です。これ

も，今申し上げた９５年の生産年齢人口のピーク
の前後でトレンドを見てみますと，例えば未婚
化ですとか晩婚化・晩産化の傾向が，９５年を境
に傾向に拍車がかかっているということが，
カーブの傾きでわかるかなということでござい
ます。
それから，資料㉘は家族の変化ということで

す。それまで一番中心，数が多かった夫婦と子
どもの世帯から，１人世帯とか夫婦のみの世帯
がむしろ増えてきていて，その隣を見ていただ
きますと，専業主婦世帯よりも今や共働き世帯
の方が上回っています。９５年ぐらいを境に２つ
のグラフがクロスしているのが見ていただける
と思います。これも，例えば税制で言うと，夫
婦・子ども２人で奥さんが専業主婦というよう
ないわゆるモデル世帯を前提とするような制度
から，念頭に置かなくてはいけないような家族
像というものが大きく変わってきているという
ようなことが見て取れるわけでございます。
それから，資料㉙は働き方ということです。

よく言われますとおり，非正規雇用が大きく増
えています。お年寄りが増えているということ
も大きな要因ですが，若い世代においても非正
規雇用の割合・数が増加傾向にありますし，い
ったん非正規雇用になりますと年齢がある程度
進んでもなかなか賃金が伸びないというような
傾向に陥ってしまうというようなことが見て取
れます。
それから，最近，サラリーマンから転職する

ことなどで，いわゆる雇用的自営，１人親方み
たいな方の割合が増加しているというようなこ
とも見て取れるわけであります。
そういった中で，ここ２０年ぐらいの変化を取

ってみると，若年世帯の収入が全体的に低下し
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ていますし，現役世代がネットの負担超になっ
ているというようなことが，見て取れるという
ことでございます。
抜本的な税制改革以降の四半世紀間で見ます

と，低所得層における負担の増加及び中堅所得
層以上の負担の減少ということが起こっている
ということが，税と社会保障の負担を両方合せ
て見てみると見て取れるわけでございます。
こういったさまざまな実像の変化を踏まえた

上で，先ほど申し上げました政府税調では，論
点整理の中で幾つかの指摘を行っています。そ
れが資料32になります。今申し上げた経済社会
の構造変化を受けて，２つの基盤，生活基盤と
成長基盤が失われてきているという指摘をした
上で，若い世代に光を当てて，２つの基盤を再
構築することが求められているのだという指摘
がなされています。そうした問題意識に立って，
今後の税制や社会保障含めた関連する諸制度の
在り方を検討するに当たっては，３つの視点，
第１に安心して結婚し子どもを産み育てること
ができる生活基盤の確保を後押しすること，第
２として多様な人材が自らのライフスタイルや
ニーズに応じて働くことができ，その努力が報
われる社会環境を整備し，就労等を通じた社会
とのつながりの回復に寄与すること，それから
第３に年齢ではなく経済力を踏まえた再分配機
能を再構築することが重要だという認識が示さ
れています。
この資料32の一番右ですが，こういった認識

の下で今後の税制の在り方の検討に当たっては，
個人所得課税については３つの基本的な考え方
が視点としては重要です。第１に，結婚して子
どもを産み育てようとする若年層・低所得層に
配慮する観点からの所得控除方式の見直しです。
所得控除自体が所得水準の高い層に，より経済
的には恩恵が行くという点についてどう考える
のか，所得再分配の観点からこれを見直す必要
があるのではないかといった観点からの指摘が
なされています。
それから第２に，働き方の多様化や家族の

セーフティネット機能の低下を踏まえた人的控
除の重要性ということであります。これは，い
わゆる所得計算上の控除ということよりも，む
しろ基礎控除を中心とする人的控除の役割を高
めることによって，働き方の違いにより税制の
効き方が違ってくるということではなく，むし
ろ家族構成ですとか全体として幾ら稼いでいる
かといった事情に応じた負担調整を行っていっ
た方がいいのではないかといったような提言で
ございます。
それから第３に，老後の生活に備えるための

自助努力を支援する公平な制度の構築という指
摘がなされているわけであります。働き方，ラ
イフコースに影響されない公平な制度の構築を
念頭に，幅広く検討する必要があるのではない
かということでございます。また，併せて資産
課税につきましては，老後扶養の社会化の進展
を踏まえた遺産の社会還元というようなことに
ついて，指摘がなされているということでござ
います。
こういった論点整理を受けまして，政府税調

の委員の皆様をもう一度再任させていただきま
して，先週の金曜日９月９日から議論を再開し
ています。
その第１回の総会に安倍総理も来られまして，

ご挨拶・ご指示を頂いていまして，それを資料
33に付けさせていただいています。その中で，
総理は，今の政権の最大のチャレンジは働き方
改革であって，内閣としてこれに一丸となって
取り組みますということをおっしゃった上で，
今私から様々申し上げましたとおり，この四半
世紀にわが国の経済社会は人口構造，家族，働
き方といった面で大きく構造的に変化していて，
個人所得課税についてもこうした変化を踏まえ
て構造的な改革が求められていますという指摘
をされました。その上で，女性が就業調整する
ことを意識せずに働くことができるようにする
など，多様な働き方に中立的な仕組みを作って
いく必要があるということ，若い世代に光を当
て，安心して結婚し子どもを産み育てることが
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できる税制を目指していくことが大切であると
いう指摘をされています。個人所得課税の改革
を働き方改革とともに進めることによって，
人々がその能力を一層発揮できるようにするこ
とが重要であり，この具体化に向けた議論を，
政府税調において進めていただきたいというご
指示を頂いています。これを受けて，働き方改
革の議論もにらみながら，個人所得課税の議論
を政府税調で深めていくという，今まさにそう
いう局面になっているということでございます。
あと残りの時間で法人税の関係と国際課税の

関係を簡単に触れたいと思います。

５．成長志向の法人税改革

法人税につきましては，成長志向の法人税改
革ということで，資料42以降です。資料42は与
党の税制改正大綱の昨年出たものですが，ここ
に考え方が明確に示されています。課税ベース
を拡大しつつ税率を引き下げるということで，
全体をパッケージで行っているわけであります。
当初は法人実効税率２０％台への引下げを数年か
けて行っていく予定にしていたのですが，これ
を大幅に前倒しして，実質２年間で２９．７４％と
ほぼドイツ並みの税率水準に持っていくという
ことを決めて，法律改正したということでござ
います。
この法人税の議論は，いろいろと議論をする

過程で，例えば日本の法人の収益力が他の先進
国と比べてあまり強くないということですとか，
業態別に置かれている状況も違いますので，さ
まざまな租税の特別措置等々を使うということ
を通じて，実際の法人税の負担水準が業態別に
かなり差があることなどが明らかになりました。
グローバル化の中で業種・産業構造が多様化し
ていって，例えば製造業だけではなくて非製造
業ですとかサービス業にも配慮し，また新規参
入ということになりますと税率の高さも影響し
てくるというようなことで，基本的に税率を下
げ，また業態横断的な対応をしていくというこ
とで，課税ベースを広げることで今回の全体の

改革になっているということでございます。
資料42にそういった考え方が現れていますが，

特に今回の法人税改革を行うことで，この資料
の第１パラグラフの２行目ですが，「法人課税
をより広く負担を分かち合う構造へと改革し，
『稼ぐ力』のある企業等の税負担を軽減するこ
とにより，企業に対して，収益力拡大に向けた
前向きな投資や，継続的・積極的な賃上げが可
能な体質への転換を促す」という狙いが端的に
書かれているわけでございます。
それから，同じ資料の第３パラグラフですが，

「経済界には，法人実効税率「２０％台」の実現
を受けて，改革の趣旨を踏まえ，経済の『好循
環』の定着に向けて一層貢献するよう，強く求
める」ということで，企業に対して今回の法人
税改革の趣旨を踏まえて，企業側の取り組みを
期待・希望しているということが大綱の中にも
うたわれているということを申し上げたいと思
います。

６．国際課税

それから，国際課税についてです。これは資
料49以下，いわゆるBEPSプロジェクトを中
心とする取組についてです。最近，税の議論の
中で，国際課税の話が中心的な課題の１つにな
ってまいりました。昔は租研の大会でも，国際
課税の話というと，どちらかというと非常に専
門的な中身として，別の日に日程が設けられて
専門的な議論がなされるというイメージが強か
ったのですが，最近はこのような一般的な説明
の中でも国際課税の話が取り上げられるように
なってきていますし，税制，税務当局にとって
も中心的な課題になってきていると大きな変化
を感じるところでございます。
このBEPSプロジェクトは，ご案内のとお

り，グローバル化などによってビジネスモデル
が大きく変化している中で，各国税制や国際課
税ルールと企業の活動実態との間にずれが生じ
ていて，このずれを利用して多国籍企業が課税
逃れを行っているという問題意識から指摘がな
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されるようになり，そういった問題意識の下で
３つの観点，１点目として国際課税ルールを多
国籍企業の経済活動の実態に即したものにして
いく，２点目として各国政府や多国籍企業の透
明性を高めていく，３点目として企業の不確実
性を排除するといった観点から，国際課税ルー
ル全体の見直しを図ることを目的として，
OECDを中心として議論が行われてきたわけ
であります。
背景として，この資料50にBEPSプロジェ

クトの説明が書かれています。リーマンショッ
クの後，各国が国民負担を求める中で，そんな
中にあっても多額の利益を上げながら課税逃れ
をしている多国籍企業への批判がかなり強いも
のになって，G２０等でも重要問題の１つとして
議論されるようになりました。また，この春先，
パナマ文書の公開によって，例えば富裕層です
とか多国籍企業に対する課税逃れを中心とする
厳しい目が向けられることになり，このBEPS
プロジェクトへの注目度ですとか期待度という
ものがますます高まってきています。
日本は，G２０，G７をはじめ国際会議におい

て，例えば，安倍総理や麻生財務大臣が議論を
かなり主導されてきたということ，それから，
OECD租税委員会が実務的な議論を行ってき
ましたが，この租税委員会の議長を財務省の浅
川財務官が務めているということで，かなり各
国を先導して議論を引っ張ってきました。
OECD加盟国に加えて，OECD非加盟国です
がG２０メンバー国である８カ国も議論に参加し，
この議論の参加国がどんどん増えてきている状
況です。昨年１０月にBEPSプロジェクトの最
終報告書が公表されていますが，今後はこれを
受けて，BEPSプロジェクトの実施段階として，
その成果を各国で制度化し，各国が互いにその
実施状況をモニタリングしていくという段階に
なっています。そのために，今年６月に開催さ
れたOECD租税委員会の京都会合で，BEPS
プロジェクトの合意事項を実施に移すための
「BEPS包摂的枠組み」が立ち上げられていま

す。また，残された課題については継続検討し
ていくことになっております。それから，開発
途上国への税関連の技術支援なども含めまして，
幅広い国，国際機関が協調する場，プラットフ
ォームを立ち上げるというというようなことが
なされています。
税制的には，国内でこの最終報告書の内容を

受けて法制化を順次行っていく必要がございま
す。例えば，多国籍企業情報の報告制度の整備
などについては既に制度改正を行っていますが，
その他についてはこれから順次法制化を行って
いかなければなりません。資料51にBEPSプ
ロジェクトの最終報告書の概要が載っています
が，この中で，四角で囲んでいる行動３，４，８
～１０，１２については，今後法改正の要否も含め
て検討していくことを予定しています。特に行
動３「外国子会社合算税制の強化」につきまし
ては，２９年度税制改正での対応も含めて検討し
ているということで，今後これらの検討を要す
る項目について議論がさらに進んでいくと思っ
ています。
私からは以上でございます。ありがとうござ

います。

―――――――――――――――――――――
（岩﨑） ありがとうございました。それでは，
ただ今のご説明につきまして，まず林教授の方
からご意見をいただきたいと思います。
―――――――――――――――――――――

Ⅱ．財政・税制への意見

（林） 岩﨑先生，どうもありがとうございま
す。星野局長も，大変重要な論点に関して，わ
かりやすくご解説いただいてどうもありがとう
ございます。
私の方から，コメントなり，意見を申し上げ

たいと思います。前もってパワーポイントの資
料を準備しており，お手元に配布されていると
思いますが，時間の方が限られていますので，
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この資料をかいつまんだお話をさせていただく
ということで，ご了承願いたいと思います。
まず，議事の進行上，国税と地方税を分けて

議論するということになりますが，基本的に税
を考える場合は，国税も地方税も，プラス社会
保障支出もそうですが，やはり国と地方は不可
分の関係にありますから，本来ならば国と地方
のつながりを考えながら議論するのが重要と思
っています。また，税収や税目の関係ですが，
それぞれの税にはやはり利点と不利点というの
がございますので，税制のあり方を考える場合
には，それぞれを利点を生かして他の不利点を
補う形で，トータルとしての税制を考えなけれ
ばいけないと思います。とは申しますが，議論
の都合上，各税に関してそれぞれ論点をあげな
ければならないと思いますので，まず国税に関
しては消費税，所得税，法人税，そして，相続
税に関して，私なりの考え方を述べさせていた
だきたいと思います。何分学者の意見ですので，
実際の税務なり政治的な関係はある程度無視し
た発言をいたしますので，その点いろいろご教
授いただければと思います。

〔消費増税とその対応〕
まず消費税ですが，これについてはやはり何

らかの形での増税というのが必要だと思います。
しばしば十分な経済成長があれば必要な税収も
達成できるとの議論がありますが，そのような

税収の自然増のみによる公的債務の圧縮につい
ては，非常に慎重になるべきだと思います。
もう１つ消費税が重要だという根拠としては，

先ほどのお話にもありましたが，労働者人口が
急速に減少していくという問題があげられます。
４０～５０年後は，労働者の数が現在働いている労
働者の数の半分になってしまいます。その一方
で，多くのご高齢者がご健在でいらっしゃる状
況になります．これが非常に重要な論点で，飛
び火して他の論点に影響を与えると懸念されま
す。いずれにせよ，高齢化に伴う歳出が増加す
ると同時に勤労者の数が少なくなりますから，
所得税，特に勤労所得課税を当てにすることは
できなくなり，消費課税の比重が高まらざるを
得なくなると考えられます。
消費税の税率に関しては１０％の云々の議論が

ありますが，私的には当然１０％で収まるとは考
えていません。将来的にですが，やはり
１５％，２０％ぐらいまで視野に入れる必要がある
でしょう．そのような消費税増税を視野に入れ
て，それを補う形で他の税目を整備していくこ
とが重要になると思います。特に消費税率を上
げるとその分だけ全ての物の価格が上がるわけ
ですから，考え方を変えれば，稼いだ所得を一
生で全部消費するのならば，その所得に比例税
を課していることと等価になります．つまり，
消費税は比例所得税とみなすことができます。
ということは，消費税率が１５％，２０％になれば，
その分の比例所得税を低所得者にも課すことに
なりますから，それなりの低所得者に対する対
応も当然必要になってくるかなと思います。た
だし，その対策としては，政策当局者の方々の
前で言いにくいことですが，今回のように軽減
税率で対応するのではなくて，やはり給付を中
心とした低所得者対策が重要になると思います。

〔所得税改革〕
関連して所得税なのですが，先ほど消費税の

重点化ということを申し上げましたが，かと言
って，所得税や資産課税の役割がなくなるとい
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うことではないと思います。これもまた繰り返
しになりますが，やはり消費税は低所得者に厳
しいため，それを緩和する手段としても所得税
の再分配効果を高める必要があると思います。
これについては２つの方策があると思います。

今すぐできるものとできないものがあると思い
ますが，１つは給付付き税額控除です．これは
ちょっとハードルが高い政策変更と思えますが，
中長期的にはまじめに考えていく必要がある課
題です。特に消費税率が１５％，２０％ぐらいにな
る段階では，軽減税率ではなく，給付付き税額
控除を導入し，米国やイギリスのように労働促
進的な仕組みを入れるなり，あとはカナダ的な
低所得者に対する消費税の簡易的な還付を設け
る必要があるのかなと思います。
もう１つは短期的にできる施策と思っている

ものです。所得控除を税額控除に直すというの
はぜひ進めてもらいたいと思います。というの
も，所得税の税率が超過累進である場合には，
所得控除の恩恵は高所得者ほど大きくなります．
そこで高所得から低所得者へという再分配が必
要ということであるのならば，その税源のため
にも税額控除の方式は必要になると考えます。

〔生産性向上と法人税〕
法人税の議論もやはり労働者人口の減少とい

うのに大きく関係します。生産者年齢人口が少
なくなることは，労働投入量の減少を意味しま
すので，現在よりも多くの経済活動を達成・維
持するためには，他の生産投入量の投入量を増
加させ，かつ，生産性を高める必要があります。
特に企業活動の生産性を高める１つの手段は，
やはり，有効に民間投資を活用していただいて，
民間資本をどのように蓄積していくかというこ
とだと思います。
その手法の民間投資を誘発する有効な手段の

１つとしては，当然，法人税制を位置づけるこ
とができます。実際，今回の税制改革で法定税
率が引き下げられましたが，経済学的にも，法
定税率を引き下げることで，民間の投資を誘発

することを示すことができます．しかし．財政
状況が非常に厳しいなか．法人所得課税からの
税収中立を前提にしてしまうと，今回のように，
加速度償却や投資税額控除等の他の投資促進の
ための手段を犠牲にする必要があります．ここ
で民間投資を誘発するためには法定税率を下げ
るのがいいか，もしくは加速度償却や投資税額
控除を充実させるのがいいかという点について
は，慎重に考える必要があると思います。と言
いますのも，法定税率を下げるというのは，全
ての企業に等しく下がるわけですが，特定の産
業を戦略的に重点化するというのであれば，選
択的に加速度償却や投資税額控除をうまく組み
立てるというのが，経済学的には有効な方法で
はないかなと思っています。これが法人税に関
する意見です。

〔高齢化と相続税〕
最後に，局長のお話にはあまり出てきません

でしたが，資産課税と相続税ということで私の
意見を締めくくらせていただきたいと思います。
やはり高齢化が進むと，言いにくい話ですが，

当然死亡数が増えるわけです。その一方で少子
化が進んでいますから，相続の件数は増えるの
ですが，相続を受ける人の数は少なくなります。
この結果，そもそも資産の分布には偏りがある
ところ，相続を通じた富の偏在が更に進む可能
性が危惧されるのではないでしょうか。その一
方で，相続数が増えるということは，相続税を
有力な財源として位置づけることが可能になる
というもの事実でしょう。今回，相続税の控除
が引き下げられ，増税されたのですが，やはり
相続というのは自分の努力によらず外から降っ
てくるものですから，そういった資産なり富の
移転に対する課税は，更に増税する方向でもう
少し積極的に考える必要があると思います。有
名な議論では，伊藤元重先生や吉川洋先生も主
張されていることですが，自分で稼いだ所得の
うち消費できなかった部分は消費税が課せられ
ていないので，死亡時にはその部分にも消費税
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率と同じ税率で課税してもいいのではないかと
いう議論があります。先生方は「死亡消費税」
や「今までありがとう税」というような呼び方
をされているのですが，そのような税は相続税
の１種として富の不平等を是正するという効果
もあります．このような観点から相続時の課税
を考え，新たな財源にするのも一案かと思いま
す。
時間が少し超過しましたが，よろしくお願い

いたします。

―――――――――――――――――――――
（岩﨑） ありがとうございました。引き続き
まして，経済界からのご意見として，藤森様か
らご意見をいただきます。
―――――――――――――――――――――

（藤森） 日本製紙の藤森でございます。よろ
しくお願いいたします。財務省の星野様，充実
した資料を基にしまして，財政・税制改革の現
状と課題，それから今後のスケジュール感も併
せてわかりやすくご説明いただき，ありがとう
ございました。私からは，企業側の立場からコ
メントさせていただきます。

〔財政の健全化〕
まず総論ですが，財政の健全化についてです。

ご説明がございました７月に出ました内閣府の
中長期の財政試算についてです。これは黒字化
を目指すということでしたが，２０２０年でも国と
地方の基礎的財政支出は５．５兆円の赤字がなお
残るという見通しです。これはご説明のありま
したように経済再生ケースを前提にして算定し
ています。これで算定しましてもなかなか黒字
に転換してこないというのが今の見込みでござ
います。これに対しましては，２０１６年の骨太方
針では，さらに歳出の改革，歳入の改革，この
両面に取り組みまして，経済財政一体改革を着
実に推進させることにより，２０２０年度の基礎的
財政収支の黒字化を実現させるという目標にな

っています。ですが，ここでも前提が経済再生
ケースになっていますので，問題ではないかと
思われます。経済成長は足元の実績をベースと
した実現可能な成長率にするというのは，民間
の試算であればよくやっているわけですが，こ
のような現実に合わせまして，より厳しい経済，
財政の計画を策定する必要があると考えます。
今後とも社会保障費をはじめとした歳出の思

いきった抑制ですとか個人所得税，消費税を中
心としました新たな税制の見直しなど，引き続
き財政健全化に向けた財政の歳入・歳出の改革
を進める必要があると考えます。
２０２０年のプライマリーバランス黒字化は，財
政規律としてぜひとも達成すべき，堅持すべき
ものだと考えます。なお，経済成長と財政再建
という２つの課題の解決ですが，経済が先，財
政が後ということではないと思います。これは
同時並行的に進められなければならないと考え
ます。現在，家計の消費を鈍らせていますのは，
将来の生活に対する不安の要素が大きく，これ
で消費が拡大しないということと，企業側から
言いますと，将来の不確実性がありますから，
なかなか将来の需要も読めないというようなこ
とで，投資も鈍ってしまいます。成長戦略を推
し進める中で，景気の動向に拘らず財政再建を
実施していくということが将来の不確実性を減
少させることになり，これによりまして需要を
喚起させることにもつながると考えます。
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〔税制改革全般〕
次に，税制改革全般の話です。経済社会の構

造が大きく変化してきています。１つは，産業
経済のグローバル化を背景にしまして，従来あ
りました年功賃金，それから終身雇用の正社員
をベースとするという日本型の雇用システムは
もう維持できなくなっています。それから，若
い世代におきましては，非正規雇用の拡大，女
性や高齢者の就労の拡大，正規雇用の多様化，
転職機会の増加等，働き方が多様化しています。
このような社会構造の変化にマッチするように，
中長期的な視点から税制全般にわたっての見直
しが必要であると思われます。
既に法人税・消費税の課税につきましては，

大きな改革の方向性が示されています。現行の
経済活性化の政策，それから財政健全化の両方
を同時並行で目指さなければならないという状
況の下では，歳入増加に向けましては，主に個
人所得課税，それから消費税の増税を中心とし
た長期的な見直しによりまして，税収増を生み
出す制度に組み直さなければならないのではな
いかと思います。この点をお伺いしたいと思い
ます。

〔法人税〕
それでは，国税の各論です。まず１点目は，

法人税についてです。法人税改革ですが，これ
は日本の立地競争力の強化と日本企業の国際競
争力を高めることを目指すものです。ご説明が
ございましたように，課税ベースの拡大と併せ
まして，実効税率の引下げによります成長志向
の法人税改革が進行しており，平成２８年度税制
改革では実効税率が２０％台まで引き下げられま
した。この点は，企業としては税制改革の決定
のスピードを含めまして，大いに評価できると
ころです。引き続き，日本の立地競争力の強化，
及び対日直接投資の促進を通じての経済活性化
のために，税率のみならず課税ベース等の他の
仕組みも含め，国際的に調和したイコールフッ
ティングな法人税制にしていく必要があると考

えます。この点につきましてもお伺いしたいと
思います。
次に，法人税の中の研究開発税制についてで

す。研究開発ですが，これはわが国がイノベー
ション立国としまして持続的に技術革新を生み
出し，世界の競合する他社に比べて優位な立場
を築いていくためには不可欠であります。イノ
ベーションは企業の付加価値を高めるための源
泉です。イノベーションによる新規需要の創出
や生産性の向上は，少子高齢化が進むわが国に
とりまして，今後も経済成長を継続していくた
めにはなくてはならないものです。特にわが国
では，組織別研究費の負担割合において民間企
業の占める割合が高くなっています。大学にお
けます産学連携と並行しまして，引き続き民間
が主体となって研究開発投資をリードしていく
ためには，恒久的なインセンティブが必要です。
研究開発を促進する税制に関しましては，経済
発展に不可欠なものとして重点的に本則化し，
さらに拡充する必要があるのではないでしょう
か。
また，日本再興戦略では，第４次産業革命を

実現する鍵はオープンイノベーションと人材に
あるとされています。オープンイノベーション
型の研究開発税制につきましては，企業の競争
力の源泉に関わる施策になりますので，さらに
企業が活用しやすいものとして，拡充する必要
があるのではないかと思われます。現行のオー
プンイノベーション型の税制は，少し要件が厳
しくて，十分に活用が進んでいないように思わ
れます。

〔消費税〕
２点目は消費税についてです。簡単にコメン

トいたします。持続可能な社会保障制度となる
ような安定財源の確保と財政健全化を目指すた
めには，消費税については税率１０％への引上げ
は確実に実施していただきたいと考えています。
それから，少子高齢化が急速に進行しますので，
受益と負担の大幅なアンバランスが今後さらに
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拡大し社会保障費が増加することを考慮します
と，中長期的に考えますと安定財源を確保する
という観点から消費税のさらなる引上げも視野
に入れなければならないと思われます。

〔所得税〕
次は，所得税についてです。個人所得課税に

つきましては，平成元年施行の消費税の創設を
含みます昭和６２年・６３年の抜本的な税制改革に
おきまして，負担の軽減を実施しました。さら
に平成６年の税制改革におきまして，中高所得
層を中心に，所得水準の上昇を伴う負担の累増
感を緩和するという観点から，税率構造につい
て大幅な累進緩和が行われました。近年，最高
税率の引上げですとか給与所得控除の漸次の引
下げ等によりまして，再分配機能は回復傾向に
ありますが，所得格差が拡大している現状にお
きましては，十分とは言えません。
昨今の，四半世紀というお話でしたが，若年

層・低所得層を取り巻く現状と経済社会の構造
変化を踏まえますと，個人所得課税につきまし
ては税収調達機能，それから所得再配分機能の
回復を図りまして，個々人の経済力に応じた公
平な負担を実現するための見直しが必要であり
ます。
今後，安定的な財源確保という観点から，基

幹税としての個人所得課税の公平性を経済社会
の構造変化に合せて再構築した上で，消費税の
増税とセットで公平・中立・簡素という観点か
ら検討していくことが望ましいと思われます。

〔国際課税〕
それから４点目は，国際課税についてです。

明日の討論会で活発な議論が行われるかと思い
ますが，企業側から一言コメントさせていただ
きます。
２０１５年の BEPSプロジェクトの成果を踏ま
えまして，今後各国が適宜法制化を行うという
項目があります。これは行動計画３「効率的な
CFCルールの構築」ですとか，行動計画１２「タ

ックス・プランニングの報告義務」です。それ
から，既に国内にあります既存の基準を改正す
るような項目もありまして，これが行動計画７
「恒久的施設認定の人為的回避の防止」ですと
か，それから行動計画８，９，１０につきまして
は移転価格税制に関わるところです。これらの
法制化に当たりましては，重要なところは租税
回避の防止ということはよくわかっております
が，その他に企業の競争力の維持・強化，この
観点も踏まえて多方面からの議論が必要だと考
えています。
そのためには，対象となる事象の実態を把握

いたしまして，適用した場合の企業側のコスト
とベネフィット，それから実務の簡便性に留意
して進めることが重要だと考えています。納税
義務者が制度を適用するに当たりまして，過度
に精緻な制度にならないような配慮が求められ
ると考えます。

〔環境問題と税制〕
それから最後に，環境問題と税制についてで

す。
１点目が地球温暖化対策税の抜本的な見直し

のお願いです。東日本大地震後，わが国では原
子力発電所の稼働停止に伴いまして，化石燃料
の輸入が増加し，産業用の電気料金が上昇し，
企業の国際競争力に大きな影響を与えています。
そのような状況の中，さらに地球温暖化対策税
というのはエネルギーコストにストレートに効
いてきますので，コスト上昇の要因にもなって
います。この地球温暖化対策税につきましては，
課税の廃止を含めまして，抜本的に見直す必要
があると思われます。
それから，環境関係の２点目です。グリーン

環境投資に関わる税制の維持・拡充についてで
す。グローバルな社会的要請としまして，地球
温暖化対応が当然のことのように求められてい
ます。各企業は，それぞれの事業を通じまして，
低炭素化に貢献する製品ですとかサービスを提
供しています。環境対応そのものが，今ビジネ
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スチャンスとして広がっています。地球温暖化
対策，それから環境改善及びその技術革新投資
に関わる税制ですが，これをぜひとも維持・拡
充していただきまして，新規事業の創設，それ
からさらなる省エネの推進，省エネ技術向上を
図りまして，環境対策に貢献するグリーン化措
置をさらに推進し，税の観点から後押しする必
要があると考えています。国税の関係につきま
しては以上です。

―――――――――――――――――――――
（岩﨑） ありがとうございました。それでは，
時間が結構経過しているので，申し訳ないので
すが，簡潔に答えられる限りで結構ですが，ご
回答いただければと思います。
―――――――――――――――――――――

（星野） ありがとうございます。林先生から
は，かなり税制の本質論も踏まえたご質問ご指
摘を頂きました。また，藤森取締役からは，実
務に根差したご指摘を幾つか頂きました。あり
がとうございます。

〔消費増税とその対応について〕
まず，林先生からのご質問でございます。軽

減税率の関係で，やはり給付付き税額控除も含
めて，給付を考えていくべきではないか，それ
から諸外国で行われている給付付き税額控除み
たいなことについて，どう考えるかといったよ
うなご質問を頂きました。やや説明がダブりま
すが，この軽減税率にするか，給付にするかと
いう話については，相当いろいろな議論があっ
て，幾分政治的な判断ということもあるわけで
ございますし，最終的には痛税感みたいなこと
を直接買い物をするときにどこまで感じるかと
いうことが決め手になっているというような面
もありました。経済学的に，また効率的にどう
かという議論があることは重々承知しています
が，そこは少なくともこの局面では軽減税率を
採用し，その中でインボイス制度なども含めて

制度構築を行っていくという方向で，なるべく
国民，あと事業者に受け入れやすいような制度
をとにかく考えていくことかなと思っています。
その他の国で行われている給付付き税額控除

ですが，これはこれでいろいろな目的，例えば
就労促進ですとか例えば子育てですとかいろい
ろな制度があるということは承知しています。
新たな制度を入れるときに，例えば，就労促進
の関係で言いますと，生活保護制度ですとかそ
の他の就労促進施策などとどういうふうに制度
の整理を行うのかといった話ですとか，執行上，
例えば所得に応じて給付を行う場合にその所得
を全体的にどう正しく把握するのかといったよ
うな，各国とも悩んでいる，直面している問題
もありますので，そういったことも含めて，制
度について考えていく必要があるのかなと考え
ています。

〔所得税改革について〕
それから，所得控除から税額控除を所得税改

革の中で考えていくのではないかということで
す。また，消費税が中心的な税の中で，それを
ある程度調整するための所得税の役割というご
指摘を頂きました。この点については，私ども
もそういう方向の議論かなと思っています。所
得控除から税額控除への転換につきましては，
今日ご紹介しました論点整理の中でも所得控除
方式が高所得層の税負担軽減効果が大きいとい
うことで，諸外国の例も参考にしながら控除方
式の在り方についてさらに議論を深めていく必
要があろうかと考えています。
それから，消費税が上がっていく中にあって，

所得税がそれを補完する意味で意義があるとい
うご指摘は，もっともなご指摘であろうかと思
います。そこは消費税と組み合わせて所得税の
意義というのをどういうふうに考えていくかと
いう論点は十分あると考えています。ただ，現
時点において今回やろうとしている個人所得課
税改革自体は，税収中立というか負担構造の見
直しをしていくというコンセプトの中で，ある
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意味キャップをはめてその中での負担の構造自
体を見ていこうということで，政府の中では税
収中立ということがうたわれていますので，当
面の政策課題としてはその枠内で議論していく
のかなと考えているということでございます。

〔法人税について〕
法人税につきまして，労働人口の減少の中で

生産性を高めるためには，税率の引下げよりも
租特の方が効率的ではないかというご指摘でご
ざいました。これも，ご指摘としては非常にわ
かります。法人税をめぐる議論は，税率なのか，
租特なのかということは昔から議論されている
ところでございます。一時は税率引下げよりも
そういった租特，償却制度の方が効くのではな
いかということでかなり重点的にやったという
こともあります。これも先ほど説明の中で申し
上げましたとおり，産業構造がかなり変わって
きており，投資を行うような製造業が重点的に
利用可能な制度というよりは，横断的にメリッ
トを受けるといった税制で企業努力を促してい
った方が，政策としては今の局面にいいのでは
ないかという判断で行っています。
ここの点については，政策論として両論ある

のだろうなということは重々承知していますが，
今回の法人税改革のコンセプト自体は，今日ご
説明を申し上げたところだということで，ご理
解いただければと思います。

〔相続税について〕
それから，相続税の活用ということでござい

ます。これは先生のご指摘のとおりかと思って
います。今後ある程度相続というものに財政負
担を求めていくとか，それから亡くなられたと
きにそれまでの消費税がかかっていない貯蓄に
回されていた分について死亡消費税なりありが
とう税ということで課税していくという考え方，
それ自体は考え方としてあることは承知してい
ます。現時点では，平成２５年の税制改正で相続
税の基礎控除を下げましたし，また最高税率の

引上げも行っていますので，そういった最近の
制度改正の影響もにらみ合わせながら，相続税
の今後の制度設計を考えていくのかなと考えて
いるところでございます。

〔税制改革全般について〕
藤森様から幾つかご指摘いただいた点でござ

います。まず個人所得課税と消費税の増税の両
方を行って税収増を生み出すべきだというご指
摘でございます。財政についてのご指摘ご見識
につきましては，本当に逆にこちらが励まされ
ているなと感じました。消費税について，今後
経済環境を整えながら，まずは１０％への引上げ
に向けた環境整備を行っていくのかなと考えて
います。また，個人所得課税については，繰り
返しになりますが，税収中立の下で負担構造の
再構築ということを考えていきたいと考えてい
ます。

〔法人税について〕
法人税の関係で税率のみならず，課税ベース

の仕組みも含めて国際的に調和したイコールフ
ッティングな税制というご指摘もございました。
これも，法人税を考えていく上では，国際的な
イコールフッティングということは常に念頭に
置いて考えていかなくてはいけないと考えてい
ます。そういったことは肝に銘じながら，今，
実際に置かれている日本企業の収益性ですとか
産業構造の変化の中でどういった税制を施行す
るのがいいかということをかなり議論した上で，
今回の法人税改革を行っているということでご
ざいます。
研究開発税制でオープンイノベーション型み

たいなものの要件が多少厳しいというようなこ
とも含めましてご指摘いただいたところでござ
います。問題意識自体は藤森様のご指摘とかな
り共通した部分がございますし，そういった認
識を持っているが故に，２７年度の税制改正では
オープンイノベーションを推進する観点から，
支援の重点を共同研究などの質の高い研究開発
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にシフトしているということでございます。日
本の研究開発税制は総額型を中心とした制度に
なっていまして，そういう意味では民間企業が
研究開発投資の主力を担っています。今後の経
済発展にとっても研究開発が非常に重要だとい
う認識で，諸外国と比べても遜色ないか，それ
を上回るような研究開発税制を取っているとこ
ろでございまして，今の税制も踏まえながら，
どういったことが今後考えられるか，また今の
制度を利用して研究開発についてはなるべく積
極的に取り組んでいっていただきたいというの
が当局の願いでございます。

〔消費税について〕
それから，消費税のさらなる引上げの議論は，

こちらに対する励ましのお言葉だと受け止めて
います。

〔所得税について〕
個人所得課税につきまして，最高税率の見直

し，あと給与所得控除の引下げ等々の議論をお
っしゃられました。個人所得課税についても，
確かに基幹税の１つとして考えていく必要があ
ろうかと思います。ご指摘のような視点は失わ
ないようにしないといけないと考えていますが，
近年の改正で最高税率の見直し，給与所得控除
の引下げは行ってきているところでございます。
まだまだ十分ではないというご議論もあるかと
思いますが，そういった改正を踏まえた上で，
今回の個人所得課税の改革の議論についてさら
にどうしていくかということを模索してまいり
たいと考えています。

〔国際課税について〕
BEPS プロジェクトについて，多方面からの

議論が必要で，企業側のコストですとかベネフ
ィット，簡便性ということにきちんと配意すべ
きだというご指摘がございました。この点につ
いても，そのとおりだと考えています。今後具
体的な制度設計の議論が行われることになるわ

けですが，そういった面も十分配慮しながら，
実際の制度をどのように構築するのかというこ
とについて，さらに議論を進めていきたいと思
います。

〔環境問題と税制について〕
地球温暖化の関係で地球温暖化対策税につい

てのご指摘がございました。これ自体は地球温
暖化対策のための課税の特例ということで，広
く薄く負担を求めるということで導入されたと
ころでございまして，引き続きCO２排出削減
抑制のための諸施策を推進していく必要がござ
います。負担の問題等々あるかと思いますが，
なかなか課税の廃止を行うことは難しいのでは
ないかと考えています。
地球環境の関係のさまざまなグリーン化の措

置ですとか技術開発等に関する税制の後押しの
ご指摘がございました。この点につきましては，
租特をどこまでやるのか，必要なものに限定し
ていく必要があるという議論も昨今非常に強い
という中にあって，租特の見直しも順次進めて
いますので，そういった状況も見ながら，また
利用状況も踏まえながら，環境対策に対してど
のようにアプローチしていくのかということは，
今後検討してまいりたいと考えています。
以上です。

―――――――――――――――――――――
（岩﨑） ありがとうございました。それでは，
国税に関する議論はいったんこれで切り上げさ
せていただきます。
続きまして，地方の税財政の現状と課題につ

きまして，林﨑自治税務局長からご説明をお願
いいたします。
―――――――――――――――――――――
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Ⅲ．地方財政・地方税制の現状と
課題

（林﨑） ここからは「地方財政・地方税制の
現状と課題」ということで，私の方からご説明
させていただきます。自治税務局長の林﨑でご
ざいます。地方税制につきましても，日頃から
その執行への協力或いは制度の改革の提言等々
を頂き，大変感謝しております。今後ともよろ
しくお願いいたします。
お手元に横長の資料を用意させていただきま

したが，もうお時間も押していますので，まず
は資料❽を開いていただきたいと思います。

総論：地方税財政の現状

先ほど林先生の方から，国と地方は不可分，
或いは国と地方のつながりといったようなお言
葉がございましたが，わが国の行政，主に歳出
面に着目した図を付けています。この図をどう
見ればいいかということでありますが，一番下
に便宜上書かせていただいています「国民（住
民）」，われわれがいるわけでありますが，ここ
に対して行政サービスが提供されます。それを，
下向きの矢印で表しています。一番右側上の「国
の歳出」というところから真っ直ぐに「国民（住
民）」に向かって矢印が伸びていますが，年金
給付でありますとか或いは国家の防衛といった
ような社会サービスは，国が直接行政サービス
として提供しているものでございます。
それ以外の多くは，この図にございますよう

に，地方の歳出ということで，その仕事を実施
しているのはほとんどが地方公共団体というこ
とになっております。もちろん大きな社会資本
の整備で国の直轄事業といったようなもの，国
の出先機関が直接執行しているようなものもあ
ります。しかし，われわれが日々生まれてから
死ぬまで生活していく中で，教育，社会保障，
それから社会資本整備，或いは警察・消防その
他戸籍・保健所等とか文化・スポーツといった

ような行政サービスを実際に提供しているのは
地方公共団体，都道府県であり市町村であると
いう図でございます。
そして，例えば大きいところで言いますと，

義務教育，全国どこでも必ず９年間義務教育が
受けられるわけでありますし，それからまた準
義務教育と言ってもいいと思いますが，高等学
校における教育も日本全国どこでも受けられま
す。そこにありますように国の歳出から矢印が，
地方の歳出に向けて出ています。国の方から，
例えば義務教育で言えば先生のお給料の３分の
１は国庫負担金で，地方公共団体に出します。
そこに残りの３分の２を地方公共団体が加えて
先生のお給料を賄って，そして教育が提供され
ます。社会保障で言えば，生活保護について国
が４分の３の負担金を出します。残りの４分の
１を地方が足して，そして社会保障を国民に提
供する，生活保護としてサービスを提供してい
きます。介護サービスなどもそうです。
或いは，左側の方に国の歳出というところか

ら矢印が出ていない，警察・消防，戸籍・保健
所等といったものがあります。これも地方公共
団体によってやったりやらなかったりというわ
けにはいきませんので，国が法令等で実施を義
務付け，基準を設定するということで，全国的
にどこに行っても警察があり消防がありという
ように行政サービスが提供されています。それ
から，比較的こういう国の国庫負担金・補助金
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或いは法令等がないような分野，文化・スポー
ツといったようなものは，地方公共団体が独自
に提供する部分が大きいわけでございます。
そして，そういう行政サービスを提供する，

地方で言えば右側の教育，社会保障，社会資本
整備，国から来る分に地方の財源を加えて最後
の歳出を賄う，或いは警察・消防以下の左側の
部分のこういった歳出を賄う，その財源が，こ
れからお話しする地方税であり，それから私ど
も地方関係者から見ると，地方税の一種という
ふうに捉えているわけでありますが，地方交付
税でございます。
ですから，地方の場合は，地方交付税と地方

税と合せて大きく言えば地方税です。それで地
方が必要な財源を賄っているという構図にある
のだということを，まずご理解いただきたいと
思います。
そして，もう少し具体的に言いますと資料10

であります。地方財政計画というものを作って，
毎年毎年，来年足りるか足りないかということ
をやっているわけでありますが，給与関係経費
とか一般行政経費とかといったように，いろい
ろ区分があります。右側の四角の中を見ていた
だきますと，例えば右上の点点々の中は，地方
公務員は今２３８万人ほどいるわけでありますが，
そのうちの８割ほどは，教育・学校の先生であ
りますとか或いは警察官・消防或いは福祉関係
の職員が占めているということでございます。
それから，その下の少し太めの枠で書いてい

ますが，日々の生活を思い出していただきたい
のですが，警察・消防或いはごみの処理という
のもございますし，それから道路がぼこぼこだ
と車も走れません。或いは，河川があふれると
大変なことになります。公園も必要でしょう。
そういったようなものの設置から維持管理，或
いは子どもが生まれたら予防接種だ，乳幼児健
診だといったようなこともございますし，学校
に入れば義務教育，或いは私学に行けばその私
学に対する私学助成，その他そういった行政が，
いわゆる行政サービスと言われているものであ

ります。一口に行政サービスと言うとあまりぴ
んと来ないのですが，こういうメニューを見て
いただくと「ああ，なるほどね」というふうに
わかっていただけるのではないかと思います。
下の方には上下水道とか或いは病院といったよ
うなものもあるわけであります。
このような日々の行政が行われて，社会が維

持されています。こういった行政サービスや制
度があって，その上でやはりリスクを取ってチ
ャレンジして成功する，稼ぐといった経済活動
もできるわけであります。制度がしっかりあっ
て社会が安定していて，そういうチャレンジも
できるということであります。やはりこういう
制度を維持していく上で，当然税というのが必
要になってくるということを訴えたい訳でござ
います。こういった仕組みがきちんとないと経
済活動もできません。シリアやイラクを考えて
いただければすぐわかると思いますが，それで
は安心して経済活動もできません。やはりこう
いう仕組みをしっかりと維持していかなければ
ならないということでございます。
その上で，資料❶に戻っていただきたいので

す。地方税収が３８．８兆円と書いてあります。国
税化された部分も含めると４０兆円ぐらいになる
わけでありますが，それでも今申し上げたよう
な行政サービスを提供していく上で，なお財源
不足が５．６兆円あるということでございます。
少子高齢化がこれからさらに進んでいくことが
確実ということを考えますと，今後も厳しい財
政状況が続くことが見通せるわけであります。
それから，財源不足の状況というのは資料❸

になります。ここのところの税収の増加，或い
は行革で歳出を抑えるといったようなこともご
ざいまして，財源不足そのものはここのところ
順調に減ってきているわけでありますが，税収
が今後どうなっていくかによりまして，こうい
った傾向が続くのか，最近の見通しで言うとち
ょっと今年ぐらいから厳しくなるのではないか
といったようなことが取り沙汰されているわけ
であります。
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それから，資料❹をご覧いただきたいと思い
ます。上の方の棒グラフは，国の国債の発行の
状況で，ピンクの部分が，いわゆる赤字の国債，
特例公債です。下の方が地方の方で，国債に対
応する地方債の発行額を書いています。それか
ら国で言う赤字国債，特例公債に相当するもの
として，この赤い部分で，地方債の増発といっ
たようなことを行っています。赤字地方債をか
なり発行するようになってきたということでご
ざいます。
それが，資料❺と資料❻でございます。
これの残高をご覧いただきますと，結果とし

て国の方も赤字，国債そのものは８３８兆円の残
高，そして特例公債残高が５５５兆円といったよ
うな数字がございますが，同じように資料❻を
見ますと，地方は１９６兆円，そして一番下の部
分ですが，５２兆円のいわゆる赤字地方債を発行
しているということでございます。先ほどご覧
いただいたような国と地方の力を合せて国民に
行政サービスを提供しているという全体の大き
な構造がありますので，その中で国税があり，
地方税があります。国税が足りないときは大体
地方税も足りないのです。従って，この赤字国
債が増えていることに対応するような形で，地
方の方もこの赤字地方債が増えてきているとい
うことでございます。地方サイドから見ますと，
いろいろな仕事を全国ベースでこれだけやりな
さいと水準を決められたりしている中で金が足
りないということですので，この足りない赤字
地方債に相当する分は本来は地方交付税を増や
してほしいということをよく言うわけでござい
ます。各地方自治体においても，やはり財政の
状況，財政が厳しいということをしっかり認識
していただきたいといったようなこともありま
して，ご覧いただいた資料❻にありますように，
平成１３年，１４年ぐらいからこの赤字地方債を発
行して何とかやりくりをするという制度ができ
ているわけでございます。
ちなみに，地方交付税法の第６条の３という

規定がありまして，２年以上続けて大きく財源

が足りないときは，交付税の率を上げるか制度
を改革しなさいということが，法律で書かれて
いるわけでございます。この法律の条文にしっ
かり対応する形でいろいろ制度改正をしている
訳ですが，交付税を増やすのではなく，この赤
字地方債で対応している部分があるというのが
実情でございます。
それから，プライマリーバランスは先ほど主

税局長からもお話がありました。資料❼を付け
てございます。
国際比較でちょっとご覧いただきますと，資

料12でございます。制度の企画は日本の場合中
央集権的で，実施の方は地方分権的だと言われ
るわけでありますが，先ほど来申し上げていま
すように，実際の仕事を担っているウエートは，
国際的に見ても日本の場合地方が非常に高い状
況にございます。資料12をご覧いただきますと，
連邦国家と並んで地方財政の構成比が高いとい
うことが見て取れるかと思います。
他方で，当然やらなければならないからじゃ

ぶじゃぶやるということではいけないわけであ
りまして，行革にもしっかり取り組んでくださ
いということでこれまでやってきています。
端的にわかりやすいのが資料14，よく言われ

る地方公務員給与の問題であります。かつて，
昭和４９年ころは国家公務員と比べて平均しても
１割以上高いという時代があったわけです。ラ
スパイレス指数というもので見ますと，昭和４９
年のところで１１０．６といったような数字が見え
るわけであります。これは平均ですから，自治
体によっては国家公務員よりも３割高い，４割
高いといったところも幾つかあったりしたわけ
でありますが，その後それはやはり問題だろう
ということで取り組みが行われてまいりまして，
近年では国家公務員を少し下回るぐらいの水準
になっているわけでございます。
資料15は数の方であります。これも行革を進

めまして，職員数も極力絞り込むといったよう
な取り組みが各団体で行われてきていまして，
総職員数を見ていただきますと，資料15の右上
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ぐらいのところ，平成６年，７年辺りから見ま
すと５４万人ほど職員数を減らしてきています。
そして，そういう中で，その左側の円グラフの
ところにも書いてございますが，教育，警察，
消防，福祉といったようなものが７割を占めて
いるわけでございますし，一般行政のところを
極力合理化するということです。警察官をそん
なに大きく減らすわけにもいきませんし，先生
の数もそんなに大きく減らせません。消防なん
かもそうです。福祉はどんどん増えるというこ
とで，この部分はどんどん増えてきているわけ
でありますが，一般行政の方を合理化するとい
ったようなことで，削減してきているという状
況にございます。
それから，資料16を開いていただいて，市町

村合併についてもご紹介しておきます。左側で
すが，平成１１年，われわれは３，３００という数字
を言っていたのですが，市町村の数で言います
と３，２２９ほどあったわけでありますが，平成の
大合併を推し進めまして，今は１，７１９という市
町村数になっています。結果として，例えば議
員の数も合併当初の最初の何年間かは合併した
市町村ごとの議員の数も維持するという経過措
置はありましたが，その後の改選のときには減
らして適正化して大きく地方議員も減ってきて
いますし，当然首長さんも市町村の数だけ減っ
ているといったような状況でございます。そし
て，この合併について，プラスの評価という意
味では，非常に零細，小さな市町村では，職員
を一定の数確保するというのもままならないと
いう中で，ある程度大きくなりますればきちん
と職員も置けるようになってきます。或いは市
町村がくっついたことによって広域的な観点と
いうのが強まりますので，広域行政がかなりで
きるようになったという積極的な評価もござい
ます。
他方で，合併をして住民の声が届きにくくな

ったとか，或いは住民サービスが低下したとか，
旧市町村単位でいろいろあった伝統文化がなく
なってしまったといったようなお声もあるわけ

でございます。合併も，ここから先に更に進め
ればもっと行革効果といいますか，財政的な面
でもいろいろな効果が出るかというと，これも
なかなかそういうことも言い切れないというこ
ともございまして，国が主導する合併について
は一応一区切りということで，今後は，左右合
併したところを見て「ああ，やはり自分たちも
合併しよう。した方がいい」と思っていただい
たら自主的に合併を進めていただくということ
であります。これから人口も減少していく中で，
合併としては今程度までまず国主導で来ている
わけでありますが，これから先，例えばいろい
ろな施設といったようなものもみんな隣の町と
同じだけ自分のところもそろえたいというフル
スペックということでこれまでやってきたわけ
でありますが，そうではなくて，周りと協力し
ながら連携しながら，本当に必要な施設をお互
いに利用し合うような形で効率化していく，ネ
ットワーク化していくという取り組みを国とし
ても進めてきているわけでございます。
先ほども少し話題に出たかもしれませんが，

公共施設などもこれからどんどん老朽化したも
のが出てまいります。人口は減っていくという
中で人口の将来像をしっかり予測した上で，今
の市町村が持っているような公共施設を今後は
どうしていくのか，廃止するのか，或いはリニ
ューアルするにしてもそのリニューアルの仕方，
隣の町との役割分担，「うちはもうやめる。お
たくを使わせて」といったようなことも進めて
くださいということでやっているわけでござい
ます。
以上が，いわゆる財政をめぐる状況でござい

ます。
資料17から税の話でございます。資料17租税

体系ということで，国税，地方税それぞれ並べ
させていただいて，随分たくさんあるなという
ことになろうかと思います。
資料18をご覧いただきたいと思います。これ

を課税ベースに着目して並べ替えてみると分か
りやすいかと思います。国税で言う所得税・法
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人税に対応する地方税ということで右側にある
ような個人住民税等，それから消費課税として
消費税，酒税ありますが，地方税として地方消
費税或いは自動車の取得税でありますとかゴル
フ場利用税等々がございます。資産課税として
は，これは先ほども相続税の話が出ましたが，
地方税の場合は何と言っても固定資産税という
のが大きいわけでございます。
資料19地方税の原則ということで並べました。

共通する部分はもちろんたくさんありますが，
国税とかなり性格が違う部分もあります。地方
税でよく言われますのは，①応益性の原則とい
うことです。冒頭申し上げたように，地方団体
が主として行政サービスを提供していること，
その地域的行政サービスの広がりというのもあ
りますので，地方団体が提供する行政サービス
から受ける便益に応じて地域の住民が税負担を
するという，応益性の原則ということが言われ
ます。
それから②です。日々の行政サービスという

のは，一年ごとにそんなに大きく変動するもの
ではございません。確かに，例えば近年，江東
区辺りにタワーマンションがいっぱい建って急
に子どもの数が増えたので，保育所をまた作ら
なければいけない，小学校を作らなければいけ
ない，しかもその世代が育ってしまうと今度は
それが不要化するといったようなことも地域的
にはありますが，かつてのように全国的に右肩
上がりでどんどん増えていく時代ではなく，割
と安定してきていますので，そういう中でやは
り現場を担う地方，そこの税収としての地方税
は景気変動に左右されにくい，安定しているこ
とが求められると言われているわけでございま
す。
それから，④の負担分任の原則であります。

地域社会をみんなで支えるということで，地域
社会の会費的な性格があります。地方税の負担
をみんなで分かち合うのだということが言われ
るわけでございます。
資料21をご覧いただきたいと思います。大き

なところ，税収の推移を折れ線グラフで並べて
あります。ご覧いただいてわかるように，一番
下の地方消費税は当然安定しているわけですが，
その次にある青い線は地方法人二税で，非常に
景気動向に左右されるという面があります。そ
の上の赤い線は固定資産税で，割と安定してい
ます。それから個人住民税につきましては，平
成１８年で途中不連続になっていますが，このと
きに所得税から住民税に３兆円の税源移譲とい
うのがあったのでここは不連続になっています
が，そこそこ安定した状態であるということが
見て取れるかと思います。
それから，国税と道府県民税，市町村税が資

料23に書いてございます。道府県税のところを
ご覧いただきますれば，個人住民税，道府県民
税，それから地方法人二税，そして地方消費税，
自動車税，軽油引取税，この辺が大どころでご
ざいます。
その下の市町村の方は，同じく住民税である

個人市町村民税，法人は道府県に比べるとかな
りウエートが低いわけでありまして法人市町村
民税，何と言っても大きいのは固定資産税，そ
ういったものがメインの税目であるということ
がおわかりいただけるかと思います。
あと，地方の税制を考える場合にどうしても

避けて通れないのは，資料24の遍在性というこ
とです。人口１人当たりの税収額を見ますと，
例えば遍在性が高いと言われる法人二税は，東
京と奈良では１人当たりに直して６倍違うわけ
です。他方で，地方消費税は１．７倍，固定資産
税は２．３倍，個人住民税は２．７倍ということで，
まあまあ遍在性が低いという，こういったよう
な姿になっているわけでございます。
ということで，地方税制を考える場合に難し

いのは，先ほど申し上げたような地方税に必要
とされる特性，それからもう１つ，今ご覧いた
だいたように地域による遍在性，年度，年度で
見た安定性といったものが非常に難しい課題を
突きつけてくるということでございます。
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各論：平成２９年度以降の税制改正に向け
た主な課題等

１．消費税率引上げ時期の変更に伴う措
置

資料26からは現在の主な課題ということで資
料を付けています。まず，先ほども星野局長か
らご紹介がありましたが，消費税率の引上げ時
期の変更に伴う地方税関係の措置ということで
ございます。１０％の消費税のうちの２．２％部分
につきましては地方消費税ということになって
いまして，引上げ時期を同じように２年半先に
送るということでありますとか，資料28をご覧
いただきますと車体課税の見直し時期も２年半
延ばすということでございます。消費税が１０％
に上がる段階で自動車取得税を廃止する，或い
は自動車税・軽自動車税に環境性能割を入れる
といったことを決めていたわけでありますが，
これも２年半延びるということでございます。
それから，資料30になりますが，地方法人課

税の偏在是正ということです。先ほどご紹介し
たように遍在性がありますので，遍在性が低い
と言われている地方消費税ですら１．７％から
２．２％に上がりますと東京を中心とした大都市
部に多く税収が上がってくることになりますの
で，その関係でやはり偏在是正が必要だという
ことで，ご覧のような措置を決めていたわけで
ありますが，これも２年半延ばすということで
ございます。
資料31にその偏在是正の仕組みについて書い

てございます。地方消費税を１．７％から２．２％に
すると，東京に税収が多く集まってくるので，
財政力格差の拡大への対応が必要になるという
ことで，この法人住民税の法人税割の一定割合
を地方法人税ということで今国税化しています
が，その部分を大きくします。そして，その税
収を地方交付税の原資にします。地方の共有財
源の原資にするということです。
それから，法人事業税は，以前，地域間格差

が問題になったときに，その一部を地方法人特
別税という国税にしたのですが，こちらの方は
今回抜本改革を行うときに，元の地方の法人事
業税に戻すということでありますが，そのうち
の一部は交付金として都道府県から市町村に配
分します。これで，全体として格差是正，偏在
是正をしながら消費税を引き上げながら進めて
いこうということになっていたわけであります
が，これも２年半先延ばしになるということで
す。
あと資料32にありますが，住宅ローン減税措

置も国税同様に２年半延ばすということです。
これは国税で減税しきれない部分を個人住民税
で減税している，この減収額については国費で
補填するとなっていたわけでありますが，これ
も２年半延ばすということです。こういった内
容の法律をこの秋の臨時国会に出していくとい
うことになります。

２．地方法人課税

資料33からは地方法人課税の資料を付けてご
ざいます。一番上に国税の法人税がありまして，
ここで法人所得を計算して法人税額が決まって
くるわけでありますが，この法人税額を基にし
て法人住民税を計算することになっています。
これを先ほどのように一部偏在是正のために改
革する，国税の地方法人税の部分を増やすとい
うことを予定しています。
それから，法人事業税の方はまた違いまして，

法人事業税は法人事業税で独自に計算すること
になっています。そして，資本金１億円超の大
法人につきましては，所得割部分と合わせて，
外形標準課税部分は付加価値額，資本金等の額
を使って計算します。１億円以下の中小法人に
つきましては，これはもともと法人事業税全て
がそうであったのですが，所得に応じて計算す
るということになっているわけでございます。
法人税改革については，先ほど星野局長から

ご紹介があったようなことが進んできているの
が資料34，資料35でございます。
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資料38を開いて下さい。与党の２８年度税制改
正大綱におきまして，法人税制をめぐる諸課題
という記載もございます。これは地方法人課税
については，大法人向けの法人事業税の外形標
準課税の拡大も踏まえて，分割基準や資本割の
課税標準の在り方について検討する，或いはそ
の適用対象法人，今資本金１億円超とあります
が，これについても引き続き慎重に検討を行う
といったようなことなどが記載されているわけ
でございます。
資料39は，話題になりました企業版のふるさ

と納税の資料を付けてございます。特例イメー
ジが下にありますが，もともとありました損金
算入の国税・地方税合わせて３割に加えて，真
ん中少し青い色をつけていますが，税額控除と
いうことで法人事業税，法人住民税，そしてそ
れでも足りない場合は一部法人税を税額控除す
るという仕組みになっていまして，地域の活性
化に企業の力を貸していただこうということで
設けられました。今年の８月２日に第１弾の計
画の認定が行われまして，１０２の事業が認定さ
れたところでございます。事業費としては全体
事業費で３００億円を超えるような事業が予定さ
れているということでございます。
そして，個人のふるさと納税の場合，後ほど

申し上げますが，返礼品の問題が出てきました。
こういった制度をつくるに当たって，特に法人
に関して，これを制度化するときに，寄附の代
償として補助金を交付したり低い金利で貸付金
を貸し付けたりといった便宜供与を行ってはな
らないということが，法律を受けた規則或いは
基本方針という閣議決定などで決まっているわ
けですので，この辺もご承知おきいただければ
と思います。

３．車体課税

資料40からは，車体課税の資料を付けてござ
います。自動車に関しては，取得時に１回自動
車取得税，保有している間に自動車税・軽自動
車税，その利用ということに着目して国税であ

る自動車重量税があるということでございます。
全国で道路を整備したり維持したりするのに現
在５．４兆円ぐらい毎年かかっているわけであり
ますが，この自動車関係税全部合せて２．１兆円
ということで，もちろん自動車関係税ではそう
いった経費は賄い切れていないわけであります。
やはり道路がきちんとしていないと車も走れま
せんので，こういった税金を頂きながらそうい
った整備を進めているということでございます。
そして，そういう中に，いわば環境に配慮し

てエコカー減税でありますとかグリーン化減税
というような制度が入っていまして，環境基準
を一定満たすようなものについては一部減税す
るという制度になっています。
そして資料45の一番下の４行をご覧いただき

ますと，消費税率１０％への引上げ段階で駆け込
み需要とか反動減が予想されるということで，
そういったようなこと，或いは自動車をめぐる
グローバルな環境とかいわゆる普通車と軽との
課税バランスとか，或いは自動車に係る行政
サービス・道路の整備等々もあります。そうい
ったようなことも踏まえて，平成２９年度税制改
正において安定的な財源を確保して地方財政に
影響を与えないよう配慮しながら検討しましょ
う，ということが記載されているわけでござい
ます。今申し上げたように，消費税１０％が２年
半先送りになったわけでありますが，一応こう
いったことが検討対象に挙がっていたわけでご
ざいます。

４．個人住民税

個人住民税ですが，資料46からふるさと納税
の資料を付けています。資料48には，２６年度，２７
年度で急速にこの制度の利用が伸びたことが見
て取れるかと思いますが，それと比例するよう
にいろいろ問題があるではないかというご指摘
も強くなってきています。
特に返礼品問題がございますので，資料49，

この返礼品についてはこの制度の意義をよく理
解して適切に対応していただきたいといった通
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知を出しています。金銭類似性が高いもの（プ
リペイドカード，商品券）或いは資産性が高い
もの（パソコンやゴルフ用品），といったもの
は返戻品としては相応しくないといった通知を
出しています。
それから�２にありますが，この返礼品の送付

というのは制度の中で決められているものでは
ございません。あくまでもお礼の気持ちという
ことで送るということが前提でございます。そ
して，その上でなおこの返礼品を得た方は一時
所得に該当するということですので，あまりに
大きな額の場合はこの一時所得に係る税金がか
かってくるということもあるわけです。そうい
ったようなことも踏まえて，良識ある対応を地
方公共団体に求めているところでございます。
資料50からは，所得税がメインなのですが，

先ほどの経済社会の構造変化を踏まえた個人所
得課税の見直しです。個人住民税もあります。
資料52に地方税関係で論点整理の資料を付けて
いますが，個人住民税の場合は１０％という比例
税率ですので，所得の多寡に応じて，いわば所
得控除による減税額が変わるといったようなこ
とがありません。税負担の調整効果には制約が
あるということです。それから，先ほどの財政
のところでも申し上げましたが，地域によって
いろいろ置かれている状況が違うということが
あります。或いは，地域の会費という性格があ
るといったようなことです。これは，右側の黄
色い四角の２つ目の丸です。
それから，３つ目の丸のところが，社会保障

制度との整合性ということ，個人住民税非課税
世帯などにこうこうこういう福祉施策を講じま
すといったようなことで，個人住民税の非課税，
或いは個人住民税でいう課税所得が幾ら以下と
いう形で基準にしているような社会福祉関係の
制度がたくさんありますので，そういったもの
との調整ということも忘れてはいけないという
ことです。
資料53はその関係の資料でございます。

５．固定資産税

資料54から固定資産税でして，安定的な税金
ということですが，このうちの償却資産に関し
ては，資料54に制度の概要を付けています。免
税点１５０万円といったこと，あるいは，土地と
家屋は３年ごとに評価替えということです。次
回は平成３０年度ですので，その３０年度に向けて
固定資産税でいろいろ指摘されているような問
題点などについて必要な検討を進めていくとい
うことでございます。
資料56は，中小企業者の新規取得の生産性向

上に資する機械装置についての特例措置という
ものを，初めて地域活性化に向けた特例措置を
今年設けたところです。ただ，これにつきまし
ては，実は地方団体側，市町村長からは非常に
強い批判が寄せられています。固定資産税はま
さに市町村税中の市町村税であるにも拘らず，
国の政策誘導に利用するのはおかしいといった
ようなご指摘を厳しく受けているわけでござい
ます。ぎりぎり条件も絞った上で地域の活性化
につながるということで，ご覧のような制度が
新たにできたわけであります。
あと資料58，これは相続税中心かもしれませ

んが，固定資産税についてもいわゆるタワーマ
ンションの固定資産税について，上層階も下層
階も面積が同じだと同じ額となるのですが，実
際に売買されるときには上の方が高いではない
かといったようなことがありまして，タワーマ
ンション全体の固定資産税額は変わらないので
すが，その中における負担のあり方を見直すべ
きではないかという議論もございます。

６．ゴルフ場利用税

ゴルフ場利用税も，近年は毎年のことではあ
りますが，今般リオオリンピックから正式種目
に１０２年ぶりに復帰したのだから廃止するべき
だというような声もあります。ただ，これは地
方の特に中山間地辺りの貴重な財源だというこ
とで，なかなか難しいということでございます。
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７．その他

あと，資料62には，いわゆる森林環境税とい
ったような議論，資料63からはいわゆる電子申
告，マイナンバーといったものの活用も進んで
きているということで資料をお付けしましたの
で，またご覧いただければと思います。
私からは以上です。

―――――――――――――――――――――
（岩﨑） ありがとうございました。これから
討論へと移るのですが，もう当初の予定終了時
刻を経過していますので，申し訳ないのですが，
要点のみおっしゃっていただければと思います。
まず，林先生からお願いいたします。

―――――――――――――――――――――

Ⅳ．地方財政・地方税制への意見

（林） 林﨑局長，どうもありがとうございま
した。

〔地方税の増加と地域間格差〕
まず，地方税を考えるときには２つポイント

があると思います。１つは，地方税の比率を高
くすると，地域内の受益と負担のリンクが強ま
るという点です。２つ目は，地方税の税源には
地域的な偏りがあるので，地方税の比率を高く
すると地域格差が大きくなるということです。
この２つの観点から地方税を考えるべきだと思
います。
増税の話は国税中心に行われていますが，地

域内の受益と負担の観点からは，増税について
は本来ならば地方税に関しても議論されていい
ような気がします。国のレベルで地方税の標準
税率を上げればいいという簡単な話ではないと
思いますが，受益と負担の関係が強調される地
方税のレベルで増税の話が出てこないのが不思
議だなと前から思っています。

〔固定資産税改革〕
そのような受益と負担の観点からは，固定資

産税と法人事業税の付加価値割の２つが重要に
なるのではないでしょうか。固定資産税は市町
村税の４割以上を占める重要な地方税ですが，
ここでは特に土地部分が重要です。経済学には
資本化仮説という命題がございまして，地方公
共サービスの便益は地価に帰着することをずっ
と昔から経済学者は議論しています。したがっ
て，応益原則が重要だということであるならば，
やはり固定資産税の土地評価分は実勢の土地価
格を十分反映させた形で評価しておくべきでは
ないかと思います。従って，負担調整措置や小
規模住宅優遇措置等は再考すべき時ではないか
と考えます。

〔付加価値割について〕
いまひとつの付加価値割ですが，地方財政に

関する議論では，それは必ずしも経済学的な議
論ではないのですが，付加価値割は公共サービ
スの対価として概念化されているようです。実
際，経済学的にも企業所得に課税するよりは付
加価値課税のほうが効率性が高まるという議論
もありますので，必ずしも悪い課税の方法では
ないと思います。ただ，付加価値割は消費税と
同様，付加価値を課税標準とします．違いは，
生産段階で課税するか，消費段階で課税するか
です．もちろん国外の取引まで考えると厳密に
は違ってくるのですが，今後も付加価値割を進
めると実質的な消費税率はかなり大きくなる点
を認識する必要があると思います。

〔地方交付税と地域間格差〕
最後に地域格差の観点です．これは地方交付

税に関わることですが，やはり地方税収が増え
ると地域格差が大きくなりますので，それを補
うのは地方交付税になります。ただ，地方交付
税は，不交付団体に対しては格差是正効果はあ
りませんし，ちょっと専門的な言葉になります
が，以前と比べ留保財源も大きくなっています
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ので，地方交付税に地域格差を是正するような
効果を１００％求めるのは難しいと考えます。特
に税源移譲を通じて地方税の比率が大きくなる
と，その傾向は強まると考えられます。今回，
地方法人税ということで地方税の一部を国税化
して，それを全部財政調整の原資に回すという
仕組みがつくられましたが，地域格差是正の観
点からは，この方向で政策を進める必要がある
と思います．それによって，どことは申しませ
んが，無駄遣いができるほどお金が余っている
地方から財源を確保し，広く最低限のサービス
が保証できるような仕組みを保てるのではない
かなと思います。そうすることによって国の財
源にもプラスにもなりますし，一部には不満は
残るかもしれませんが，概ね丸く収まるのでは
ないかなと思っています。

―――――――――――――――――――――
（岩﨑） ありがとうございました。藤森様も
要点だけお願いいたします。
―――――――――――――――――――――

（藤森） それでは，簡単に要点をコメントい
たします。林﨑様，わかりやすくご説明いただ
き，ありがとうございました。

まず，総論ですが，地方税における応益課税
としての性格を強化するためにも，応能負担の
部分につきましては国税に移譲し，一方で地方
消費税を充実，強化する等，国税と地方税の在
り方を含めまして，地方行政サービスを提供す
るための安定財源の確保に向けた抜本的な改革
を検討する必要があるのではないかと思います。

〔事業税〕
各論は２点です。
１点目は事業税についてです。現行の制度は

所得割，付加価値割，資本割が併用されており，
仕組みが複雑です。応益課税の原則と税制の基
本であります簡素化に照らしまして整理・統合
などの検討を行う必要があると思われます。

〔償却資産に係る固定資産税〕
それから最後に，固定資産税についてです。

先ほどのご説明で固定資産税が市町村にとりま
して安定的な財源であるということは重々理解
しています。ですが，償却資産の課税につきま
しては，応益性を根拠として課税されています
が，償却資産の大小と市町村の行政サービスと
の間の関連性につきましては希薄であると思わ
れます。償却資産は事業所得を生み出すための
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費用としての性格を有していますが，税負担が
特定の設備型産業に偏重しており，また国際的
にみても償却資産への課税は極めて異例であり
ます。わが国の製造業にとりまして，国際的な
コスト競争力を損なう要因になっていると思わ
れます。
償却資産に関わる固定資産税につきましては，

投資促進を図るという観点から，課税対象の段
階的縮小，廃止を含めて検討する必要がありま
す。少なくとも当面は償却資産の償却方法，そ
れから残存価額を法人税法の取り扱いに合せる
必要があるのではないでしょうか。個別の論点
ですが，この点をお伺いしたいと思います。
以上です。

―――――――――――――――――――――
（岩﨑） ありがとうございました。それでは，
お答えをいただければと思います。
―――――――――――――――――――――

（林﨑） 手短に申し上げます。貴重なご示唆
ご指摘を頂きまして，ありがとうございます。

〔固定資産税改革について〕
まず，林先生からご指摘があった固定資産税

の中での小規模住宅用地の特例等についてです。
もともと昭和４９年度に設けられたものなのです
が，平成６年のときに固定資産税の負担が地域
によってばらばらではないかというようなこと
で大改革が行われたときに，この地価公示額の
７割程度を目標にということになったわけであ
ります。そうしますと，今まで低かったところ
を上げなければならないということがありまし
て，そういう税負担の急増するところが出てく
ることに配慮して，今のような小規模住宅用地
を６分の１にするといったようなことが設けら
れました。
ご指摘はごもっともで，評価額と課税標準額

の乖離を解消していくということは望ましいの
ですが，一方でこの見直しに伴って負担が急増

する納税者の理解が得られるかどうかというと
ころになると，これはなかなか大変なことかな
と思います。

〔付加価値割について〕
付加価値割と消費税についてお話がございま

した。確かにそういった側面があろうかと思い
ます。付加価値割については，法人事業税とし
て法人が行う事業そのものに課しています。消
費税は消費一般に対して広く公平に負担を求め
るということで，税の性格が違うのだと言って
みたり，或いは税の負担者については，付加価
値割の方は企業が税を負担する，消費税の方は
消費者が税を負担するということで，税を負担
する主体が異なるのだといったような言い方も
できるわけでありますが，貴重なご示唆と考え
ます。

〔事業税について〕
それから，藤森様からのご指摘で，法人事業

税の在り方としてもう少しすっきりさせた方が
いいのではないかというお話でございます。長
い間この外形標準課税をめぐって議論がされて
きたわけでありますが，現状，全体の８分の５
に今年拡大し，外形標準部分が平年度化するの
が平成３０年ということでございまして，当面わ
れわれとしては制度運用をしっかりやっていく
ことが大事だろうと思います。確かに簡素化と
いう観点は大事なものと思っていますが，他方
でそれぞれのウエートをいじると，当然のこと
ながら影響を受ける企業の種類というのもまた
変わってくるということで，この辺は幅広く検
討していく必要があると考えております。

〔償却資産に係る固定資産税について〕
最後になりますが，固定資産税のいわゆる償

却部分についてのご議論でございます。これは
ご理解いただいているように，全国で償却資産
分だけで１．５兆円あるということで，非常に大
事な財源でございます。そういった中で，法人
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税との扱いの調整といったようなこともありま
す。ここであらためて申しませんが，それぞれ
また趣旨が違うということで設けられている制
度であり，固定資産税の根本的な考え方とのバ
ッティングという問題もあるわけですが，他方
でやはり課税事務とか或いは納税事務の簡素化，
合理化，負担軽減は大事な視点だと私どもも考
えていますので，これはしっかり検討課題とし
て受け止めていきたいと思っています。
私からは以上です。

―――――――――――――――――――――
（岩﨑） ありがとうございました。論点は非
常に多いのに，時間が足りなくて，大変申し訳
ございませんでした。それにも拘らず，両局長
からは大変詳細なご説明をいただきましたこと，
とてもありがたく思っています。感謝申し上げ
ます。また，林先生から新しい視点をご提供い
ただきましたし，藤森様からは実務からの強い

要望をお聞かせいただくことができました。何
らかの政策に反映させていただければありがた
く思っています。
―――――――――――――――――――――

おわりに

（岩﨑） 安倍内閣が成立して以降，デフレ脱
却，経済再生を目的とした税制改革が進められ
てまいりましたが，一応一区切りということで，
今年度から税制の抜本改革の方向に向けた議論
が進むようでございます。これは国税・地方税
両方合せてその方向に進んでいくものと思われ
ますが，本日の議論がご参席の皆様のご理解に
役立つことができれば幸いと思います。大変長
い時間ご静聴賜りまして，ありがとうございま
した。本日の議論はこれで終了とさせていただ
きます。
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１ はじめに

本日の報告は，表題にございますように，「外
国子会社合算税制の意義と課題」といたしまし
た。お話しするおおよその内容は，わが国の外
国子会社合算税制（以下「CFC税制」といい
ます。また，本国の株主による支配を受けた外
国子会社を「CFC」といいます。）を，昨年公
表されたOECD／G２０によるBEPSプロジェク
ト最終報告書１（以下「最終報告書」といいま
す。）の枠組み（後述する６つの構成要素）に
従って概観すること，そして，CFC税制の目
的や効果，さらに，今後の課題について検討を
することです。資料１頁をご覧下さい。
わが国のCFC税制は，タックス・ヘイブン

対策税制として１９７８年（昭和５３年）に導入され
ましたが，この報告では，２００９年度（平成２１年
度）税制改正による外国子会社配当益金不算入
制度の導入後のCFC税制の姿と，BEPS最終

報告書が求めたCFC税制のあり方を見ること
にします。配当益金不算入制度の関係における
CFC税制の位置づけの変化について，私の調
べた限りでは，正式な立法資料には積極的な説
明は見られないのですが２，しばしば行われて
いる説明は，次のようなものです。すなわち，
配当益金不算入制度の導入により，日本の国際
課税の原則が，実質的に，それまでのワールド
ワイド・システム（全世界所得課税主義）から

９月１５日�・午前報告

岡村 忠生
京都大学大学院法学研究科教授

外国子会社合算税制の意義と課題

１ OECD（２０１５），Designing Effective Controlled Foreign Company Rules，Action３―２０１５Final Report，OECD/G２０
Base Erosion and Profit Shifting Project，OECD Publishing，Paris．http : //dx.doi.org/10.1787/9789264241152―en.
［Hereinafter Final Report］ 国税庁サイトに，仮訳があります。https : //www.nta.go.jp/sonota/kokusai/beps/
index.htm,https : //www.nta.go.jp/sonota/kokusai/beps/pdf/001.pdf
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テリトリアル・システム（領域内所得課税主
義）に移行した。これに伴って，CFC税制に
ついても，課税繰延べの防止（外国子会社が配
当すべき利益を留保するため，わが国の課税が
繰延べられるので，これを排除する。）という
説明が困難になり３，（課税繰延べ以外の）租税
回避の防止のための措置としての性格を明確に
したというものです４。しかし，日本は依然と
して，居住者については全ての所得，内国法人
については外国子会社からの配当以外の全ての
所得に対して，ワールドワイド・システムに基
づく課税を続けており（所得税法７条，法人税
法５条），これを見直すというような議論は全
くありません。日本の国際課税の基本は，現在
もワールドワイド・システムです。ただし，こ
れまで外国から直接得ていた収益を，外国に子

会社を設けていったんその子会社に受け取らせ，
配当の形に転換してから日本の親会社に送金す
るようにすれば，ワールドワイド・システムを
回避することができます。外国子会社が親会社
に配当せずに留保しても，ワールドワイド・シ
ステムが回避されることは同じです。そして，
この外国子会社をタックス・ヘイブンに置けば，
外国税の負担もありません。ワールドワイド・
システムを基礎としつつ，外国子会社配当だけ
を非課税とする現行制度では，このようなイン
センティブが生じることに注意して下さい５。
平成２７年度改正におけるハイブリッド・ミス

マッチ対策で導入された外国子会社益金不算入
制度の制限（外国で損金算入された配当は，日
本で益金不算入とはしないこと。法人税法２３条
の２第２項）も，課税関係が外国で完結してい

２ 財務省による『平成２１年度 税制改正の解説』４２５頁以下においても，テリトリアル・システムへの言及は皆無で
す。合算対象を留保利益に限定しない改正の理由としては，「外国子会社配当益金不算入制度の導入に伴い，内国
法人が一定の外国子会社から受ける剰余金の配当等は益金不算入となり，適用対象金額等の計算において配当に対
する課税との調整を行う必要がなくなりました。」（４４４頁）とされているのみです。しかし，これでは，同時に行
われた居住者についての同様の改正を説明することができません（実際，この箇所は，居住者についての改正には
触れていません。）。なお，秋元秀仁「外国子会社配当益金不算入制度導入後の改正タックス・ヘイブン対策税制に
おける租税条約適合性」税大ジャーナル１７号１２３頁，１４１頁（２０１１年）は，「タックス・ヘイブン対策税制の本来的
意義は，「わが国の内国法人等が税負担の著しく低い国の外国子会社等を通じて国際取引を行うことによって，直
接国際取引をした場合より税負担を不当に軽減・回避し，結果として課税を免れる」ことを規制するための制度で
ある」と述べています。また，渕圭吾『所得課税の国際的側面』（有斐閣，２０１６年）５頁は，「一定の者に着目して
組織形態にかかわらず中立的な課税を行うための法的仕組みである」と述べています。同書３５５～３５６頁に引用され
たビトカー教授の見解も参照。

３ 本文でのここまでの論述に沿うものとして，増井良啓・宮崎裕子『国際租税法（第３版）』（東大出版，２０１５年）１７６
頁は，「外国子会社配当が益金不算入とされたため，日本の支配株主に配当しないことをもって不当な租税回避と
みる考え方を維持することは困難になった。」と述べています。

４ 改正直後において公表され，（課税繰延べ以外の）租税回避の防止という考え方に立つ文献として，浅妻章如「課
税ベース浸食の客観的把握への試論」ジュリスト１３８８号９６頁（２００９年），渕前掲注２，３４５～３７７頁（初出２００９年）が
あります。また，伴忠彦「外国子会社合算税制における合算方式と適用除外基準の再考」税務大学校論叢６３巻１８９
頁（２００９年）も参照。なお，青山慶二「外国子会社配当益金不算入制度の考察」筑波ロー・ジャーナル６号９９頁，１１２
頁（２００９年）は，「今回の配当益金不算入制度導入が潜在的に抱える租税回避への誘因拡大という問題には，上記
タックスヘイブンを利用した租税回避の機会増大に，現行税制が十分対応できるかの観点からの検証が重要になる
と思われる」と述べていました。なお，改正前の議論について，吉村典久「タックス・ヘイブンの課税問題」租税
法研究３６号８７頁（２００８年）。

５ 財務省ウェブサイトにおけるCFC税制の説明
http : //www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/176.htm
も参照して下さい。また，秋元前掲注２前掲箇所も参照。
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るとの考え方を改め，外国による課税のあり方
を考慮して日本の課税を決める点で，外国子会
社からの配当についても，ワールドワイド・シ
ステムに回帰する改正といえます。この改正に
現れた税の真空や二重非課税の防止は，BEPS
行動計画の目標であり，CFC税制にも共有さ
れたものです。
たしかに，現在，CFC税制は租税回避の防

止として説明され，今後の改正作業も，租税回
避防止の観点から行われると思われます。しか
し，そこでいう租税回避の中味，つまり，どん
な（どれだけの）租税が回避されているのか，
言い換えれば，租税回避がないとしたとき，あ
るべき税負担はどのように計算するのか，タッ
クス・ヘイブンなどの外国に子会社を設けて課
税をほとんど受けない所得を得るという現象を
どう評価するのかという規範論的な問題は，改
正作業の中で問われます。「租税回避」とは，
不当な税負担の軽減または排除と定義されてい
ますが，「不当」かどうかを言い出す前に，ま
ず，「軽減または排除」，実定法（法人税法１３２
条など）の文言では税負担の「減少」が存在し
なければなりません。その有無を測る基準，あ

るべき税額の算定方法が問われます。
このことに深く関連するのが，日本の課税権

をどこまで行使するのかという問題です。言う
までもないことですが，日本のCFC税制は，
「外国子会社合算課税制度」という公式名称が
示すように，外国の子会社，すなわち外国法人
が得た所得を合算対象，つまり課税の対象とし
ており，その所得の中身のほとんどは，国外源
泉所得です。したがって，CFC税制は，外国
法人に帰属した国外源泉所得に対して，（居住
者または内国法人を納税義務者として）課税を
する制度です６。これは，一般的な国際課税の
原則，国際的な課税権行使のあり方を拡張する
ものです。一般的な原則は，居住者と内国法人
に対しては全世界所得を，非居住者と外国法人
に対しては国内源泉所得を課税の対象とすると
いうことです（所得税法５条，７条，法人税法５
条，９条）。しかし，CFC税制は，それをワー
ルドワイド・システムの方向に拡張し，外国法
人の国外源泉所得に課税をするわけです。裏側
からいえば，もし内国法人の国外源泉所得，ま
たは，外国法人の国内源泉所得に対して課税し
たいのであれば，CFC税制は不要です。

６ この捉え方は，米国のCFC税制（Subpart F）について一般的なものです。たとえば，米国財務省は，ハイブリ
ッド・エンティティーに対する Subpart F 規定の適用に関する規則の説明において，「Subpart F は，合衆国の者
によって支配された外国会社が，国外で獲得した一定の所得に対する合衆国課税の繰延べを制限するために，連邦
議会が制定した。」と述べています。TD８７６７，６３FR１４６１３―０２，１９９８―１C．B．８７５．Subpart F と類似する仕組みとな
っている日本のCFC税制が，これと異なる（たとえば，内国法人の国内源泉所得に対する課税である）とは思え
ません。
しかし，渕前掲注２，３７３頁は，「外国子会社合算税制は，実質的には内国法人に対する，そして基本的には国内

源泉所得に対する課税であ（る）」と述べています。初出論文が公表されたのは，外国子会社配当益金不算入制度導
入前ですが，現行制度についても，同じ認識であると思われます（同書５頁など）。この記述に対して問われるのは，
「実質的には」の意味です。私は，CFC税制が合算対象としているのは，あくまでもCFCについて算定された所
得，すなわち，法人製法１１条（実質所得者税の原則）に従ってCFCに帰属する所得（私法上の真の法律関係に従
ってCFCに帰属する所得）であると考えます。また，所得の源泉地判定，すなわち，ソース・ルール（所得税法
１６１条，法人税法１３８条，租税条約上のソース・ルール）の適用も，別段の規定がない限り，私法および実質所得者
課税の原則に基づく帰属に従って行われるものと考えます。このような考え方は，法形式を尊重する「形式的」な
見方です。
ちなみに，当時の合算された所得に対する間接外国税額控除の適用において，合算対象所得は，国内源泉所得に

は含まれていませんでした。したがって，当時の租税法上の分類では，国外源泉所得であったことになります。
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ですから，どこまで日本の課税権を拡張する
のかを規範論としてしっかりさせておかないと，
裁判となったときに，国が裁判官を説得して勝
訴することが難しくなるだろうと思われます。
CFC税制をめぐる原則論を避け，租税回避や
実質主義といったマジックワードに依拠するこ
とは，国にとって（も）危険であるように私には
思えます。
本日の報告を通じて主張したいことは，なぜ，

法人企業がタックス・ヘイブンなどにCFCを
設けるのかという，そのインセンティブの構造
を理解し，これに基づいて，CFC税制を設計
すべきだ，ということになります７。そして，
そのインセンティブの中味は，「課税繰延べ」
と呼ぶべき租税上の利益（税負担の減少）であ
ると考えられます。課税繰延べという概念は，
異なる意味で用いられることもありますが８，
私は，法人課税そのものに内在する歪曲である
と考えます。課税繰延べの歪曲は，タックス・
ヘイブンの存在がなくても生じます。しかし，
軽課税を受ける法人を設けたり，軽課税を受け
る所得を作ったりすることで，課税繰延べの歪
曲が拡大され，強いインセンティブが働くので
す。たしかに，最終報告書は，Base Stripping
（課税ベースの剥ぎ取り。源泉地国の課税ベー
スが浸食され移転すること）の防止をCFC税
制の目的としているように理解できます。しか

し，後に説明するように，課税繰延べとBase
Stripping とは，背反する要素ではなく，両者
が競合してますます強いインセンティブを作る
ことになると考えます。以上が，本日の報告の
概要です。それでは，制度面の説明と検討から
始めます。

２ 外国子会社合算課税制度

２―１．日本のCFC税制の概要
日本のCFC税制について，制度面を見てゆ

くことにしましょう（措置法４０条の４，６６条の６）
（資料１～２頁）９。制度の概略は，「特定外国
子会社等」が「適用対象金額」を有する場合，
その「適用対象金額」のうち，居住者（個人）
および内国法人の有する特定外国子会社等の
「株式等の請求権」の割合に対応する金額を「課
税対象金額」として，１０％以上の株式等を有す
る居住者（個人）の雑所得の総収入金額または
１０％以上の株式等を有する内国法人の益金に算
入するという制度になります（同条１項）。「特
定外国子会社等」とは，「外国関係会社」，すな
わち，外国法人（法人に限られており PEや非
法人の組織体を含まない）であって，発行済株
式総数の５０％超を居住者，内国法人，および，
特殊な関係のある外国法人や非居住者（合算対
象主体に限らない）が有するもののうち，その

７ この発想は，渕前掲注２，３６８～３６９頁，および，同書４０３～４０４頁（初出２０１３年）と共通しています。しかし，課税
繰延べに対する理解や評価は，異なります。

８ 浅妻前掲注４，９７頁は，「仮に利子率（割引率）が０％なら課税繰延は納税者にとって利益でなくなる」と述べて
います。浅妻章如「国際的租税回避－タックス・ヘイヴン対策税制（CFC税制）について」金子宏編『租税法の
基本問題』（有斐閣，２００７年）６４３頁も同じです。しかし，これは課税繰延べに対する本稿の理解とは異なります。
本稿のいう課税繰延べとは，法人が獲得した利益が，株主段階課税を受けないまま法人によって再投資されること
により，最終的に株主が手にする利益が，株主段階課税を受ける場合よりも増加することです。このことは，利子
率がいくらであろうと，いいかえれば，株主が法人から得た利益をその法人への再投資以外の方法で運用する場合
の利益率がいくらであろうと，変わりません。法人が利益を獲得することができ，かつ，株主段階課税が存在する
（法人が配当をして再投資を受けた場合の法人と株主を合わせた税負担の方が，利益留保をした場合の税負担より
も重い）場合，課税繰延べの利益が生じます。

９ 政府税制調査会第４回総会（２０１６年１０月１４日）の資料［総４－１］（http : //www.cao.go.jp/zei―cho/gijiroku/zeicho
/2016/__icsFiles/afieldfile/2016/10/14/28zen4kai2_2.pdf）６頁に，分かりやすい図があります。

― 112 ―



法人の居住地国における所得税の税負担が，本
邦における税負担に比して著しく低い，つまり，
法人所得税が存在しないか，または，実効税率
がトリガー税率（２０％）未満の課税を受けるも
のをいいます（措置法施行令２５条の１９第１項，３９
条の１４第１項）。実効税率の計算では，CFCの
所在地国の法人税法に従って計算した所得の金
額に，一定の調整を加える方式が採られていま
す。
ただし，ここからが重要ですが，一定の適用

除外が設けられています（措置法４０条の４第３
項，６６条の６第３項）。この適用除外は，CFCと
いう主体の性質に基づくものです。このような
主体の性質による切り分けを，エンティティ・
アプローチといいます。除外されるためには，
①事業要件（「特定事業」（株式や債券の保有，
知的財産権の提供，船舶または航空機の貸付
け）を「主たる事業」とするもの以外のもので
あること），②実体要件（その事業に必要と認
められる事務所や工場などを有すること），③
管理支配要件（その事業の管理運営を自ら行っ
ていること），そして，④現地営業要件または
非関連者要件（現地で事業を行っていること，
卸売業，銀行業，保険業，水運業または航空運
送業などの国際的事業については，主として非
関連者と事業を行っていること）の全ての要件
を満たすことが必要です。この場合，CFC単
位で，合算課税の適用対象外とされます。平成
２２年度改正では，この適用除外の中に，一定の
統括会社（事業持株会社，物流統括会社）が含
められました。
しかし，この適用除外には，さらにその例外，

つまり，適用対象となる部分があります（同条
４項）。それは，適用除外となる特定外国子会社
等であっても，「特定所得」を有する場合には，
特定所得のみについて，上記の１０％以上の株主
に対する合算課税を行うこととされていること
です。これは，所得や取引の性質に基づく切り
分けですので，取引アプローチまたは所得アプ
ローチといいます。「特定所得」とは，ポート

フォリオ投資の配当，利子，償還差益，株式譲
渡益や，知的財産権の使用料，船舶や航空機貸
付の対価をいいます。これらの所得については，
日本ではなく，軽課税国や地域においてその取
引を行うことに経済的合理性を見いだすことが
困難であり，軽課税国への利益移転に利用され
やすいことが，合算課税の理由とされています。
合算課税によって生じる二重課税の排除のた

め，特定外国子会社等の所得に対して課された
外国法人税（日本はここにいう「外国」ではあ
りません。）は，内国法人である株主について
は税額控除されます（措置法６６条の７）。また，
合算課税と受取配当への日本の課税の重複を避
けるため，配当を受け取ったときは，一定の範
囲で益金不算入とされます（受配益金不算入要
件を満たさない場合も）（措置法６６条の８）。株
主等が個人である場合は，外国税額控除の適用
はありませんが（これは，個人所得税と法人税
が別々のものとされているためです。），合算課
税と受取配当への課税の重複を避ける措置とし
て，合算課税を受けた金額のうち一定の範囲の
もの（配当日の属する年の前年以前３年内の「課
税対象金額又は部分課税対象金額」）を配当所
得の金額から控除する措置が設けられています
（措置法４０条の５）。CFC株式の譲渡益に対す
る課税も二重課税となりますが，法人について
も個人についても，取得価額を引き上げるよう
な調整措置は設けられていません。

２―２．指摘された問題点
このような日本のCFC税制に対して，様々

な問題点の指摘が行われてきました（資料２～
３頁）。たとえば，中里実教授は，CFC税制に
ついては，移転価格税制と異なり，本格的な議
論があまりおこなわれてこなかったと述べられ
た上で，本格的改正の必要な点として，次の５
点を述べられています１０。すなわち，①「一か
零かという方式の採用」，すなわち，合算課税
の対象が，所得（取引）ベースではなく，子会
社レベルでいったん特定外国子会社等とされる
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と，すべての所得に及んでしまうこと，②「法
人税法１１条の関係が不明」，すなわち，実質所
得者課税の原則による所得（損失を含む。）の
帰属の認定と，CFC税制による親会社等への
合算との関係が整理されていないこと（中里教
授は，まず実質所得者課税により帰属を決め，
その後，このように決定されたCFCの所得に
対して，CFC税制を適用すべきであるとされ
ます。これは，本稿の考え方と同じです。），③
租税条約との関係，すなわち，CFC税制は，
外国子会社の所得を日本が課税する制度である
ことから，対象となる外国法人が日本に恒久的
施設（PE）を持たない場合にも，その所得，
つまり企業利益に対して日本が課税をすること
になり，PEなければ課税なしという租税条約
の原則に反するのではないかということ（もち
ろん，合算課税の対象は，あくまでも日本の居
住者たる親会社その他株主の所得である，とい
う理解は可能ですが，グラクソ事件最高裁判決
は１１，この考え方を退けたものと理解されま
す。）１２，④二重課税の問題，すなわち，日本の
株主における益金不算入に制限があること，
CFC株式の譲渡益にも課税されること，さら
に，⑤CFCの海外支店（日本支店を含む。）
を考慮していないこと，すなわち，たとえば，
来料加工（香港に子会社を置き，その活動を中
国の工場など PEで行う中国進出の形態）では，
中国 PEの所得も合算課税の対象となること１３，
さらに，④の二重課税の問題でもあるのですが，

CFCの日本支店に課された日本の法人税が，
外国税ではないため，税額控除されないことの
５点です。
また，錦織康高弁護士と藤谷武史准教授によ

る論文は１４，CFC税制が極めてドラスチックな
帰結をもたらすことから，企業にその適用を避
けようとする強い動機を与えること，にもかか
わらず，この税制の目的が曖昧であることから，
企業は必ずしも経済的合理性がない形式基準に
よらざるを得ず，経済活動への歪曲をもたらし
かねないことを指摘されます。そして，企業行
動への影響という観点から，⑥特定外国子会社
等の前提となる「外国関係会社」の判定におけ
る「関連者」の範囲が広すぎ，経済的には国内
資本が過半数を占めているとは言えない企業で
あっても合算課税の対象となること，⑦外国法
人の居住地で課税がなければ，支店所在地で相
当程度の課税を受けていても，なお合算課税の
対象となること，⑧外国子会社ごとに特定外国
子会社等に該当するか否かが判断されるため，
中間持株会社のようなものに対して思いがけな
い課税が生じること，⑨特定外国子会社に該当
するか否かを単年度ごとに判定するので，進出
先国のみで非課税となる所得が一時的に生じた
場合も，合算課税の対象となること，⑩トリガー
税率の判定において，非課税所得の調整（現地
非課税の所得を分母に加算）が行われるが，日
本でも課税を受けないようなものも含まれうる
こと，⑪適用除外要件の中に管理支配を求める

１０ 中里実「タックス・ヘイブン対策税制改正の必要性」中里実他前掲注７，２頁，４～６頁。
１１ 最判平成２１年１０月２９日民集６３巻８号１８８１頁。弘中聡浩・采木俊憲「グラクソ事件最高裁判決－租税条約との関係」
中里実他前掲注７，５６頁およびこれに引用された評釈等を参照。

１２ 中里実「タックスヘイブン対策税制」税研１２４号７２頁（２００５年）は，日本のCFC税制が一般的に租税条約と抵触
しうると述べていました。

１３ 来料加工については多数の裁判例があり，今までのところ，全て納税者が敗訴しています。太田洋・北村導人「来
料加工取引に関する日本電産ニッシン事件東京高裁判決の検討―適用除外要件に係る解釈―」中里他前掲注７，１０９
頁，１０９～１１０頁で引用された裁判例，および，東京地判平成２５年１２月５日税資２６３号（順号１２３４５），名古屋高判平成
２５年１０月３０日税資２６３号（順号１２３２５）を参照。

１４ 錦織康高・藤谷武史「CFC税制と国際的な税制の調和」中里実他前掲注７，１７８頁，１９４～１９６頁。
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基準があること，⑫適用除外要件が形式的に過
ぎ，実質的な差異が大きくないような場合も差
が生じること，を指摘しています。
そして，これらの論者だけでなく，多く研究

者や実務家が，CFC税制の意義，すなわち，
この税制は何のためにあるのか，何を実現しよ
うとしているのかについて，根本的な検討を求
めています１５。この問題は，昭和５３年の導入当
初から潜在していたのだろうと思います。なぜ
なら，日本の立案当局者は，米国のように課税
繰延べの防止（配当があるまでは本国の課税が
できないこと）によって制度を説明することを
しなかったからです１６。もっとも，日本の主要
な教科書・体系書は，日本が米国と同様，ワー
ルドワイド・システムであることを前提に，配
当まで日本の課税を受けないようにすることが
税負担の回避または軽減であり，CFC税制（当
時は「タックス・ヘイブン対策税制」という言

い方が一般的でしたが）の趣旨目的は，その防
止にあると説明してきました１７。しかし，外国
子会社配当益金不算入制度の導入を，わが国の
国際課税の原則をテリトリアル・システムに移
行させたものと評価する場合，CFC税制の意
義を（上記の意味での課税繰延べ以外の）「租
税回避」の防止と見ざるを得ないこととなりま
す１８。そうすると，子会社形態による海外進出
を行った日本の株主について，そのあるべき税
負担を，真剣に議論する必要があると思われま
す。

２―３．６つのBuilding Blocks
ここで，次に議論するBEPS最終報告書に

おけるCFC税制の分析の仕方から，日本の税
制を整理しておくことにします。BEPS最終報
告書は，CFC税 制 を，次の６つのBuilding
Blocks，構成要素から組み立てられたものとし

１５ たとえば，中里他前掲注７に収められた諸論文やファナンシャル・レビュー９４号の諸論文を参照。また，渡辺徹
也「外国子会社配当益金不算入制度の意義と効果－資金還流税制といえるか」租税法研究４０号６７頁（２０１２年），増
井良啓「内国法人の全世界所得課税とその修正」日本租税研究協会『抜本的税制改革と国際課税の課題 日本租税
研究協会第６３回租税研究大会記録』１１頁（２０１１年）も参照。

１６ 高橋元監修『タックス・ヘイブン対策税制の解説』（清文社，１９７９年）９２頁は，「合算課税方式において土台とな
る考えとしては，租税回避防止論のほか，国内のみで活動している企業や支店の形で海外に出ている企業とのバラ
ンス，公平を図らねばならない，という課税の中立論もあるが，中立性の議論から出発する場合には子会社等の事
業活動の内容を見ることなく，タックス・ヘイブン所在のすべての子会社等の留保所得を合算課税の対象とせねば
ならなくなり，わが国企業の海外での活動の実態を無視する結果にもなりかねないので，わが国の税制では採用さ
れなかった。」と述べていました。

１７ たとえば，中里実「課税繰延の利益」『金融取引と課税』（有斐閣，１９９８年，初出 １９９２年）１５頁，２２頁。なお，
金子宏名誉教授は，外国子会社配当益金不算入制度の導入前から，「この制度の趣旨と目的は，タックス・ヘイブ
ン・コーポレーションの課税対象金額相当額を株主であるわが国の内国法人等の擬制収益ないし擬制配当として課
税し，租税回避の手段としてのタックス・ヘイブン・コーポレーションの機能を実質的に減殺することにある」と
述べていました（金子宏『租税法（第１３版）』（弘文堂，２００８年）４２５頁。これは，『租税法（第２１版）』（弘文堂，２０１６
年）５５７頁と同じです。）なお，浅妻章如「タックス・ヘイヴン対策税制（CFC税制）－租税条約との関係及び適
用除外要件について」租税研究７０６号１３７頁，１３９頁（２００８年）の記述も参照。
外国子会社配当に対してワールドワイド・システムを維持している米国の公式資料も，CFC税制の意義として

課税繰延べ（deferral）の防止を述べています。米国CFC税制（Subpart F）の立法理由として，S. Rep. No.1881,
87thCong., 2d Sess., reprinted in 1962―3 CB 703, 784―785。米国財務省の見解として，TD８７６７，supra note６．

１８ 浅妻前掲注４の論文と渕前掲２，３４５～３７７頁の論文を参照。前者は日本に由来する所得の把握，後者は日本の親
会社の適正な所得の算定をCFC税制の目的としていますから，いずれも日本のあるべき課税ベース（税負担）の
確保を，CFC税制の目的としているものと理解できます。
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ています（資料３頁）１９。
第１は，CFC税制の対象となるCFCの定義

です。ここでは，主にCFCに対する支配のあ
り方と，CFCとなる主体（PEやハイブリッド
主体など）が問題とされます。日本では，「外
国関係会社」の定義が，ほぼこれに相当します。
前述した問題点では，⑥，⑧，⑨がこれに関係
します。
第２は，CFCからの除外，CFCとなる閾値

の要件です。実効税率の算出方法なども議論さ
れています。日本では，「特定外国子会社等」
の定義におけるトリガー税率と，「特定事業」
に関する要件がこれに該当します。前述した問
題点では，⑦，⑩，⑪，⑫が関係します。
第３は，合算課税の対象となる所得の範囲で

す。CFCの全ての所得を対象とするのか，そ
れとも，一定のタイプの所得だけを対象にする
のかが議論されています。日本では，先に出し
た「特定事業」もこれに関係するといえますし，
「特定所得」はこの部分に該当します。なお，
報告書は，後ほど説明いたしますが，取引アプ
ローチと事業体アプローチに関して，日本はハ
イブリッドなアプローチを取っているが，基本
的には，取引アプローチのバリエーションであ
ると分類しています２０。このことは，興味深い
と思います。前述した問題点では，①が関係し
ます。
第４は，CFCの所得計算の方法です。つま

り，どの国のルールでCFCの所得計算をする
か，また，CFCの損失をどのように扱うかが
議論されています。日本では，「適用対象金額」
の計算方法になります。損失については，特定
外国子会社の損失が親会社に帰属しないとした
双輝汽船事件の最高裁判決があります２１。前述

した問題点では，②が関係します。
第５は，CFC所得をどの株主にどのように

配賦するか，という allocation の問題です。日
本の税制では，「株式等の請求権」の割合や「課
税対象金額」の計算方法になります。
第６は，二重課税の防止，排除です。前述し

た問題点では，④，⑤が関係します。

３ BEPS最終報告書と対応のた
めの課題

３―１．基本的なスタンス
ここでは，CFC税制に関するBEPS最終報

告書を紹介しながら，その対応のために求めら
れる日本法の課題を考えます（資料４頁）。
BEPS行動計画におけるCFC税制の検討は，
行動計画３として進められ，昨年９月に他の最
終報告書とともに取りまとめられました。その
基本的な姿勢は，敢えて言えば，詰めた議論を
避けているように感じられます。最終報告書は，
その第１章で，「政策的考慮事項と目的」と題
する議論をしていますが，CFC税制がひとつ
の国の全体としての税制の中にあるものである
ことから，そのデザインや目的が国ごとによっ
て異なってもよいことを認め，最終報告書とし
ては，そのような様々なCFC税制の基礎にあ
る政策的考慮事項を取り上げるとしています。
そして，共通する政策的考慮事項として，CFC
税制が，税収確保ではなく，利益移転を防止す
る効果（deterrent effect）を有するように設計
されるべきこと，これによって，本国からの所
得移転だけでなく，多国籍企業が源泉地国から
軽課税国に所得移転をするインセンティブを縮
小または排除することを述べています。この所

１９ Final Report at９―１０．
２０ Id．at５５．
２１ 最判平成１９年９月２８日民集６１巻６号２４８６頁。吉村政穂「双輝汽船事件最高裁判決‐‐損失は合算の対象とされるか‐‐」
中里他前掲注７，４０頁およびこれに引用された評釈等を参照。
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得移転の防止という観点からは，当然，移転価
格税制との関係に関心が向かいます。報告書は，
CFC税制が移転価格税制のバック・ストップ
であると言われていることに言及し，これはミ
スリーディングであり，CFC税制は，移転価
格税制によっては課税できない所得を捕捉でき
ること，移転価格税制よりメカニカルであり対
象を絞っていること，移転しやする所得を自動
的に株主に配賦することを述べています。そし
て，Cash Box，すなわち，過剰な資本金を有
し，これを関連法人に出資してそのリターンを
得て留保するだけの軽課税国法人については，
移転価格税制では課税できない通常利益の部分
も，CFC税制であれば，課税できることが述
べられています。
ワールドワイド・システムとテリトリアル・

システムについても触れられていますが，いず
れを採るかについて参加国に一致がないことを
背景に，純粋なワールドワイド・システムを採
る国もテリトリアル・システムを採る国も存在
せず，各国の税制はその中間のどこかにあると
いう言い方で，加盟国の共通性を表に出そうと
しています。そして，国外所得をどこまで課税
するかは，競争に対する懸念とのバランスの問
題であるとし，CFC税制の存在も，①これを
避けようとする企業がCFC税制のない国で設
立されるという歪曲を生み出すこと，②CFC
税制により，対象となるCFCが実質的に重い
税負担の下で競争することになる，という問題
を指摘しています。しかし，注目されるのは，
この議論の一部として，Base Stripping の防止
が検討されていることです。最終報告書は，本

国からの Stripping だけでなく，外国と外国の
間の Stripping（第三国からの Stripping）も防
止すべきであるとしています。おもしろいのは
その理由のひとつです。それは，どの国の課税
ベースが剥奪されたのかを決められないことが
あるという理由です。しかし，もしそうなら，
そもそも，課税ベースの剥奪，Base Stripping
があったのか否かも，決められないように思わ
れます。ここには，CFC税制のドラスチック
な性質が，よく現れているのではないでしょう
か。
なお，最終報告書は，EU諸国におけるCFC

課税への制限についても，欧州司法裁判所が英
国のCFC税制の適用を欧州条約に規定された
設立（開業）の自由に反するとしたCadbury
Schweppes 判決２２などを意識しながら議論して
います。この判決は，CFC税制が軽課税国の
外国子会社だけに適用され，内国法人や軽課税
国以外の子会社には適用されないことを欧州条
約が保障する設立自由に対する違反としました
が，ただし，このような設立自由に対する制約
は，加盟国の法制の適用を回避することを目的
とする「完全に偽装的な仕組み（who１１y artifi-
cial arrangements）」に明確に関係する場合に
は，正当化されうるとも述べています。この判
決は，EUメンバー以外の国には関係のないこ
とですが，最終報告書が実質判断（substance
analysis）にしばしば言及しているのは，この
影響かもしれません。
わが国について，条約関係では，前述のよう

に，CFC課税が各国との租税条約に規定され
た「PEなければ課税なし」の原則に反するの

２２ Cadbury Schweppes plc and Cadbury Schweppes Overseas Ltd v. Commissioners of Inland Revenue, C―196/
04,12 September 2006. 伊藤剛志「Cadbury Schweppes 事件先決裁定の検討」中里他前掲注７，２３１頁参照。また，
その後の英国での改正について，神山弘行「英国におけるCFC税制改正の動向とその課題」中里他前掲注７，２４８
頁，伴前掲注４，２５１～２８７頁，青山慶二「英国の法人税改正の動向（国際課税の観点から）」租税研究７４３号（２０１１
年）１７３～１９５頁，本庄資『オフショア・タックス・ヘイブンをめぐる国際課税』（日本租税研究協会，２０１３年）３７９
～３８４頁参照。
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ではないかということが問題になり得ます２３。

３―２．CFCの定義
CFCの定義は，前述したBuilding Blocks の

最初のものですが，最終報告書は，透明な主体
（日本では組合や信託）と PEも，CFC課税
の対象とすることができ，また，ハイブリッド・
ミスマッチ（組織体を法人課税の対象とするか
どうかについて関係国が不一致となること）を
用いたCFC課税の回避を防止することについ
て，議論しています。資料５頁の図は，A国
から見てC Co．は法人ではなく，Bの一部とな
る場合です。しかし，B国と C国は，いずれ
もC Co．を法人と扱っています。直接の関係両
国の扱いは一致しているので，ハイブリット・
ミスマッチとは言えないのですが，C Co．が B
Co．に支払った利子などは，C国の課税ベース
を浸食しているにもかかわらず，A国のCFC
税制の対象とはならないことになります。これ
は，わが国のCFC税制がまだ考えていない問
題です。この領域，つまり，法人とはされない
組織体の扱いは，わが国の税制が不得意とする
ところ，遅れたところです。ただ，ハイブリッ
ド・ミスマッチに関する最終報告書があまり決
定的なことを述べていないことから見て，
BEPS行動計画のこの部分への対応は，先送り
してよいと思われます。
しかし，CFC税制の最終報告書が，子会社

に対する支配の判定を，法的な持分だけでなく，
経済的な支配のテストをも併用するように求め
ていることについては，考慮が必要と思われま
す。ちなみに，最終報告書の前に公表されたデ
ィスカッション・ドラフトでは，支配について
だけで１章が割かれており，支配は重要な問題
とされています。経済的な支配とは，解散など
の場合における利益や資本，資産に対する権利
をいい，機械的に判定できるものとされていま

す。そうすると，日本での位置付けとしては，
法的な意味での実質的支配と言ってよいのかも
しれません。
もっとも，最終報告書がさらに，De Facto

Control，実質的支配（事実上の支配）という
概念を導入していることについては，日本も対
応が必要かもしれません。実質的支配として，
法人の居住地国を管理支配基準で判断する場合
に何を考えるか，ということが述べられており，
たとえば，外国子会社のトップレベルの意思決
定を誰が行うか，日々の事業活動に対する命令
または影響力を行使するのは誰か，あるいは，
支配的な影響力の行使を認めるような特定の契
約上の結びつきがあるか，といったことがあげ
られています。ただし，このような判断は執行
コストを引き上げ，複雑さと不確実さを増加さ
せるため，法的支配や経済的支配のルールが回
避されることを防止するためのルールとして機
能させるべきであると述べられています。報告
書はまた，この回避の防止のため，会計原則上
の連結要件を支配の判断に利用することについ
ても，述べています。
わが国が考えるべきもうひとつの要素として，

支配のレベル（５０％超など）の測定があります。
まず，持分保有による間接支配の場合，現在は，
持分割合をかけ算しています。（親会社が６０％
を保有する子会社が，孫会社レベルにあるCFC
の７０％を保有している場合，親会社は６０％×
７０％＝４２％の支配しかないことになります。こ
れに対して，最終報告書は，所有の連鎖の各段
階で支配の基準値を満たしていることから，親
会社はCFCに対して十分な支配を有しており，
支配の基準値を満たしているとすべだとしてい
ます。ただし，親法人に合算される所得の額は，
実際の持分である４２％に限定すべきであるとさ
れています。
もうひとつ，当事者（少数持分権者）の共同

２３ 中里前掲注１１参照。
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（“acting-in-concert”）を考慮することがあげ
られています。たとえば，資料６頁の図では，
A，B，Cは独立当事者であるが，CFCに対し
てAと Bが共同で行動している場合，A国ま
たはB国は，Aと Bとの持分を合算し，CFC
税制を適用できることになります。この判断で
は，事実の分析により，実際にCFCに対する
影響を及ぼすために共同で行動しているか否か
を判定することとされています。ただし，事務
負担やコンプライアンス・コストが大きくなる
ことから，一般的ではないとしています。日本
の場合，既に関連者の要件が相当に広いので，
ここまでは考えなくていいのかもしれません。
支配をめぐる本質的な問題は，現在のCFC

を利用した利益移転（BEPS）リスクの生じ方
に基づくべきだということになると考えられま
す。仮に支配要件に関するルールの回避を否認
する規定を設けるのであれば，BEPSリスクの
観点から，否認のあり方を決めるべきことにな
ると思います。

３―３．CFCからの除外およびCFCとされる
閾値

最終報告書は，一定の形式的な基準でCFC
から除外することが，より的が絞られ，効率的
なCFC税制の執行のために必要であるとして
います（資料７頁）。そして，外国子会社国の
実効税率が，親会社国の税率に十分に近い場合
には，CFC税制の適用対象から除外すること
を勧告しています。また，ホワイトリストの使
用も認められるとしています。
この勧告に至る過程で，３つの除外要素が検

討されたと述べられています。第１は，最低金
額（De minims）の閾値です。たとえば，次に
述べるCFC所得が一定の金額未満であれば，
最初からCFC課税の対象外とするといった閾
値です。しかし，このようなルールは，外国子
会社を分割することで回避できます。したがっ
て，これに対抗する否認規定が必要になるかも
しれません。実際，米国の否認ルールが紹介さ

れています。また，ドイツのルールでは，CFC
の株主段階での金額も基準とされ，分割によっ
て回避しにくいものになっていることが紹介さ
れています。最終報告書は，このような最低金
額基準を，一般に勧告はしないが，もし導入す
るのであれば，分割による回避を否認するルー
ル（anti-fragmentation rule）と組み合わせた
方がよいとしています。
第２は，租税回避否認による要件です。CFC

課税の回避の結果であるようなものに対象を絞
るというやり方ですが，あまり議論されていな
いので，省略します。
第３が，税率による除外です。これが勧告さ

れたやり方ですが，たとえば，高税率国に利益
移転が起こるような場合は，防止できないこと
も指摘されています。税率の測定を，名目税率
で行うか，実効税率で行うか，後者の場合，所
得の計算を本国ルールで行うか，IFRS のよう
な国際基準を利用するかが議論されています。
また，実効税率の算定において，算定の単位を
どうするかも論じられています。狭い方向では，
所得の各項目毎に算定することが考えられ，そ
の場合，相手先国での非課税所得なども対象と
することができます。広い方向では，１つの国
の全ての主体を一括して算定することが議論さ
れています。

３―４．CFC所得の定義
この部分は，ディスカッション・ドラフトで

は結論が出ていなかった部分で，一番厳しい議
論が行われたのだろうと推測されます（資料７
頁）。最終報告書で勧告されているのは，BEPS
の懸念を引き起こす所得の定義を置くこと，つ
まり，何でもCFC課税の対象にする，という
やり方は取らないということです。ただし，こ
れに続いて，それぞれの国の政策に応じて定義
を行うことも認めています。Full-inclusion，つ
まり，CFCの全ての所得を合算対象とするこ
とも認めるということですから，最終報告書の
この部分は，極めて許容度の高いものとして落
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ち着いたことになります。
定義のためのアプローチとして，地理的に動

きやすいかどうか，関連者の助力を得ているか
どうか，所得の源泉地がどこか，CFCの事業
活動のレベルがどうか，といった点があげられ
ています。
ただし，いずれのアプローチを取ったとして

も，CFC課税は，少なくとも移転価格税制の
下で軽課税国のCash Box に配分された一定の
投資収益（funding return）を捕捉するもので
なければならないとされています。もっとも，
この記述に続いて，最終報告書は，CFCルー
ルの目的が国によって異なることを認め，次に
述べる様々なアプローチを示しています。また，
前述のように，CFCの全ての所得を対象にす
る full-inclusion も認めています。
第１のアプローチは，所得の類型的区分です。

それには，①法的分類，すなわち，配当，利子，
保険所得，ロイヤリティや知的財産権からの所
得，売買や役務提供による所得という分類が行
われ，それぞれについて，BEPSリスクの観点
から議論が行われています。細かく見ると興味
深いのですが，ある程度資料８頁に掲載しまし
たので，説明は省略します。②次に，関連者と
の関係があります。すなわち，関連者との取引
による所得を，CFC課税の対象にするという
方法です。③また，所得源泉に着目するアプロー
チも紹介されています。すなわち，CFCの所
在地国で得られた所得は対象にする必要がない
し，本拠地国で得られた所得は，対象とすべき
ことになります。
第２のアプローチは，実質分析です。これは，

所得が基礎となる実質（underlying substance）
から乖離していることを様々な代用的要素
（proxy），たとえば，人，事業所，資産，リ
スクといった要素で判断するというアプローチ
です。いかなる要素が使われようと，あくまで
もCFCがその所得を獲得する能力があるか否
かを判断することが目標になります。類型的で
機械的な判断よりも，質的で正確な判断ができ

るとされています。問題となるのは執行コスト
の増加で，TPより小さいとはされていますが，
執行コストを抑えるために，一定の所得類型に
限定することや，閾値（all-or-nothing）テスト
とすること，支出のような客観的指標を利用す
ることが検討されています。
興味深いのは，最終報告書があげる実質分析

の例です（資料８頁）。①そのCFCの従業員
が相当程度の貢献をしているか，②グループ企
業の重要な機能から見て，そのCFCが，もし
非関連者であれば，特定の資産を所有し，また
は，特定のリスクを負担していたと判断できる
か，③そのCFCの中心的な機能の大部分を果
たすに必要な支店等を有し，要求される技能を
持つ被用者が必要な数いるか，といった観点や，
さらに，④知財優遇税制は，実体的な活動を前
提としなければならないというアクションプラ
ン５で用いられた nexus アプローチを用い，
そのような所得をCFC課税の対象から外すが，
他の IP所得は CFC課税の対象とするという
考え方が示されています。
第３のアプローチは，超過利益分析です（資

料９頁）。これは，BEPSプロジェクトが考案
したもので，実施されている例はありません。
移転価格税制における機能分析などからの発想
であると思われます。超過利益分析では，軽課
税国で取得した所得のうち，「通常利益」を超
える所得をCFC所得とみなすことになります。
リスク移転や無形資産が絡む場合に有効とされ
ており，上記の所得の類型的区分と組み合わせ
て，たとえば無形資産や関連者取引がある場合
だけに適用することが示されています。
通常利益は，利益率×適格資本（normal re-

turn＝（rate of return）×（eligible equity））
として算定されます。これを超える部分が，課
税対象となるCFC所得です。逆に，通常利益
までは，合算課税はありません。つまり，通常
利益を対象外とするアプローチなのです。そこ
で興味深いのは，この通常利益率になりますが，
最終報告書は，通常の投資家であれば，持分投
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資で投資リスクを見込まないことはあり得ない
ことから，リスクを見込んだ利益率が設定さ
れ，８％から１０％が例示されています。もちろ
ん，業主や地域による違いがあるとはしていま
すが，かなり高い率ではないでしょうか。その
代り，適格資本には絞りがかけられています。
すなわち，IP資産を含む積極的事業活動の中
で用いられる資産への投資に限るという絞りで
す。逆に言えば，グループ内金融や保険などの
受動的所得を生み出すような資産（典型的には
キャッシュ）に結びつく投資は，適格資本では
ないので，CFCには通常利益も保証されず，
すべて合算課税の対象となります。
報告書が，この章の最後で検討しているのは，

取引（所得）アプローチと事業体アプローチで
す。これは，これまで述べた第１から第３のよ
うな意味でのアプローチとは次元が違います。
すなわち，課税対象となるCFC所得をどのよ
うに定義したとしても，それを事業体毎に適用
するのか，それとも取引ベース，言い換えれば，
個別の所得の流れについて考えるのか，いずれ
のアプローチを取るかという問題です。そして，
事業体アプローチでは，ある程度未満の合算対
象所得しか得ていない事業体，または，一定の
積極的事業活動を営んでいる事業体については，
事業体レベルで適用対象外となります。逆に，
CFCの大半の所得が合算対象であれば，全部
が合算対象になります。つまり，事業体アプロー
チでは，事業体レベルで all-or-nothing の判断
となるわけです。取引（所得）アプローチでは，
やはり，取引や所得レベルで見れば，all-or-
nothing ですが，事業体レベルから見れば，一
部の所得だけが合算対象となります。
最終報告書のここでの取引アプローチか事業

体アプローチかの議論は，論理的厳密さを欠い
ています。なぜなら，CFC所得の定義に関す
る議論であるのに，エンティティの属性が紛れ
込んでいるからです。他方，日本での事業体ア
プローチか所得アプローチかの議論は，もっぱ
ら，事業体の属性を見るか，所得の属性を見る

かを問題としており，最終報告書の議論とは，
若干のズレがあることに，注意すべきです。
最終報告書は，事業体アプローチでは，一定

の場合には執行コストや遵守コストがある程度
は減少するが，合算対象が過大となったり過小
となったりすることがあるとしています。これ
に対して，取引アプローチは，正確であるが，
執行コストがかかるので，何らかの閾値を設け
ることが考えられるとしています。
興味深いのは，この章の注で，日本がこのふ

たつのアプローチの組合せ（ハイブリッド・ア
プローチ）を用いているとされていること，さ
らに，日本のルールの下では，一定の事業体は，
所得と活動の類型を理由にCFC課税から除外
されるが，当該事業体が取得した一定の所得類
型の所得は依然としてCFC課税の対象となる
こと，したがって，最終的には所得の性質を検
討することから，本質的には取引アプローチの
一形態であると述べられていることです。もち
ろん，日本のルールには，最初に説明したよう
に，事業体の性質を判断して全ての所得を合算
してしまうものもあるのですが，こうしたもの
があるからといって，事業体アプローチになる
とは見ていないようです。

３―５．所得の算定ルール
ここでは，CFC所得の算定方法が検討され

ています。すなわち，どの国のルールを適用す
るか，および，CFC所得の算定に関する特別
なルールが必要かどうかが議論されています。
勧告は，前者については親会社国のルールを用
いること，後者については，CFCの損失の扱
いについて，損失を同一のCFCの利益または
CFCと同一国内の他のCFCの利益に対しての
み相殺ができる（親会社の所得との相殺は認め
ない）ようにすべきであるとしています。
前者の議論では，親会社国ルールの使用が，

BEPS（ここでは親会社国の課税ベースの浸
食）の防止という目的に論理的に整合的であり，
執行コストも相対的に小さいとしています。
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後者の議論に関連して，CFC所得に生じた
損失を，CFC所得以外の所得から控除できる
か，またその逆はどうか，という問題がありま
す。これは，各国の既存の国内法によるべきで
あるとしています。

３―６．所得の配賦ルール
ここでは，CFCの合算対象所得を，どのよ

うに配賦（allocate）するか，すなわち，�ⅰど
の納税者に，�ⅱどれだけの金額を，�ⅲいつ，�ⅳ
どのような性質の所得として，�ⅴ適用税率をど
のようにして，配賦するかという問題です。こ
れらに対する勧告は，�ⅰは，支配の判定におけ
る最低持分基準を満たす者とする，�ⅱは持分割
合と持分保有期間によって算定する，�ⅲと�ⅳは
既存の国内法に従う，�ⅴは親会社国の税率によ
る，ということになります。日本のルールと異
なるのは，�ⅱについて保有期間が考慮されてい
ることです。また，�ⅳについては，配当があっ
たものとみなす考え方と，合算対象株主が直接
獲得したとみなす考え方があることにも触れら
れています。たとえば，合算対象株主が個人の
場合，合算対象株主が直接獲得したとみなすの
であれば，現在の日本の制度にはありませんが，
CFCが納付した外国税について，個人所得税
における外国税額控除を与えるべきことになる
と考えられます。�ⅴの税率に関しては，“top-up
tax”の考え方が検討されています。“top-up tax”
は，ミニマム税に近い考え方に立脚するもので，
CFCの実際の納税額と設定された閾値（最低
税率）との差に相当する税率で課税をする，つ
まり，国内法人と同じではなく，設定された閾
値までの課税をするにとどめるというものです。
このようにすれば，CFC税制が多国籍企業に
もたらす競争上の不利は緩和されると述べられ
ています。ミニマム税的な発想は，日本でも導

入してよいと考えます２４。

３―７．二重課税の防止と排除
最終報告書は，二重課税が生じる場合として，

少なくとも次の３つがあるとしています。�ⅰ合
算課税対象所得がCFCの所在地国などの外国
法人税の対象となる場合，�ⅱ同じCFC所得に
複数の国が合算課税をする場合，�ⅲCFCが合
算課税を受けた株主に実際に配当を行い，また
は，株主がCFC株式を譲渡した場合です。さ
らに，ふたつの国の間で移転価格税制の適用が
あり，第三の国がCFC課税を行う場合など，
移転価格税制との被りが生じる場合もあるとさ
れています。
勧告は，�ⅰ�ⅱについて，外国税額控除を認め

るべきであるとしています。ここでの外国税に
は，中間の法人に対して課されたCFC所得に
対する外国税を含むとしています。資料１１頁の
図をご覧下さい。頂点にある親会社Aの所在
地国A国は，C社（CFC）の合算対象所得に
対してC国が課した法人税だけでなく，B社
（CFC）の合算対象所得に対してB国が課し
た法人税も，A社の法人税から税額控除すべ
きであることになります。�ⅲについては，受取
配当と株式譲渡益を非課税にする方針で，細部
は各国に委ねるとされています。これら以外の
二重課税への対処については，各国に任されて
います。
わが国との関係では，�ⅱについて，CFCで

はない外国の中間法人を通じてCFCを間接保
有する場合について，中間法人に関する税額控
除を措置することが，また，�ⅲについては，株
式譲渡益として実現された所得に対する二重課
税防止の措置を設けることが，必要になります。
なお，わが国の問題点の④と⑤として指摘した
ことは，特にCFCの日本支店に対する日本の

２４ 米国CFC課税におけるミニマム税制についての最近の興味深い論文として，Stephen E. Shey, J. Clifton Fleming,
Jr. & Robert J. Peroni, Designing a ２１st Century Corporate tax―An Advance U. S. Minimum Tax on Foreign
Income and Other Measures to Protect the Base，１７ Fla. Tax Rev．６６９（２０１５）．
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課税が二重課税を起こすことについても，対処
が必要と思います。

４ CFC税制の意味

最後に，CFC税制の意義，CFC税制は何の
ためにあるのかについて，議論したいと思いま
す（資料１１頁）。

４―１．課税繰延べの防止
冒頭でも述べましたが，もともとタックス・

ヘイブン対策税制と言われたわが国のCFC税
制は，軽課税国を利用した税負担軽減（租税回
避といってもいいかもしれません。）の防止を
目的として導入されたものです。しかし，翻っ
て，ではなぜ，タックス・ヘイブンを利用すれ
ば税負担が軽減されるのか，また，一体どのよ
うに軽減され，そのためにどのような現象（税
負担回避行為）が生じるのかについて，突き詰
めた検討は乏しいように思います。
そもそもなぜ，軽課税国に子会社を設立すれ

ば，税負担が軽減されるのでしょうか。軽課税
国は法人所得税が軽いから当たり前のことだ，
と思われるでしょうが，実は，このことは，そ
れほど明らかではありません。まず，個人であ
る株主（居住者）から見た場合，内国法人から
の配当については，法人と個人の二重課税の防
止または緩和措置（所法９２条や措置法の分離課
税など）が働くはずですが，外国法人について
は，そのような措置はありません。個人株主と
法人の間の二重課税防止措置を内国法人だけに
限定しているのは，決して日本だけではありま
せん。限定の理由は，内国法人であれば，その
国の課税が行われている（外国法人であれば，
その国による法人段階課税がされていない）か
らと考えられます。そうすると，もし，法人と
個人の二重課税防止が完全に働いているならば，
個人株主は，わざわざ軽課税国法人に投資をす
る必要はないはずです。
ところが，ここで問題となるのが，個人株主

に対する所得課税の繰延べです。すなわち，内
国法人か外国法人か（軽課税国法人か否か）を
問わず，法人が配当をするまでは，法人が獲得
した所得に対する株主への課税はありません。
ですから，少しでも法人課税の軽い法人に投資
をして，利益を留保させることができれば，通
常は累進課税で法人税よりも税率の高い株主段
階課税を，いくらでも遅らせることができます。
このことによる税負担の軽減，言い換えれば，
租税上の利益を，（個人所得税における）課税
繰延べの利益ということにします。もちろん，
外国法人については，配当に対する二重課税防
止措置はありませんが，課税繰延べの利益は，
場合によっては二重課税による不利益よりも大
きくなります。
株主が個人ではなく，内国法人であればどう

でしょうか。全世界所得課税の下では，内国法
人にも，個人と同様に課税繰延べのインセンテ
ィブが生じます。すなわち，法人企業が国内に
子会社を設けた場合，関連法人からの配当は益
金不算入ですから（法人税法２３条），二重課税
の問題は生じません。しかし，個人の場合の課
税繰延べと同様，子会社が配当をするまでは親
会社は課税を受けないので，軽課税国に子会社
を作って利益を留保することにより，日本の法
人課税を遅らせることができるのです。しかし，
外国関連法人からの受取配当も益金に不算入に
なると，利益留保をしても配当をしても日本の
課税は（ほぼ）ないので，このインセンティブ
は，そのままの形では生じないことになります。
ワールドワイド・システムの下においては，

このような課税繰延べの防止は，CFC税制の
主要な機能であったと思われます。最近の研究
は，このことを立法事実から言うことはできな
いとしていますが２５，納税者が目指す税負担の
減少という観点，納税者のインセンティブから
見て，タックス・ヘイブンに子会社を作り，利
益留保をすることは，大きな節税効果を得るこ
とができたのです。このことは，CFC税制の
立法趣旨がいかなるものであろうと，事実とし
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て否定できないと思います。また，個人株主に
ついては，現在もこのインセンティブが確実に
存在します。

４―２．Base Stripping の防止
では，外国子会社配当益金不算入制度の下で

はどうでしょうか（資料１２頁）。この場合，外
国子会社からの配当に対する日本の課税は永久
にありませんから，利益留保による課税繰延べ
を考える意味がないことになります。外国子会
社が得た所得に対しては，それが留保された場
合に課税をしないだけでなく，配当として親会
社に流入した場合であっても，日本は課税権を
行使しないこととしたのです。
それなら，タックス・ヘイブンに子会社を作

る意味はないのでしょうか。いいえ，むしろよ
り大きな意味，税負担軽減のインセンティブが
生じています。それは，次のようなケースを考
えれば分かります。すなわち，もし，本来は日
本で発生するはずの所得を，タックス・ヘイブ
ンの子会社で発生させることができたら，どう
なるでしょうか。このような所得については，
日本の課税は法人段階では永久にありません。
つまり，CFCの所得は，かつては課税繰延べ
の利益（税負担軽減）を得ていた，というより，
課税繰延べの利益だけにとどまっていた（だか
ら，最終的にいつかは日本の課税を受けた）の
ですが，現在は，完全に（法法２３条の２が規定

する５％を除いて）非課税となってしまったの
です。このため，上記のような行為は，より誘
発されやすくなっているのです。タックス・ヘ
イブンを利用した税負担軽減のインセンティブ
は，それをどのように呼ぶか（課税繰延べとい
うか否か）は別として，より強くなっています。
そうすると，CFC税制も，このような行為の
防止の役割を担うべきことになり，納税者のイ
ンセンティブが時間的な課税繰延べから永久非
課税に変化したことに対応して，強化されるべ
きであると言えそうです。
ただし，Base Stripping や租税回避の否認と

いう文脈で考えるのであれば，CFC税制とい
う手段の限界，特殊性も考えねばなりません。
一般的租税回避否認ルールであれば，あるべき
課税の方法としては，親会社に発生するはずの
所得（Strip された所得）を全部，その親会社
に戻す（加算する）ことになるはずです。しか
し，CFC税制はそうではありません。親会社
の所得が剥ぎ取られたとしても，日本にいる
１０％以上の持分権者みんなに，持分割合に応じ
て，配分しなければなりません。つまり，Base
Stripping を完全に元に戻すことはできないの
です。
また，Base Stripping のロジックにおける根

本的な問題は，上で述べた「本来は日本で発生
するはずの所得」とは何か，ということになり
ます２６。企業が，海外に子会社を設けて得た所

２５ 渕前掲注２，３５２～３５８頁，３６３～３６５頁。浅妻前掲注８，６４２頁。
しかし，米国財務省による報告書であるOffice of Tax Policy Department of the Treasury，The Deferral of In-
come Earned Through U．S．Controlled Foreign Corporations A Policy Study（２０００）は，「２つの基本的な，し
かし相矛盾する合衆国課税システムの特徴が，租税回避の可能性を生み出し，したがって，課税繰延べの防止ルー
ルに対する潜在的な必要性を生み出した。第１の特徴は，法人を独立した者と扱うこと，第２の特徴は，全世界所
得課税である。」（at１）と述べています。

２６ この点に関して，浅妻前掲注４，９８頁が，「日本に由来する所得」と述べたことは示唆的です。「由来する」とい
う概念は，従来の租税法にはない，独自のものです。浅妻章如「タックスヘイヴン対策税制の改正と今後」ジュリ
スト１３９７号４４頁（２０１０年）も，「由来」という考え方に基づくものですが，あるべき合算対象が現在よりも縮小さ
れることになります。「南の島国で著作物を作って使用料を稼得しているような場合であってもその株主が日本居
住者であれば日本で課税するべきなのか」というこの論文があげる例（「〔シンポジウム〕国際租税法の新たな潮流」
租税法研究３６号（２００８年）１３０頁における吉村典久発言）に対しては，著作物を作るという行為の場所をどのよう
に特定するか，といった観点から，「由来する」の意味が問われることになると思われます。
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得のうち，何がこれに該当し，何がそうではな
いのかという切り分けの問題になるわけです。
言うまでもないことですが，この切り分けは，
所得の性質が能動的か受動的かということと，
直結するわけではありません。
さらに，個人株主や少数株主については，そ

の事業からの所得がタックス・ヘイブンの子会
社に Strip されるような事態は，極めて考え難
いと思われます。また，最終報告書が言及した
外国（源泉地国）から外国（タックス・ヘイブン）
へ の Stripping（foreign-to-foreign stripping）
も２７，上記の論理では合算対象とすべきでない
ことになります。
合算される所得の範囲については，冒頭で申

し上げた「租税回避の防止」の文脈で議論され
ています。租税回避は，一般に行為計算否認規
定の文言である「不当な税負担の減少」と定義
され，これまで，そこにいう「不当」とは何か
という不当性の問題に議論の焦点が当てられて
きました。濫用という語も用いられています。
しかし，とりわけCFC課税の趣旨目的や制度
設計の議論では，不当性や濫用の判断以前に，
冒頭でも述べた「税負担の減少」の有無と程度，
言い換えれば，海外子会社に発生した所得のど
れだけが，本来は日本の親会社で発生していた
はずの所得であるか，という問題を解決しなけ
ればならないことになります。これは，不当か
どうか，濫用に当たるかどうかという納税者の
行為の性質に関する問題ではありません。勿論，
納税者の意図などの主観面の問題ではありませ
ん。つまり，少なくとも講学上の租税回避とは
異なるものです２８。そうではなく，日本の課税
権を，外国子会社の所得（CFCの規定以外の

租税法の適用の結果，外国子会社に帰属してい
る所得。もちろん，実質所得者課税の原則（法
法１１条），さらにその前提となる私法上の帰属
といった判断を行った後に，外国子会社に帰属
すると認められる所得）に対して，どこまで主
張するかという，課税権の原理原則に関する問
題なのです。
しかし，厄介なのは，この判断が，理論的で

あると同時に，政策的なものでもあり，常に企
業の国際競争力とのバランスが問題とされてき
たことです。最終報告書にもありましたが，
CFC税制は，企業の国際競争力を削ぐもので
あることを勘案すべきであるという議論です。
この議論については，国際競争力というときの
その内容，誰のだれに対する競争なのか，それ
が誰に利益をもたらすのかがはっきりしないこ
とを，指摘しておきたいと思います２９。しかし，
そのことをひとまず置いて，この考え方を推し
進めると，納税者サイドは，軽課税国所在の子
会社に所得があること自体は日本の税収を侵食
するものではなく，租税回避の汚名を着せられ
ても仕方ないような例外的な場合に限って，
CFC税制を適用すべきであると主張するでし
ょう。逆に，課税庁サイドは，租税回避を恐れ
る傾向が強く，そのあまり，課税範囲が不適切
に広がりすぎる恐れがあります。そして，何が
租税回避なのか，決め手を欠くまま，いわば局
地戦によって合算課税の範囲が場当たり的に決
められてゆくようなことになるでしょう。ひょ
っとすると，現在の日本のCFC税制も，その
ような結果なのかもしれません。
しかしながら，もし，CFC税制の趣旨目的

が，Base Stripping という手法による租税回避

２７ Final Report at１３，１６，４６．
２８ 渕前掲注２，３６９～３７０頁は，「インセンティブの構造としての租税回避」と呼んでいます。ただし，前掲注７でも
述べたように，課税繰延べに対する理解や評価は，異なります。

２９ 錦織・藤谷前掲注１４，および，これが引用するTax Law Review，Vol．６５．Issue３（Spring ２０１２）：“Symposium
on International Taxation”に掲載された諸論文を参照。
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の防止（だけ）にあるとすると，したがって，
租税回避に係る主張立証が訴訟で争われるとす
ると，極めて有能な法律スタッフを抱え，十分
なプラニングを行う多国籍企業を相手に，国は，
裁判所での徹底抗戦を覚悟しなければならない
でしょう。日本の裁判官は，主に民事法や刑事
法でのトレーニング（要件事実教育）を受けて
おり，租税回避の否認という法の解釈適用につ
いては，基本的に慎重であると考えられること
から考えると，CFC税制は，最終的に裁判官
を説得できるような理論に基づいたものとすべ
きであると思われます。なぜこの税制が必要で
あり，当該事件で適用されているのか，その基
礎となるわが国の課税の原則が一体何なのか，
これに基づいたあるべき税額，不当な「軽減」
が生じる前の税額がどのように計算されるのか
を示すことができなければ，国は裁判に勝てな
いと思われます。Base Stripping という観点は，
それだけの確かさや具体的内容を持っているで

しょうか。Base Stripping の防止は，CFC税制
のためのひとつのスローガンではあっても，法
原則や法理論とまではいえないのではないでし
ょうか。

４―３．個人所得税の視点から
このように考えると，わが国でおそらく唯一

の十分に可能であると思われる原則論は，
（CFC税制の対象である）個人の投資家から
見たインセンティブや公平から，CFC税制に
よって確保すべき課税権やあるべき税額を明ら
かにすることです。すなわち，個人は，法人に
投資することによって，二重課税の不利益の裏
面で，課税繰延べの利益を得ることができます。
この利益は，軽課税国法人の方が大きくなりま
す。資料１２頁の下の方にある算式をご覧下さい。
いま，個人株主が所有し，Eの留保利益を有

する法人が，新規投資を y年間行うとします。
投資からの課税前利益率を r，法人税率を c，
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配当に対する個人所得税率を dとおきます。
法人が利益を留保して投資を続け，株主は最後
に配当として受け取るとすると，y年後に株主
が受け取る利益は，

 ycrEd 111

となります。
これに対して，法人が利益を毎年配当し，株

主は課税後の受取配当を全額出資するとすれば，

 ydcrEd 1111

になります。
両者の差が，本稿のいう課税繰延べの利益で

あり，その値は，軽課税国法人（cが小さい）
の方が大きくなることが分かります。
内国法人も究極的には個人株主の集合体です

から，個人株主から見れば，その内国法人自身
ではなく，外国子会社に所得を発生させるイン
センティブが生じます。これは，Base Stripping
のインセンティブに違いありませんが，個人株
主から見れば，課税繰延べの利益（インセンテ
ィブ）の一種です。私は，CFC課税は，個人
株主から見た課税繰延べというインセンティブ，

有利さを，税負担の不公平と評価して，防止す
る制度であると理解するしかないと思います。
そして，CFC税制が保護しようとする日本の
課税権の外枠は，ここにある，すなわち，課税
繰延べが生じないような税負担を求めることま
で広がっていると考えるべきであると思います。
個人株主とCFCとの間ではBase Stripping は
（ほとんど）生じないとすると，個人株主にも
適用がある日本のCFC税制については，課税
繰延べという観点から統一的な説明をすべきで
あると思います。
その上で，前述した局地戦の結果，様々な妥

協が行われていますから，その部分は，CFC
税制が譲歩をしているものと見るべきでしょう。
しかし，大切なことは，あくまでも原則は課税
繰延べが生じないところにあり，ここに規範的
な基準を設定し，CFC税制（それを租税回避
の防止措置というのであれば）の立法や解釈適
用に当たるべきであると考えます。これが，本
日のお話しの結論です。
大変拙い報告となりましたが，ご静聴下さい

まして，誠にありがとうございました。
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討論会３ ９月１５日�・午後

早稲田大学大学院会計研究科教授 青山 慶二
財務省主税局国際租税総合調整官 緒方健太郎
一橋大学大学院法学研究科准教授 神山 弘行
株式会社LIXIL グループ税務部長 鈴木 一路

渡辺 裕泰

●参加者（五十音順）

BEPS（税源浸食と利益移転）
プロジェクト等の国際的な
取組みの現状と課題

討論中に言及されている資料は，巻末「資料編８５頁～１１１頁」に掲載されています。

司会 日本租税研究協会参与・
財務省財務総合政策研究所顧問
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はじめに

（渡辺） それではパネルディスカッション
「BEPSプロジェクト等への取組みの現状と課
題」を始めます。
BEPSプロジェクトについては昨年の本パネ

ルディスカッションでも取り上げましたが，そ
の後昨年１１月にG２０サミットで，１５の BEPS対
抗措置（行動計画）からなるBEPS最終報告
書が承認されました。その後，本年６月末に
OECD租税委員会の第１回BEPS包摂的枠組
み会合が京都で開かれ，それまで参加していた
４６カ国に加えて，新たに３９カ国・地域が勧告に
コミットした結果，BEPSプロジェクトの参加
国・地域は８５になっています。
また，BEPSに次ぐ国際課税の重要課題であ

る税の透明性についても，本年４月のワシント
ンのG２０財務大臣・中央銀行総裁会議において，
OECDに対し「税の透明性に関する非協力的
地域を特定するための客観的基準」を作成する
ことが要請され，本年７月の四川省成都におけ
るG２０財務大臣・中央銀行総裁会議で基準が承
認されました。
このパネルディスカッションでは，昨年も

BEPSを取り上げましたが，今後の対応が残さ
れたものもまだ多くあります。皆様の中にも，
このBEPSは一体どこにいくのかと疑問に思
われている，あるいは心配しておられる方が多
いと思います。BEPSがどんな形になりそうか
という最新の情報を，できるだけ整理された形
で，パネルディスカッションの後に皆様にお持
ち帰りいただけるようにしたいと思っています。
本日のパネルディスカッションは，２部構成

になっています。第１部は，BEPSプロジェク
ト・税の透明性に関するこれまでの取組みと今
後の展望です。BEPSプロジェクトの概観と，
これまでに一応措置済みと考えている対抗措置，
税の透明性の基準（情報交換等）についてです。
BEPSプロジェクトについてはこれまで一応

措置済みと考えられているものは幾つかありま
すが，本日は時間の都合上，その中で行動計画
１の電子商取引，１３の移転価格の文書化，１４の
相互協議，１１の BEPSの効果分析だけを取り
上げることにして，あとは省略いたします。
第２部は，BEPS合意の今後の対応が必要な

項目を取り上げて議論したいと思います。具体
的には，BEPS行動計画３の外国子会社合算税
制（CFC税制），４の利子控除（利子の損金算
入の制限），８～１０の無形資産等の移転価格，１２
の義務的な開示，１５の多数国間協定を取り上げ
たいと思っています。
パネリストは，先ほどご紹介いただいた方々

です。それぞれ組織に属しておられますが，本
日は組織の意見というよりも，個人としての資
格でご参加いただいているので，その点はよろ
しくお願いします。従って，ご発言も個人のも
のとして受け止めたいと思います。また，この
場ではお名前を肩書きなしの，さん付けで呼ば
せていただきますので，その点もよろしくお願
いします。
今日のパネルディスカッションは第１部第２

部共，緒方さんからどこまで議論が進んでいる
のか，今後問題になるのは何であり，どの方向
に進もうとしているのかなどにつき，差し支え
ない範囲内で最新の情報を教えていただいた上
で，パネラー全員で活発な議論を進めたいと思
っています。
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それでは第１部の討論に入ります。最初に緒
方さんからご説明をいただいて，その後青山さ
ん，神山さん，鈴木さんからご意見・ご質問を
頂戴し，さらに緒方さんからお答えいただくと
いう順番で進めたいと思います。それでは緒方
さん，よろしくお願いします。
―――――――――――――――――――――

Ⅰ．BEPSプロジェクト・税の透
明性に関するこれまでの取組み
と今後の展望

〔「BEPSプロジェクト」について〕（国際課税
資料１）

（緒方） 早速，お手元の資料に沿って説明し
たいと思います。まず，BEPSプロジェクトの
現状について簡単にお話したいと思います。
国際課税資料１は，BEPSプロジェクトの概

要についてです。時間が限られていますので全
部は触れませんが，ポイントとしては，BEPS
プロジェクトは国際的に公平な競争条件（Level
Playing Field）を確保することを大目標にし，
多国籍企業の行き過ぎた租税回避を何とか抑え
ようというプロジェクトです。
問題意識の根幹は，多国籍企業が悪いと言う

のではなく，むしろ各国の制度や国際的な原
則・ルールが多国籍企業のビジネスモデルに追
い付いていない部分でギャップ・ずれが生じ，
その部分を使って租税回避が行われる結果にな
っているということです。これに対応するため
に，各国が協調してずれや隙間をなくしていく
プロジェクトになっています。
国際課税資料１の一番下に，３本柱が書いて

あります。BEPSプロジェクトの肝になってい
るのがAの緑の丸になっている，実質性です。
グローバル企業は払うべき所で税金を支払うべ
きという，やや当たり前のことが書いてありま
すが，これが非常に重要なメルクマールです。
実質的に活動している場所，価値が創造され

ている場所で課税所得が認識されるべきで，実

質のない所で課税所得が認識されると，それは
良くない，租税回避であるということを大原則
に議論しています。

〔「BEPSプロジェクト」最終報告書の概要〕（国
際課税資料２）
具体的には国際課税資料２をご覧下さい。１５

の行動で合意されたものをマッピングしていま
す。第２部にもつながってきますが，今後日本
がどうするのかをハイライトするために，これ
から法改正を考えていかなければいけない部分
を４つ囲っています。
特に行動３の外国子会社合算税制の強化につ

いては，２９年度改正での対応を検討中です。

〔BEPSプロジェクトの包括的（holistic）アプ
ローチ‐Cash box の例〕（国際課税資料３）
国際課税資料３は，BEPSプロジェクトが個

別の行動でもって，全体としていかに包括的に
問題に対応しようとしているかを表したポンチ
絵です。後でご覧いただければと思います。

〔BEPSプロジェクトの今後〕（国際課税資料
４）
本日のパネルディスカッションのテーマの１

つはBEPSプロジェクトの今後についてです。
国際課税資料４に「BEPSプロジェクトの今
後」というタイトルで，現在の３本柱が書いて
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あります。
BEPSプロジェクトは昨年の年末に最終報告

書が取りまとめられました。BEPSプロジェク
トの勧告の中身は昨年固まった形になり，現在
はこの勧告を実施するフェーズに入っておりま
す。これをBEPSの実施フェーズと呼んでい
ます。
実施フェーズには３本の柱があります。１つ

目は，BEPS合意の一貫した実施とモニタリン
グです。各国の税制は国家主権の最たるものな
ので，他国が税制について物を申すのは難しい
ですが，冒頭申し上げましたように，BEPSプ
ロジェクトの肝となる部分は，各国が一貫して
勧告に基づいた制度を導入することでずれ・隙
間をなくすことです。ですので，いかになるべ
く多くの国が一貫して実施するかが肝心です。
強制力はありませんが，一貫した実施を確保

するために，他の国がちゃんとやっているのか，
やり過ぎていないか，やらなさ過ぎていないか
を相互にモニタリングすることになっています。
これが一番大きな柱になっています。
２つ目の柱は，BEPSプロジェクトは２年間

の集中的な議論の期間を経ましたが，いまだに
課題が残っています。これを継続的に議論する
ことです。これは後ほど出てきます。
３つ目の柱です。BEPSプロジェクトはG２０

とOECDの共同のプロジェクトで行ってきた
訳ですが，中身が固まったので，これを実施す
る国をさらに拡大していくことです。

〔BEPSプロジェクト参加国（２０１６．６まで）〕
（国際課税資料５）
〔BEPS実施フェーズ（Inclusive framework on
BEPS）参加国・地域（２０１６．７～）〕（国際課
税資料６）
実施フェーズの３本柱の３つめの柱について，

国際課税資料５と６に，どのような国がBEPS
参加国となっているのかのイメージを示してい
ます。
国際課税資料５が，BEPSプロジェクトの議

論終了時点の図です。BEPSプロジェクトを２
年間議論していた段階では４４カ国でしたが，真
ん中にあるコスタリカ・リトアニアがBEPS
プロジェクトの２年間の議論の最後に加盟申請
プロセスに進んだので，この２カ国が増えて４６
カ国になりました。OECD加盟国とG２０メン
バー国に，OECD加盟申請中の国を加えた４６
カ国がBEPSプロジェクトの議論終了時点の
フル参加国になっています。
フルではなく，中身にコミットしないけれど

もオブザーバー的に参加している国々を，右側
の赤い欄に書いています。
国際課税資料６が現状でどうなっているかを

お示ししています。実施フェーズが始まって最
初の会合を６月末・７月頭に京都で開催しまし
た。これはOECD租税委員会の本会合として
は，初めてパリ以外で開催した会合になります。
この歴史的な京都会合を経て，現時点で正式な
メンバー国が８５カ国・地域になっています。
右から２番目の欄のとおり，京都会合で加わ

った国３６カ国・地域と，京都会合後に参加した
国３カ国と，合わせて新たに３９カ国・地域が加
わって，８５カ国・地域になっています。
ご注目いただきたいのは，新たに加わった

国・地域の中に，香港，シンガポールなど，日
本と関係の深い国・地域が参加していることで
す。こういう国・地域を正式メンバーに加えて，
BEPS合意の一貫した実施に努めていくことに
なっています。

〔BEPS最終報告書において引き続き検討を続
けることとなった項目〕（国際課税資料７）
国際課税資料７では，先ほど説明した実施フ

ェーズの３本柱の２つ目の柱の残された課題の
主なものをリストアップしてあります。
一番大きなものが，ここには載っていません。

それは行動１の部分で説明いたします。行動２
から始まって，全部は触れませんが，結構色々
なものが残された課題になっています。
かなりの部分が既にディスカッションドラフ
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ト（討議草案）で，どんな形で進めていくかが
公表されています。われわれが重要だと思って
いるのは，２つ目の行動４の利子控除制限の冒
頭に書いてある，グループ比率ルールについて
の設計・運用上の論点整理です。８月１６日締切
りでディスカッションドラフトが出ていますの
で，それを踏まえて今後議論を進めていきます。
古くて新しい問題として，行動６の non―CIV

ファンドです。CIVとは Collective Investment
Vehicle で，集団投資ビークルと呼んでいます。
これではないもので，例えばプライベートエク
イティファンドなど，一般的な投資ファンドに
条約の恩典をどうやって適用していくのかとい
う問題です。これもディスカッションドラフト
が出ていますが，大きな残された課題になって
います。
それから，われわれが残された課題で最大だ

と思っているのが，行動７の冒頭にある PE帰
属利得に関するガイダンスと，行動８～１０の冒
頭にある利益分割法の適用に関するガイダンス
です。この２つはBEPSプロジェクトの中で
も非常に大きな論点として議論されてきました
が，最終報告書の取りまとめの段階では細かい
ガイダンスの策定までに至らず，現時点でも残
っています。
ご覧になった方もいるかもしれませんが，９

月５日締切りでディスカッションドラフトが出
ています。いただいたご意見を踏まえて，１０月
１１・１２日にパブリックコンサルテーションを予
定しています。それを踏まえて今後ガイダンス
が決まっていきます。
その下にある評価困難な無形資産に関するガ

イダンスは，第２部で触れたいと思います。
特に今申し上げた PE帰属利得で，行動７は

PE認定の人為的回避です。ご承知かと思いま
すが，PEとは Permanent Establishment（恒
久的施設）と呼んでいるものです。どういうも
のがそろっていると，進出国で法人課税を受け
ることになるかというメルクマールが PEです。
これを人為的に回避することをどうやって防

止するかが，行動７の議論でした。PE帰属利
得に関するガイダンスは，新しく人為的に回避
できないように PE認定した場合，具体的にど
れだけの利得がその PEに帰属することになる
かという点に関する非常に重要なガイダンスに
なっています。
行動８の冒頭の利益分割法については，移転

価格税制の中で所得の配分の話をします。特に
無形資産が絡んだ場合は配分が非常に難しいの
で，利益分割法を使わざるを得ない局面が出て
きます。具体的にどういう場合に使って，どう
やって適用していくかという重要な論点が残っ
ています。

〔G２０サミット首脳宣言（仮訳抜粋）（２０１５年１１
月１５―１６日 於：トルコ・アンタルヤ）〕（国際
課税資料８）

〔G２０財務大臣・中央銀行総裁会議声明（仮訳
抜粋）（２０１６年２月２６―２７日 於：中国・上海）〕
（国際課税資料９）
〔G２０財務大臣・中央銀行総裁会議声明（仮訳
抜粋）（２０１６年４月１４―１５日 於：ワシントン
D．C．）〕（国際課税資料１０）

〔G２０財務大臣・中央銀行総裁会議声明（仮訳
抜粋）（２０１６年７月２３―２４日 於：成都）〕（国際
課税資料１１）

〔G２０サミット首脳宣言（仮訳抜粋）（２０１６年９
月４―５日 於：杭州）〕（国際課税資料１２）
駆け足で恐縮ですが，国際課税資料８から最

近の一連のG２０のコミュニケを幾つか載せてい
ます。詳細に入っていくと大変なので，ごく簡
単に紹介します。
BEPSプロジェクトと税の透明性・情報交換

が２本の柱になっています。BEPSプロジェク
トについては，アンタルヤから上海，ワシント
ンD．C．，成都とずっと，一貫した広範な実施
と適時な実施がキーワードとして出てきていま
す。
これを実際に行っていく場所ということで

「包摂的枠組み」を作り，第１回の会合を６月
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に京都で開催し，成都のコミュニケでは京都会
合を歓迎する形になっています。
BEPSプロジェクトの中で読み飛ばしてしま

いそうですが，重要な点があります。国際課税
資料９の上海のコミュニケの上から３行目に，
「税の公平性及び公平な競争条件を確保するた
め，BEPSに関連する問題へのモニタリングと
対処を続ける」と，さらっと書いてあります。
BEPSプロジェクトで色々議論しましたが，

BEPSプロジェクトの対象が国際課税の全てで
はありません。今後発生する，BEPSプロジェ
クトに直接関係ないかもしれないけれども
BEPSに関連するものについて，問題があるの
かないのかを含めてモニタリングし，必要であ
れば対処していくという，ポストBEPSの作
業を継続する宣言になっています。
以上が２本柱のうちBEPSプロジェクトに

関する点ですが，次の柱になっている税の透明
性・情報交換について，少しお話したいと思い
ます。
コミュニケの中でも順を追っていただくと，

アンタルヤ・上海ぐらいまでは自動的情報交換
を２０１７年・２０１８年までに開始すると書いてあり
ます。
国際課税資料１０をご覧ください。ワシントン

D．C．のときに，新しい話が入ってきています。
経緯を申し上げます。ワシントンD．C．の G２０
財務大臣・中央銀行総裁会議の日付をご覧いた
だくと，４月１４・１５日になっています。ちょう
ど最初のパナマ文書の報道が出た直後のG２０財
務大臣・中央銀行総裁会議になっています。
パナマ文書が出ても出なくても，BEPSプロ

ジェクトと税の透明性・情報交換の２本柱を何
年もかけてやってきたわけですが，改めてパナ
マ文書の問題も踏まえてG２０・OECDとして
何をしていくかを議論した結果が，ワシントン
のコミュニケになっています。
新しい部分としては，今までのように自動的

情報交換を２０１７年・２０１８年までに実施すること
に加えて，税務行政執行共助条約（多国間条約）

に署名することを求めています。
ワシントンD．C．で新たに出てきた話は２つ

あります。１つは真ん中辺に出てくるグローバ
ル・フォーラムのレーティングを，期限を付け
て，２０１７年の G２０サミットまでに満足な水準ま
で改善することを期待するということです。
レーティングを上げていくことを，期限を切っ
て目標化したのが１点目です。
もう１つは，７月のG２０財務大臣・中央銀行

総裁会議までに，「税の透明性に関する非協力
的地域を特定するための客観的基準」を作るこ
とを求めている点です。これは言葉だけを見る
と，何を言っているかがよくわからないかもし
れません。情報を出さないことで租税回避・脱
税を誘引している国を，非協力的地域と呼んで
います。これを特定し，端的に申し上げればブ
ラックリスト化するための客観的基準を作る話
です。
その先があります。客観的基準を作った上で

ブラックリストを作って，それでも進捗が見ら
れなければ，非協力的地域に対する防御的措置
を検討すると書いてあります。防御的措置もわ
かりにくい言葉です。BEPSプロジェクト等を
通じて，各国は自国の税源を奪われることを問
題視しています。非協力的国・地域があること
でそこに税源を奪われて，自国の税金が取れな
くなることが起こってはいけないので，自国の
税源を防御するという意味で防御的措置と書い
ています。要するに，ブラックリストに載る国
に一定の進捗が見られなくて，迷惑が続けば対
抗措置・制裁措置を発動するという話です。こ
れが新しい話です。
もう１つがパラグラフ８の一番下に書いてあ

る，実質的所有者情報について，透明性に関す
る国際基準の履行改善のための方法の初期提案
を提示するということです。国際課税の中で２
本の柱にしているBEPSと税の透明性・情報
交換に加えて，新たに実質的所有者情報の透明
性が出てきています。
パナマ文書の問題の根幹は，法人や法的取決
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めの後ろ側にいるのが誰かが明らかでないこと
です。これを改善するための初期提案を出して
くださいと言っています。

〔「税の透明性に関する非協力的地域を特定す
るための客観的基準」について〕（国際課税資
料１４）
ワシントンD．C．のコミュニケを受けて，成

都・杭州と議論を重ねました。国際課税資料１４
をご覧ください。京都会合で実質的に合意され
た，非協力的国を特定するための客観基準をこ
こにまとめています。
時間の関係もありますので，簡単に説明しま

す。基準が３つあります。１つ目はグローバル・
フォーラムが実施するピア・レビューによる評
価です。後で資料を使って説明しますが，グ
ローバル・フォーラムの評価が１つ目です。
２つ目が，共通報告基準（Common Reporting

Standard）にコミットしているかどうかです。
これは自動的情報交換に関するものです。
基準の３つ目が，多国間条約に署名している

かどうかです。
グローバル・フォーラムに基づくピア・レビ

ューとは何かといいますと，情報交換には，要
請に基づくものと自動的情報交換の２種類があ
ります。要請に基づく情報交換は，個別の調査
事案について，誰それの銀行口座があなたの国
にあるみたいだから教えてと１本１本お願いす
る情報交換です。これが従来の情報交換のメイ
ンでした。
グローバル・フォーラムは，要請に基づく情

報交換について，法制面・執行面の両方がしっ
かりやれているかを４段階で評価することにな
っています。この評価が悪いと，基準１にバツ
が付きます。
基準２と基準３は，自動的情報交換に関する

基準です。自動的情報交換の基準である共通報
告基準にコミットし，コミットしているだけで
は情報が流れないので，実際に情報が流れるパ
イプとしての条約が存在しているかどうかです。

それが基準３です。
今ざっと申し上げましたが，それを補完する

意味で，国際課税資料１５以降を詳しく説明した
いと思います。

〔グローバル・フォーラムについて〕（国際課税
資料１５）
国際課税資料１５の「グローバル・フォーラム

について」をご覧ください。グローバル・フォー
ラムが始まる前段階に，色々な作業がありまし
た。ごく簡単に紹介します。
１９９８年に「有害な税の競争報告書」をOECD
が作りました。ここでタックスヘイブンを定義
する基準をまとめました。その後その基準に従
ってタックスヘイブンに該当する国をリストア
ップし，今や幻になってしまいましたが，当時
３５カ国・地域を挙げたOECDタックスヘイブ
ンリストを作りました。
その後，タックスヘイブンリストに載った国

が，自分たちは人様に迷惑を掛けない，つまし
い地域としてやっていくということで，色々な
改善点を提示していきました。
それから，タックスヘイブンリストをやめて，

本当にちゃんと迷惑を掛けない制度になってい
るかを見ていくことになり，税の透明性・情報
交換をちゃんとやっているかどうかの非協力的
国リストを作りました。
非協力的国リストを作ると，自分は協力する

と言ってコミットする国がどんどん出てき
て，２００９年の段階では非協力的国リストに載っ
ている国がゼロになりました。
２００９年は，リーマンショック直後のG２０サミ
ットが行われたときです。コミットするだけで
は駄目だということで，国際課税資料１５の真ん
中に，①～③の基準が書いてありますが，①実
際に情報が記録されて存在し，②税務当局が記
録されている情報にアクセスできて，③税務当
局間で情報がしっかり交換されているという３
点が，法制面でも執行面でもちゃんとできてい
るかまで確認して評価する作業が始まりました。
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それが２００９年以降です。

〔グローバル・フォーラムにおける「要請に基
づく情報交換」に関する第１次ピア・レビ
ューの結果〕（国際課税資料１７）
これに基づいて，国際課税資料１７をご覧くだ

さい。グローバル・フォーラムでどんな評価が
付くのか，イメージとして現時点での評価を一
覧で載せています。
イメージとして，優・良・可・不可の４段階

です。優がCompliant で，日本等が挙がってい
ます。良が Largely Compliant で，英国・米国等
が挙がっています。下２つが Partially Compli-
ant の可と，non―Compliant の不可です。現在
法制審査のみが終了した国が，執行面の審査に
入ります。今年１０月ぐらいに評価が一巡するこ
とになっています。
満足のいく評価がどこかという問題もありま

すが，下２つは満足のいく評価ではないので，
今後ブラックリスト化の可能性があります。

〔非居住者に係る金融口座情報の自動的交換の
ための報告制度〕（国際課税資料１３）
自動的情報交換については，前後しますが，

国際課税資料１３にイメージ図を載せています。
ごく簡単に申し上げます。
共通報告基準をOECDが作りました。これ

に従って，A国・B国の居住者が日本の金融機
関に口座を持っているかどうかを洗い出し，金
融機関から国税庁に報告し，国税庁が仕分けを
してA国・B国に連絡します。
右側の図です。それをすることで相手国の

A国・B国から，日本の居住者がA国・B国
の金融機関に口座を持っていると，その情報を
国税庁に流してくれます。これをグローバルに
実施することで，海外の口座に所得・資産を隠
せなくなります。

〔自動的情報交換の実施時期に関する国際的な
状況〕（国際課税資料１８）
国際課税資料１８ですが，共通報告基準にコミ

ットしている国が１０１カ国あります。括弧付き
で書いてあるのは，皆様がタックスヘイブンと
言うと恐らく思い浮かべるであろうというよう
な国・地域です。そういった国・地域も含めて
相互に情報交換することをコミットしています。

〔税務行政執行共助条約の概要〕（国際課税資料
１９）
国際課税資料１９ですが，共通報告基準にコミ

ットした上で，実際に情報を自動的に流すため
のパイプとして，多くの国が一気に交換できる
ようにマルチの多国間条約があります。これに
８月１日現在で８３カ国が署名しています。
先ほどの共通報告基準にコミットし，かつ，

マルチの多国間条約に署名してもらうことで，
自動的情報交換のネットワークを拡大すること
になっています。これに協力できない国はブラ
ックリスト化をして，防御的措置を発動してい
く流れになっています。

〔G２０ハイレベル・タックスシンポジウムの概
要〕（国際課税資料２０）
国際課税資料２０でお示ししているものは，

BEPSプロジェクトの派生品のようなものです。
成都のG２０財務大臣・中央銀行総裁会議で，ハ
イレベル・タックスシンポジウムを開催しまし
た。
ここでご注目いただきたいのは，セッション

２の税の安定性の確保がテーマに挙げられてい
ることです。中身はお読みいただければと思い
ます。
真意として何を追求したかです。BEPSプロ

ジェクトで色々な国際合意を結びましたが，最
後に各国がやり過ぎず，ルールに沿った執行を
してくれることを確保することが，企業・投資
家にとって非常に重要です。これをモニターす
る努力も少し進めていかなければいけません。
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行動１４で紛争を迅速に解決することがBEPS
プロジェクトの中に入っていますが，それに加
えて国際ルールに従って課税をしていく意味で
の税の安定性を確保することを，今後BEPS
に合わせてやっていこうということで，シンポ
ジウムのテーマにしたものです。
次に行動１３の話に簡単に触れますが，行動１３

で導入した国別報告書をEUが公表する動きが
出ています。公表することそのものの是非につ
いては，ここでは触れません。
ここで問題になるのは，行動１３で，税務当局

間で条約の中で国別報告書を交換することを
BEPSで合意し，BEPS合意を今まさに実行し
ようとしている瞬間に，BEPSと似て非なるも
のとして，国別報告書をEUが独自に作って公
表するということです。これは税の安定性の意
味からすると，とても許せない動きです。
ハイレベル・タックスシンポジウムのセッシ

ョン２はOECDのグリア総長が司会をし，日
本から麻生大臣が出席し，アメリカからジャッ
ク・ルー長官，ドイツのショイブレ大臣，トル
コの副総理の４人がパネリストで参加しました。
麻生大臣が，税の安定性の観点からすると，

BEPSで決まったものと違うことを提案するの
は良くないことを強く発言し，EUのメンバー
ですがドイツのショイブレ大臣も確かにそのと
おりだと，こういうのは税の安定性の観点から
良くないと共感を示しました。アメリカのルー
長官もこれを支持し，大国３カ国でそういう動
きはやるべきではないと，税の安定性を高めて
いくことが重要であると話したことを紹介した
いと思います。
税の安定性に向けた努力を，BEPSと併せて

やっていくのが重要と考えています。

〔（参考）行動１３ 多国籍企業の企業情報の文
書化～「国別報告書実施ガイダンス」（２０１６
年６月公表）の概要～〕（国際課税資料２４）
先に触れてしまった行動１３の国別報告書につ

いて，最近の状況を紹介します。国際課税資料

２４に，今年６月に公表された実施ガイダンスの
概要を書いています。
関与された方はよくご存じかもしれませんが，

国別報告書は最終報告書の中では，２０１６年１月
１日以降に開始する会計年度を対象にすると書
かれています。ご承知のように日本は３月末・
４月１日開始の会計年度の会社も多くあります
し，実際われわれが法制化したときも４月１日
施行にしてあります。この３カ月間のずれをど
うするのかという，移行期間の問題がありまし
た。
各国の国内法制化に一定の期間を要する可能

性にも配慮するというのが，最終報告書にもと
もと書いてありました。それを具体化する形の
ガイダンスになっています。
具体的に何をすることになったかです。少し

わかりにくいですが，parent surrogate filing
（代理親方式）の内容が，３つ目のポツの所に
書いてあります。例えば，日本の国別報告書の
要請が始まる前であっても，企業が国別報告書
（CBCリポート）を作って提出する段階で既
に法律が通っていて，当局間合意が存在し，最
終親会社等の居住地国で必要な通知を行うなど
の要件が満たされれば，適切な国別報告書とし
て相手国も受け取ります。相手国が適切な国別
報告書として受け取るということは，子会社方
式で子会社から国別報告書を求めることはしな
いということです。実施段階の１つ大きなガイ
ダンスとして，紹介したいと思います。

〔行動１ 電子経済の課税上の課題への対処〕
（国際課税資料２５）
駆け足で恐縮ですが，その他の話として，国

際課税資料２５の行動１です。日本では対応済み
ですが，今後を展望してどんなことが起きるか
をお話します。
行動１では，他の行動を実施することで，電

子経済の課税上の問題は当面対応をできると整
理をしました。その当面がどれだけ続くのかを，
今後モニターしていかなければいけません。
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〔（参考）検討されたオプションとその問題点〕
（国際課税資料２６）
具体的に，国際課税資料２６に検討されたオプ

ションを挙げています。これをご覧いただくと
イメージが湧きやすいと思います。
一番上に Significant Economic Presence と書

いてあります。冒頭申し上げた，どれだけの活
動が相手国で行われるとその国で法人課税が行
われるかというメルクマールの PE概念は，物
理的な存在を前提に作られたものです。Perma-
nent Establishment なので，支店など物理的な
存在が相手国にどれだけあれば法人課税が始ま
るかということですが，経済活動が電子化され
ていくと，物理的なつながりがなくても同じ事
業活動が行えるようになるかもしれません。そ
うなると，PE概念がどうなっていくのか。物
理的な拠点がなくても事業ができるから，法人
課税をしなくてもいいことになるのか，物理的
なメルクマールに代わるメルクマールが必要に
なるのかという議論です。
BEPSプロジェクトの昨年の結論では，そう

いうことを考えるほどには電子化が進んでいな
い，要するに物理的拠点が全くない状態で事業
が行われることはそんなにないということでし
た。消費課税はバーチャルな取引でも既に適用
できるので，消費課税において消費地国で課税
することを貫徹していれば，そんなに大きな問
題ではないということでした。
そうは言いながら，オプションとして Signifi-

cant Economic Presence で，電子的に経済的な
存在が確認されれば，それを取っ掛かりにして
法人課税をするというオプションを考えてもい
いという話をしています。
来年以降に，状況のモニタリングを続けて，

どの段階でこういったオプションを現実に採用
すべきということを勧告することになるのかが，
今後のテーマになってこようかと思います。

〔行動１１ BEPSの規模・経済的効果の分析方
法の策定〕（国際課税資料２７）
最後に残された課題で，行動１１です。これも

昨年の段階では，BEPSの規模・経済的効果は，
取得可能なデータが十分ではないので，分析が
十分進みませんでした。これについても，各国
がデータ収集を進めていく話になっています。
現在入手可能なデータは，大体マクロの統計

です。BEPSの規模や効果を検証するには，企
業ごとのミクロなデータが必要になってきます。
各国が企業ごとのデータを取れるようにしてい
って，モニターできるように進めていこうとい
う話をしています。これが行動１１です。
駆け足になって恐縮ですが，私からは以上で

す。

―――――――――――――――――――――
（渡辺） 緒方さん，どうもありがとうござい
ました。最近の情報を限られた時間の中で大変
要領よくまとめていただき，わかりやすいご説
明をいただきました。ありがとうございました。
今のご説明について，若干補足させていただ

きます。国際課税資料２０に，税の安定性という
言葉が出ています。これは英文の，Tax Cer-
tainty を訳したもののだと思います。日本語に
訳すのが，なかなか難しい言葉です。税の安定
性と訳しても結構だと思いますが，人によって
は，税の予測可能性という訳し方をする場合も
あると思います。どれも大体同じような意味だ
と思っていただきたいと思います。
また，財界の方が大変心配していた移転価格

の文書化，特にカントリー・バイ・カント
リー・リポートについては，条約方式が基本と
いうことでまとまったので，多分ホッとしてい
る方が多いと思います。
それではただ今の緒方さんの説明に対して，

パネラーのお三方から順次ご質問・ご意見を頂
戴したいと思います。最初に青山さんからお願
いします。
―――――――――――――――――――――
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Ⅱ．BEPSプロジェクトの展開と，
税の透明性及び共通報告基準に
関するテーマについて

（青山） ありがとうございます。それでは私
から，まずBEPSプロジェクトの展開と，２
つ目の税の透明性及び共通報告基準に関する
テーマについて，コメントと質問を申し上げた
いと思います。
まずBEPSプロジェクトの展開については

非常に詳しい説明をいただいて，政治的な背景
等もわかり，ありがとうございました。京都会
合で包摂的枠組みが本格的に動き出したことは，
BEPS合意の一貫した実施が納税者の予測可能
性を促進する，特に途上国での合意と整合性の
ある対応を促進してくれるのではないかという
意味で歓迎したいと思います。
また，同じ文脈で，価値創造モデルの変化を

踏まえた，先ほどのお話にあった税の安定性の
確保を目指す，日米等が主導する新たな取組み
が始まったことにも期待したいと思います。
さらに，BEPS最終報告書までの間に，討議

文書内容についての政府・ビジネス間の頻繁な
意見交換体制が行われたことも評価したいと思
います。この背後には，浅川財務官をはじめ，
日本政府サイドの多大な貢献があったと思いま
す。
その上で以下の懸念事項についてコメントし，

ご意見を頂戴できればと思います。

〔手続きについて〕
１点目は手続き面です。先ほど説明があった，

国別報告書をはじめとした多国籍企業のドキュ
メンテーションルールです。詳しく説明してい
ただいた代理親制度による補完合意が当面の日
本企業の懸念でしたが，実質上納税者の懸念を
払拭していただきました。
もう１点，併せてわが国企業が懸念している，

EUの国別報告書のウェブ公表の問題です。こ

れは本来BEPSの合意の枠組みを超えたもの
です。BEPS合意がオーバーライドされてしま
うのではないかと懸念していましたが，G２０
ベースの会議でこれらの問題を税の安定性のコ
ンテクストの中で取り扱っていただいたことは，
やや安心できる材料ではないかと思います。
今後このようなオーバーライドする事例が出

てきたときは，タイムリーに色々な形での対応
をお願いしなければならないと思いますが，特
にアジアで活動しているわが国の多国籍企業に
とっては，例えば中国の過大なドキュメンテー
ション要請も気になるところです。これらにつ
いてもぜひケアしていただければと思います。
手続き面の２点目として，紛争解決です。

BEPSプロジェクトの１５項目のほとんどが，あ
る意味政府からBEPSを解消するための攻め
玉でした。一方穴を埋めていくBEPSプロジ
ェクトのソリューションが，解釈・適用によっ
ては新たな二重課税を生み出すのではないか，
従って紛争解決についてより真剣に取り組んで
ほしいというのが，納税者サイドの要望だった
と思います。
私自身は，攻め玉に比べて守り玉の検討が若

干遅れているのではないかと思います。紛争解
決（行動１４）についてはミニマムスタンダード
として位置付けてはいるものの，本当に実効性
のある紛争解決促進策が確保できるのか。２年
以内の解決についてもですが，これの背景には，
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例えば仲裁という１つの手段の受け入れ体制が，
途上国等で必ずしも整っていません。これらの
促進策について，成果が期待できるようなご努
力をさらにお願いできないかと思っています。

〔実体法について〕
次に，実体法について２点申し上げます。

BEPSの中心テーマである，価値創造地におけ
る課税を実現する諸改革で，色々な提案がされ
ました。現時点で，例えばApple を巡るアイ
ルランドでの課税に関して，アメリカ・EU間
での緊張感が高まっています。これらはBEPS
合意のグローバルな実現に，暗雲を投げ掛ける
材料になっているのではないかと思います。
そもそも，BEPSでは，パテントボックスの

緩やかな経過期間の設定や，CFC税制のベス
トプラクティス位置付けなど，各国の主権の尊
重や不遡及原則への配慮が前提とされていたと
思います。この点に関しては，英国の迂回利益
税も，英国での付加価値創造に対して広範な課
税権を及ぼすものであり，ある意味BEPSの
合意を時期的にも先取りしてオーバーライドす
る形の国内法改正でした。
こういった国際協調に水を差すものに対して，

今後OECD·G２０がどのように立ち向かっていく
のかについて，ご意見をいただければと思いま
す。
もう１点は，PS法（Profit Split）のガイダ

ンスと，PEへの帰属利得の計算ガイダンスに
ついては，非常に重要な討議文書として検討さ
れているというお話をいただきました。これら
はいずれも理念面の合意だけでは個別国による
拡大解釈や不当な適用を招きかねない分野なの
で，適用事例・計算事例を充実させた検討をビ
ジネスのコメントを反映させて完成していただ
きたいと思います。

〔税の透明性に関する取組みについて〕
大きな２点目の，税の透明性に関する取組み

については，先ほど非常に詳しいご説明をいた

だきました。共通報告基準に基づく自動的情報
交換等について，パナマ文書問題を踏まえた
色々な展開もご説明いただきました。
今までの租税競争プロジェクトの下での長い

間の取組みについては，先ほどのご説明にもあ
ったように，各国が約束したらそこで成果が出
たとして，その後，自然解消してしまいました
が，今回はこれからしっかりモニタリングをし
ていくという話がありました。そういった意味
で，今後の活動に期待したいわけです。
この点は，わが国の国内法の改正にもつなが

っていく可能性があると思います。これは第２
部とも関係すると思います。わが国の税制改正
にどのような見通しを持っておられるのかお伺
いしたいと思います。

〔グローバル・フォーラムの新基準について〕
最後の点になりますが，グローバル・フォー

ラムの新しい基準の中に，実質的支配者情報の
情報交換について今後より強力に拡大していく
という趣旨が書かれていました。実質的支配者
情報については，それを取得するのも，また，
その成果を的確に情報交換するのも困難性があ
ると思います。具体的にどのように実行可能性
を担保しようとしているのかについて，お伺い
できればと思います。少し長くなりましたが，
私からのコメントと質問にさせていただきます。

―――――――――――――――――――――
（渡辺） 青山さん，どうもありがとうござい
ました。それでは次に神山さん，よろしくお願
いします。
―――――――――――――――――――――

（神山） 緒方さん，限られた時間で国際課税
の来し方行く末についてまとめてくださって，
ありがとうございました。私からは大きく分け
て３つのコメント及び質問をさせていただきた
いと思います。
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〔税の安定性について〕
１点目は，国際課税資料２０でお話があった，

「税の安定性（Tax Certainty）」についてです。
BEPSの本丸が「国際的な二重非課税」の問題
に対処するための国際協調の枠組みだとすると，
そのコインの裏側である「国際的な二重課税」
という問題への対応は，BEPSの行動１４で相互
協議などの紛争解決として議論がされていまし
た。
本日の国際課税資料２０にあるような，G２０の

ハイレベル・タックスシンポジウムで出てきた
税の安定性（Tax Certainty）というスローガ
ンは，今後途上国や新興国による強引な課税に
対処するための，行動１４とは違った視点からの
新たな国際的な協調枠組みの構築に向けた萌芽
と考えることは可能なのでしょうか。この点の
ご感触などをご教示いただけませんでしょうか。
これが１点目です。

〔「税の透明性に関する非協力的地域を特定す
るための客観的基準」について〕
２点目は，国際課税資料１４でお話しがあった

「税の透明性」に関する，非協力的地域を特定
するための客観的基準についての質問です。い
わゆるブラックリストの基準定立については，
先進国と途上国，先進国と新興国の間での利害
対立と，利害の調整が必要なのは容易に想像さ
れます。

一方，先進国内部で，例えばアメリカとヨー
ロッパ諸国の間で，もし見えている景色が違う，
もしくは利害を調整しなければいけない局面が
出てくるといった感触などがあれば，ご教示い
ただけませんでしょうか。

〔BEPSプロジェクトについて〕
３点目は，BEPSについてです。国際課税資

料２を見ながら話をするのが，一番わかりやす
いかもしれません。研究者の視点から眺めます
と，望ましい行政的な規制手法の形式として，
大きく分けるとルールによる行政規制と，スタ
ンダードによる行政規制が考えられます。
教科書的に説明すれば，ここでいうルールと

は，言語表現が指し示す内容が個別事案におけ
る法適用者にとって明確な場合です。一方，ス
タンダードとは，適用に当たって，適用者によ
る複数要素の相互考慮が要求される場合です。
具体例として，車の速度規制がわかりやすい

と思います。例えば時速６０キロを超過したら，
直ちに違法とするのがルールです。それに対し
て不相当な速度を出すと違法にするのが，スタ
ンダードに基づく制度設計といわれます。
一般論としては，�１法制定の段階でのコスト，

�２個人・法人の行為・意思決定におけるコスト，
�３法適用者が具体的な事案を念頭に法を適用し
ようとする各段階でのコストという，３つのコ
ストがあります。各段階でのコストを勘案する
と，適用頻度が高い場合には，スタンダードよ
りもルールの方が望ましいのではないかという
議論がなされてきました。
そこでBEPSについて，この観点からの質

問をさせてください。BEPSの議論ではルール
的な手法を重視する部分があります。例えば行
動４の利子控除における固定比率ルールはまさ
に客観的なルールです。一方で，スタンダード
を重視する局面もあります。例としては，後半
でお話があろうかと思いますが，移転価格税制
の所得相応性基準などはスタンダード的な色彩
が強いように考えられます。このようにルール
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とスタンダードが混在しているように見受けら
れます。
BEPSの議論において，行動の各分野でスタ

ンダード的な手法とルール的な手法が混在する
結果となった要因はどこにあるのでしょうか。
例えば，国際的合意が取りやすい分野はルール
的な手法で合意がまとまり，国際的な合意が取
りづらい分野は，スタンダード的な手法で
BEPSに対処する傾向があると理解することは
可能なのでしょうか。
この点と関連して，移転価格もルール的な手

法である定式配分を全面から議論するのではな
く，利益分割法（PS法）の形で部分的に議論
されている理由は，各国間の利害対立による国
際的合意の困難さが背後にあると理解すること
は可能なのでしょうか。そうではなくて，他の
要因によってこういった現象が生じているので
あれば，ご教示いただけませんでしょうか。

―――――――――――――――――――――
（渡辺） 神山さん，どうもありがとうござい
ました。それでは鈴木さん，どうぞよろしくお
願いいたします。
―――――――――――――――――――――

（鈴木） LIXIL の鈴木と申します。今日はよ
ろしくお願いします。緒方さん，わかりやすい
説明をありがとうございました。
私は今，LIXIL という会社にいます。この会

社は２０１１年に国内の５社が統合して成立した住
宅設備や建材のメーカーです。ここ数年は海外
の会社を複数買収しながら，積極的にグローバ
ル化を推進しているところです。
今，緒方さんにご説明いただいたBEPSプ

ロジェクトは，日本がリーダーシップを発揮し
ながら，OECD，G２０，その非加盟国まで巻き
込んだグローバルな枠組みで国際課税における
協調を話し合った，他に例を見ない画期的な偉
業であったと，企業の立場からも感じています。
このBEPSは，既に実施のフェーズにあり

ますが，企業に身を置く者としては，今後の展
開に多少の懸念も感じています。既に言い古さ
れた内容もあり恐縮ですが，せっかくの機会で
すので，身近な話を何点かコメントしたいと思
います。

〔国別報告書について〕
まず行動１３の国別報告書です。弊社は今まさ

にこの作成の作業を鋭意進めていますが，弊社
の連結グループにはM&Aをしたばかりで，
グループ入りして時間がたっていない国外関連
者も多く含まれています。その影響もあり，こ
の編集作業は現実的に難易度が高いものになっ
ており，外部のアドバイザーの費用なども含め
て，相当のコストも掛かっています。
国別報告書については，連結グループ内の税

務ガバナンスを強化する良い機会なので，ポジ
ティブに捉えなさいというご指摘もありますが，
実務を担当する身としては，残念ながらそこま
での心の余裕は持てていません。
さて先ほど緒方さんも言及されましたが，最

近の欧州委員会における提案のように，国別報
告書的な情報を企業に公開させようとする動き
があることを，大変懸念しています。
日本企業は一般的には人為的な租税回避等を

行っておらず，後ろめたいことも滅多にないと
いうのなら，身の潔白を証明させるために企業
に情報を開示させても問題ないのではないかと
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いう見方も一部にあるようですが，背景抜きの
中途半端な情報だけが独り歩きすれば，不要な
誤解を招く可能性があります。一方，中途半端
がよくないからといって，例えば無形資産の成
立の背景・経緯を含めた詳細な情報を全て公開
できるかといえば，それは企業秘密の塊ですの
で，そういった選択肢も現実的ではありません。
最終報告書において日本企業の意をくんで，

せっかく条約方式にして守秘性も高めていただ
いたことでもありますので，財務省におかれま
しては今後もBEPS参加国の中での足並みを
そろえた運用に向け，引き続きリーダーシップ
を発揮していただくことを希望します。

〔BEPSプロジェクトについて〕
次にBEPS全般の話になります。BEPS以前

は，OECDにおける国際課税はどちらかとい
えば居住地国課税を前提とし，二重課税排除を
目的として源泉地課税を制限してきました。一
方，今回のBEPSプロジェクトは，課税の空
白を防ぐために源泉地国の課税権の制限から課
税権の確保へ，また経済活動・価値創造地での
課税という，ある意味逆のトレンドで進められ
てきたことが特徴的かと思います。
この流れは，新興国にとっては課税の機会が

増えるということで，歓迎されただろうと思い
ます。現在われわれ企業が作成中の国別報告書
の情報も，新興国にとっては利益分割法等を用
いた移転価格課税の切っ掛けになる可能性があ
るともいわれています。
また今日は直接のご説明はありませんでした

が，PE認定の人為的回避を防ぐために，行動
７で PEの範囲が見直される方向と理解してい
ます。この PE認定の基準を緩くする議論も，
新興国からは大いに歓迎されるだろうと思いま
す。
但し，基準が緩められることで認定される

PEに帰属する利得については，先般OECDか
らディスカッションドラフトが出されていまし
たが，以前のサーバー PEの議論と同じように，

重要性のある利得が帰属する可能性はむしろ小
さいのではないかと，私は読み取りました。
先進国においては，PEが認定されても帰属

する利得の重要性は小さいというのであれば，
基準を緩めたことは納税者にとっては PEの申
告の手間が増えるだけですし，BEPS対策とし
ての効果もあまりないのではないかという考え
方もできます。
一方，新興国においては，PEは認定したけ

れど，利得はあまり帰属しなかったという結論
では課税当局は容易には納得しないのではない
かと懸念しています。つまり新興国で PEが認
定される場合は，やはり相当規模の利得の帰属
が認定されるのではないかと危惧する次第です。
以上述べましたように，本邦企業にとっては

今後新興国を中心に二重課税が発生する蓋然性
が高まったようにも感じます。従って行動１４は，
BEPSプロジェクトの中でも極めて高い重要性
を持つと考えます。財務省におかれましては，
BEPSの実施フェーズにおいても引き続き強い
リーダーシップで，新興国によるBEPS施策
の良いところ取りを許さないという，けん制力
の発揮を是非ともお願いしたいと思いますし，
仮に二重課税が発生した場合は，仲裁等を利用
しつつ，その徹底的な排除を重ねてお願いした
いと思います。

―――――――――――――――――――――
（渡辺） 鈴木さん，どうもありがとうござい
ました。それでは緒方さんの方から，ただ今の
お三方からの質問・意見についてお答えを頂戴
したいと思います。どうぞよろしくお願いいた
します。
―――――――――――――――――――――

（緒方） ありがとうございます。皆様から非
常に貴重な，有意義，かつ，色々と難しいご質
問をいただきました。できるだけ全てにお答え
したいと思います。
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〔税の安定性について〕
まず神山さんから，税の安定性は今までの国

際的二重課税の議論と少し似ているが異なる，
新たな国際的な協調枠組みの構築に向けた萌芽
なのかという話をいただきました。また，ルー
ルとスタンダードの違いという，非常に重要な
ご示唆もいただきました。
神山さんがご指摘されているのと，鈴木さん

もご心配されているように，今まで国際課税は
国際的二重課税をどうやって排除していくかと
いうことを主眼としてきましたが，新たにBEPS
プロジェクトでは，国際的二重非課税が生じな
いために隙間を埋めるという方向で議論してき
ました。勢い余って無茶な課税をされては元も
子もないので，この部分をどうするのか，どう
確保していくかということです。
１つは，仮に国際的二重課税が発生した場合

は迅速に解決するということで，BEPSプロジ
ェクトでは行動１４で議論しています。もう１つ
は神山さんがご指摘されたように，それを超え
る新たな協調の枠組みとして，無茶な課税をさ
せない，ルールに従った課税をしてもらう，税
の安定性という協力の枠組みは必要だろうとい
うのはそのとおりだと思います。われわれもこ
れを仕組んでいくのは大変ですが，成都でのハ
イレベル・タックスシンポジウムをはじめとし
て，今後新しい協調の枠組みを進めていきたい
と考えています。

〔ルール・スタンダードについて〕
ルール・スタンダードの話についてです。こ

れは完全に私見ですが，BEPSプロジェクトを
神山さんがご指摘いただいたルール・スタン
ダードの切分けで考えると，ルールの明確化・
策定を志向したと理解しています。誰が見ても
個別の事案で適用関係が明らかになるような共
通のルールを作り，かつ，ルールに基づいて確
実に実施していくということです。BEPSプロ
ジェクト自体がこのルールの明確化をしました
し，税の安定性の取組みは共通な国際ルールに

基づいた実施を確保していくという方向性だと
思います。
そうはいってもスタンダード的な部分がある

というご指摘は，全くそのとおりです。特に移
転価格については，スタンダード的な要素がど
うしても残ってしまいます。これをつらつらと
考えてみると，合意できる範囲でまとめたから
スタンダード的なものが入ったのではないかと
いうご指摘も，確かにあろうかと思います。し
かし，われわれ，構想に参加していた者たちの
感覚は，合意しやすいところに流れたというよ
りも，むしろ移転価格は本質的に相手国と合意
しない限り二重課税が残ってしまうという，非
常に難しい制度であるというものです。
ルールを明確化しても，トッププライオリテ

ィは相手国と合意できることです。例えば，定
式配分のように，相手国と最初から明確なフ
ォーミュラを合意できていれば，それは明確で
完全なルールになりますが，合意できるフォー
ミュラがなければ合意が存在しなくなって，二
重課税が残ってしまいます。従って，セカンド
ベストかもしれませんが，相手国との合意可能
性を最大限の目標と考えると，ルールには至ら
ないスタンダード的なところが残ってしまう構
造なのだと思います。

〔行動７について〕
行動７について，鈴木さんと青山さんから

色々とご指摘をいただきました。全部には，お
答えしにくいですが，行動７でやろうとしたこ
とは人為的な PE認定の回避への対応です。
本来であれば相手国で法人課税が行われるぐ

らいの事業実体があるにもかかわらず，人為的
にあたかもそのような実体がないかのように
PE認定を回避する行為があったときにこれに
対応しようという話です。本来見えているはず
の PEが見えなくなっているときに，これを新
たに見えるようにするところが主眼なので，帰
属利得がどれだけ生じるか・生じないかとは，
少し違う次元の話をしています。
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PE帰属利得については，７月に公表された
ディスカッションドラフトでも紹介されていま
すが，実際に丁寧に機能分析等を適用していく
と，比較的合理的に帰属利得が計算されること
になります。事実関係によっては多額な所得が
帰属するケースもありますし，移転価格的な分
析でほとんど吸収されて，PE的な分析では帰
属利得が限定的になることもあります。これは
是々非々でやるしかないと考えています。
鈴木さんが心配されているのは，相手国に無

茶な課税をされないための源泉地国・進出先国
での課税に一定程度制限を掛ける PEの機能が，
全然果たせなくなるのではないかということだ
と思います。その点については，われわれも同
じ懸念を共有しています。ここは非常に難しい
ところです。
直接的に申し上げると，PEは２国間の条約

に規定されているメルクマールなので，仮に相
手国が無茶な課税をしそうな国であれば，
BEPS合意にかかわらず，その国との間では
BEPSプロジェクトで決めた PEの拡大をしな
いという選択肢も当然あります。そういう判断
も含めながら，全体的にバランスを取って無茶
な課税をされないようにしつつ，人為的な PE
認定回避にも対応できるようにしていくことを
目指したいと思っています。

〔BEPSプロジェクトを超えた課税の動きにつ
いて〕
EUによる国別報告書の公表やアイルランド

のApple の課税問題，イギリスの迂回利益税
など，BEPSプロジェクトの国際的な議論でさ
れてきた合意を超えた課税を各国がする動きに
対する懸念を，青山さんや鈴木さんからいただ
きました。
冒頭の話の中でも申し上げましたが，われわ

れも非常に問題だと思っています。せっかく国
際協調でルールをそろえて，一貫して実施する
枠組みを立ち上げているので，それに沿わない
形で各国が独自に課税をするのは非常に大きな

問題だと思います。
青山さんが，OECDとしてどうやって立ち

向かっていくのかというご質問をされています。
問題だとは思いながら，最後は各国の主権の問
題なので，お前の国の制度のこれはやめろと言
うのはなかなか難しいです。
何ができるかというと，BEPSプロジェクト

の今後の「包摂的枠組み」でもそうですが，ピ
ア・レビューしかありません。G２０のコミュニ
ケでも繰り返し出てきますが，各国が協調して
一貫した実施をすることをハイレベルで確認し，
それを取っ掛かりにしてピア・レビューしてピ
ア・プレッシャーを掛けていくしかありません。

〔行動１４について〕
同じような流れで相互協議・行動１４について，

実効性が期待できるのかという厳しいご指摘を
青山さんからいただきました。これは申し上げ
たように，各国の主権の話なので，どれだけ強
制できるか，どれだけ実効性を確保できるかは
なかなか難しいところです。
そうはいっても，BEPSプロジェクトの中で

幾つか努力しています。行動１４はミニマムスタ
ンダードになっていますが，その作り方を少し
工夫しています。相互協議を２年以内に終える
という，努力目標がミニマムスタンダードに入
っています。
努力目標がミニマムスタンダードというのは

変ではないかと，皆さんは思うと思います。平
均して２４カ月以内に相互協議を終えるようにと
いう努力目標を立てていますが，ミニマムスタ
ンダードの対象はこれではありません。各国が
どれだけ時間がかかっているか共通の統計を出
します。この統計で，２４カ月の努力目標に向か
って各国の進捗（プログレス）を相互にモニター
することがミニマムスタンダードになっていま
す。行動１４は，比較可能なデータを各国が提供
することで各国の進捗を測れるようにして，相
互監視していくことにコミットすることがミニ
マムスタンダードになっています。
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こういう構造なので，若干間接的で迂遠に感
じるかもしれませんが，外堀を埋めてピア・プ
レッシャーを掛けていく形を考えています。
青山さんがご指摘されていたことに加えて，

仲裁規定は，残念ながらBEPSプロジェクト
の中ではオプションになってしまいましたが，
第２部で出てくる行動１５の多数国間協定の中で，
仲裁規定をオプションとして条文化することが
できました。それも併せて，こういったものを
さらに参加国を拡大する形で実効性を確保して
いきたいと考えています。

〔税の透明性について〕
最後に，税の透明性に関する部分です。青山

さんから，コミットをしては発展的解消をして
いくことの繰り返しだったというご指摘をいた
だきました。われわれは，基準を作って各国に
コミットさせて，コミットが満たされるとその
プロジェクトが発展的に解消するプロセスは，
今後も繰り返しになると思っています。
今後はお示しした３つの基準に基づいて，ブ

ラックリスト化して対抗措置を発動していくこ
とになりますが，こういう仕組みを作るとほと
んどの国がどんどん基準を満たしてくるように
なります。そうすると，ブラックリストに載る
国がなくなってきます。それを見越して，将来
改定していくことも含めて今回の基準を考えて
います。走りながら，みんながスタンダードを
満たすようになればさらに高いスタンダードを
設定し，ステップ・バイ・ステップで前に進ん
でいくことを考えています。
青山さんから，最近の評価基準として実質的

所有者（Beneficial Ownership）が入ってきて
いるというご指摘いただきました。今までは税
の観点から基準を作っていましたが，今後はさ
らに踏み越えて，実質的所有者についても相互
にモニターを始めることになっています。
どうやって実効性を確保していくのかですが，

話せば長くなるので，簡単に紹介します。お金
を動かしている実質的所有者を特定する動きは，

税の観点というよりもマネロン対策やテロ資金
対策であります。FATFという金融作業部会
があり，そこで基準を作っています。
税に限らず，不正な資金の流れを押さえるた

めに，実質的所有者の特定を進めています。税
はそれに乗っかっています。FATFのマネロ
ン対策のための基準を守っていれば，税の観点
からも実質的所有者が入手できるようになるは
ずです。
金融機関は，自分の所に開設されている口座

を実際に保有している人を特定することがマネ
ロン対策で義務付けられているので，口座を開
いたら実質的所有者を特定できるようになって
いて，税の観点からもそれを吸い上げて，交換
できるようになっているかをモニターしていく
構造になっています。従ってマネロン対策と税
の二人三脚でやりながら，そこは進めていきた
いと考えています。
神山さんから透明性の基準等で，アメリカや

ヨーロッパで意見の違いがあるのかというご質
問をいただきました。その観点から少しだけ内
話を紹介します。
国際課税資料１４の３つの基準の裏にも，各国

間の思惑の違いが透けて見えるものが幾つかあ
ります。基本は客観的基準なので，アメリカだ
ろうが他の国だろうが客観的に適用されます。
基準が３つあると申し上げましたが，四角囲

いの一番上に，下記の３つの基準のうち２つ以
上を満たさない国・地域は駄目だと書いてあり
ます。基準を３つ挙げながら，何で３分の２な
のか。
共通報告基準はOECDが作ったもので，ア

メリカはコミットしていません。共通報告基準
を作る切っ掛けになった，アメリカのFATCA
という法律があります。これはアメリカが外国
の金融機関に，アメリカ人が持っている口座情
報をアメリカによこせという法律です。それに
よってアメリカは自動的情報交換を実施してい
ます。そうであるが故に，アメリカは共通報告
基準にはコミットしていません。アメリカはこ
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の基準を満たせませんが，アメリカがブラック
リスト化されるのはどうなのかということ
で，２つ以上を満たさない国ということになっ
ています。
基準１は要請に基づく情報交換で，基準２と

３が自動的情報交換と申し上げました。基準１
は先ほど紹介したように，優・良・可・不可の
４段階で，実施の面も含めて深いピア・レビ
ューを行っていますが，基準２はコミットすれ
ばマルで，基準３は条約に署名すればマルです。
基準１がバツの人が，基準２と３がマルになっ
て３分の２を満たしてOKになるとバランスが
悪いので，基準１が本当にひどい人は，それだ
けでブラックリストに載るという複雑な構成に
なっています。
各国それぞれの思惑があるのと，客観的基準

もそれぞれの国の状況・思惑・方向性の争いの
中で作られてきているという紹介です。質問に
答えられたかはわかりませんが，紹介させてい
ただきました。ありがとうございます。

―――――――――――――――――――――
（渡辺） 緒方さん，どうもありがとうござい
ました。それでは，以上で第１部を終わらせて
いただきます。次に第２部「BEPS合意に関す
る今後の対応」で，外国子会社合算税制あるい
は利子の控除制限などについて，今後どのよう
な方向で検討が進められるか議論を進めたいと
思います。
それでは最初に緒方さんの方から，ご説明を

お願いいたします。
―――――――――――――――――――――

Ⅲ．BEPS合意に関する今後の対
応（行動３，４，８～１０，１２，１５）

（緒方） 今後の対応で，行動３，４，８～
１０，１２，１５と盛りだくさんですが，ご説明した
いと思います。

〔行動３ 外国子会社合算税制の強化〕（国際
課税資料２８）

〔（参考１）日本の現行制度〕（国際課税資料２９）
全体をお話していると相当時間がかかってし

まいますので，かいつまんでお話することをお
許しいただければと思います。
日本の現行制度の概要が国際課税資料２９にあ

ります。日本の現行制度は外国子会社を会社単
位で見て，会社単位の税負担割合が２０％未満で
あるものをピックアップします。
適用除外判定で，４つのメルクマールがあり

ます。この４つのメルクマールを使って，会社
全体として実体があるかを判定し，実体がなけ
れば会社単位で合算します。会社全体として実
体があるとされた場合であっても，特定の資産
性所得（実体があってもなくても得られる所
得）があればその部分だけ部分的に合算する制
度になっています。

〔（参考２）BEPS勧告の内容〕（国際課税資料
３０）
BEPS プロジェクトでどういう議論がされた

のかは国際課税資料３０にあります。色々なアプ
ローチが紹介されています。１つは真ん中の対
象所得の定義というところがアプローチです。
報告書のとおりに３つに分けて紹介しています
が，実質的には２つです。カテゴリーアプロー
チと実質アプローチはほぼ常にセットになるも
のです。
日本の制度は会社単位と申しましたが，

BEPS報告書のカテゴリーアプローチ・実質ア
プローチは基本的に所得ごと（配当・利子・保
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険等）に判定し，その所得を稼得するだけの実
質があるかを見ます。実質がなくて得られてい
る所得があれば，それを対象にするアプローチ
です。
もう１つが超過利潤アプローチです。所得ご

とのアプローチをしていると切分けが大変なの
で，もう少しざっくりと，通常所得を超える部
分については，その会社が得るだけの実質を持
っていないことにします。
通常所得と超過利潤をどう分けるかは，なか

なか難しい問題です。ざっくり申し上げると，
子会社が持っている事業用資産から普通得られ
るであろう所得を通常所得にします。それを超
える所得は，本来そこに帰属しているべき所得
ではないはずなので，その部分だけ親会社に合
算するというアプローチです。このような形の
ものがBEPSプロジェクトで議論されていま
す。

〔平成２８年度与党税制改正大綱（抄）〕（国際課税
資料３２）
日本としてどうするかですが，国際課税資料

３２をご覧ください。租税回避リスクの高い所得
への対応等を含め，経済実体に即して課税を行
うべきとするBEPSプロジェクトの基本的な
考え方を踏まえ，租税回避の防止という制度の
趣旨や，産業競争力や経済への影響，適正な執
行の確保を総合的に検討して結論を得ることが
与党の税制改正大綱に書かれています。

〔①国外所得（外国子会社）への課税方式と
CFC税制の関係〕（国際課税資料３３）
国際課税資料３３は，理念的な整理です。時間

がありませんので，詳細は省きますが，全体と
して，日本の歴史的な制度でもありますが，世
界の制度を理念として整理し，理念的な全世界
所得課税，現実の全世界所得課税，外国子会社
配当益金不算入制度の３つの切口で書いてあり
ます。
理念的な全世界所得課税は，配当してこよう

がなかろうが，子会社ネットワークが得た所得
を全部親会社の所在地国で発生時に課税するこ
とです。これはなかなか実現が難しいです。ア
メリカのオバマ政権もミニマムタックスの提案
をしていますが，現実には難しいです。
ほとんどの所が，現実の全世界所得課税です。

昔のイギリス，日本，現在のアメリカはこれで
す。全世界所得課税といいながら，配当してき
たときだけ課税所得に加えるアプローチです。
日本やイギリスが２００９年から移行した外国子

会社配当益金不算入制度は，外国で実質を伴っ
て活動した所得については日本で課税しないと
いう制度になっています。
一般化するのはなかなか難しいですが，世界

的な潮流としては�１～�３と順を経て，今や�３に
動いてきているとわれわれは見ています。ここ
で注意しなければいけないのは，これによって
良くない税の競争がどれだけ進んでいくかとい
うことです。伝統的に，全世界所得課税をやめ
ると税の競争が激化してしまうという批判があ
ります。
１９９８年の「有害な税の競争報告書」以降の国
際的な議論の中で，税の競争とはどういうもの
を言っているのでしょうか。最近整理されてき
たものは，実質を伴う活動については税を理由
に外国に行ったとしてもやむを得ない，問題に
しなければいけないのは，昔は足の速い所得と
言っていた，今は受動的所得と言っている，実
体を伴わないで移動する所得が税によって誘引
されることです。これは良くありません。この
部分の競争だけ抑制するように注意し，制度設
計をしようという議論になっています。
詳細に入れませんが，全体のイメージとして

はそういう議論が行われています。

〔②―１：米国CFC税制の合算対象所得の概
要〕（国際課税資料３４）
各国でどういう工夫をしているかが，３枚の

絵で描かれています。ごく簡単に紹介します。
アメリカの合算税制は，非常に古い制度です。
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所得ごとに見て，リスクの高い所得（サブパー
トF所得）を特定しています。
１つ目のカテゴリーがいわゆる受動的所得と

いわれている利子，配当，使用料といった，実
質的な活動をしなくても得られる所得です。２
つ目，３つ目のカテゴリーは，関連者の取引で
す。関連者は所得移転のリスクが高いので，関
連者の取引を取り上げています。詳細は省きま
すが，４つ目のカテゴリーの保険所得も移転リ
スクが高いです。
リスクの高い受動的所得と，リスクの高い所

得を所得類型ごとに取り上げて，所得類型ごと
にある程度税負担をしているか，全体でリスク
の高い所得の比率が低いかなどの振り分けをし
た上で合算対象を決めています。これがアメリ
カの制度です。

〔②―２：英国CFC税制の合算対象所得の概
要〕（国際課税資料３５）
イギリスも昔から合算税制を持っていました

が，日本と同じく２００９年に外国子会社配当益金
不算入制度を導入して，それに合わせて合算税
制を見直しています。これは比較的新しく作り
直した制度になっています。
イギリスも所得アプローチを取っています。

所得のカテゴリーを事業利益，非事業金融利益，
事業金融利益，リスクが高いキャプティブ保険
事業に分けて，真ん中で合算対象を切り分けて
いきます。基本的なメルクマールは，イギリス
に本来帰属すべき利益かどうかという視点で切
り分けています。詳細は省きますが，本来イギ
リスにある機能・資産に着目し，イギリスに帰
属すべきものなのに子会社に付いているものを
切り分けて，合算対象にします。
それに加えて，事業体レベルでの適用除外基

準があります。所得ごとに見ていくと，事務負
担が大変です。適用除外地域とは，いわゆるホ
ワイトリストです。日本やアメリカが挙がって
います。日本やアメリカにある子会社は，それ
だけで許すということです。適用猶予期間は，

グループに加入して１年未満であれば合算税制
を適用しないということです。低利益率免除と
は，営業費用に占める会計利益の割合を見て
１０％以下ならいいということです。色々な切口
で事業体レベルで見て，適用免除をして事務負
担を軽減しているのがイギリスです。

〔②―３：ドイツCFC税制の合算対象所得の
概要〕（国際課税資料３６）
３つ目の例で，国際課税資料３６にドイツを挙

げています。英米とは少しアプローチが違いま
す。受動的所得・リスクの高い所得を切り取り
にいくというよりは，外国子会社が実質を持っ
て活動している事業をより分けるアプローチで
す。
一番左の能動的所得で，実質を伴って活動し

ていると思われる所得カテゴリーを全部挙げて
います。当然色々なものが入ってきます。これ
については基本的に実質があるので合算しなく
てもいいことにしつつ，本来実質がある能動的
所得のように見える所得でも受動的なものがあ
るので，受動的なものをもう１回抜き直して合
算対象にしています。理屈的にはわかりやすい
ですが，制度的には複雑なやり方をしています。

〔外国子会社合算税制 見直しの方向性〕（国際
課税資料３７）
そういった諸外国の例を見ながら，日本とし

てどのような改正の方向性を考えているかです。
第１部で申し上げたように，２９年度改正での

対応に向けて調整を進めています。まだ調整途
中でどうなるかはわからないので確定的なこと
は申し上げにくいのですが，問題意識としては
イメージ図をご覧いただくと，今は会社単位で
判定しているので，色々な入り繰りがあります。
赤く囲ってある，実体を伴わない所得であって
も合算されない部分と，実体があるのに合算さ
れてしまう部分が出てくる構造になっています。
この辺を，実体のある事業であれば合算対象

外にし，実体がなければ合算対象にするという
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切分けをしようとするのが右下のイメージ図で
す。その際に過度な事務負担が生じないように
配慮したいので，このバランスをどう取るかを
考えています。
まだ詳細を申し上げる段階ではありませんが，

右上のイメージ図に戻ってください。今の制度
は，トリガー税率２０％です。今は外国子会社合
算税制と呼んでいますが，昔はタックスヘイブ
ン対策税制と呼んでいました。タックスヘイブ
ンのような軽課税国にある子会社を使って租税
回避をしているときに，これが発動するように
しています。軽課税であればこの税制が発動す
るので，トリガー税率としています。これが２０％
になっています。
BEPSでの議論は実質があるかどうかを見て

いくので，軽課税環境にあるかどうかを必ずし
も見ていません。具体的には，実質がある活動
であれば，軽課税であっても合算しません。日
本より税負担が高ければ問題ないですが，実質
がなければ税負担に関わらず課税していくのが
BEPSの原則だったので，今のトリガー税率の
位置付けは変わります。
今のトリガー税率は税負担が低いことの基準

であると同時に，一定のリスクの低い会社を制
度の対象から除く機能もあります。この機能に
着目します。制度適用免除基準の検討・設定と
ありますが，今のトリガー税率と実質的に同じ
ことをすることを考えています。会社単位で租
税負担率が２０％以上の会社は基本的には適用免
除していくことを柱にし，中身が全くないペー
パーカンパニーや，第１部で出たブラックリス
ト化された国に存在している会社など，明らか
に危なそうな所については合算していきます。
第１部でApple の事例に関するお話がありま
した。詳細には触れませんが，中身が全くない
ペーパーカンパニーに所得がたまっていました。
トリガー税率の２０％基準の下にあっても，実

体があれば課税しないといった，両面のものを
バランスしながら，現行のトリガー税率を実質
的に維持する枠組みの中で調整を進めていきた

いというのが現状です。これが外国子会社合算
税制に関する大きな枠組みです。

〔行動４ 利子控除制限ルール〕（国際課税資料
３８）
〔【行動４】利子控除制限：制度の基本及び日
本の現行制度（「過大支払利子税制」）〕（国際課
税資料３９）

〔【行動４】利子控除制限：「BEPSプロジェク
ト」の結論〕（国際課税資料４０）
次が国際課税資料３８以降の利子控除制限ルー

ルですが，国際課税資料３９で過大支払利子税制
という日本の現行制度が出ています。日本の現
行制度は，会社の所得に対して過大に支払って
いる利子の損金算入を否認します。これと同じ
ようなイメージで，国際課税資料４０で，企業の
EBITDAの１０～３０％で各国が決める水準を超
えた部分は，過大な支払利子として損金算入を
否認することがBEPS最終報告書で書かれて
います。
日本の過大支払利子税制は，ほとんど同じで

すが，１０～３０％と書いてある部分が現状は５０％
になっていますので，最低限５０％を１０～３０％の
間のどこかに引き下げていくことが必要です。
もう１つの論点として，右側にグループ比率

ルールと書いてあります。１０～３０％のどこかで
決める固定比率を超えていても，グループ全体
が本当の第三者から借りていれば，その第三者
借入比率まで適用を免除することを併せて入れ
てもいいことになっています。この部分につい
ては，ガイダンスを作る作業が進んでいます。
こういった状況を見ながら，今後制度化を考え
ていくことになります。

〔行動８ 無形資産取引に係る移転価格ルー
ル〕（国際課税資料４１）

〔評価困難な無形資産に係る移転価格ルールの
策定〕（国際課税資料４２）
続いて，行動８の特に無形資産に係る移転価

格についてです。全部は触れませんが，一番大
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きなものを国際課税資料４２で紹介しています。
評価が困難な無形資産の移転について，所得相
応性基準を入れてはどうかということが勧告さ
れています。
所得相応性基準とは何か。例えば，ある無形

資産があって特許を開発し，この特許がものす
ごくもうかるとわかっているので，高い値段で
海外の子会社に移転すると，それだけ所得が発
生します。課税所得が上がってしまいますので
本来よりも安い価格で軽課税国に所在する国外
関連者に移転し，海外の子会社で無形資産の使
用料を回収すれば，租税回避ができるわけです。
課税当局側としては，国外関連者に移転された
無形資産が後ですごく大きな収益を得ると，こ
んなにもうかっているなら移転したときの価格
がおかしかったのではないかということになり
ます。今申し上げたような場合のほか，所得相
応性基準とは，無形資産から生じる将来キャッ
シュフロー等が不確かなものに対して事後的に
発生した所得に合わせて移転価格を調整すると
いうもので，こういったものを導入してはどう
かということです。
今の説明でほとんどの方が感じたと思います

が，非常に大胆なルールです。事後的に昔にさ
かのぼって価格調整をするので，色々な問題が
出てきます。ですので，導入する場合は限定的
にします。最終報告書でも，適用が免除される
場合としてスコープを制限しています。
詳細には入りませんが，当事者が予見できて

いなかったとか，価格設定が合理的であったこ
とを示せれば適用しません。それから，当初予
定していた価格と実際に発生した価格が２０％よ
り乖離していなければ適用しないことになって
います。また，いつまでたっても適用されるこ
とになると安定性が相当阻害されるので，一定
程度の期間が過ぎれば適用しないというたがを
はめることが，既に昨年の最終報告書で触れら
れています。これをベースにして実施ガイダン
スを策定しているので，将来的にはパブリック
コメントにも付されると思われます。それに基

づいて導入を検討していくというものです。

〔行動１０ 他の租税回避の可能性の高い取引に
係る移転価格ルール〕（国際課税資料４４）
第１部でも少し触れましたが，国際課税資料

４４の①に利益分割法の適用の明確化があります。
これは，ディスカッションドラフトが出て，１０
月にパブリックコンサルテーションが行われま
す。

〔行動１２ 義務的開示制度〕（国際課税資料４５）
国際課税資料４５から，義務的開示制度が紹介

されています。この中身をごく簡単に紹介した
いと思います。
義務的開示制度とは，後追いでBEPSを見

つけたらその効果を無効化するだけではなく，
根っこに立ち返って，BEPSをしようとしてい
る瞬間を捕まえたらどうかということです。租
税回避スキームを開発して販売する人（プロ
モーター）がスキームを開発した場合は，プロ
モーターにこれを当局へ報告させる制度です。
現在，国際課税資料４５に挙がっている何カ国か
が導入しているので，それを元に検討してみよ
うというものです。次に勧告の中身が書いてあ
ります。

〔（参考）報告義務に係る項目ごとのオプショ
ン・勧告�１〕（国際課税資料４６）
国際課税資料４６は報告対象の範囲をお示しし

たものです。租税回避スキームといっても，租
税回避はなかなか定義できないと皆さんは思う
でしょうし，まさにそのとおりです。租税回避
が定義できるぐらいなら，租税回避を防止する
規定そのものを入れてしまえばいいわけです。
義務的開示制度は，租税回避を定義するので

はなく，租税回避リスクが高そうなものを，租
税回避という観点ではない基準で特定しようと
いうものです。真ん中に一般基準と書いてあり
ます。利用者に対して守秘義務が掛かっている
ものと，節税効果があったときに成功報酬があ
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るものは租税回避スキームであるリスクが高い
ので，基準に入れることになっています。これ
だけではまだ漠然としているので，もう少し個
別的にスキームの範囲を絞るために，個別基準
も併せて入れていいことになっています。
左に括弧書きで，前提条件として租税利益（閾

値）と書いてあります。日本語としてわかりに
くいですが，目的によるスクリーニングでメイ
ンベネフィットテストとメインパーパステスト
という，租税回避目的があるかどうかを付加的
に付けてもいいというものです。これはなかな
か難しいので，括弧書きで書いてあります。一
般基準・個別基準の組み合わせで対象を特定し
た上で，基本的にはプロモーターにスキームを
報告させる制度です。

〔（参考）報告義務に係る項目ごとのオプショ
ン・勧告�２〕（国際課税資料４７）
国際課税資料４７は，報告させるとどういうこ

とが起きるのかをお示ししたものです。報告し
たことによる効果は，実はほとんどありません。
報告したからといって当局からお墨付きが得ら
れることはないし，与えてはいけないと報告書
に書いてあります。お墨付きを与える事前照会
制度や協力的なコンプライアンス制度は別途あ
りますので，それはそれでやるとして，義務的
開示制度は租税回避リスクが高そうなものを報
告してもらう制度です。報告された租税回避が
本当に行われていれば法制的に対応するとか，
報告してもらうことでそのスキームをやらない
ようにする抑止力を作ることを目的にしていま
すので，報告したことによってお墨付きが得ら
れることもないし，報告したからといって必ず
租税回避を意味するものでもないことがこの制
度のポイントになっています。

〔各国の義務的開示制度の比較〕（国際課税資料
４８）
国際課税資料４８をご覧ください。各国で似た

ような制度を入れています。これを日本として

どう考えていくのか今後議論すべきものとして
思っています。

〔行動１５ 多数国間協定の策定〕（国際課税資料
４９）
最後ですが，行動１５，多数国間協定の策定に

ついてです。BEPS行動の中で，国内法で対応
するものについては，今まで申し上げたような
項目がありますが，条約を改正することで対応
する項目も幾つかあります。
具体的には，行動２の関連では条約上の相手

国と自国との間で課税上の取扱いが異なる団体
や仕組みについて，その取扱いの違いを埋める
ための規定を入れるというのがあります。行動
６の関連では条約の濫用防止に関する規定，行
動７の関連では PEの人為的回避の問題に対処
するための規定，行動１４の関連では相互協議や
対応的調整に関する規定などがあります。さら
に，先ほど申し上げたとおり，オプションでは
ありますが，本協定によって義務的・拘束的仲
裁の規定の導入が可能となり，２国間でオプシ
ョンを選択する場合には，条約を通じて仲裁を
実施することが可能となります。
行動１５に関しては，このようなBEPS対抗

措置を２国間の交渉に基づく条約改正により実
現することは大変なので，１つの多数国間協定
に署名して適用することで，２国間条約の該当
箇所が全部置き換わる協定を作る作業をしてい
ます。
これについては今年の年末に署名のために開

放することを目指して，今条文を詰めていると
ころです。ちょうど今週パリでこの作業を行っ
ており，基本的には条文がほぼ確定したという
報告を聞いております。
今後ですが，１１月に最後の交渉会合がありま

すが，サブスタンスはほとんど固まっています
ので，１１月会合では，参照の間違いや，エディ
トリアルな修辞上の修正を加えます。もう１つ
重要なのは，Explanatory Statement という，
モデル条約であればコメンタリーに相当する解
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釈指針を併せて作る話になっています。こうい
ったものをパッケージとしてまとめた上で，１２
月に署名のために開放します。
私からは以上です。

―――――――――――――――――――――
（渡辺） 緒方さん，どうもありがとうござい
ました。従来の日本の税制を扱ってきた者から
すると，外国子会社合算税制の変更，あるいは
租税回避の報告義務も，考えにくいものである
かもしれません。いずれにしてもそういうこと
をこれから年末にかけて相当議論し，法制化さ
れていくことになると思います。
それではパネリストのお三方から，今の説明

について順次ご意見・ご質問をいただきたいと
思います。最初に青山さん，よろしくお願いい
たします。
―――――――――――――――――――――

Ⅳ．今後の対応に関する意見

〔CFC税制について〕
（青山） ありがとうございます。今の説明で，
これからのわが国が税制改正にどういう項目に
重点を置いて検討していくかがよくわかりまし
た。幾つかの項目について，コメントと質問を
したいと思います。
まずCFC税制です。行動３に基づくCFC

税制の改正は，日本の産業界が現在最も関心を
持っている税制改正項目です。
一時報道で，事業体ベースから所得ベースへ

の大幅改正の可能性が伝えられました。このた
め，長年にわたって当局・ビジネスの微妙なバ
ランス感覚の下で，ある意味定着しつつあった
日本のハイブリッド方式のメリットがなくなっ
て，納税者に対し新制度へハードランディング
を求めることになれば，グローバルビジネスリ
スクが高まるのではないか，あるいは高度なコ
ンプライアンスコストが掛かるのではないかと
心配されてきたところです。

本日緒方さんの最新の検討状況の国際課税資
料３７の図を拝見して，今申し上げた懸念につい
て多少解消されたので，安心した部分もありま
す。
BEPSプロジェクトを受けた改正なので，

BEPS防止の機能に着目した能動的所得か受動
的所得という区分でのCFC税制の基本設計の
方向性は理解できると思います。ただし租税回
避防止の観点から見ると，グループ法人の合理
的な事業活動を概括的に適用除外する上では，
従来のエンティティベースの閾値の有用性はコ
ンプライアンスコストとの関係で捨てきれない
と思います。そういった意味で，先ほどの説明
を歓迎したいと思います。
各論として，２点だけコメントをいただけれ

ばと存じます。受動的・能動的といっても，判
別困難な所得があると思います。両方にまたが
るものをどう取り扱うのかです。それから関連
者間取引は今後どのような目で制度設計をする
かについて，もし差し障りがなければ検討状況
を教えていただければと思います。

〔利子控除について〕
先ほどの説明でほぼ尽くされていると思いま

すが，わが国の５０％の閾値を仮に引き下げると
なると，先ほどオプションで示されたグループ
比率ルールが，わが国で制度設計をするときに
非常に重要になってくると思います。最終報告
書のガイダンスを踏まえて，どのように税制改
正に取り組まれるのか。また，その時期はCFC
税制の次ぐらいになるのか，タイミングも合わ
せて伺えればと思います。

〔移転価格税制について〕
移転価格税制については新しいアイデアの所

得相応性基準と従来の中身を明らかにする PS
法が BEPSの中で出されています。一般的に
は，これらが出番として出てくるのは基本的に
ラストリゾートの場面ではないかと思います。
移転価格の中で，かなり例外的な場合です。
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例えば，これは所得相応性基準にも関わりま
すが，実際所得を分割する手法は相互に密接な
関係のあるリスクを関連者間でシェアし合うと
いう，実質関係があるときでないと起こってこ
ないと思われます。そういったことについての
ガイダンスが，今議論されていると思いますが，
これらを踏まえた国内法改正はどのようなタイ
ミングでこれから取り組まれるつもりなのかが
おわかりなら，教えていただきたいと思います。

〔義務的開示制度について〕
先ほどの説明で，まず情報の開示による租税

回避スキームへのけん制効果は理解できました。
ただ，これを伺うと，誰もが開示情報を活用し
て課税を行う際の税制はどういう受け皿になる
のかが気になります。どのようなことが今後検
討の俎上に上がってくるのかをお伺いしたいと
思います。
これまでのわが国の国際課税制度の整備状況

で，帰属主義の法制化などを見ていくと，私見
ですが，義務的開示制度のスタートを契機にい
きなり一般的否認規定導入問題を，正面から議
論する環境にはないとも思いますが，いかがで
しょうか。

〔多国間協定について〕
多国間協定は納税者も期待していますが，条

約文のドラフティングのプロセスでは，ビジネ
スに対するドラフト内容の開示が残念ながら積
極的に行われていないように思います。これは
単なる杞憂であればいいのですが，しょせん１５
の項目のうち合意したものをどう入れるかだけ
なので，コンサルテーションの必要はないとお
考えかもしれませんが，適時にビジネスに対し
その中身についての情報の開示をしていただけ
ればと思います。以上です。

―――――――――――――――――――――
（渡辺） 青山さん，どうもありがとうござい
ました。それでは神山さん，よろしくお願いし

ます。
―――――――――――――――――――――

（神山） 私からは，大きく分けて４つの質問
とコメントをさせていただきます。

〔CFC税制の改正について〕
１点目は，国際課税資料３７に関するCFC税

制の改正についての質問です。日本の外国子会
社合算税制（CFC税制）の改正での検討は，
能動的所得と受動的所得を区別する視点を入れ
るという点では，アメリカ型やイギリス型のイ
ンカムアプローチを目指すようにも見受けられ
ます。制度設計において，従来は全世界所得課
税を取っているアメリカを参考にしているとい
われてきましたが，今改正の主な参照国は，ど
こになるのでしょうか。
もう少し突っ込んでお話をお伺いすると，先

ほど日本とイギリスはフェーズが２から３に移
っているということでした。国際課税制度の他
の部分が似ているという意味では，イギリスが
日本と近い状況にあるわけです。今回のCFC
税制の改正においては，従来のアメリカ型では
なく，むしろイギリス型に注目しているのか否
かという点をご教示いただけませんでしょうか。
これと関連して，日本の企業は諸外国と比較

して，納税協力的な企業が一般的には多いとい
われてきました。協力的で真面目な企業が多い
中で，過剰なコンプライアンス（オーバーコン
プライアンス）をしてしまうという問題が生じ
やすいといわれることがあります。
CFC税制の適用免除基準は，入り口はイン

カムアプローチにしつつ，イギリスのように事
業体アプローチに基づいて設計することで，
オーバーコンプライアンスの問題にある程度対
処できる見通しがあるのでしょうか。もし適用
免除基準を事業体アプローチで設計する場合，
日本が抱える制度設計上の課題などお気付きの
点があれば教えていただければ幸いです。
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〔義務的開示制度と一般的否認規定について〕
２点目は，国際課税資料４５の義務的開示制度

に関するものです。最初にコメントです。税務
行政の新たな世界的な潮流として，政府が協力
的な納税者と，アグレッシブにプランニングを
してくる納税者を区別し，協力的な納税者との
間では協調関係を築き，アグレッシブな納税者
との間では従来どおりの緊張関係を維持するモ
デルに移行しつつあると指摘されています。
そこで義務的開示制度を大きな流れで見ると，

両者を区別するための仕組みとも理解できます。
言い換えれば，協力的な納税者にとっては，義
務的開示制度は追加的にコンプライアンスコス
トが発生しますが，政府が従来よりも協調関係
に移行しやすくなる可能性が高まります。総合
的に考えると，制度を上手く設計・運用するこ
とが大前提になりますが，協力的な納税者にと
ってはむしろオーバーコンプライアンスの問題
を緩和してくれる可能性を高めてくれるのでは
ないかと感じています。
そこで質問です。義務的開示制度と租税回避

の否認の在り方についてです。政府がアグレッ
シブなタックスプランニングについて，十分な
情報を得ることができない（情報の非対称性が
ある）状況にあります。情報の非対称性がある
場合，先ほどのルールとスタンダードの観点か
ら申し上げれば，効果的なルールを政府が「事
前に」設定することに大変な困難を伴います。
そのため，少なからずスタンダードによる租税
回避対処をせざるを得ません。現行の法人税法
でも，国内の文脈ですが，「役員給与の不相当
に高額」や，法人税法１３２条の「税の負担を不
当に減少させる」という文言があります。
最近では適用分野を特定しない一般的否認規

定に関する議論も出てきています。スタンダー
ドによらざるを得なかったのが，義務的開示制
度を導入することによって政府が情報の非対称
性を一定程度解消できるならば，効果的なルー
ルを事前に設定することが可能になりますでし
ょうか。言い換えると，個別トランザクション

ごとの否認規定の設定が容易になることによっ
て，一般的否認規定も含まれると思いますが，
スタンダードに依拠する形での否認の必要性が
弱まると考えることは可能でしょうか。もし見
通しなどがあれば，ご教示いただきたいという
のが２点目です。

〔所得相応性基準と「税の安定性」の関係につ
いて〕
３点目は，国際課税資料４２の移転価格の所得

相応性基準に関してです。前半でTax Cer-
tainty（税の安定性）の話がありました。移転
価格税制で所得相応性基準を導入すると，納税
者にとって税の安定性を高めることにつながる
のでしょうか。むしろ新興国や途上国が所得相
応性基準を全面的に取り入れた場合，二重課税
が生じやすくなるのではないかという懸念があ
ります。税の安定性と所得相応性基準の導入・
緊張関係について，もしお感じになっているこ
とがあればご教示ください。

〔利子控除制限について〕
最後の４点目は，国際課税資料４０の利子控除

の制限に関してです。固定比率ルールを１０～
３０％の枠で設定するということでOECDで合
意がなされましたが，これを実際に制度に落と
し込む際に悩ましいのは，セクターごとに事情
が違うので，全ての業種に最適な固定比率を１
つに設定することが大変難しいということです。
金融セクターなど本当に特殊な業界について

は特別ルールを作り，それ以外の非金融セク
ターについては一律の比率を設定する場合，両
者のバランスをどう考えたらいいのでしょうか。
１つの比率を（金融セクターを除く）全てのセ
クターに適用する場合，適合的な比率を見つけ
づらいと考えられますが，そのあたりをどのよ
うにお感じなのかをご教示いただければ幸いに
存じます。以上です。

―――――――――――――――――――――
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（渡辺） 神山さん，どうもありがとうござい
ました。それでは最後に鈴木さん，よろしくお
願いします。
―――――――――――――――――――――

〔外国子会社合算税制について〕
（鈴木） ありがとうございます。ご説明いた
だきました今後の税制改正の方向性のなかでは，
やはり外国子会社合算税制の見直しが，最もイ
ンパクトがあったように思います。
昨年の最終報告書の時点では，行動３はミニ

マムスタンダードではなく，ベストプラクティ
スの形を取っていましたし，また日本の現行の
合算税制はカテゴリーアプローチの一形態と整
理されていましたので，私は現行の制度は当面
見直しの必要はないだろうと勝手に思いこんで
いましたが，これが早速見直される方向と知っ
てショックを受けた次第です。
これまで外国子会社の財務諸表を真剣に取引

種類別に分けた経験がありませんので，実務的
にどのくらいの負担が掛かるのか，正直まだわ
かりません。しかし受動的所得と能動的所得を
区分するならば，青山先生もおっしゃったよう
にどうしてもグレーゾーンが必ず存在するでし
ょうし，共通経費をどう配分するかなど実務的
なことを考えると気が重くなります。
日本の企業が外国で事業を行おうと自ら新規

に設立した会社ならともかく，弊社のように
M&Aで買ってきた企業群の末端にぶら下がっ
ている会社がどのような事業をやっているかま
で正確に把握するのは，実務的にはかなり難し
いように思います。
また青山先生も言及されましたが，関連者取

引がどのように取り扱われるのかが非常に気に
なります。仮に関連者間での物の売買の取引ま
で合算対象に含むとなると，損益の切り出しが
大変であると同時に，金額的影響もかなり大き
くなると思います。
さらに，仮にトリガー税率がなくなるのなら，

見に行かなければいけない会社の数が格段に増

えることを懸念します。緒方さんのご説明では，
過度の実務負担が生じないよう配慮いただける
とありました。税制改正に当たっては，実務的
に対応可能な方法の検討をぜひお願いしたいと
思います。

〔移転価格について〕
移転価格の分野について，２点ほどコメント

します。行動８の無形資産です。無形資産にか
かる開発・改善・維持・保護・活用といった機
能，これは英語のDevelopment·Enhancement·
Maintenance·Protection·Exploitation の頭文字
からDEMPE機能と呼ばれているようですが，
これらの機能を果たしていない者に無形資産か
らの超過利潤が帰属すべきでないということ，
これは比較的素直に理解できます。しかし，無
形資産の開発等に関する重要なDEMPE機能
をたとえば複数の関連者が分担して果たしてい
るような場合に，それぞれの関連者に超過利潤
がどのように配分されるべきなのか，現時点で
はよくわかりません。
想像するに，このようなケースではかなり主

観的な配分にならざるを得ない気がします。そ
うすると，分析結果が国によってばらばらにな
り，その結果，複数の国が納得する１つの結論
を導くことが極めて難しくなり，二重課税が排
除できないのではないかと懸念します。特に自
分の国を，無形資産を使用する地であるとか，
改善・維持・保護に寄与している地であるとか
考えがちな新興国等にとっては，今回の開発等
に関する重要な機能の考え方は，無形資産から
の超過利潤の配分を主張するに当たっての便利
な道具にもなり得ます。
今後移転価格税制における，無形資産の開発

等に関する重要な機能の取扱いについては，納
得性の高い明確なガイダンスを提示して，新興
国を含んで合意を形成することが必要だと思い
ます。
また所得相応性基準についても，理屈として

は理解できます。しかし所得相応性基準が課税
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当局によって発動される場合は，相手国では既
にその所得に課税済みのはずなので，必ず二重
課税が発生してしまいます。これがわれわれ納
税者にとっての最も大きな問題だと思います。
例えば弊社がある無形資産を新興国に所在す

る子会社に有償で譲渡して，子会社がそれを使
用して製品の製造販売をしたら大当たりして，
子会社が事前の予想よりもうけてしまい，予測
と結果の間に大きな乖離が生じてしまったとし
ます。その大当たりの要因は，例えば機能やデ
ザインが市場に受け入れられたなどという，無
形資産に関連するものかもしれませんし，子会
社によるマーケティングが例外的にうまくいっ
たのかもしれません。又は何らかの外生的要因
で市場の需要が高まったときに，たまたま競合
先に製造キャパがなかったなどという偶発的な
要因かもしれません。
そして大当たりしたというケースならば，要

因は１つではなくて，複数の要因の組み合わせ
であることも十分に考えられるでしょう。そう
いった場合に，それら要因のなかで移転された
無形資産に係るものだけを特定して，定量的な
分析を行うのは非常にセンシティブな作業にな
ると思います。無形資産の移転時に予測が不可
能だったことを証明するのは実務的には困難で
しょうし，事業上の全ての可能性について事前
に網羅的に文書化しておくことも，現実的には
難易度が高いだろうと思います。
こういった実務的な困難さを勘案すると，所

得相応性基準導入に当たっても精緻かつ納得性
の高いガイダンスの策定が先ず必要であり，同
時に新興国を含む国際的な合意を形成すること
が前提になると考えます。

〔義務的開示制度について〕
最後に，義務的開示制度について簡単にコメ

ントします。日本には一般租税回避防止規則
（GAAR）が存在していないこともあり，具体
的イメージが現時点では湧いていませんが，後
ろめたいことをやろうとしている人は普通は地

下に潜りがちのように思いますので，義務とは
いいながら堂々と手を挙げて開示するような構
図は，正直いってなかなか想像し難いです。
このような制度を日本で実際に機能させるた

めには，開示した場合はペナルティを減免する
等のセーフハーバーを納税者に与える一方，開
示しない場合は逆にきついペナルティを課す，
などといったメリハリが必要ではないかと考え
ます。

―――――――――――――――――――――
（渡辺） 鈴木さん，どうもありがとうござい
ました。鈴木さんのご発言の中に，外国子会社
合算税制については，最終報告書ではミニマム
スタンダードではなく，ベストプラクティスと
しての提示であったことから割と安心していた
けれど，早速見直されるというのでびっくりし
たとありました。
BEPSプロジェクトの世界では，ミニマムス

タンダードは必ず実施しなければいけない最低
基準という意味で使われているようです。他方
でベストプラクティスは，できればやってもら
うことを推奨したいものという意味で使われて
います。できればやってもらいたいという分類
に入ると思ったのが，必ずやなければいけない
ものになってしまったのでショックを受けたと
いうご発言と思います。
それから義務的開示制度は，私はこういう租

税回避スキームを作ったということを自ら国税
当局に申告しろ，あるいは回避スキームを使っ
て税金を減らした場合スキームを使った人は申
告しろというのは，日本人には非常に考えにく
いものだと思います。私自身もそう思っていま
した。アメリカなどこの制度を既にやった国に
行って聞いてみると，それなりに動いているの
で，外国ではとんでもない制度とは必ずしも思
われていないのだと思います。少し余計なこと
を申し上げました。
最後に緒方さんの方から，ただ今のお三方に

対するお答えをお願いしたいと思います。
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―――――――――――――――――――――
（緒方） ありがとうございます。大変貴重な
ご意見・ご質問をいただいて参考になりますし，
刺激にもなります。１つずつ順番にお答えした
いと思います。

〔外国子会社合算税制の見直しについて〕
まず，行動３の外国子会社合算税制の見直し

に関してです。BEPSプロジェクトを受けて，
今までエンティティアプローチを中心に会社単
位で見ていたのが，所得ごとに見ることになっ
たので，全ての海外子会社について根っこから
能動的所得と受動的所得を全部分ける作業を始
めると思った方も多かったようですし，そんな
ことをすると大変なことになるというご指摘だ
と思います。これは，われわれも心の底からそ
んなことをすると大変なことになると思ってい
ます。
根っこからそれをするのは，納税者の皆様に

も過大な負担を掛けますし，その裏側として国
税当局にも相当な負担が掛かることになります。
それで得られるものはあまりないので，根っこ
から分けるつもりは最初からありません。
エンティティベース・会社単位の適用免除基

準がある程度有効ではないかというご指摘を皆
様からいただきました。そういう面もあると思
いますし，鈴木さんや青山さんがご指摘された
ように，今の制度との連続性，今うまく回って
いる部分を維持することもあります。
トリガー税率の位置付けは変わっていきます

が，適用免除基準として会社単位で租税負担率
２０％で見ていくのは，対象会社を合理的に絞る
意味において有効ではないかとわれわれも思っ
ていますので，これを中心に検討していきたい
と考えています。残りの部分についてはリスク
ベースで見て，本当にリスクが高そうな所につ
いては，今でも資産性所得で一部合算していま
すので，所得で切り分けたり，ピュアなペーパー
であれば全部合算していくということだろう思
います。その辺のバランスで進めていきたいと

思います。
青山さんから判別困難な所得や関連者をどう

していくのかという，厳しいご質問をいただき
ました。この辺も最後はリスクベースで，本当
にリスクの高い所に焦点を当てて対象にし，か
つ，リスクのない，普通に実質を伴って事業を
している人たちになるべく事務負担が掛からな
い形でどうバランスが取れるかという観点から，
議論・調整を進めていきたいと考えています。
神山さんから，諸外国のどんなところを参考

にしているかというご質問をいただきました。
昔は制度の参考にした国がなかったとは言いま
せんが，外国子会社合算税制については，行動
３の議論でもそうでしたが，外国子会社合算税
制そのものを切り出しての議論はしにくいです。
その国の税制とのバランスで考えなければいけ
ません。まさに行動３がベストプラクティスの
形で落ち着いた１つの理由は，そこにあります。
そもそも外国子会社合算税制といっても，例

えばアメリカのように根っこから全世界所得課
税を今もやろうとしている所については繰延防
止であって，いずれアメリカが課税する所得に
ついて軽課税環境で繰り延べていることが良く
ないという見方をしています。
一方，２００９年以降の外国子会社配当益金不算

入制度を導入したイギリスや日本は，実質がな
く海外にあるものについては租税回避で，実質
があれば別に配当しようがしなかろうが，そこ
で課税が完結しても良いと見えるわけです。
同じ外国子会社合算税制でも何を対象に，何

を租税回避と思っているかの目線が違います。
これに加えて移転価格税制その他の租税回避防
止規定とのバランスで，どこまで外国子会社合
算税制で対応するのか，どこまで他の税制で補
完するのかなど，全体を見ないと制度設計がで
きません。
現在各国の制度が，独自の体系を進めてきて

います。直近では，どの国の制度も参考にして
いません。パーツでこういう工夫があるという
ことで参考になることがありますが，パッケー
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ジとしては日本独自の組み合わせを考えていく
というふうに考えています。

〔利子控除制限について〕
行動４の利子控除制限について，神山さんか

ら，セクターごとに過大な利子の水準も違うだ
ろうという，非常にそのとおりのご指摘をいた
だきました。これは行動４を議論している中で
も，実は日本が非常に強く主張したところです。
行動４の結論だけ，なぜか他の行動と少し色合
いが違います。行動３であれば，所得ベースで
BEPSリスクの高い所を集中的に合算する議論
をしているように，どこにBEPSリスクがあ
るのか，BEPSリスクのある所に特化していく
話をしています。
行動４だけ，BEPSリスクを特定するのは大

変なので，取りあえずセクター間の違いも全部
捨象して，一律のメルクマールを入れることで
議論が進んでいます。これをしてしまうと，
BEPSリスクがないのに控除否認されてしまっ
たり，BEPSリスクがあるのに控除できてしま
ったりという，でこぼこがどうしても生じてし
まいます。
BEPSの精神からすると少しおかしいのでは

ないかと日本もずっと主張していたのですが，
各国共通の目線で，ある程度の基準で線を引か
なくてはいけないということで，今の形で落ち
着いたたわけです。
他の方々からもご質問がありましたが，今後

日本としてどうしていくのかについては，特に
グループ比率の基準を入れるか入れないかの議
論も含めて，日本の目線で考えていきたいと思
います。
利子控除制限を少なくとも日本の文脈でいえ

ば，今の過大支払利子税制もそうですが，これ
以上やるとさすがにひどいというところに線を
引いているということです。普通は，まず適用
対象となりません。セクターに関わらず，これ
以上は少しやり過ぎではないかというところに
線を引くのがいいと思っています。今の過少資

本税制・過大支払利子税制も，ヒットして課税
されている方はほとんどいません。同じように
予防的に入れる制度として仕立てるのがいいの
ではないかと，現時点では考えています。
今後ガイダンスが出てきたり，パブリックコ

ンサルテーションがあるかもしれません。そう
いった議論を踏まえて，日本としてどうするか
を考えていくことになると思います。

〔所得相応性基準について〕
所得相応性基準について，色々とご意見をい

ただきました。青山さんから，今後のタイミン
グはどうなっていくのかというご質問をいただ
きました。
所得相応性基準と利益分割法の適用は，これ

からガイダンスが出てきます。利益分割法につ
いては，パブリックコンサルテーションが１０月
に予定されています。そういったものも踏まえ
た上で制度化の議論になろうかと思います。
外国子会社合算税制は冒頭申し上げたように

２９年度改正での対応を考えていますが，移転価
格の関係については来年以降に制度化の議論が
深まっていくと，現時点では考えています。
神山さんから，税の安定性（Tax Certainty）

に資するものになっていくのかというご指摘を
いただきました。これはわれわれも非常に気に
しているところです。第１部でも申し上げまし
たが，われわれとしては各国共通の明確なルー
ルが作られ，しかも各国がそのルールに従って
実施し，ピア・レビューで見ていくことが
BEPSプロジェクトの肝だと思っています。
そうであるが故に，所得相応性基準について

も神山さんがおっしゃるところのルールになら
なくてはいけません。不明確な部分が残っては
いけないし，ガイダンスとして明確で，各国が
そのとおりにやっているかをモニターできるも
のでなくてはいけないと思っています。そうい
う形でガイダンスができていくように，われわ
れとしても進めていきたいと思っています。
説明の中でも申し上げましたが，色々と事後
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的に調整するということで難しい制度なので，
適用される場面はなるべく限定的にしていくと
いうことだと思います。鈴木さんも色々とご心
配されていましたが，普通の事業を行っている
人たちが，普通の事業の過程において無形資産
を移転している限りにおいては意識しなくても
いい制度設計が望ましいと思っています。これ
は外国子会社合算税制も同じです。
鈴木さんから，DEMPEを複数の関連者間で

やっているときに，配分が主観的になるのでは
ないかという問題提起をいただきました。これ
はそのとおりだと言ってしまうと身もふたもあ
りませんが，実はそういう面があります。
第１部でも申し上げましたが，利益分割法だ

けどうして残された課題として議論されている
のかにも通底してくる問題になります。移転価
格やその他の制度も，通常のビジネスから生ず
る通常の所得を配分するルールは，比較的積み
上げがあります。機能分析など，色々なことを
して配分していけばいいです。
グループ企業を組成するメリットがあるから

企業体を作ったり，グループを作ったりするわ
けです。呼び方は色々ありますが，超過的な利
潤・経済的なレントといった，他では得られな
い追加的な利潤が発生します。だからこそ企業
活動をして，だからこそグループを作っている
わけです。
この追加的に発生した部分を拠点間で分ける

ルールが，学問的には存在しません。世界政府
みたいなものがあればいいのですが，ありませ
んので，各国間が課税ベースとして配分しなけ
ればいけません。
ではどうするかです。第１部での神山さんの

ご指摘にもつながりますが，結局各国が合意す
る以外に方法がないので，各国が合意できる枠
組みを作っていく努力だと思います。少し迂遠
な言い方をしてしまいましたが，移転価格，
DEMPE，その他の問題も，各国がなるべく明
確なガイダンスの下で合意できる枠組みを作っ
ていく努力だとご理解いただければと思います。

理論的には難しいところを，各国の合意可能性
を目指して進んでいます。

〔義務的開示制度について〕
義務的開示について，色々とご指摘いただき

ました。大きく２点，お話をしたいと思います。
１つは，鈴木さんがおっしゃった懸念点です。

悪いことをやっている人が，「悪い人は手を挙
げろ」と言っても手を挙げるわけがないという
ご指摘はよくいただきます。それはある意味そ
のとおりです。義務的開示制度は，説明のとき
にも申し上げましたが，悪いスキームを開発し
た人は手を挙げなさいという制度ではありませ
ん。悪いか悪くないかが言えるぐらいであれば，
制度化すればいいわけです。
悪いスキームを全部カバーしているわけでも

ないし，カバーしているスキームが全部悪いわ
けでもないという状態において，当局が将来的
な法制化その他の対応が早期にできる情報収集
をさせてくださいという制度になっています。
どうして飴もないのに納税者がそれに付き合

わなければいけないのかが，非常に難しいとこ
ろです。神山さんもご指摘されましたが，制度
をうまく仕組めばコンプライアンスコストの低
下につながります。すごく迂遠というか，そう
かなと思われるかもしれませんが，義務的開示
制度は最終報告書にも書いてあるように，課税
当局の通常の調査権限を超える情報をもらう制
度ではありません。実際に当局がリスクが高い
と思ったら，質問検査権を行使して調査に行っ
て，取ってこれるような情報を前広に報告して
もらう制度です。
一定のリスクベースで判断して，少しリスク

が高そうなものについて事前に報告してもらう
制度なので，うまく仕組めば事後的に調査に入
られる状況と比べると，全体としてコンプライ
アンスコストが下がる可能性があります。ここ
が制度の仕組み方ですが，そういったものを目
指している制度だと思います。
もう１つの論点として，青山さんと神山さん
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から，一般的租税回避否認規定や個別的な租税
回避否認規定との関係がどうなるのかというご
質問・ご指摘をいただきました。最終報告書で
は，一般的租税回避否認規定と一緒だと抑止効
果がより高いので，補完関係にあると書いてあ
ります。
日本でどう考えるかですが，神山さんが整理

されたのが非常にわかりやすいと思います。こ
の制度を入れることによって，どんな所に
BEPSリスクがあるかが当局に早い段階でわか
るようになります。その前段階として，本当に
悪いことをやろうとしている人は，悪いことを
していると手を挙げるわけはないので，悪いこ
とをしなくなります。抑止効果が働いて，ある
程度のスキームはそもそも成立しなくなります。
実際に報告してくる方は，少なくとも違法で

はなく節税の範囲だと思って手を挙げます。情
報を集めながら，現在の法制では適法だけど，
結果として不当なので個別的に否認した方がい
いとなれば，個別的な租税回避否認規定を入れ
ていけばいいのです。
これをどんどん進めていけばそれで十分では

ないかというご指摘は，１つの真理だと思いま

す。そういうことで青山さんも，いきなり一般
的租税回避否認規定ということではないのでは
ないかとおっしゃられたのだと思います。恐ら
くそういう順番をたどっていくと思っています。
その他一般的なルールに共通する問題で，わ

れわれがブライトラインテストと言っている，
白黒はっきりする基準を入れると，容易に回避
することが可能になります。５０％以上と言われ
ると，４９．９％にすることが可能ですので，明確
なルールは回避されやすいという問題がありま
す。これをどうするかは，別途考えていかなけ
ればいけないと思います。
仮に義務的開示制度を日本で導入するとなる

と，まずは抑止効果を狙い，その次にリスク分
析等がしやすくなることで，個別的な法改正が
より迅速に行えるようになることを狙い，その
先何が必要になるかは，プロセスとラウンドを
幾つかこなしていく中で考えていくことになる
のではないかと思います。

〔多数国間協定について〕
最後に青山さんから，多数国間協定について

もっと情報開示があってしかるべきではないか
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という厳しいご指摘をいただきましたが，行動
１５でやろうとしていることは，BEPSプロジェ
クトで決まった中身を実施する多数国間協定の
枠組みを作ることです。BEPSプロジェクトで
決まったことをそこで書き換えない，議論した
ことをリオープンしないことを大前提にしてい
ます。中身が変わっていないので，コンサルテー
ションをする部分は少なかったということです。
では，何を交渉しているのか。基準は変わり

ませんが，どういう条件が整ったときに，どの
条約がBEPSプロジェクトのルールに置き換
わるかを決めなければいけません。ある程度似
ている条文があれば無条件に一気に置き換わる
のか，各国が条約を１つ１つ選んで置き換わ
る・置き換わらないを決めてもいいのかという
ところが，交渉の対象になっていました。この
辺はパブリックコンサルテーションを１度して，
産業界からのご意見もいただいています。その
ことを含めて条文化して，間もなく皆さんにご
紹介できる段階になると考えています。
多数国間協定を踏まえて，日本としてもなる

べく効果的に条約を使ったBEPS合意の実施
ができるようにしていきたいと考えています。
私からは以上です。

―――――――――――――――――――――
（渡辺） 緒方さん，大変踏み込んだ，最近の
状況を踏まえた議論を誠にありがとうございま
した。なるほどそういうことかと思える点が，
多々あったように思います。
まだ議論の種は尽きませんが，時間も４０分ほ

どオーバーしていますので，駆け足でしたがこ
のあたりで第２部を終了させていただきたいと
思います。本日ご参加いただきましたパネリス
トの皆様には，それぞれのご見識の下大変有意
義かつ活発なご意見をいただきまして，誠にあ
りがとうございました。
―――――――――――――――――――――

おわりに

（渡辺） BEPS プロジェクトは内容から見て
も，大変画期的なものです。それだけに，恐ら
く最終的な決着までは色々なことがあると思わ
れます。皆様と一緒に注目していきたいと思い
ます。
それではこれで，パネルディスカッションを

終わりたいと思います。本日はご協力，誠にあ
りがとうございました（拍手）。

― 174 ―



大大
阪阪
大大
会会



副会長挨拶
第６８回租税研究大会大阪大会開催にあたり

公益社団法人日本租税研究協会副会長

宇野 郁夫
（日本生命保険相互会社名誉顧問）

本日，第６８回租税研究大会の開催にあたり，
多数の皆様にご参加いただき，厚く御礼申し上
げます。
特に，財務省主税局の井上大臣官房審議官，

総務省自治税務局の開出大臣官房審議官には，
公務ご多忙のなか，パネリストとしてご出席い
ただき，誠にありがとうございます。
また，ご出席の皆様方には，常日頃，租研の

活動にご支援・ご協力を賜っております。
あらためて厚く御礼申し上げます。

さて，現在の私どもが，数ある社会・経済的
課題をかかえる中で，腹をすえて対峙し抜かね
ばならないのは，財政健全化の実現であり，そ
れへの着実なステップをきざむことであります。
わが国の長期債務残高が，平成２８年度末には
１，０６２兆円と見込まれ，GDPの２倍を超え，歴
史的にも，国際的にも最悪の水準にあることは，
国家そのものが液状化地盤の上に，かろうじて
存在するような事態を招かないとも限りません。
長期債務残高の累増に早急に歯止めをかけな

ければ，わが国財政は，いや，国そのものが，
破滅的な事態に陥るのは明らかであります。健
全な経済あっての国家ですが，それ以上に健全
な国家基盤あっての経済ではないかと考えます。
特に，今後の人口減少社会では，高い経済成長
を実現させることは決して容易ではない。むし
ろ，健全は財政基盤と云う，国家インフラを守
ってこそ，社会の活力が生みだされ，国民一人

一人の生産性向上が展望されるのではないかと
私は考えます。

この財政健全化への思いを，腹にしっかりと
据えて，私ども日本租税研究協会は，民間研究
団体として中立の立場から，税・財政の問題を
調査・研究し，毎年，中長期的な課題を含め，
あるべき税制改革について，提言を行ってまい
ります。
提言の内容について，主なものを申上げます

と，まず，所得税制については，税収調達機能
や所得再分配機能が弱まっており，その機能の
回復につながる改革となることを期待していま
す。
次に，法人税制については，平成２８年度税制

改正で，法人実効税率が２０％台まで引き下げら
れたことは評価しておりますが，目指すべきは
「日本企業の国際競争力を高めること」と「日
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本の立地競争力の強化」であり，そのために引
き続き，国際的に調和のとれた税制とすること
が重要です。
特に，イノベーションは，日本の経済発展の

基盤となるものであり，「イノベーション促進
のための税制措置拡充」が重要だと考えており
ます。
国際課税分野については，国際的な租税回避

を巡る動きを踏まえ，BEPS最終報告書に沿っ
た国際課税ルールの広範囲におよぶ見直しが急
速に進められています。今後の税制改正におい
ては，国際的合意に基づき，予測可能で，法的
に安定した制度とすることが重要です。
消費税については，消費税率の引き上げが延

期されたことは，極めて残念なことであります。
「消費税引き上げ」と「財政健全化」が一体の
ものとして国民に意識されているだけに，次の
平成３１年１０月の実施から，決して，逃げてはな

らないと思います。そのうえで，超高齢化社会
の財政を支える基幹税として，消費税率をさら
に引き上げる覚悟が必要であると思います。

本日の大阪大会におきましては，午前中は占
部教授より研究報告をしていただきました。
午後からは，「税制改革を巡る現状と課題」を
テーマに，討論会を予定しております。ご担当
いただく皆様は，税制・財政に精通された方々
ばかりであり，午前に引き続き，大変有意義な
お話を伺えるものと思います。
最後になりましたが，本日ご出席の皆様方の，

今後ますますのご発展をお祈り申し上げますと
ともに，当協会の活動につきまして，今後とも
ご支援・ご協力をいただきますよう，切にお願
い申し上げまして，私の挨拶とさせていただき
ます。ご清聴ありがとうございました。
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１．はじめに

ご紹介にあずかりました同志社大学の占部で
ございます。本日はよろしくお願い申し上げま
す。恐縮ですが，座ってご報告させていただき
たいと思います。
本日は，台風直撃かと思いましたけれども，

外れたようで，多くの皆様方にご参集いただき
ましてどうもありがとうございます。
本日の報告テーマにつきましては，これまで

の租税研究大会において，地方税というのはあ
まり議論されてこなかったように思っておりま
す。私もこの場で何度か法人税なり国際租税な
り金融課税でご報告させていただいたことがご
ざいますけれども，一応税制改正のところは，
地方税制も大きなテーマでございますので，そ
ういう意味で，地方税制に私が特に長けている
というふうに考えておりませんけれども，本日
は，問題提起の意味をかねて固定資産税の固定
資産評価を中心にお話しさせていただきたいと
思います。
レジュメの１ページに，ご案内をいたしまし

た本日の報告要旨を掲げております。私は法律
家でございますので，法律の視点から固定資産

税を，特に法解釈を中心にお話しさせていただ
くということで，本日はその中でも評価に関わ
る部分ということで，ご理解いただけたらと思
います。
レジュメ１ページの「はじめに」に記述して

おりますことをかい摘んで申し上げますと，ま
ず固定資産税は，ご承知のように，地方公共団
体の基幹税でありまして，都市計画税を合わせ
ますと，自治体の税収の平均５０％を超えている
のではないかというように思います。
資料には，後ほどの議論との関係で，東京都

の固定資産税の税収額なりその割合を示してお
りますけれども，普通は，固定資産税の税収は

１０月５日�・午前報告

占部 裕典
同志社大学大学院司法研究科 教授

～企業による過払い税金取り戻しの背景～

固定資産税の抱える法的な課題と今後
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地方公共団体の税収のなかでも非常にウエート
が高く，平均的には５０％超というように理解し
ております。中には５６％を超える，非常に高い
固定資産税の税収割合を占めている地方自治体
も多いというように考えております。資料１も
参照下さい。
固定資産税の課税客体は土地，家屋，償却資

産ですけれども，普通に考えますと，税収割合
は，順に土地，家屋，減価償却資産というイメー
ジがありますけれども，これは，自治体によっ
てさまざまで，償却資産の税収割合が一番高い
といった地方自治体もあります。
地方公共団体にとっては，固定資産税は基幹

税であって，法人住民税，法人事業税等と違っ
て，比較的税収が安定して変動の少ない税です
ので，地方公共団体にとっては不可欠かつ重要
な税であり，地方税の中でもその制度改正，た
とえば評価基準等については十分に時間をかけ
て考えていく必要があると考えております。
固定資産税は，ご承知のように，シャウプ勧

告に基づきまして，それまでの地租とか家屋税
とかいったものを徹底的に見直した結果，昭和
２４年の税制改正でシャウプ勧告を受けて導入さ
れたものです。その後，昭和３８年に固定資産評
価基準が出来上がったとか，平成６年に７割評
価がある時期一応貫徹される方向で制度見直し
が行われたとか，部分的に重要な改正はありま
したけれども，税制の根幹に関わる部分，制度
の枠組み自体については基本的には大きな改正
はなったというように，これまでの立法・改正
経緯を理解しております。
さらに，この固定資産税の性格ですけれども，

これは税制の構築さらには法解釈にあたっても
非常に重要というように考えております。固定
資産税の性格は，やはりメインは，固定資産を
所有するというところに担税力を見いだす財産
税という側面が非常に大きくて，さらに，そこ
に財産を置くことによって地方公共団体から行
政サービスを受けますので，その対価という意
味で応益税的な側面を有しているというように

一般的には理解されているかと思います。
ただ，これは，論者によっても判決によって

もかなり理解が違いまして，非常に応能的にと
ころに力点をおいて考えられる方もおいでにな
ります。ただ，この税の性格というところで，
いわゆる応益的に捉えるということを全く抜き
にしますと，やはり固定資産税の今の枠組みの
法解釈が大きく変わってくるように思います。
固定資産税の政策税制の限界などもこの税の性
格から一定の法的評価を与えることができます。
固定資産税の性格が法律に書いてあるわけで

はありませんけれども，固定資産税がどういう
性格を持っているとして制度化されてきたかと
いえば，地方税法の枠組みから見て，先程申し
上げた一般的な理解は当を得ているのだろうと
思います。くりかえしになりますが，この固定
資産の本質や性格の考え方が少なからず解釈に
影響を持ってくるという意味において，それは
重要な問題であるというように思っております。
次に，固定資産税については，冒頭に申し上

げましたけれど，あまりこの大会報告でも取り
上げられなかったように思うのですが，確かに
企業の方は，地方税はどちらかというと法人税
とか国際課税に比べると興味薄なのかなという
ところがあります。
それはいろいろ理由があるかというように思

いますけれども，償却資産を除きまして，賦課
課税方式がメインで，償却資産も申告で確定す
るわけではありませんので，一応固定資産は賦
課課税方式を取っているといえなくもありませ
んが，その賦課課税方式を前提に課税庁からの
納税通知を見て，細かく課税標準等算定過程が
分かるわけでもありませんので，ある程度その
数字を信じざるを得ないというところがあるか
というように思います。
さらに，普通は固定資産税は法人税等の所得

の計算において損金算入されますので，さらに
もっと言いますと，他の国税と違って，租税回
避行為や節税なりといったタックスプランニン
グがそれほど大きく効くような，そのような行
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為ができる税ではないということを考えますと，
企業にとってはそれほど大きな関心事にならな
かったのかなというような理解をしております。
私の考え方が，意識が，少し違っているところ
があるかもしれませんけれども。ただ最近は，
レジュメ２ページに書きましたように，日経新
聞なりいろいろな雑誌を見ますと，「大企業が
固定資産税の過納付，過払い」ということで，
多額の税金を取り戻したという内容の記事等が
いたる所に出てまいります。中には，ノウハウ
本で，企業が固定資産税を取り戻すにはどうす
ればよいかといったようなものが，巷では出回
っているというように，少し固定資産に対する
比重の置き方といいますか，企業の意識が変わ
ってきているのかなというところも一方であり
ます。
レジュメ２ページの後半あたりにありますよ

うに，総務省が毎年出す統計を見ますと，全国
の地方公共団体のうち９７％近くが，何らかの過
大納付があって還付に応じているということで
す。ただ，件数的には非常にわずかなのです。
一応０．２％というように書いてありますけれど
も，納税義務者の総数から算定しますと非常に
わずかな数とはいっておれなくもなくはありま
せん。しかし，どのくらい実際に納税者の方が，
固定資産税について，都市計画税もそれにリン
クしておりますので，そういった税について関
心を持って，その課税標準なり，評価の過程な
りを検証されたかというと，恐らくそういうこ
とはあまりないので，何か特別のことがあり誤
りに気が付いたという限りでいけば，比較的，
数字のもつ意味は大きいのかなという気がしな
くもありません。
このように，少し固定資産税に対して企業側

の意識が変わってきた，変わりつつあるのでは
ないかということを，少し，はしがきのところ
でお話し申し上げております。
次に，これまで固定資産税についてどういう

点が議論されてきたかと申し上げますと，レジ
ュメの２ページから５ページあたりまで記述い

たしております。評価の問題も含めて固定資産
税の問題点につきましては，いろいろな研究機
関等で，まとった研究なり報告が出ております。
その中で，若干古いのですけれども，平成１８年
に公認会計士協会が取りまとめましたものを，
レジュメ３ページから，要旨のみを抽出して書
き並べております。
土地，家屋，償却資産ということで，公認会

計士協会のこの報告書のメインは，一般的な評
価方法の問題点を指摘するとともに，固定資産
税が応益課税ですので，例えば民事再生等の適
用を受けても，公共サービスを受けているとい
う意味での対価は一緒なので，固定資産の時価
が下がりませんよね，実務的にも何かおかしく
ありませんかというところに端を発して研究を
進められた報告書というように理解しておりま
す。
レジュメ３ページの下線のあたりのところを

ざっと見ていただいたら結構かと思いますけれ
ども，例えば３ページの土地の評価について，
①として計算の複雑性により一般納税者の検証
に困難性が生じている。少し細かなところの説
明は省きますけれども，②として固定資産税評
価額と課税標準額の乖離が恒久化している，③
として各資産間での課税の不公平が生じている。
各資産の評価の均衡が保たれ，適正なものとし
て納税者の納得を得られる状況ではないという
ようなことが指摘されております。あと，土地
の個別性・特殊性が評価額に十分反映されてい
ないとか，農地，山林の評価額に不均衡が見ら
れる等々指摘されております。
家屋については，多分，居住用家屋について，

多くのみなさんが恐らく実感として感じておら
れるように思うのですが，①中古なり古くなっ
た家屋の評価額と時価が乖離している，あと，
②市場価額の価値，マーケットアプローチが家
屋については評価において考慮されていないの
ではないかといったようなことが指摘されてお
ります。
償却資産については，①経済的耐用年数や機
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能的減価が加味される余地がない，いわゆる法
人税の償却資産の計算，或いは償却資産の範囲，
或いは固定資産税の償却資産の範囲と計算とい
うあたりが，必ずしもリンクしていないわけで
すけれども，そのあたりについて問題点が提起
されているということです。②次に，償却資産
は，一応，申告制度を取っているということで，
企業には非常に負担が大きいのではないか，と
いうようなことが指摘として挙がっております。
これは，これらの固定資産の評価についての

問題意識は１０年たった今でもほぼ大なり小なり
同じようなに残っているのではないかというよ
うな理解をいたしております。
５ページから，少し他の意見等も書き並べて

おりますけれども，時間の関係で割愛させてい
ただきまして，６ページで，結局，今日メイン
として，そういった固定資産税の現在の状況な
り問題意識を踏まえて，どこをお話しさせてい
ただくかというようになりますと，やはり，賦
課処分を受けたときに，どういう場合に固定資
産税の賦課処分が違法になるかというあたりを，
評価方法と絡めてお話しさせていただきたいこ
とが有益ではないかと思っております。現在の
評価方法が合理的なものといえるかどうかとい
うところも関係してくるかと思います。そうす
ると，評価方法について，今後，見直し・改正
等の議論というのは当然あり得るというように
思っておりまして，特に今現在，東京都は大規
模家屋の見直しに入っておりまして，そこに総
務省の方も参加されているというように聞いて
おりますので，何らかの動きがあるのではない
かなというように思っております。資料３以下
を参照下さい。
あと，地方自治体間で評価基準は一本ですけ

れども，自治体間によって評価の状況というか，
地方税法や条例の解釈，取扱通達等でかなり異
なっている部分がありますので，そういった部
分の違いはどういうように考えていく必要があ
るのかも，今後地方自治体の課税自主権の名の
もとに放置しておいてよいのかも気になるとこ

ろです。
また，今日は直接お話しする予定はないので

すが，固定資産税の減免規定や非課税規定が適
切に運用されているかどうか。これらは課税処
分の違法という問題につながる可能性もありま
すけれども，立法論的に政策的な減免規定等が
どうだろうという部分もあります。例えば，今
年度でいいますと，中小企業等経営強化法等で，
設備投資について固定資産税を減税にする，２
分の１にするとか，そういったことも入ってお
りますが，これは固定資産税において立法論的
にそもそも許されうるようなものであるのかな
ども問題になってくるように思います。一方で
は，ちょっと企業からは離れてしまうところは
ありますけれども，空き家対策といったところ
での固定資産税等の対応をめぐる議論もありま
す。そういったところについても，少し論点ぐ
らいは時間があれば指摘させていただきたいと
いうように思います。
さらに，上記との関係でいきますと，では固

定資産税が過大納付になったときに，いつまで
取り戻せるのか。どういう形で取り戻すのか。
あと，実際に固定資産税を取り戻すときに，公
式ルートに乗せたときに，固定資産評価審査委
員会への不服申立てなり，取消訴訟等というの
は，どういう手続きで訴訟等の審理は進められ
ることとなるのか。そういうところまで，恐ら
く駆け足になるかと思いますけれども，お話を
させていただきたいというように思っておりま
す。
まとめますと，現在の固定資産税として論じ

なければならないことは次のようなものだと思
います。６ベ－ジをご参照下さい。
１，固定資産税の賦課処分はいかなる場合に違
法となるか

２，評価方法は合理的なものといえるか。評価
方法の改正はありうるか。

２，自治体間での評価方法の違いはどのように
考えていくか。

３，減免規定や非課税規定が適切に運用されて
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いるか。特に最近では空き家対策と固定資産
税制の議論がありうる。

４，いつでも固定資産税は取り戻せるか。
５，固定資産税に対する不服はどのような争訟
となるか。
次に，固定資産税の課税標準をみたうえで，

いまお話ししましたような課題を検討していき
たいと思います。

２．固定資産税の概要

地方税の固定資産税に係る規定の枠組みです
けれども，６ページから１０ページに，ご承知の
ところ恐縮ですけれども，一応，固定資産税の
枠組みのポイントになる主要な部分だけを書き
抜いております。ここに記載しておりますこと
はご承知のことと思いますけれども，固定資産
税の課税客体は，当然，土地，家屋，償却資産
といった固定資産です。
中には，所有者の性格とか社会政策上の理由

から，先ほど申し上げましたように，地方税法
３８４条のもとで人的又は用途非課税になったり，
税額が減免されたりというものがあります。非
課税等の判断にあたっては，１月１日の現状が
重要となります。
固定資産税の納税義務者につきましては，地

方税法の３４３条の１項で，固定資産の所有者に
課すると規定をしておりまして，一応，所有者
課税ですけれども，同項の２号で，その固定資
産の所有者とは，土地又は家屋については，登
記簿又は土地補充課税台帳若しくは家屋補充課
税台帳に所有者として登記・登録されている者，
いわゆる台帳課税主義を取っているということ
で，後で少し議論いたしますけれども，基本的
には，１月１日現在の登記・登録されている者
に対して固定資産税を課せばいいということで
す。その後の土地の所有権の移動については，
当事者同士，民民で固定資産税の負担について
は解決すればいいという建て付けになっている
ということです。

償却資産につきましては，１月１日現在の所
有資産の内容については，申告をするというこ
とを地方税法３８３条で義務付けておりまして，
これで地方公共団体は，賦課決定の課税資料を
収集しているということで，この申告によって
税額が当然確定するわけではないということに
なります。
賦課期日は，地方税法の３５９条で，当該年度

の初日の属する年の１月１日というように規定
をしておりまして，賦課期日を１月１日として，
固定資産税の課税要件を当日において確定させ
ることとしております。
１月１日現在において，当該市町村に所在す

る固定資産で，納税義務者は，その賦課期日現
在における固定資産の所有者となります。ただ，
「台帳課税主義」を取っているというところに
特徴があるということです。
地方公共団体は，固定資産の状況なり固定資

産税の課税標準である固定資産の価格を明らか
にするために，地方税法３８０条１項により土地
課税台帳，土地補充課税台帳，家屋課税台帳，
家屋補充課税台帳及び償却資産課税台帳を，い
わゆる固定資産課税台帳というものを備えなけ
ればならないわけですけれども，これについて
は，現在，閲覧なり縦覧といったような形で，
納税義務者，場合によっては，閲覧の場合につ
いては，もっと広い，いわゆる賃借人等にも閲
覧をさせるということで，開示が進められてい
るというように理解しております。
そのうえで，市町村長は，納税義務者その他

の政令で定める者の求めに応じ，固定資産課税
台帳のうちこれらの者に係る固定資産として政
令で定めるものに関する事項が記載をされてい
る部分又はその写しをこれらの者の閲覧に供し
なければなりません（地税法３８２条の２第１項）。
また，地方税法４１５条に基づいて，市町村長は，
土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿を，
毎年３月３１日までに作成しなければなりません。
そのうえで，市町村長は，地方税法４１６条によ
り，毎年４月１日から，４月２０日又は当該年度
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の最初の納期限の日のいずれか遅い日以後の日
までの間，その指定する場所において，土地価
格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿等を納税
者の縦覧に供します。市町村長は，地方税法４１０
条１項によって固定資産の価格を３月３１日まで
に決定して，同法４１１条１項により固定資産課
税台帳に登録しまして，同法４１５条により縦覧，
同法３８２条の２により閲覧に供するわけですけ
れども，ここで「適正な時価」というのが非常
に大きな問題になってまいります。地方税法３４９
条１項，３４１条５号によって「価格」すなわち
「適正な時価」で固定資産課税台帳に登録する
ということですので，資産の評価というものが
非常に大きな問題になってくるということです。
ここを本日中心にお話し申し上げるつもりです。
なお，固定資産について，土地・家屋につき

ましては，３年に１度，いわゆる基準年度とい
うことで，基準年度をベースに土地の評価をし
直しまして，３年ごとに見直しをする，評価替
えをするという制度をとっておりますので，２
年度，３年度については，原則として基準年度
の価格を据え置くこととなります。
地方税法３４９条２項・３項により，新築とか

改築等があったような場合，分合筆等のあった
など基準年度の価格によることが適当でないと
解される一定の事由が生じた場合について
は，２年度，３年度においても，それを修正す
るということは可能ということです。さらに，３
年度据え置きというところの関係の問題で，評
価替えの結果，土地の税負担が大幅に増加しな
いように，段階的に負担増となるような激変緩
和措置方策が採られていましたが，平成９年度
税制改正により新たな措置として，地方税法附
則において負担調整措置制度という，税負担を
抑制しつつ，各土地館の負担水準の均衡化を図
る制度が導入されています。
もうご承知のところかとは存じますので，レ

ジュメ１４ページ以下に落としこんでおりますと
ころは，ざっと見ていただくだけで結構かと思
っております。

３．固定資産税賦課の枠組みにつ
いての最高裁判決の動向

レジュメ１０ページのところに，こういった固
定資産税の枠組みの中で，少し最近議論になる
というか，なった箇所はどこかというふうに申
しますと，当然，適正な時価に係る評価方法と
いえるか，課税標準が適正な時価といえるかど
うかという賦課処分の違法の判断基準等のとこ
ろに見るべき判例等，特に最高裁判例等がある
わけですけれども，それ以外に，少し固定資産
税の枠組みの中で押さえておくべき判決という
ものがあります。
レジュメ１０ページの真ん中あたりに「固定資

産税賦課の枠組みについての最高裁判決の動
向」というところの最初ですが，賦課期日現在
登記簿に登記又は固定資産課税台帳に登録され
ていない所有者の納税義務の有無に係る最高裁
平成二六年九月二五日判決です。固定資産税は
１月１日（現在）が賦課期日ですけれども，１
月１日現在に固定資産課税台帳あるいは登記簿
に登録・登記されていないと納税義務者として
課税できないのかという点が争点になりました。
これは，当然，市町村の実務からいきます

と，１月１日現在に登記簿に登記又は登録され
ていなくても，後日把握して，それを固定資産
課税台帳に登録をすれば，当然課税できるとい
うようになると思うのですけれども，非常に議
論になりましたのは，固定資産の規定を見たと
きに，１月１日現在が賦課期日というのと，１
月１日現在の納税義務者に課税をするという条
文の解釈から，１月１日現在に固定資産が固定
資産課税台帳等に登記・登録されていないと，
その年度，固定資産税は賦課できないという考
え方の下に家屋の所有者が賦課処分の違法を争
ったものです。東京高裁がそのような原告主張
を，文理解釈に基づいて条文を解釈し，支持し
請求を認めました。
このあたりから，もしこの判決が最高裁で支
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持されると，非常に実務に大きな影響があると
いうことで，問題になりました。
結果的には，文理解釈をした場合に，果たし

て東京高裁のように読めるかという点もひとつ
あるのですけれども，最高裁は，賦課期日の時
点において未登記の土地又は家屋につき賦課期
日後に補充課税台帳に登録して当該年度の固定
資産税を賦課し（３４１条１１号，１３号，３８１条２
項，４項），賦課期日の時点において未登録の
償却資産につき賦課期日後に償却資産課税台帳
に登録して当該年度の固定資産税を賦課する定
めを置いている（３８１条５項，３８３条）ことなど
を挙げて，固定資産税に係る地方税法の制度の
仕組みからも原判決のような解釈が採用できな
いことは明らかであると判示しています。固定
資産に係る関係規定を見て，年度途中でも固定
資産課税台帳等の記載事項を追加，修正ができ
るとか，あるいは，縦覧期間を経過した後に固
定資産課税台帳に登録されて賦課されるといっ
たような場合については，縦覧という手続的保
障を納税者が失うことになるのですが，そうい
った場合であっても，当然それはやむなしとい
う形で，固定資産評価審査委員会への不服申立
ての規定があるというようなことなどを総合的
にみて判断するに，やはり１月１日現在に登記
簿や固定資産課税台帳に登記・登録されていな
くても，その年度の固定資産の納税義務者にな
り得るとものといえます。
ですから，１２月の半ばに所有権を取得すると，

不動産登記法でいくと，１カ月以内に登記すれ
ばいいという話なので，やはり１月１日をまた
いでしまうというようなことがありますが，そ
ういったような場合について，当然，そのよう
な事実が把握できない場合も地方公共団体には
多々ありますので，それは当然許容済みの地方
税法であるということで，最高裁判所が，現在
の地方公共団体の実務にお墨付きを与えた判決
というように考えております。
その次は，まさに固定資産税の適正な時価に

関わる判例ですが，最高裁判所の判断が徐々に

進化してまいります。固定資産税の「適正な時
価」と登録価格の違法に関する判断基準に係る
最高裁平成２５年７月１２日判決です。平成１５年６
月２６日判決，最高裁平成１８年７月７日判決，最
高裁平成２１年６月５日判決の延長線上にある判
決ですが，登録価格の違法に関する判断基準に
ついて，いわゆる，違法に対する判断基準とい
うのを進化させてきまして，現在，非常に，実
務にとって厳しい判断を示しております。これ
は，本日のメーンですので，少し時間をかけて
後でお話し申し上げたいと思っております。
もう１つは，これも，レジュメ１０ページの下

に記載しています判決ですが，これは高裁判決
の段階でまだ最高裁判決は出ていないというふ
うに認識しております。現在の訴訟の推移を私
の方でよく承知をしていないところがあります。
例えば，建築当初の評価により固定資産税台帳
に登録された価格についての審査申出期間や出
訴期間が経過した後に，建築当初の評価が不合
理であることを理由として，その後の基準年度
に評価を争うことができるか否かが問題となり
ますが，東京地裁平成２３年１２月２０日判決，控訴
審・東京高裁（控訴審）平成２５年４月１６日判決
が存します。また，「適正な時価」の違法性判
断基準に係る最高裁平成２５年７月１２日判決直前
の下級審判決ですが，違法性の審査手続に係る
問題を正面から取り扱うものとして意義がある
といえます。
大規模家屋の場合の事例でして，先ほど申し

上げましたように，基準年度で３年に１度の評
価替えということですけれども，土地の場合は，
確かに３年に１回必ず固定資産評価員等の下で
評価を１から行うというか，実地調査のうえ評
価をする。
家屋について，この事件は大規模家屋が例で

すけれども，十何年前の当初の価格をベースに，
経年劣化を考慮した形で計算をし直すという形
を取っておりますので，最初のところが間違っ
ていれば，その違法性をずっと引き継ぐという
ことになります。
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ただ，土地の場合は毎回毎回，３年に１回洗
い替えのように評価をし直しますので，原則，３
年に１回必ず，もし問題があれば固定資産評価
委員会に不服申し立てなり訴訟が提起できる。
２年度，３年度でも，先ほど申し上げたように，
例外的に価格に修正があればそれは争えますけ
れど，例外的な場面です。
そうしますと，土地のように３年に１回の，

いわゆる固定資産評価審査委員会への不服申立
ての不服申立期間を徒過いたしますと，もう争
えなくなって，その限りでは不可争力が発生す
るというようになるわけですけれども，家屋の
ような場合はどうだろうかということです。家
屋の評価については，レジュメ１６ペ－ジと資料
２，３をごらんください。
たとえば，１０年前にそもそも評価について間

違いがあった。それを当初の家屋の評価額をず
っと，ベースにして経年減点補正率を乗じて計
算してきていますので，毎年度の家屋の課税標
準額の通知があったときに，ではそれが争える
のかというところでいくと，３年に１回評価替
えがあって，そこで争う機会を付与していると
ころ，土地と同じように考えうるのかというこ
とかと思います。
そうすると，それを過ぎると，やはり不可争

力が発生して土地と同じようになりますという
議論もあるかというように思うのですが，最初
の建築当初の評価を間違っている場合について
は，それは違法性を引き継いで，承継して，後
の年度でも，争うことを認めるという，どうい
うふうに理論構成するか，違法性の承継という
理論を使うのかどうかなどという議論はありま
すけれども，そのような方向で下級審判例が続
いております。
そうしますと，固定資産評価審査委員会はそ

ういったものについて不服申立てがなされる
と，１０年前の違法を遡って審査しなければなら
ない。でも，そのような当時の資料が残ってい
ませんよねというふうになるといったような問
題を実務上抱えるのではないかというところで

懸念があります。
また，このような判決をふまえると固定資産

評価委員会においても審査にあたりいろいろと
問題が生じてくるようにも考えられます。
レジュメ１１ページから１２ページ，４７ページに

かけまして，その後の裁判所の審理等もっと進
んでいるのかもしれませんけれども，少し私の
見解を書いております。私もやはりそれは争わ
せるべきだというように考えております。ただ，
非常に実務上は大変だろうなと，そういった過
去の当初価格の誤りまで違法であると主張され
たら，かなり年数立ってその評価の誤りに気が
つき主張されたら大変だろうなという気はいた
します。
もう１つは，冒頭に申し上げた裁判例で実務

のお話をさせていただきますと，１月１日現在
に登記簿に登記又は固定資産課税台帳に登録さ
れていなくても，極端な話その年に登記があれ
ば当然，固定資産課税台帳に載せますし，ある
いは市町村の実地調査で新たな事実が判かれば，
固定資産課税台帳に登録する，あるいは修正す
ることになるだろうと思うのです。
そうなった場合に，この最高裁判決が実務を

踏襲したという結論に落ち着いておりますので，
そこは今までと状況は恐らく一緒だろうという
ふうに思います。ただ，結果的に自治体の長が
１月１日現在，登記・登録をしていないものに
も，後日課税ができるということになった場合
に，どこまで遡って課税しなければならないの
か，さらにはそれを実際，現地調査等で，ある
いは登記がなされていなかったということで，
課税を見落とすことがあるだろうと思います。
そうした場合について，自治体が結果的には課
税をその年度懈怠をするということになる場合
というのが出てくるであろうと，現実にたくさ
んあるというように思うのですが，そういった
場合について，自治体にどれほどの調査義務を
課すか。言い換えると，これは，後日の住民訴
訟等に影響してまいりますけれども，そのあた
りが，先ほどの最高裁判決によって強調された
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ことによって，反面，そこらあたりが浮かび上
がってきました。
いわゆる地方公共団体の登録義務違反，どこ

までやっておけば義務違反にならないのか，後
ほど住民訴訟にかからないのかというようなと
ころが，逆にクローズアップされてきたといっ
たような面もあります。

４．固定資産税の時価と時価の算
定方法～固定資産税の「適正な
時価」の意義と登録価格の違法
に関する判断基準

４―１．固定資産の評価方法

次に，レジュメ１３ページからの，固定資産税
の適正な時価の意義と登録価格の違法に関する
判断基準という，今日の中心議題に入らせてい
ただきます。まず，土地の固定資産の評価の流
れを記載しております。
ここでの固定資産，土地の評価方法のところ

で，用途地区の区分から始まって，状況類似地
区の区分，標準宅地の選定，主要な街路の路線
価の付設，その方の街路への路線価への付設，
画地計算法，各土地の評価額の算出という手順
で評価をしてまいります。すでにご承知のこと
をくどいような形で書いておりますけれども，
こういった手順をもう１回踏んで，企業の方で
所有する土地の評価をし直すということが本当
に可能だろうかというようなことも少し頭をよ
ぎります。これは，地方公共団体による，固定
資産税路線価等の公開，さらに先ほど閲覧とか
縦覧といった開示の手続きのお話を申し上げま
したけれども，今そういう固定資産税の透明化
に関する手続規定が入っておりますけれども，
さらに，納税通知書等で，どこまで固定資産の
評価額を再検証できるのかというところが，少
し議論になり得るのかなという懸念もありまし
て，評価の流れをずっと書いております。
なお，今日はお話しする時間はないかと思い

ますが，負担水準等の仕組みの評価の問題等も
あるかと思います。レジュメ１５ペ－ジ下に制度
の概要は示しておりますのでご参照下さい。
次にレジュメ１６ページの家屋の評価方法につ

きましては，現行法は再建築価格方式をベース
にしておりますけれども，議論としては，レジ
ュメ１６ページ２の家屋のところに示しておりま
すけれども，評価の方法について再建築価格を
基準とする方法，取得価格を基準とする方法，
或いは賃貸料など収益を基準とする方法，売買
実例価格基準とする方法など，いろいろと考え
られるわけです。ただ，要は，これまでもレジ
ュメの２３ペ－ジの固定資産評価制度調査会答申
をはじめ議論を重ねた末に，再建築価格方式が
ベストであるというようなことで，この方式が
ずっと取られておりますけれども，一方で議論
は，取得価格方式をベースにすべきであるとか，
或いは，事業用については，特に取得価格をベー
スにすべきであるとか，今日まで，家屋につい
てはかなりいろいろな研究機関で議論が進めら
れているという理解はしております。東京都の
大規模家屋の評価方法の見直しに係る研究会資
料なども資料３以下に示しております。なかで
も資料５の取得価額活用方式といった方式など
がその俎上にあがっているようです。
次に償却資産の評価方法につきましては，レ

ジュメ１６ページの下から１７ページにかけて記載
しておりますけれども，これは，私自身，恐ら
く企業なり経理担当者の方なり税理士の先生方
がこの申告書をお書きになると思うのですが，
今は，減価償却資産に係る情報の電子化などで
いろいろと整理されていると思いますので，そ
れほど手が掛からないものとなっているのかも
しれませんが，比較的小規模の会社等では大き
な負担になっているのではないかとも推測して
おります。そのあたりの実感が，私にはあまり
よくわかりません。ただ，総じて言いますと，
かなり負担ではないのかなというふうな認識を
持っております。固定資産税の償却資産の範囲
ですが，ここの中で，法人税法上の償却資産か
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ら除くものとか，逆に入れるものとか，そうい
った調整等もあって，かなり作業的には手間暇
かかる作業をこの申告業務のところでしていた
だいているのかなというような認識を抱いてお
ります。さらに，そういった償却資産につきま
して，先ほどの公認会計士協会等の報告書など
を見ますと，資産の範囲なり，減価償却等のい
わゆる経済的実態等を十分反映していないので
はないかというような課題もありますので，や
はりここも，評価方法そのものについても今後
議論は十分あり得るものだというように承知を
いたしております。

４―２．「適正な時価」の意義

次に，レジュメ２０ページからの「適正な時価」
に入ります。
この「適正な時価」という考え方ですけれど

も，最高裁の平成１５年６月２６日判決で，固定資
産の，価格いわゆる適正な時価の意義につきま
しては，財産税であって，収益税とは異なると
いうような固定資産税の性格，適正な時価を考
えるにあたっての前提が示されております。財
産税であるということに主眼を置きまして，そ
ういった固定資産税の性質からすると，これは，
レジュメ２０ページの下線の箇所にもありますけ
れども，その課税標準又はその算定基礎になる
土地の「適正な時価」とは，正常な条件の下に
成立する当該土地の取引価格，すなわち「客観
的な交換価値」，「客観的時価」をいうものと解
されるというように判示しております。
いわゆる客観的な交換価値ということになり

ますと，これは，相続税法や法人税法との関係
はどうなるかということが若干頭をよぎります
けれども，法人税法２２条の時価取引等，あるい
は相続税法２２条の「時価」の，いわゆる相続に
より取得した財産の価額，この場合の時価と固
定資産税の時価の解釈は一致する，いわゆる客
観的な時価という限りは，固定資産税の適正な
時価というのも一緒のものであるというような
理解になります。

法人税法や相続税法における時価も，全て「客
観的な交換価値」というように理解することが
可能というふうに考えることとなります。
ただ，相続税や法人税でも少なからずありま

すが，地方税法でいう客観的な交換価値，時価
をではどのように算定するのか，評価基準とい
う，法的拘束力のある評価方法の制度化という
ところで後々問題になってまいります。この判
決の中で，レジュメ２１ページの下線部あたりに
記載してあることですけれども，少し下線部分
を読み上げますと，「地方税法の３８８条１項，同
法４０３条１項は，大量の固定資産について，反
復的，継続的に実施される評価を可及的に適正
に行い，統一的な基準による評価を行うことに
よって，各市町村全体の評価の均衡を確保する
とともに，評価に関与する者の個人差に基づく
評価の不均衡を解消するため，固定資産の評価
方法は固定資産評価基準による旨，規定してい
る。このような評価基準に従った計算過程にお
いては，当該固定資産の特殊事情が十分に反映
されない事象が生ずるようなこともあると考え
られるが，そのような事象が生じた場合であっ
ても，評価基準に従った計算結果が適正な時価
を超えないように，いわゆる７割評価の経過措
置等の制度が設けられている」ということで，
個人差が生ずることはあるのですが，客観的交
換価値，時価との間に３割のアローワンスを設
けていますので，その範囲内に収まっている限
りは，そこで少し不均衡は生じますけれども，
一応，客観的時価の範囲に収まるように工夫が
されていますといったことがまず判示されてい
ます。
従って，最高裁は，当該固定資産の評価が評

価基準に従って行われている場合には，その評
価に一応の妥当性があるものと推認することが
できる，「推認」という言葉を使います。しか
し，最高裁は，評価基準が定める評価の方法に
よっては当該固定資産を適正に評価することが
できないというような特別の事情が存すること
により，評価基準に従って評価された登録価格
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が適正な時価である客観的時価を上回ることが
認められる場合には，当該登録価格は「適正な
時価」を超えるものといわざるを得ず，その限
度で違法となるというべきであると判示します。
レジュメ２１～２２ペ－ジの最高裁平成１５年６月２６
日判決等を参照ください。
固定資産評価基準によった評価の場合につい

ては，そこで算定された評価額というのは，一
応の妥当性があって，客観的時価，適正な時価
というふうに推認できる，ただ，特別の事情が
あって，評価基準によっては評価が少し適正に
できないといったような場面で，客観的時価を
上回る場合が予想される。そういったような場
合は違法になります。
そうすると，「特別の事情」が存するという

ことを納税者の方で主張・立証して，それが認
められると，客観的な時価，いわゆる適正な時
価ということを上回っていますよというような
主張が次の段階でできるというようなことをい
っているというように理解することができます。
この最高裁判決は，適正な時価を客観的な交

換価値というふうに明言していますが，この客
観的な交換価値イコ－ル時価が，この判決の射
程距離として，家屋とか償却資産にも及ぶのか
という問題があります。判例等をみますと課税
庁が射程距離を制限的に主張し，その範囲を土
地に限定して展開したこともありました。
土地，宅地について適正な時価の解釈を，こ

の最高裁判決は展開をいたしましたが，条文の
解釈においても課税理論からも，家屋について
も，償却資産についても，この考え方がそっく
りそのまま当てはまるということになると，い
うようにいえるかと思います。
ですから，固定資産税の課税客体の適正な時

価というのは，客観的な交換価値，いわゆる客
観的時価である。それは法人税，相続税法でい
われている時価と，その限りでは一緒であると。
ただ，固定資産評価基準というものがあります
ので，それに従って評価，計算をすれば，一応，
客観的な交換価値としての時価の範囲内に収ま

っているという，客観的時価の範囲内だという
推認は成り立ちます。
ただ，特別の事情を主張して，特別の事情が

認められれば，その次に，客観的時価を超える
という主張をして，いわゆる上回るということ
で，課税処分が違法になることがあります。レ
ジュメ２２ページの最高裁平成１５年判決とその射
程距離というところを参照下さい。
もう少し見てみますと，最高裁平成１５年６月

２６日判決は，もう１つ，この固定資産評価基準
についてかなり明確なことを言っております。
固定資産評価基準というのは，地方税法３３８条
で，自治大臣の告示である評価基準に委ねると
いうことで，市町村長は，この評価基準によっ
て評価をしなければならないと，地方税法の４０３
条１項の規定があります。この固定資産評価基
準というのは，どの程度の法的拘束力を持つか
というのが，これまでもずっと議論として続い
てきたように思います。
しかし，この判決は，いわゆる法的拘束力が

ありますということで，固定資産評価基準につ
いての位置付けを非常に明確にしたという点で，
さらに注目すべき判決だったということがいえ
るかと思います。その後の最高裁判例，たとえ
ばレジュメの２５ペ－ジ等に登場します平成１５年
７月７日判決も同様の判示をしています。

４―３．固定資産評価制度調査会答申
（昭和３６年３月３０日）による時価

レジュメ２３ページに，固定資産評価制度調査
会答申というのを入れておりますけれども，こ
れは，固定資産の評価方法が，いろいろ議論が
ある中で，土地，家屋，償却資産についてどう
いう議論をして評価方法が現行法のように定ま
ったかというところで，元になるものがこの昭
和３６年固定資産評価制度調査会答申ですので，
一応その要旨を落とし込んでおります。ここは
時間の関係で割愛させいただきますが，当然，
その後，このような十分な議論をした上で，地
方税法により委任された固定資産評価基準に基
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づいて評価をすれば適正な時価，いわゆる客観
的な交換価値が算定されるという流れになって
いるかと思います。

４―４．固定資産の評価に当たり，収
益還元方法を用いることは妥当
か

もう１つ，先ほどの固定資産評価制度調査会
の方の議論にも出てきますけれども，例えば，
適正な時価を収益還元価格とか，そういったよ
うなもので算定するということはどうなのか。
例えば，客観的交換価値，時価を超えていると
いったときに，その時価を納税者の方で，収益
還元価格で計算をして，課税標準がその価格を
超えていますと主張できるのだろうかという話
になるかと思うのです。

４―５．最高裁における収益還元価格
の排除の意味

レジュメ２６ページに少し書き連ねております
けれども，レジュメ２５ペ－ジ下の下級審判決等，
収益還元方法を認める判決はあります。けれど
も，最高裁は，この適正な時価のところで，収
益還元方法に基づいた評価方法，評価基準に依
らしめるということはできないということを，
適正な時価の客観的交換価値をどういうように
算定するかというところで判断しています。収
益還元価格による評価というのを排除している
ということを最高裁判所の判決は明言しており
ます。
ただ，少し気になりますのは，収益還元方法

というのをどういう使い方をするかだと思うの
ですが，たしかに最高裁判決を踏まえますと固
定資産評価基準として収益還元方法による評価
はまずいですねということになります。ただ，
実際に推認が及ばす時価を超えていますねとい
ったときに，精通者価格等において本当にそれ
で収益還元価格を一部考慮するとか，そういっ
た方法はできないのかというところは，議論は
残るのだろうと思います。

先ほどの土地の評価方法の流れに言及いたし
ましたが，では，その過程で収益というのは全
く考慮されていないかというと考慮されている
部分もあります。不動産鑑定評価理論でも，い
わゆる収益還元というのは十分考慮されている
と思いますので，この最高裁判所が言う排除，
収益還元方法による価格は取れませんというこ
の判決の射程距離は，少し制限的に，制約的に
考える必要があるのではないかというように考
えております。

４―６．登録価格の違法に関する判断
基準

次にレジュメ２８ページ五の，登録価格の違法
に関する判断基準というところですけれども，
普通に，登録価格を審査する場合について，例
えば，訴訟等で審理するときには，まず評価方
法が固定資産評価基準とか市町村の取扱要領に
従ったものであるかどうかという基準の適合性，
次に，この評価基準等が一般的に合理性を有す
るかどうかという基準の一般的合理性，その次
に，評価基準による評価方法の基礎となる数値，
すなわち，土地であれば標準宅地の価格が賦課
期日における適正な時価であるかどうか，とい
ったことを審理することとなります。
しかし，一応，土地の評価について，こうい

った点が立証されたとしても，結果として，登
録価格が賦課期日における対象土地の客観的時
価を上回るときには，その評価基準等は，当該
土地の具体的な適正時価の評価方法としては機
能せずに，本来の法が委任した趣旨を全うして
いないということになりますので，登録価格が
賦課期日における客観的価格を上回るときには，
その限度で登録価格の決定は違法になるという，
先ほどの話につながってくるわけです。
ここまでは，評価基準というのが，一応法的

拘束力がありますので，それに従って計算して
いれば適法だと推認できて，さらに，一般的合
理性を有する評価基準が存する場合でも特別な
事情がある場合に限ってだけは，それが認めら
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れれば，時価というものを出して，登録価格を
上回っていますということを立証できれば，賦
課処分を違法にできるというところまではたど
り着いているというように言えるかと思います。

４―７．鑑定評価は，固定資産の評価
にあたりいかなる条件の下で用
いることができるか

ここまでで１つ問題がありますのは，レジュ
メ３１ページに，では「特別の事情」というのは
何だろうということです。
特別の事情が認められる場合については，自

分でこれがまさにこの土地の時価だといったこ
とを主張，立証して，固定資産評価基準等に基
づいた価格を違法にすることができるというこ
となのですが，特別の事情というのはどういう
ことをいうのだろうかというところが問題にな
ります。レジュメ３２ページの下に，特別の事情
とはどういうものをいうかということに言及し
ております。ここは，総じて言いますと，中に
はかって地裁レベルで認められた「特別の事
情」といったものもありますけれども，まず裁
判例では認められていないというのが現状なの
です。判例を見ていきますと特別の事情という
ハードルが非常に高いということが言えます。
その次に，特別の事情があるといったような

ときに，では，客観的な交換価値である時価を
超えていますといったことを，納税者はなにを
もって主張・立証するのかという問題がありま
す。
レジュメ３４ページに少しその議論を書いてお

きましたけれども，普通は，不動産鑑定士等に
お願いした不動産鑑定評価書等による反証，こ
の時価，登録価格を超えていますよということ
を，特別の事情の次に主張せざるを得ないとい
うように思うのです。特別の事情が認められな
いと，不動産鑑定書等を出せないというように
理解していただいて結構かと思っております。
この不動産鑑定評価書等を出すというのは，

相続税法等における時価評価をめぐる訴訟にお

いては一般的に広く行われることなのです。で
は，なぜ時価を主張するときに，相続税法等で
は不動産鑑定士等が作った評価書をすぐ提出で
きるのか，地方税法の固定資産はすぐに提出で
きないのか出せないかということで疑問をもた
れるかと思います。
これは，先ほど来の議論に戻りますけれども，

固定資産評価基準というものに法的拘束力を認
めましたので，認めた結果，その基準に従って
評価をやっているのだったら，評価基準が適正
にできているので，登録価格は，普通は時価で
あり適法である，客観的交換価値の範囲に収ま
るのだというように推認する。ただし，個別的
評価要素等によほどのことがあれば，すなわち
特別の事情があれば，不動産鑑定士等が作った
鑑定評価書等での反証を許しますよという建て
付けになっていると理解することができます。
評価方法につき相続税の場合は，相続税法に

若干書いている資産もありますけれども，ほと
んどが財産評価通達に依拠しているのです。通
達ですので，法的拘束力はありませんので，そ
こはすぐ鑑定書等が特別の事情等の存在に関係
なく出せるというような建て付けで区別してい
ただければ，このような税目の異なる税での時
価の立証について整合性が取れているのかなと
いうように思っております。
特別の事情についてレジュメ３５ページに，後

ほど申し上げます最高裁２５年７月１２日判決とい
うのが，非常に重要な判決として取り上げてい
るわけですけれども，そこで，多数意見の１人
の千葉勝美裁判官の補足意見というのがありま
す。そこでの考え方というのは，既に私がこれ
まで論文等で公表してきたことと同じようなこ
とを言っているという理解をしておりまして，
これまでの私の考え方が間違いではなかったと
考えております。
それで，「特別の事情」に関してなかなか認

められないというお話をしましたが，これはい
けるのではないかと思う事例を１つレジュメ３６
ページに掲げておりますけれども，これでも，

― 189 ―



結局下級審では否定され，裁判例としても駄目
なのです。
例えば，事業再生の時，冒頭の公認会計士協

会の報告書の問題意識も，ここにあったわけな
のですが，固定資産税は応益的な税なので，事
業再生中の会社の資産であっても受けるサービ
スは一緒なので，そのような企業であっても固
定資産税の評価額はほかの所有者と変わらず一
緒なのですよねという話になり，疑問点が提示
されていました。
事業再生等に係りますと，例えば法人税法３３

条の資産の評価損の損金不算入というところで，
資産の帳簿価額を会社更生法等の規定に従って
強制的に評価替えをして帳簿価額を減額した場
合にはその差額分について，そこで時価が算出
されて評価損に計上して損金に落とせるという
規定があります。レジュメ３７ペ－ジに条文を掲
げております。そこで，民事再生等に際しては
法人税法の規定を使って，客観的な時価が算出
されて，評価損まで損金に落とせるというよう
になっている「時価」が存在するのに，まだそ
れは，そういった事態というのは「特別の事情」
ではありませんということではねつけていると
いうのが実情なのです。
このような結果は，少し酷ではないかなとい

うように考えておりまして，適正な時価という
ところについて，特別の事情の有無の判定につ
いては個人的にはもう少し緩やかでもいいので
はないかなと思っています。市町村の方は反対
されるかと思うのですが，私自身は，このよう
なケースは恐らく認められていいのではないか
なというように考えております。

５．最高裁平成２５年７月１２日判決
の違法性判断基準

その次に，レジュメ３８ページのところの最高
裁判決の違法性判断基準のくだりですけれども，
この判決は，さらに，違法性判断基準について
新しいことを付け加えました。

先ほどの検討したところでは，最高裁判決で，
固定資産表が基準に合理性がない，あるいは特
別の事情がある場合については，不動産鑑定評
価書等で時価を主張して，その評価基準を使っ
たそのとおりに計算した価格は超えていますよ
という主張ができるということでした。
それに対して，この最高裁２５年７月１２日判決

の原審は，先ほどの特別の事情との関係で賦課
決定の違法性を主張するのですが，特別の事情
を考慮したとしても，登録価格はいわゆる客観
的な交換価値を超えていませんという判決だっ
たのですが，それを受けた最高裁判決は，レジ
ュメ３９ページの下の下線部分ですけれども，固
定資産評価基準の法的拘束力というものを先ほ
ど取り上げた最高裁判例で強調しておりました
が，それを受けまして，非常に納税者側に立っ
た解釈を展開いたしております。
固定資産の価格は，法的拘束力のある評価基

準によって決定されますが，これを受けて，「全
国一律に適用される評価基準として，昭和３８年
自治省告示第１５８号が定められ，その後数次の
改正が行われている。これらの地方税法の規定
及び趣旨等に鑑みれば，固定資産税の課税にお
いてこのような全国一律の統一的な評価基準に
従って公平な評価を受ける利益は，適正な時価
との多寡の問題とは別にそれ自体が地方税法上
保護されるべきものということができる。」と
判示しています。
言い換えると，納税者が評価基準に基づいて

評価額を適正に算定されるべきであるという，
その利益は保護される必要があるという，こと
です。その評価基準に基づいて固定資産の評価
にあたりその適用を間違えると，いわゆる客観
的な交換価値を超えるかどうかという問題に関
係なく，評価基準に基づいて適正に算定された
登録価格を上回るときにはその賦課決定は違法
になるということをいっています。この最高裁
判決がいう違法性判断基準は，市町村等にとっ
ては非常に厳しい基準ということになると思い
ます。
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レジュメ４０ページを見ますと，結局，登録価
格決定が違法になるのは，まず，［一］という
ところで，当該土地に適用される評価基準の定
める評価方法によって決定される価格を上回る
とき，ですから，適正に評価される価格と比較
してそれを上回っている，言い換えると，固定
資産評価基準を使った計算過程に何らかの間違
いがあるといったような場合について，適正に
計算した価格を上回れば，もう違法なのです。
このことは，客観的な交換価値，時価という

ことについては全く論外で，その点との関係は
審査しなくても直ちに違法になるということで
す。これは手続保障の視点というよりも事実の
認定やあてはめを誤った場合ということになり
ます。
もう１つが，［二］のところで，これを上回

るものではないが，その評価方法が適正な時価
を算定する方法として一般的な合理性を有する
ものではなく，又はその評価方法によっては適
正な時価を適切に算定することができない特別
の事情が存する場合であって，同期日における
当該土地の客観的な交換価値としての適正な時
価を上回るときであるということができます。
この［二］のところが，これまでずっと検討し
てきた判断基準で，最高裁判例等がこれまで判
示してきた，評価，いわゆる登録価格が違法に
なる場面だったのですが，［一］の場面をこの
最高裁判決がさらに付け加えたということにな
ります。
［二］のところで，先程，私は十分な説明を

せずに申し訳なかったのですが，不動産鑑定士
のような，いわゆる鑑定評価書等を出す場合の
前提として，特別の事情がある場合というのを
申し上げましたけれど，もう１つ，この判決前
に最高裁は，評価基準が一般的な合理性を有す
るものではないといったような場合もそうであ
るとしています。レジュメ３０ペ－ジ２に記述し
ております。
ですから，どういうことになるかというと，

この平成２５年７月１２日のこの究極の最高裁判決

までにいわれていたのは，法的拘束力がある評
価基準にそもそも合理性がない，適正な価格を
算出するにあたってその基準に合理性が存しな
い，例えばゴルフ場の評価等で非常によく問題
になったことがあると認識をしていますが，ゴ
ルフ場の評価についても評価基準に縷々書いて
あるのですが，その方法では確かにゴルフ場の
評価はできませんよねということが立証できれ
ば，一般的な合理性を有するものではないとい
えて，不動産鑑定評価等でいう時価で算定がで
きるというようになる，時価の主張ができると
いうようになるということです。
もう１つは，評価基準に一般的な合理性はあ

るのだけれど，私のこの事例は特別な事情を抱
えていますといった場合についても，同様に不
動産鑑定評価等で時価の主張ができるというこ
とです。
この２７年の最高栽判決は客観的な交換価値，

時価との議論はさておいて，評価基準に法的拘
束力があるので，それに従って評価を受けるべ
きであるという納税者の権利は保護されなけれ
ばならない，そうすると，その評価基準を守ら
ずに評価して，その結果，適正に評価基準を用
いて算定した価格を上回る，評価をやり直した
場合の価格を上回るとなっているような場合に
ついては，賦課処分が違法になるといったとい
うことなのです。
前者の［一］の場合は，地方公共団体にとっ

ては今後非常にプレッシャーになるのかなとい
う気がいたしております。
後者は，先ほど申し上げましたように，固定

資産評価基準に合理性がないということを言わ
ないといけないわけです。これは非常にハード
ルが高い。特別の事情よりはるかにハードルが
高いという可能性があるのです。現在，大阪で，
家屋についての再建築価格による評価方法につ
いて，一般的合理性がないということを争って
いる事件があります。非常にハードルが高いの
ですが，先ほど申しましたように，家屋という
のは再建築価額方式で計算したものであるとこ
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ろ，建築物価上昇期になかなか評価額下がらな
いといった状況にあります。
そうしますと，客観的な交換価値というのは，

古い家屋は売れなくて倒すだけでもお金が掛か
るのにという意識の一般の納税者が想定する時
価とはかなり乖離があるということになります。
そうなると，一般の納税者の方は，今の評価方
法が果たして合理的なのだろうかという懸念は
当然持ち始めるということで，また評価の過程
に誤りはないのかなど家屋については確かに合
理性等をめぐっては，このような訴訟は今後も
起きる可能性はあると考えられます。また当初
価格の誤りを評価年度後に争えるといった裁判
例などの動向を踏まえると家屋の評価は風雲急
を告げるといったところかもしれません。
一応，最高裁が今日まで行き着いたところは，

以上のところまでかなというように思っており
ます。

６．家屋の評価について

レジュメ４０ページ，資料２の家屋の評価は，
これまでも少し言及しましたので，時間の関係
でその程度にさせていただきます。なお，評価
方法の改正の動向については，東京都の大規模
家屋の評価方法の検討などが参考となります。
資料５を参照下さい。

７．過徴収金の返還はいつまでで
きるか

その次に，固定資産税の誤徴収などの救済問
題をみてまいります。レジュメ４２ページのとこ
ろが，過大徴収金の返還はいつまで可能かとい
うことを記述しております。
非常に議論が多いのは，固定資産税に係るシ

ステムを切り替えたときに，ペーパー的なもの
を全部，保存期間が過ぎているので廃棄しまし
たが，その後，システムのプログラムミス，事
実誤認等々に起因して過大納付ではないかとい

うふうになるケースがでてきた場合に，いつの
年度まで遡って固定資産税を還付するかという
ことです。先ほどの最高裁の議論からいきます
と，評価し直して，そのとおりやったら幾らに
なるかという価格と登録価格とで齟齬が生ずれ
ば還付金を受けられるという可能性が出てまい
りますので，今後，先ほどの最高裁判例からい
きますと，そのような請求や訴訟が起きやすい
のかなというところはあるのです。大企業は別
にしましても，一般の家屋の納税者義務者の方
についても，評価についての，ソフトを作ると
きの誤りや入力ミス等があって，かなり地方公
共団体については過大徴収が続いているという
ふうに理解をしております。
いつまでその返還を申し立てられるのかとい

えば，地方税法１８条の３で還付金の時効が原則
５年という節目がありますけれども，これを固
定資産の賦課処分が不服申立ての申立期間従過
による不可争力の関係で違法だという主張がも
うできない，あるいは還付金の時効を過ぎてい
る状況下で，地方公共団体の職員が誤って違法
に課税をしたということで，国家賠償法１条で
損害賠償請求をして税額を取り戻すという訴訟
を，最高裁判所は認めることとなりました。レ
ジュメ４４ページの上の方の最高裁２２年６月３日
判決でそれを認めましたので，国賠を使います
と過去２０年返還が可能だということになります。
では現実に２０年まで取り戻せるのかという議論
になって，地方税法でいう５年，場合によって
は不当利得で１０年という期間もひとつ頭に浮か
びますが，損害賠償請求を行った場合の「２０年」
というところで，どこまで戻すのかということ
でいけば最大２０年ということになります。返還
するに際しても，もう古いものは課税資料や納
付書など双方資料がありませんので，どこまで
戻すかというところが非常に悩ましい問題にな
ると認識をしております。
地方公共団体によっては，若干その返還にあ

たっての理屈や期間，返還の要綱やその手続は
違っているかと認識しております。レジュメ４４
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ページには四日市市の例を挙げております。最
大２０年戻す，法定利息を付けて戻しますけれど
も，建前は，国賠を前提に戻せるということな
ので，国賠請求が提起されても返還しないとい
けないという前提になるようなケースだと認識
しますと，ある程度故意・過失の認定などハー
ドルは高いのですが，実際そういうことを言っ
ていては，なかなか現場は収まらないというと
ころがあって，かなり柔軟に対応しているとい
う認識を私自身はしております。
各地方公共団体のばらばらの要綱なり条例等

でやっていますので，私自身は，ここはある程
度，地方税法レベルで統一するべき問題と考え
ております。自治体間でばらばらな取り扱いが
あるのは，やはり不合理だと考えております。

８．固定資産税における不服申立
て・訴訟

固定資産税のところの不服申立てとか訴訟の
話をレジュメ４５ページから書いております。

閲覧制度，縦覧制度という手続規定が，資料
６にも少し書きましたが，ある程度充実してき
たという面はあるように理解しておりますけれ
ども，ただ，実際に，非常にここが難しい，悩
ましいところだというように思うのです。どこ
までの情報を閲覧あるいは縦覧して開示するの
かということは厄介な問題です。
ここでお話しさせていただきたいのは固定資

産税の争訟方法についての問題です。これにつ
いては，かなり審理の特殊性といいますか，固
定資産評価審査委員会の位置づけ，審査方法，
特に調査をどこまでやるのかというところが議
論になるかというように思います。いわゆる争
点主義的に理解をするのか，総額主義的に理解
をするのかということですけれども，固定資産
税の争訟方法の改正をうけて，固定資産評価審
査委員会の審査対象が価格に絞られております
ので，かなり踏み込んだところまで審査できる
のではないかいうように思っておりますが，最
高裁の違法性の審査基準との関係でどのように
あるべきかについては，今後さらに検討すべき
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課題といえるでしょう。
私自身は，固定資産評価審査委員会において

審理は，原則として書面審理で行うこととされ
ているところ，公開・対審による口頭審理も必
要に応じて認めらされてはいますが，俗に言う
争点主義的運営という理解を取っており，争点
だけを審査するという形で，逆に総額主義で，
例えば固定資産評価審査委員会の方で全てを審
理した上で，その価格は適正かといったような，
総額主義的な発想で審査をするということまで
は求められていないと考えております。レジュ
メ５０ペ－ジをご覧下さい。
固定資産評価審査委員会についてはそういう

審理方法で足りるというように考えております
けれども，それに対して，審査裁決取消訴訟の
審理につきましては，総額主義的運営のもとで
以下の審査が尽くされるべきだというように考
えております。
［一］当該土地に適用される評価基準の定める
評価方法によって決定される価格を上回るとき，
［二］これを上回るものではないが，その評価
方法が適正な時価を算定する方法として一般的
な合理性を有するものではなく，又はその評価
方法によっては適正な時価を適切に算定するこ
とができない特別の事情が存する場合であって，
同期日における当該土地の客観的な交換価値と
しての適正な時価を上回るときであるというこ
と。
時間が押しておりますので，審査裁決取消訴

訟の審理方式等の具体的な論点についてはレジ
ュメ５１ペ－ジ以下を参照下さい。

９．おわりに

本日は，固定資産税における，いわゆる適正
な時価をどのように考えるか，どのように評価
するかというところを法的な視点からお話しま
した。いかなる評価方法，評価基準で，評価を
行い，登録価格をいかなる場合に違法というか，
その判断基準というのは非常に悩ましい問題で

すけれども，最高裁判決が行き着いたところは，
一定の評価を与えることができるものと解して
います。しかし，今後は評価方法の改正等が俎
上にあがってくるものと考えておりますが，現
在，家屋につきまして，特にいわゆる大規模家
屋については，東京都が検討会を作りまして，
評価方法の見直しといいますか，検討を始めて
おります。さらに，そこには，総務省の方もオ
ブザーバーで入っているというふうに聞いてお
りますので，いわゆる大規模家屋については，
問題点は東京都と共有されているかと思います。
家屋については，さらに減価償却資産について
も，私自身個人的な見解ですけれども，今後，
かなりの見直しは要るのではないかなと思いま
す。減価償却資産については，恐らく，国税と
のリンクというのがもう少しあっていいのかな
という気もしておりますし，減価償却資産その
ものが，家屋とか土地といったものと同じよう
に，そもそも固定資産として果たして十分議論
できるのかというところも問題意識として持っ
ております。
今後，少なくとも家屋の一部に動きはあるよ

うに思いますけれども，こういった評価方法は
非常に複雑で，一見納税者には非常に見えにく
いところがあります。課税庁の評価行政といっ
た視点のみでなく広範囲な視点からの検討が望
まれます。
さらに，本日言及できませんでしたが，自治

体間での評価方法の違いが若干目立っているか
なという気がいたします。固定資産評価基準と
いうものがありますけれども，その解釈という
か運用が自治体間で異なる，またその下で評価
にあたり各自治体間の特殊性に基づき取扱通達
や要綱を規定して評価にあたっているところで
はありますが，かなり自治体間でその精緻さに
開きがあるというのが実情で，そのあたりをど
う考えるかという問題があります。自治体間で
のアンバランスについては，これは地方税なの
で，地方公共団体で，固定資産評価基準で一定
レベルが担保されていれば，あとは自治体課税
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権のもとで地方の実情に応じて，それは差があ
って当然であるという話になるのかですが，そ
こは不満のある住民たる納税者の訴訟に委ねる
のではなく，固定資産評価基準についてある程
度統一的な解釈基準がやはり要るのではないか
と考えています。もう少し議論が必要ではない
かと思っております。
また，論点は少しズレますが，固定資産税の

居住用家屋に係る軽減措置と空き家対策の問題
です。特定空家の撤去勧告と固定資産税の軽減
措置の排除とをリンクさせるのですが，固定資
産税としての評価対象になる家屋と，空家対策
としての特定空家とでは固定資産としての家屋
というところではかなりズレがあるという感じ
を持っておりまして，もう少し緻密な議論がこ
こは要るのではないかと思っております。今後
の自治体の対応を見守っていきたいと考えてい
ます。
なお，固定資産税の争訟方法に係る論点につ

きましては，本日最後に簡単にしか触れること
ができませんでしたけれども，固定資産評価審
査委員会の審査方法というのは，やはり総額で
判断をする，もう１回すべて見直しをするとい

うよりも，審査請求人の主張を明確にした上で，
争点主義的運営で，訴訟の場面では総額主義の
もとで審理を進めるべきであると考えます。国
税の不服審判所と訴訟との関係に非常に近いよ
うな理解で，国税の争訟制度そのものは大きく
違いますけれども，そういう建て付けで理解す
べきと考えています。
最後にアトランダムで申しわけありませんが，

固定資産税について，冒頭でも申しましたけれ
ども，赤字でも使えるような，固定資産税につ
いて中小企業等経営強化法による設備投資の減
免措置というのが平成２８年立法で入りましたけ
れども，固定資産税に，いわゆる政策による減
免という税制はどこまで本当に用いることがで
きるのか法解釈的にも理論的にもう１回検討す
る必要があるのではないかと思っております。
本日は，駆け足のお話になりましたが，固定

資産の評価方法に絡めて，評価額がいかなる場
合に違法になるかということを中心にその周辺
問題も含めてお話しさせていただいたというこ
とでご理解いただきたいと思います。
どうもご清聴ありがとうございました。
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討論会 １０月５日�・午後

財務省大臣官房審議官 井上 裕之
総務省大臣官房審議官 開出 英之
岡山大学法学部准教授 小塚 真啓

神戸大学大学院経済学研究科教授 玉岡 雅之

司会 関西学院大学経済学部教授 林 宜嗣

●参加者（五十音順）

税制改革を巡る現状と課題

討論中に言及されている資料は，巻末「資料編１頁～８３頁」に掲載されています。
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はじめに

（林） 司会を務めさせていただきます林です。
今日は台風を心配したのですけれども，現在の
ところ，まだ大阪には警報は発令されていない
と思います。それでは，２時間という限られた
時間ですけれども，討論会を始めさせていただ
きたいと思います。
ご案内のように，安倍政権が発足して以来，

日本経済は雇用，所得，支出等の面で改善が見
られます。しかしながら，一方で，例えばイギ
リスのEU離脱とか，アジア経済の不透明化と
いったさまざまな不安要素も存在します。こう
した世界情勢の中で日本経済が持続的な成長を
実現するためには，先ほど宇野名誉顧問もおっ
しゃったように，日本が抱えるさまざまな構造
問題，具体的には日本産業の競争力の低下，超
高齢化社会の到来による社会保障費の膨張，少
子化に伴う労働力の減少，巨額の累積債務を抱
える財政構造といったさまざまな問題の原因を
取り除いて，思い切った成長戦略を早期に，か
つ確実に実施していくことが必要だと考えてお
ります。こうした中，経済社会の重要なソフト
インフラであります税制につきましては，所得
税の最高税率の引上げ，相続税改革，法人税率
の引下げといったような改革が進められてきた
ところですし，これから所得税のさらなる改革
に着手していかなければいけないという状況に
あります。
税制の課題には，負担水準の問題，税体系の

問題，そして個別の税目の構造をどう設計する
かという３つの局面があります。第１の局面は，
わが国の財政は受益と負担のバランスが大きく
崩れており，将来世代に負担が先送りされてい
るといった実態をどう改善するかというもので
す。もちろん財政支出の改革も進めなければな
りませんが，一方で，税負担率をどうするかと
いうマクロの税負担議論は避けて通れません。
それから，公平・中立・簡素という租税原則の

全てを１つの税で満たすわけにはいきません。
従って，複数の税でこの原則をバランスよく満
たしていくということになりますと，所得，消
費，資産といった課税対象の適正な割合はどう
あるべきなのかというタックスミックスのあり
方の議論が必要です。これが第２の局面です。
第３の局面は，所得税，消費税，法人税といっ
た個別の税目の制度設計です。これら３つの局
面をうまく整理しながら改革を進めていくこと
が必要です。
もちろんこれらは相互に関係していますから，

完全に切り離して議論するわけにはまいりませ
んけれども，改革の目標を明確にするためには，
可能な限り切り分けて議論していかなければな
らないと思います。税制改革は進められてきて
おりますし，租研がこれまで提案してきたこと
もかなり取り入れられてきております。しかし
ながら，税制改革はまだ道半ばであります。
今日は，財務省の井上審議官，総務省の開出

審議官，岡山大学の小塚准教授，そして，神戸
大学の玉岡教授をお迎えして，「税制改革を巡
る現状と課題」について討論をさせていただき
たいと思います。前半は国の財政及び国税を巡
る課題，そして，後半で地方税を巡る課題とい
うように，全体を２つのパートに分けて進めま
す。ご期待いただければと思います。
それでは，始めさせていただきます。まず税

財政の現状と課題，特に国税に関して財務省の
井上審議官からお話を頂きたいと思います。よ
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ろしくお願いいたします。
―――――――――――――――――――――

Ⅰ．財政・税制の現状と課題

（井上） 井上でございます。よろしくお願い
いたします。早速ですけれども，お手元に「税・
財政の現状と課題」と書きました資料がござい
ます。こちらに沿ってご説明をさせていただこ
うと思います。若干大部な資料を用意してまい
りましたが，これを全部丁寧に申し上げますと
時間が全然足りませんので，こういった資料が
あるということをご紹介しながら，最近の国の
税制の動きや課題について，ないしはその背景
にある現状の経済認識，社会認識についてお話
をしたいと思います。もしご興味がおありでし
たらまた後ほど個別の資料をご参照いただけれ
ばと思います。

１．未来への投資を実現する経済対策

昨日，臨時国会で経済対策を盛り込んだ補正
予算が成立したところです。目下の政府の経済
認識ということで，資料①ですけれども，６月
１日の伊勢志摩サミットが終わった直後の総理
の記者会見です。この会見で，真ん中辺りの２
つ目の丸のところにございますけれども，消費
税率の引上げについて延期をするという決断を
総理がされたわけです。
さはさりながら，最後の５行のところをご覧

いただきますと，「しかし，私は財政再建の旗
を降ろしません。社会保障を次世代に引き渡し
ていく責任を果たす」とございます。また，前
後しましたが，わが国への国際的な信認，マー
ケットの信認，経済に対する信認を確保しなけ
ればならないということで，ちょうどオリンピ
ックの年になりますが，２０２０年度の財政健全化
目標をしっかりと堅持します。そのために，こ
れを実現するためのぎりぎりのタイミングであ
る２０１９年１０月に３０カ月延期しますとしています。
その際に，今年の前半にいろいろ話題になりま

したけれども，軽減税率も２０１９年１０月のタイミ
ングで導入しますというのが今年の６月１日の
総理の記者会見，ご判断だったわけです。
翌日に閣議決定が行われまして，資料②の一

番上のところに線が引いてありますが，消費税
率の引上げを延期するけれども，２０２０年度の基
礎的財政収支黒字化という財政健全化目標を堅
持するということがあらためて閣議決定された
わけです。
それまでにどういった道筋をたどるのかとい

うのが資料⑥中長期試算です。財政健全化のプ
ライマリーバランスというのは国債に関わるお
金以外の政策的経費については税金で賄えるよ
うにしましょうということです。国債の返すお
金や利払いはその次の目標として，まずは政策
的経費を何とか税収で賄えるようにということ
です。簡単に申し上げると，そういうことです
けれども，それを２０２０年度に実現したいという
ことです。
２０２０年度に向けた試算ですけれども，なかな
か厳しい状況です。ラインが２つございます。
下のラインというのは現状ぐらいしか経済成長，
経済の状況が伸びていかない場合です。上の線
の方は経済再生ケースと呼んでいますけれども，
アベノミクスの効果が着実に今以上に実現する
という場合です。左側のグラフですが，この
ケースを前提にして考えますと，名目経済成長
率が足元はなかなか伸びていないわけですけれ
ども，これが２０２０年代に入りますと，４％弱，
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３．７％とか，３．８％毎年名目の経済成長が伸びる
ということです。言い換えますと，それに応じ
て比例的に税収も伸びるという前提が試算で置
かれています。
これだけ伸びて，なおかつ２０１９年１０月に消費

税率の１０％への引上げを予定どおり行ったとし
て，右側の基礎的財政収支の２０２０年度の目盛り
のところをご覧いただきますと，黒字化目標と
いう点がありますが，ここがプライマリーバラ
ンスゼロ，黒字になるということですけれども，
国・地方を通じて▲５．５兆円がまだ赤字になっ
ています。その分をさらなる歳出削減で何とか
賄いましょうというのが２０２０年度に向けた絵姿
です。かなり頑張って前提としている名目経済
成長率を実現するとともに，消費税率について
も経済を良くして着実に２０２０年度より前に引き
上げるということです。それから，さらに歳出
削減をしっかりやっていくということによって
何とか２０２０年度の黒字化目標を実現しようとい
うのが今の政府の姿勢です。
その上で，資料③，資料④はまさに足元の国

会で議論しています経済対策，補正予算の中身
ですけれども，ここは割愛をいたしまして，資
料⑤です。公共事業や，１億総活躍社会に向け
た社会保障の充実などいろいろな施策がござい
ます。同時に，そういったお金を使う話だけで
はなく，資料⑤の最後にⅤと書かれていますけ
れども，成長と分配の好循環を強化するための
構造改革もしっかりやっていきましょうという
ことです。足元の短期的な対策だけではなくて，
働き方改革や，社会保障・税制等の様々な構造
改革もしっかりやっていきましょうということ
を柱の１つに据えて，あらためてこの６月の総
理の新しい判断の下で，経済対策を租税につい
てもやっていくというのが今の状況です。これ
が大きい経済認識の話でありまして，次に個別
の税目ごとにポイントになるお話をさせていた
だこうかと思います。

２．消費税

消費税につきましては，資料⑬―１以下にな
ります。消費税率の引上げ時期の変更というこ
とで，この臨時国会に法案を出しております。
この表の一番上のところですが，現行法ですと，
来年の４月１日に消費税率が１０％に上がること
になっていますけれども，それを平成３１年の１０
月に延期するということになっております。
それに連動してもろもろの税制上の措置があ

るわけです。かいつまんで申し上げますと，軽
減税率関係という表の２つ目です。総理のご判
断どおりですけれども，軽減税率も今年の通常
国会でご議論いただき，法律は成立しましたが，
そのまま２年半後に延期して実施するというこ
とです。それから，売上，仕入について細かく
計算の特例を設けておりましたけれども，それ
についても導入を２年半後に延期をすることと
しています。
１点だけ，来年の４月１日に軽減税率を広く

食料品に導入するということで，中小企業のみ
ならず，大企業でもいろいろな準備が間に合わ
ないではないかということがありましたので，
この世界では異例だったのですけれども，大規
模事業者にも相当簡便な計算の特例を設けた制
度を今年の通常国会では議論いただいていたわ
けです。そこに限っては，今回の延期で準備期
間ができました。一方で，消費税の問題は益税
などの議論もございますので，大企業に関して
の特例というものは措置しないということにし
ています。
もともと消費税率を１０％に引き上げるための

低所得者対策が何か必要だろうということで議
論されていたわけですが，昨年末の決定の結果，
酒類及び外食を除く飲食料品全体が軽減税率の
対象になることになりました。これにより，軽
減税率を導入せずに消費税率が１０％になる場合
に比べて１兆円，財源に穴が開くという状況に
なっています。平たく言うと，もともと低所得
者対策でこのぐらい要るだろうなと見込んでい
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たものが４，０００億円ぐらいございましたので，
差し引き６，０００億円のお金が足らないという状
況になっています。これについてもともとこの
秋の予算編成・税制改正で，この表にございま
すように，しっかりと恒久財源を確保するとい
うことになっていたのですが，それを３０年度末
まで延期しました。３０年度末までということは
３１年度の予算編成・税制改正までに不足する財
源６，０００億円をきっちりと確保して，３１年の１０
月１日に消費税率１０％，併せて軽減税率を導入
するというような制度改正にしております。
それから，消費税率引上げの際の経済の反動

減対策として，住宅ローン減税といったものの
拡充をしていました。これも１０％への引上げの
時期が延びましたので，拡充期間を延長すると
いうことです。それから，住宅取得資金の贈与
ということです。これは住宅の請負契約なので，
厳密に言うと，消費税率引上げの半年前に置い
ていますけれども，反動減が発生するタイミン
グで，逆に贈与税の非課税枠をどんと拡大する
という反動減対策を設けていましたけれども，
こういったものも２年半延期する対応をすると
いうことです。こういったものを盛り込んだ措
置をこの臨時国会に税法としてお出ししており
まして，１０月，１１月と国会でご審議を頂いて，
成立を目指すというのが今の状況です。
資料⑭は今申し上げたことと同じものを１枚

の表にした資料です。
資料⑮は軽減税率制度の概要ですけれども，

これにつきましては省略いたします。後ほども
し先生方からご議論があれば，またそのときに
ご紹介させていただこうかと思います。
資料⑯ですけれども，対象品目ということで，

ベン図のような集合図が描いてあります。基本
的には酒類及び外食を除いた飲食料品の譲渡全
体を軽減税率の対象にするということです。そ
れから，定期購読契約が締結された週２回以上
発行される新聞で，駅売りでないものの譲渡に
ついても軽減税率の対象にするということにな
っております。

複数税率になることから，資料⑰ですけれど
も，適格請求書等保存方式，いわゆるインボイ
ス制度と言われるものを導入しますということ
です。ただし，それは所要の準備期間をおいて
ということです。延期後になりますと，３１年の
１０月に消費税率１０％への引上げ，軽減税率導入
になりますが，その４年後，平成３５年１０月から
インボイス制度を導入します。
加えて，その場合，免税事業者の方の取扱い

が問題になるわけです。免税事業者からの仕入
れについても，３年間は８割の控除，さらにそ
の後３年間は５割の控除を認めるということで
す。平成３５年ですから，今から６年後に導入し
て，そこからさらに３年ずつの期間を置いて，
十数年の期間をかけてインボイス制度の完成に
向けて持っていきたいというのが今の時間軸で
す。
資料⑱は付加価値税についての国際比較です。

それぞれ複数税率を導入している国もあるわけ
です。標準税率と軽減税率が各々どのぐらいか
ということを示した基礎的な資料です。消費税
の話はこれぐらいにしまして，その他の税制の
課題について簡単にご説明をしたいと思います。

３．税制の構造改革

資料⑲は，安倍政権になってからの最近の税
制改正についてです。上の方がデフレ脱却・経
済再生ということです。簡単に申し上げますと，
最初の２～３年間は法人に関して政策税制をい
ろいろやっています。賃上げをやったら減税す
る，設備投資をやったら減税するといったよう
な個別税制を拡充してきました。同時に，お金
を動かすという観点で，NISAや，住宅資金，
結婚資金等々の贈与税の非課税措置，外国人旅
行者向けの消費税免税制度というのを抜本的に
拡充しました。そういったことをいろいろやっ
てきたということです。その後，ここ２年間に
関しましては，むしろ個別の政策税制よりは法
人税の税率そのものを下げようということをや
ってまいりました。後ほどまたお話をいたしま
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す。
下の方が抜本税制改革です。もともと一体改

革の法案でできましたものの中で消費税率の引
上げの話，それから，所得税，相続税の最高税
率の引上げ，基礎控除の見直し等々をやってき
たわけです。さらに加えて，足元で議論してお
りますけれども，個人所得課税についてのもろ
もろの見直し，それから，BEPSプロジェクト
ということで国際課税の見直しといったものを
これから検討して，順次実現していくという段
取りです。
ほぼ同じことを書いたものが資料⑳の図です。

消費税，法人課税，個人所得課税，資産課税と
分けて記載しています。この中で，個人所得課
税，それから，欄外になっていますけれども，
国際課税についてしっかりと制度改革をしてい
くというのが，目下の税制当局，国税当局の課
題です。
次の資料㉑以下ですけれども，個人所得課税

改革の話をさせていただこうと思います。政府
は「経済財政運営と改革の基本方針」といった
ものを毎年６月末に閣議決定しています。これ
は「骨太の方針」と言われるもので，その１年
間の政府全体の経済財政運営についての考え方
を書いているものです。個人所得課税改革につ
いては，去年からこの話はずっと進めています
ので，平成２７年６月の閣議決定になっています。
資料㉑をご覧いただきますと，税制の構造改

革として基本的考え方の太字のところを読みま
すと，持続的な経済成長を維持・促進する。経
済成長を阻害しない安定的な税収基盤を構築す
る観点から，税体系全般にわたるオーバーホー
ルを進めます。その中で，将来の成長の担い手
である若い世代に光を当てることにより，経済
成長の社会基盤を再構築したいということです。
特に，夫婦共働きで子育てをする世帯にとって
も，働き方に中立的で，安心して子育てできる
といった世界。それから，格差が固定化せず，
若者が意欲を持って働くことができ，持続的成
長を担える社会の実現を目指すということ。こ

うした基本的な考え方の下，さまざまな改革を
複数年度で，実行していきたいということです。
それをもう少し具体的に書いたものが次の資

料㉒です。ⅱ，ⅲ，ⅳと書いてあります表題を
見ますと，ⅱが低所得若年層・子育て世代の活
力，格差の固定化防止，ⅲとして働き方・稼ぎ
方への中立性・公平性の確保，ⅳとして世代
間・世代内の公平の確保，このようなもろもろ
の課題に対して，個人所得課税，資産課税等が
ございますけれども，さまざまなアプローチで
色々とできることをやっていきたいという問題
意識です。
資料㉓，資料㉔とありますけれども，資料㉔

が今年の「骨太の方針」です。今申し上げた個
人所得課税全体の課題を，今年はそのまま踏襲
して検討していくことになっています。特に足
元に関していいますと，働き方改革ということ
で，資料㉔の一番下の３行ですけれども，女性
が働きやすい税制・社会保障制度・配偶者手当
等，単発では無理なわけですので，それぞれし
っかりやっていく必要があるわけです。働きた
い人が働きやすい環境整備の実現に向けた具体
的検討を進めるということで，税制についても
やっていこうということになっております。
資料㉖以下ですけれども，先ほど申し上げた

ような社会の課題に対して，税制としてできる
ことをやっていこうということですが，その場
合，われわれが認識しています現在の経済社会
の構造変化についての資料㉖です。これは政府
税制調査会で昨年いろいろご議論いただきまし
たけれども，こうした状況認識に立って制度改
正をしようと思っているという資料です。
時間がございませんので，結論だけのご紹介

になります。資料㉖の左側をご覧いただきます
と，１９７０年ごろにかけて生産年齢人口が急増し
てきたわけですけれども，１９９５年を境にトレン
ドが逆転しています。それから，高齢者人口も
１９７０年代以降に急増して，１９９０年代半ばに年少
の人口を逆転しているということです。総人口
も２００８年に減少に転じ，いわゆる「人口減少社
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会」になりました。全体の人口が減っており，
働き手がどんどん減っている。他方で高齢者が
増えているという構造だということです。
これをお金の流れから見たのが右側です。約

２０年前と今とを比較しますと，賃金や俸給の額
というのが２５兆円減っています。一方で，高齢
化に伴う保険料負担が１５兆円増えています。そ
れから，高齢者が増えていますので，年金等の
給付が増えています。この３つの足し算，引き
算をしますと，その下ですが，若者からお年寄
りまでの全体の可処分所得が１４兆円ほど減って
います。今，申し上げたように，もっぱら年金
によって支えられているご高齢者のウエイトが
高まっているわけです。一方で，２つ下の家計
消費というのは少し伸びていますが，そう大き
くは変わりませんので，その分可処分所得の減
をその間にあります貯蓄の取り崩しによって補
っているというのが現状のお金の流れだという
ことです。
資料㉗は，人口構造の変化です。結論だけ順

番に申し上げますが，右上をご覧いただくと，
未婚化の進展ということで，どんどんどんどん
未婚率が上がっています。下の段に行って，左
から行きますと，晩婚化も進んでいる。これに
伴い晩産化も進んでいるというのが社会の状況
変化です。
その上で，資料㉘は家族の変化ということで

すけれども，家族の類型が昔の夫婦と子ども２
人のような世帯構成から変わってきているとい
うことです。一人世帯が最も多い類型になって
います。それから，上の右側ですけれども，共
働き世帯が年々増加して，昔は専業主婦世帯が
多かったわけですけれども，１９９７年以降，逆転
しています。それから，下の方に行って，夫フ
ルタイム，妻パートタイムといった世帯数が今
は一番多いという状況になっています。昔の専
業主婦で子ども２人みたいな家族観が大きく変
わってきているということです。
資料㉙ですけれども，働き方の変化です。こ

れもよく言われることですけれども，上の左か

ら順に言うと，非正規雇用の方の数がどんどん
増えてきています。それから，右側に行って，
若年男性にターゲットを当ててみますと，人口
減があって，雇用者数全体が減っているわけで
すけれども，若い男性の非正規雇用者はむしろ
増えてきているということです。加えて，下の
段の左です。非正規雇用といっても，いろいろ
な理由があるわけですけれども，不本意ながら
非正規だという人が全非正規雇用者の４割を占
めているということです。また，非正規の方の
賃金体系がどうかというと，下の欄の真ん中で
す。通常の正規雇用の人は年功序列になってい
るわけですけれども，非正規の方というのは基
本的にずっと賃金は横ばいだということです。
お年を召しても賃金は上がらないという構図に
なっています。
その結果，資料㉚ですけれども，家計・再分

配という観点で見ると，上側の一番左が若年世
帯の所得階層別の分布を示したものです。矢印
が引いてありますので，一見しておわかりいた
だけると思いますけれども，２０年前に比べて，
若年世帯の所得が全体的に下にずれて，低所得
化が進んでいるということです。これは今まで
申し上げた働き方や社会構造の変化を反映して
いるわけです。一方で，高齢者の方は昔と変わ
っていないということで，若者の所得の減少と
いうのが非常に際立ってきているということで
す。
資料㉛は個人所得課税など社会保険料の負担

の推移を時系列で追ったものです。結論を申し
上げますと，ご承知のとおり，昔の所得税の累
進は非常に高かったわけですけれども，累次，
累進税率の引下げをしてきたわけです。累進税
率の引下げですから，当然のことながら，高所
得者ほど，たくさん減税になるということだっ
たわけです。さはさりながら，若年の方はもち
ろん税率としての効き方はわずかなわけですけ
れども，若干の負担減となっています。税だけ
を見ると，高額所得者の方の負担軽減が大きい
けれども，全体として負担の減少になっていま
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したというのが左側の図です。一方で，それに
社会保険料負担を足したのが右側のもので，こ
の中心の実線が社会保障負担を足したところの，
所得の低い人と高い人の負担率を示しています。
これは矢印を補助的に引いていますので，結

論だけ申し上げますと，社会保険料負担はご承
知のようにどんどん増えております。こうした
中，高所得者の方はそれでもなお累進税率を累
次にわたって引き下げてきた負担軽減効果が大
きい。他方で，所得の低い人は，所得税は少し
は下がったわけですけれども，年々増える社会
保障負担で，むしろこの１０年，２０年で見た場合
には，昔より負担が増えているという状況にな
っています。こういった所得税だけではなくて，
社会保険料負担も含めて，それから，先ほど言
ったいろいろな社会構造の変化も踏まえて今後
の改革を考えていく必要があります。こういっ
た所得の低い若年層の人たち，なかなか子ども
ができない，子どもを育てられないという人た
ちを，もちろん税だけではできることは限られ
ているわけですけれども，税制としても支援を
していきたいというのが今の個人所得課税につ
いての基本的な問題意識，状況認識です。
それを受けて，昨年の１１月に今申し上げまし

たいろいろなファクト・論点について，政府税
調で整理しています。資料32の右側ですけれど
も，四半世紀の経済社会の構造変化を踏まえて，
税制のあり方を今後検討していくに当たりどん
な論点があるかということで，個人所得課税に
ついて大きく３つございます。まずは結婚して
子どもを産み育てようとする若年層・低所得層
に配慮する観点から，所得の再分配機能をもう
少し回復できないだろうかという点。それから，
社会全体で家族の形成の支援ができないだろう
かといった観点から，さまざまな所得税の体系，
控除のあり方，税率構造のあり方など，そうい
ったものの見直しをしていこうということがあ
ります。
２つ目の四角ですけれども，働き方の違いに

よって不利に扱われることのない中立性の確保

と書いています。これはご承知のとおり，個人
所得課税における所得とは事業所得や，給与所
得，不動産所得，農業所得等々，それぞれ分か
れています。それぞれの所得ごとに経費の計算
方法や控除が違っているということです。典型
的にいいますと，サラリーマンの人は給与所得
控除があり，実額がなくても一定の控除が受け
られます。ところが，今はいろいろな雇用形態
があり，実質的にはサラリーマンと変わらない
のだけど，請負契約によって雇用されているよ
うな人は給与所得者ではないという整理がなさ
れています。実額の経費がないと控除ができな
いということです。そうすると，同じような仕
事をしているのに，サラリーマン形態の雇用の
人は給与所得控除がある一方で，同じように働
いているが事業所得の人は控除がない。例えば，
そういったようなことをもうちょっと平等にし
ていかなければいけないのではないかといった
問題意識です。
それから，３点目は，老後の生活に備えるた

めの自助努力に対する支援ということです。年
金に対する課税，貯蓄に対する課税はいろいろ
あるわけですけれども，働き方が流動化してい
く中で，そういったものに中立的に老後の支援
ができるような税制ができないかといったもろ
もろの問題認識です。いろいろな議論をしなけ
ればならず，多岐にわたりますので，具体的な
制度設計という意味ではかなり長期間，複数年
度かかってできることからやっていくというこ
とになると思います。こういったことに何とか
今年から着手していきたいというのが今の状況
です。
政府税制調査会は，安倍政権になって３年た

ちまして，全員の方にご再任いただいき，今年
９月にもう一度再スタートしました。資料33は
その際に総理が出席して挨拶をした中身です。
真ん中の辺りですけれども，個人所得課税につ
いて，わが国の経済社会の人口構造，家族，働
き方といった変化を踏まえた改革をしていかな
ければいけないということです。特に女性が就
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業調整をすることを意識せずに働くことができ
るようにするなどということで，こういった問
題意識で検討してほしいというのが総理のご挨
拶でした。
まさに政府税調で議論がスタートしていると

いうことです。非常に多様な論点もあり，かつ
時間も限られている中でどこまで行けるか分か
りませんけれども，これから時間をかけて政府
税調として今年の成果を出していただくという
のが今の状況です。
以下はよく新聞にも出てきます。いわゆる配

偶者控除等の基礎的な仕組みが資料34です。ご
承知のとおり，給与所得控除６５万円プラス基礎
控除３８万円の１０３万円を超えますと，配偶者特
別控除で段階的に控除が縮小されていくという
のが今の姿です。
よく「１０３万円の壁」と言われますが，今申

し上げたように１０３万円を超えるとがくんと３８
万円の控除がゼロになるわけではありません。
階段状に減っていくことになっていますから，
壁はないわけです。少しカーブがなだらかにな
りますけれども，壁はないということです。さ
はさりながら，この１０３万円ないしは社会保険
の１３０万円といったところに，いろいろな企業
の手当等が措置がされていることによって，い
ろいろな意味で壁と認識されているのが現状だ
と思っております。
配偶者控除に関しましては，税制としての観

点のみならず，家族観などいろいろな論点のあ
る話です。資料36以下は２年前の平成２６年１１月
と書いてありますけれども，政府税制調査会で
この配偶者控除にフォーカスをしてとりまとめ
た「第一次レポート」です。制度創設以来，社
会状態がどう変わったか，それから，配偶者控
除についてどんな問題点があるのかということ
をサーベイした上で，配偶者控除の見直しとし
て，どのような改革ができるだろうかという複
数の案を政府税調が出しています。
これはまだ結論は出ていません。いずれにし

ろ，いろいろな形で世の中で議論していただこ

うということです。議論が多々ある話であると
いうことを認識した上で，２年前に幾つかの選
択肢を出して，今でもいろいろなご議論をマス
コミでもしていただいているわけですけれども，
これからこれらについてできるところまで結論
を出していきたいというのが現在の状況です。
個別の選択肢の説明は省略をいたします。
資料37以下が所得税における税負担の調整で

す。説明は省略しますが，基礎的な所得税のツー
ルについて書いたものです。
資料38です。諸外国が日本の所得控除方式に

代わる制度としてどんな制度を持っているのか
ということの例示です。ドイツ，フランスはゼ
ロ税率，カナダは税額控除方式を取っていると
いうような基礎資料です。
所得税の話ばかり申し上げましたが，資料41

は，相続税の見直しをやった内容について１枚
に書いた基礎資料です。税制抜本改革の際の消
費税の見直しと一貫して消費税率を上げる一方
で，所得税，相続税に関しても若干再分配機能
を回復しようというような問題意識もあったわ
けです。

４．成長志向の法人税改革

時間が押しているので，かいつまんで申し上
げますが，資料42以下が法人税改革です。法人
税改革は，もちろんこれで終わりというわけで
はありませんけれども，税率の引下げについて
一定の成果をここまでの税制改革で見たという
のが現状のわれわれの認識です。
資料42が昨年末の与党の税制改正大綱の抜粋

です。こういった経済状況ですので，企業だけ
ネット減税というわけにまいりませんので，課
税ベースを拡大しながら税率を引下げるという
ことをやってきたわけです。言い換えますと，
黒字の企業だけが高い税率で，高い税を払うの
ではなく，２行目ですけれども，法人課税をよ
り広く負担を分かち合う構造へと改革し，「稼
ぐ力」のある企業の税負担を軽減するという問
題意識です。今年の３月に通った税法によりま
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して，国・地方を通じた法人実効税率が平成２８
年度に２９．９７％，さらに平成３０年度の分まで既
に法律上の措置がなされております。３０年度に
は２９．７４％になります。
企業部門に対してだけ「財源なき減税」を重

ねるということは，現下の厳しい財政事情やよ
く言われる内部留保，企業の手元資金，利益剰
余金，さらには現預金，いろいろな見方があり
ますけれども，その状況に鑑みて，なかなか理
解が得られないということで，税率引下げに当
たっては課税ベースの拡大によって財源をしっ
かり確保したということです。こうしたことを
やってきたので，次の２行ですけれども，経済
界の方々におかれては，こういった税率引下げ
を有効に活かして，賃上げなり，投資なりにぜ
ひとも活かしていただきたいという与党の思い
が書かれたものです。
安倍政権ができたときはまだ復興法人税がご

ざいました。復興法人税を込み込みで，安倍政
権になったときの国・地方合計の実効税率はジ
ャスト３７％でした。この政権になってから，今
年の３月の制度改正で２９．７４％，「２０％台」まで，
頑張ってという言い方が適切かどうかあれです
けれども，実効税率の引下げをやってきたとい
うのが現状です。
課税ベースを拡大しながらという言い方をし

ましたけれども，具体的に何を見直して財源を
作って，税率を下げたのかというのが資料44で
す。幾つか柱がありますが，１つは租税特別措
置，いわゆる租特の見直しです。税制のでこぼ
こをなくして，その分の財源で税率を下げると
いうことです。典型的には，安倍政権になって
からできた生産性向上設備投資促進税制で，こ
れは有形固定資産を取得したら減税しましょう
というようなものですが，これを期限どおり縮
減をして，その財源をもって税率引下げに回す
ということです。言い方を変えれば，設備投資
有形固定資産だけではなくて，研究開発しかり，
M&Aしかり，人的な教育しかり，多様なご判
断に企業が生かせるようにということで，こう

いった個別の租特ではなく，税率の引下げの財
源にしたということです。
また，法人事業税の外形標準課税を広げるこ

ともしています。そのかわり，所得部分に係る
税率をその分引下げるといった格好にしている
わけです。
あとは一番下の欠損金の繰越控除です。これ

は過去に不良債権やリーマンショックのときに
どんどん拡大してきたわけですけれども，この
繰越控除に入れられる限度額について順次引下
げをしていくということにより，財源を生み出
しているというものです。
いずれにせよ，こういった一連の見直しに関

して中小企業のさまざまな租税特別措置等があ
るわけですが，そこは変更していないというこ
とです。いずれも中小企業向けのものではない
ものによって財源を作って，実効税率の引下げ
をしてきているということです。中小企業向け
の租特は今年に期限切れが来るものがあります
ので，これは別途この年末にかけて議論があり
ますけれども，法人税率引下げの財源になって
きたわけではないということです。
こうした法人税改革の結果出来上がった実効

税率の国際比較ですけれども，大体ドイツ並み
です。ドイツが２９．７２％ですから，下を見てい
くと切りがないわけですが，日本の法人税率は
このぐらいまで下がってきましたというのが資
料45です。
資料46はこれまでやってきた話なので，先ほ

どと重複しますので，割愛をいたします。

５．国際課税

資料49以下の国際課税ですけれども，いわゆ
るBEPSプロジェクトというものです。ポイ
ントだけ申し上げようと思います。
資料49は先ほど来何度か出てきている「骨太

の方針」です。こういった政府の方針の中でも
BEPSプロジェクトをしっかりやっていきまし
ょうということになっています。
BEPSプロジェクトとは何かということをあ
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らためて説明をさせていただくと，資料50の一
番上に書いてありますが，BEPSは，Base Ero-
sion and Profit Shifting の略です。Base Erosion
は税源が浸食される，本来取れるべき税が取れ
なくなるということで，Profit Shifting は利益
移転，本来ここであるべき利益が他のところに
行ってしまうということです。こういったこと
に対応することをBEPSプロジェクトと言っ
ています。
企業が調達・生産・販売・管理等の拠点をグ

ローバルに展開し，電子商取引も急増するなど，
グローバルなビジネスモデルの変化が進む中で，
各国の税制とか，国際課税ルールがこれに追い
付いていないということで，国際課税のルール
と多国籍企業の活動実態との間にずれが発生し
てきています。これを，公正な競争条件の確保
という考え方の下に，多国籍企業がこういった
ずれを利用することで課税所得を人為的に操作
し，課税逃れを行うことがないよう，国際課税
ルール全体を各国が歩をそろえて見直しましょ
うということです。
背景としては，リーマンショック後に，日本

に限らず，どの国も財政状況が悪くなって，間
接税の増税をやってきたわけです。このような
状況で真面目な国内だけで活動している中小企
業からは適正に納税をしていただいているわけ
ですけれども，一方で，多国籍企業の課税逃れ
といったものが相当各国でも話題になったとい
うことです。こういったことにきちんと対応し
ましょうということで，OECD，さらには
OECDに加盟していない中国，インド，ブラ
ジル，ロシア等を含めたG２０でも議論し，共通
のルールを作っていきましょうということにな
り，昨年秋のG２０に最終報告書が報告されてお
ります。今後は，これから数カ年かけて各国が
歩をそろえて，同じようにこの最終報告書の内
容に基づいた制度改正をしていきましょうとい
うことになっています。
基本的な考え方としては，その下にA，B，

Cとある部分をご覧下さい。特にAですけれ

ども，グローバル企業は払うべきところで税金
を払うべき，言い換えると，経済活動や価値創
造が行われたところで税金を払うべきという観
点から，国際課税の原則をしっかり再構築して
いきましょうということです。さらにはB，C
とありますが，グローバル企業の透明性向上と
いったこともやっていこうということです。同
時に企業にとって予測可能性が高まるように，
例えば，きちんと紛争解決のルールも作ってい
こうというのがBEPSプロジェクトです。
ここでは細かい説明は省略しますが，既に日

本としては，例えば電子商取引に対する消費税
の課税についてのルールとか，今までの税制改
正で対処が終わっているものもありますけれど
も，これから制度改正しなければいけないもの
もあるということです。今年の年末にかけて議
題になる大きい話は資料51の�２の行動３とあり
ますけれども，税負担の水準が低い外国子会社
の所得を親会社の所得に合算する外国子会社合
算税制という制度がありますけれども，これを
総合的に見直していこうといったものです。こ
れは年末にかけてきちんと産業界のご意見もい
ただきながら議論して，中身を詰めていって，
制度改正を目指したいというのが来年度の税制
改正の大きい課題の１つです。
多国籍企業の税逃れの方法はいろいろあるわ

けですけれども資料52に１つ例として挙げてお
ります。資本提供するだけで収益の分配を受け
ている会社，お金は持っているのだけれども，
実質的な経済活動を行っていないような会社を
「Cashbox」と呼んでいます。こういった会社
を税金が安い国，税金がかからない国に置いて，
その関連企業からいろいろな格好で資金が入っ
てくるようになっています。例えば，この「Cash
box」と言われる企業がさまざまな特許等の権
利を持っている格好にして，使用料等がどんど
んこの軽課税国に入ってくるようにしたり，ま
た，各親会社，関連会社に融資をしたりして，
多額の利子が入ってくるようにすることで，軽
課税国に超過利潤をためるといったことが行わ
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れます。さまざまな観点から，各国で統一的に
制度改正をして，言ってみれば正直者が馬鹿を
見ることのないようにするために，対応してい
きましょうということです。個別の細かい説明
は省略しますが，資料52でご説明したいのはそ
ういったことです。
もう１つ，資料53ですけれども，以上申し上

げたBEPSプロジェクトに加えて，非居住者
の金融口座情報について各国間で同じルールの
下で，自動的に，かつ，定期的に情報交換をし
ましょうといったような枠組みも出来上がって
おり，これを実施するための税制改正を平成２７
年度税制改正で終えています。２０１８年から２０１７
年分の非居住者の口座情報を相互に交換すると
いうところからこの制度がスタートしていくと
いうことになっています。

６．税収の状況

最後に足元の税収の状況です。資料⑦ですけ
れども，これは一般会計税収の推移で，足元ま
での実績が２７年度まで，２８年度の５７．６兆円とい
うのは予算額です。その後ろに伸びているのが
先ほど資料⑥で申し上げました中長期試算各
ケースの税収です。今，予算で５７．６兆円の税収
を２０２０年に６９兆円にするという前提で，プライ
マリーバランスの財政健全化目標が出来上がっ
ているということです。
翻って，足元の決算の状況が最後の資料⑧で

す。今年の予算額が，一番右側ですけれど
も，５７．６兆です。実績として２７年度の決算まで
出てきたわけですが，所得税，それから，消費
税は順調に伸びております。他方で，法人税に
関してはここ数年間ずっとアベノミクスの中で
企業の繰越欠損も解消されて，かなり高い伸び
をしてきたわけですけれども，実は足元の法人
税収は昨年の決算額よりも今年の決算額の方が
下回る状況になっています。１１兆円だったもの
が，２７年度決算額は１０．８兆円です。最終的に１１．７
兆円入るという見積もりでしたので，法人税は
見積もりよりも０．９兆円少ないという実績にな

っています。
これが実は今進行している予算では１２．２兆円

入るということになっており，さらにこれが２９
年度予算以降伸びていくという前提で今の政策
運営は行われています。足元の法人税もかなり
苦しい状況なわけですけれども，何とか新しい
総理の判断を踏まえて，しっかりともう一度経
済対策をやり直していこう。所得税等々の改革
もやっていこうというのが現在の国税の基本的
な状況です。駆け足で，以上です。

―――――――――――――――――――――
（林） ありがとうございました。社会経済情
勢の変化とともに税制改正が行われてきている
というお話しを頂きました。
それでは，続きまして，玉岡教授からご意見

を頂ければと思います。よろしくお願いいたし
ます。
―――――――――――――――――――――

Ⅱ．財政・税制への意見

（玉岡） ご説明ありがとうございました。私
の方からは，まず最初に経済とか，財政とか，
或いは政策そのものについてどう私は考えてい
るか。或いはどう考えたらいいかということに
ついて主張というか，私見みたいなものを述べ
たいと思います。その後で個別の質問をしたい
と思っております。
まず現在は人口減少社会ということで，日本

全体が非常にペシミスティックな状況に置かれ
ていると思いますけれども，私自身は人口減少
社会そのものが必ずしも悲観的なものであると
は捉えておりません。古くはジョン・スチュ
アート・ミルの定常状態であるとか，或いは広
井良典さんが言うような定常型社会であるとか，
つい最近では吉川洋先生が『人口と日本経済』
という御本で述べられましたけれども，人口減
少社会であったとしても，例えば１人当たりの
GDP，食い分が今後変わらないようにできて
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いるのであれば，それ自体はそう悲観的に捉え
ることはないということです。もちろん分配の
状態がどうであるとか，問題があるかもしれま
せんけれども，１人当たりの食い分がなるべく
減らないように政策も含めて経済構造を考えて
いくという視点が大事ではないかなと思ってお
ります。
政策に関していいますと，これは授業でよく

言うのですけれども，まず最初に政策の目的は
何かということを明記します。そして，その政
策を達成するためにどのような手段が複数ある
かというのを列挙します。その後で最初に挙げ
た政策目的の達成のために一番効果的な手段は
何かということを選ぶのが非常に大事だと思っ
ています。それが政策決定をする際に基本中の
基本だと思っているのですけれども，税制につ
いてももちろんそうです。ただ，近年憂慮して
おりますのは，そういうふうな過程を経ずに，
結論が先に決まっていて，その結論に合わせる
ように政策自体を擦り合わせるという非常に窮
屈な状態になっています。
例えば消費税に関して言うと，軽減税率が導

入されようとしています。私自身が一番びっく
りしたのは，基本税率が１０％というときに，軽
減税率が８％だったのです。それに対して何の
疑問も呈されなかったということです。私自身
は消費税，付加価値税を３０年ほど研究しており
ますけれども，普通軽減税率というと，標準税
率の半分程度です。ですから，１０％でやると，

軽減税率は５％だということです。ただ，そう
すると税収の減少が見込まれますので，標準税
率自体をもっと上げないといけないということ
になります。標準税率を上げると，それに伴っ
て税収全体のみならず，国民の各階層で負担が
どうなるかということをきちんと政府の側から
国民に対して示して，その上で判断してもらう
ということです。他の国ではそうなっています
けれども，どうも日本ではそうなっていないと
いうことです。
次の例で言うと，社会保障と税の一体改革と

いうことが言われて久しいですけれども，今月
からご案内のとおりで，社会保険の制度が変わ
りまして，いわゆる「１０６万円の壁」というの
ができました。数年たつと，従業員が５０１人未
満の企業についても１０６万円にするということ
なのです。ある調査によると，現行でいうと１０３
万円までに所得が収まるように就業時間を合わ
せているパートタイムの主婦の方というのは８
割ぐらいいるそうなのです。実際に就業時間を
抑えるというのはそういう壁があるからか，或
いは働きやすい環境がないからであるとか，そ
の辺について事細かに検証はされていないので
す。社会保障と税の一体改革と言っているわけ
ですから，両方併せて実際にどうなっているか
ということについて詳しく調査をした方がいい
と思っています。
個別の問題になりますけれども，BEPSの問

題です。BEPSというのがなぜいけないかとい
うことについて理論的にというか，理屈で説明
しようと思うと非常に難しいのですが，仮にい
けないことだとなったとして，どうするかとい
うことです。先ほど詳細にご説明がありました
ように，今後いろいろ各国と協力の下に情報交
換をはじめとしていろいろ対策を練るようです。
ちょっと人と変わったことを言いたい性格が

ありますので，ちょっと変わったことを言いま
すと，納税するというのは一種のCSRのよう
なもので，社会でいろいろ活動して，そこから
上がった果実，収益というものを税という形で
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社会にきちんと還元するという視点もあると思
います。ですから，BEPSに関してもそういう
視点が必要です。今やろうとしていることは，
北風と太陽ということで言うと，割と北風的な
話が多いのですけれども，日の光を当てて服を
脱がせるような対策も必要ではないかと思って
おります。
具体的に言うと，私自身は最近租税教育とい

うことをずっと熱心にやっておりまして，どう
やったらいいかということを考えているのです。
租税教育の対象というのはほぼというか，国民
個人が対象なのです。ちょっと突飛ですけれど
も，企業や法人に対しても対象を広げてはどう
かと思います。私が言い始めたのではなくて，
二十数年前に佐藤進先生もそういうことをおっ
しゃり始めたのです。企業，法人に対して租税
教育を行っていくということです。タックスモ
ラール（tax morale）と言って，税を納めたい
という意欲を表す概念ですが，そういうことを
企業についても上げていって，企業の納税協力，
コンプライアンスというものを上げる必要があ
るのではないかと思っております。

〔適格請求書等保存方式〕
質問は３点ばかりあります。１点目です。非

常に細かいのですけれども，消費税の複数税率
時に適格請求書等保存方式というのが入ります。
かなり詳細について詰めておられるようなので
すけれども，ちょっとわからない点があります
ので，質問申し上げます。適格請求書は通常イ
ンボイスと呼びますが，インボイスの発行につ
いて，今のところ，どうも読んでいると，紙ベー
スで発行，保存義務のみを課すと読み取れます。
各国でやっているのは発行，或いは保存したイ
ンボイスのクロスチェックというのを，頻度は
いろいろありますけれども，行っております。
このクロスチェックというものをもし全く行わ
ないとすると，逆にインボイスセラーとか言う
のですけれども，インボイスを発行する事業者
が出てきたりして，脱税の温床になってしまっ

たりしますので，クロスチェックというのはど
うしても必要だと思うのです。クロスチェック
というものを，差し障りのない範囲でいいので
すけれども，どういうふうに行う予定であるか
ということです。
それに関連して，中小零細企業を取引から排

除しないように，現行の消費税税制ではできて
いるのですけれども，複数税率下でも数年間は
猶予措置があるのですが，将来的には免税事業
者はインボイスを発行しない限り，取引から排
除されるような形になってしまいます。それを
どう考えるかなのです。例えばEUとかで行っ
ているようなサマリーインボイスであるとか，
セルフビリングインボイスというのがあるので
すけれども，そういうものを使って，納税自体
についての負担を和らげながら，しかも取引か
ら排除されないようにやるというふうな仕組み
は考えることができるので，そういうことは考
えていないのか。現時点では考えておられない
かもしれませんけれども，そういうふうなこと
を考える必要があるのではないかと思っており
ます。
インボイスに関しては電子インボイスの発行

をどうするのかということです。電子インボイ
スというものをうまく使うと，次の質問に関連
するのですけれども，納税者の納税に係る費用
というのをかなりうまく下げることができるし，
徴税側のコストも下げることができるのですが，
紙のインボイスの発行等を含めて，電子インボ
イスの発行というのをどう考えていくのか。以
上が１点目です。

〔納税協力費用〕
２点目は，もしインボイスを導入して，発行・

保存等をするとなると，徴税側の費用であると
か，納税協力費用，納税側のかけるコストとい
うのが飛躍的に増大することが考えられます。
ニュージーランドやオーストラリアをはじめと
して，納税協力費用というものを計測して，こ
れをいかにして下げるか。特に中小の事業者に
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ついて下げるかというのは国策にもなっている
ということです。
日本に関しては，特に納税者側がかけている

費用，納税協力費用というものについては，オ
フィシャルな数字が多分存在しないと思うので
す。ただ，今後もそういうのが増えていくとい
うことが懸念されますので，そういうものをな
るべく減らすように税制自体，インボイスの仕
組み自体を考えていただきたい。その前提とし
て納税協力費用の把握をしていただきたい。こ
れについてどうお考えですかというのが２点目
の質問です。

〔社会保険料の負担率〕
３点目はもしわかればということでお答え願

いたいのです。実効税率の引下げということで
ずっと努力されておられますけれども，企業が
負担するのは法人税関連の税の負担ともう１つ
は社会保険料などの負担があります。税の負担
と社会保険料の負担で，先ほどちょっとご紹介
がありましたように，社会保険料の負担という
のは個人の方もそうで，法人の方も増えている
ということです。この２つの比率がどうなって
いるかというものが，最終的に企業の投資活動
であるとか，立地選択に関して影響を及ぼすと
思われます。
教えていただきたいのは，法人税とか，社会

保険料の負担率というものが企業等の投資活動
や立地選択にどのような影響を及ぼしているか
というのを，もしできれば試算結果があればい
いのですけれども，なければ，それを検討した
かどうかということについてお教え願いたいと
思います。ある研究によれば，法人税とかの影
響というのはもちろんあるのだけれども，営業
環境であるとか，いろいろなその他の要素によ
って立地というのは決まるということがわかっ
ています。せっかく実効税率は下げたけれども，
思ったとおりに動いてくれないというのは非常
に困りますので，その辺についてもし何かわか
っていることがあれば教えていただきたいと思

います。以上です。

―――――――――――――――――――――
（林） ありがとうございます。それでは，小
塚さんからご意見を頂きたいと思います。
―――――――――――――――――――――

（小塚） 玉岡先生の方から全体的なことにつ
いて広くコメントを頂き，さらに質問していた
だきましたので，私の方からは少し個別的な税
制改革等の課題等に関わるところで５つほどコ
メントないし質問をさせていただきたいと思い
ます。５つと申し上げましたけれども，そのう
ちの３つは最近話題ということで数多く報道等
もされておりますが，配偶者控除の改革につい
て，いろいろお考えであるとか，そのあたりを
お聞かせいただきたいということです。

〔女性の就業調整〕
まず１番目といたしまして，お配りいただい

ている資料33のところでも安倍首相による１つ
の改革の目玉として配偶者控除等の改革が挙げ
られているところです。この配偶者控除の改革
は，先ほどのご講演の方にもございましたが，
一昨年の段階から議論が始まり，そして，去年
の１１月に公表された論点整理でも大きなトピッ
クとされております。特に昨年１１月の時には将
来の成長の担い手であるところの若い世代に光
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を当てるということが非常に強く謳われたもの
と考えております。しかし，この挨拶のところ
を拝見しますと，むしろ少し違う文脈が強調さ
れているようにも見えます。
具体的に申しますと，特に女性が就業調整を

することを意識せずに働くことができるという
部分が強調され，その方向で問題意識が凝縮さ
れているようにも思われるわけです。この路線
で改革を進めていくとなりますと，それは昨年
１１月まで強調されてきた若い世代に光を当てる
ということとどう関係してくるのだろうか。先
ほど玉岡先生からもそういった具体的な就業調
整をどうしているのかの実証はどこまであるの
か疑わしい等のご指摘もあったと思いますが，
若者に光を当てるためにはどのようなことを目
指すのかということが非常に重要かと思われま
す。さらにこれら２つの目的は本当に整合的で
あるのか。或いは一方が他方を具体化したもの
であるのか。こういった点の整理が必要ではな
いのだろうかということを少し思うわけです。
このような２つの目的がさしあたっては提示さ
れているわけですけれども，主税局といたしま
しては，これらが整合的だとお考えなのか，も
し仮に矛盾するとすれば，それについてどちら
が優先されるべきとお考えなのかということを
もし可能であればお聞かせいただきたいと思っ
ております。

〔配偶者控除〕
２つ目も先ほどの１つ目のところと関わると

ころです。私もこのあたりの実証的なところに
ついてはそこまで詳しくないのですが，ちょっ
と調べてみますと，配偶者控除等を原因として
の就業調整というのは実はそこまで強くないの
ではないかという研究結果も複数出てまいりま
す。そのような政策効果に疑義が呈されている
中でその解消が政策目的として大きく打ち出さ
れてくると，果たしてそれで良いのかどうかと
いうところがあると思うわけです。
もっとも，ここから先は私の研究者としての

個人的な意見ということではあるのですけれど
も，仮に配偶者控除というものが現に就業調整
等をそこまで招いていないとしても，やはりこ
れを改革する必要性はあるのではないかとも考
えます。どういうことかと申しますと，一方に
おいて，税制においてどのような制度が設けら
れているかということは，どういった行動に具
体的にどのような影響があるのかという点で大
変重要ではあるわけです。しかし，人々の行動
を何かしら変えるということはいかにも政策的
な話です。さらには，このように所得税のよう
な国民全員に適用がある大きな制度については，
短期的には特に人々の行動に影響があるわけで
はなくとも，国民の価値観，ライフスタイルと
か，そういったものに合致しているといったよ
うなことも重要ではないかと思われます。
そのように考えていきますと，この配偶者控

除は随分昔に創設されたものが抜本的な変更を
加えられることなく基本的にはそのまま維持さ
れ，しかもその当時の世代の人たちのライフス
タイル，結婚観といったようなものを強く反映
して作り上げられたものであることは，いかん
とも否定し難いわけです。そのような点を重視
する必要性があるのではないのか。そして，こ
のような配偶者控除の改革等については，現在
既に結婚していて，現に専業主婦，或いはパー
トで働かれている方々がどのように影響を受け
るかということももちろん重要ではあると思い
ますが，その一方で，私どもは大学で教育して
いるということもありまして，実際に卒業して
いく学生の顔を見ながらいろいろとものを考え
るのですけども，この改革はその彼ら，彼女ら
に対してどのようなことを示そうとするものな
のだろうか。こういうことが気になってくるわ
けです。さらに，もう既に学校を卒業して働き
始め，現に労働市場に属しているけども，今後
家庭を作っていく若者たち，つまり，今後結婚
して，家庭を持っていく若者たちに対してどの
ようなビジョンを示すものなのか。こういった
点も重要だと思うわけですが，そのあたりにつ
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いてどのようにお考えなのかということをコメ
ント等でご回答いただければと思います。

〔夫婦控除の妥当性〕
３つ目なのですけれども，配偶者控除をどの

ように改革するのか，という点については様々
な議論が行われているようですけども，報道を
見る限りでは，具体的な案として夫婦控除とい
うような形で，特に法律婚の形で家族を作って
いるという場合について一律の控除を与えよう
という方法が有力であるのかなと受け止めてお
ります。もちろん所得制限を入れるべきかどう
かという話などもあると思いますので，控除額
をどのような数値にするかとかそういった詳細
のあたりはまだまだ流動的なのかなとは思いま
すし，それ以外にもさらに形式を所得控除でな
く税額控除にするのか，所得控除にするのかと
いったそういった細かい技術的なところが色々
と今後詰められるのだと思います。ただその一
方で，夫婦控除のような形になるということが
ある程度の既定路線なのかなと種々の報道を見
ている限りでは感じるわけではあるのだけれど
も，夫婦というものをある種特別な形で位置付
けることの是非をもっと突っ込んで検討するこ
となく所与と考えてよいのかどうか，そういう
ことも疑問に思うわけです。
先ほど，所得税はわれわれの社会の中での人

の生き方，ライフスタイルをある程度以上尊重
しなければいけないのではないかと申しました
が，そうしたライフスタイルの一つのあり方と
して，男女のカップル以外にも，例えば同性婚
といったそれとは違うような結婚・婚姻の形で
あるとか，生き方というものが出てきています。
日本においてはそうしたものが広く社会におい
て承認され，制度化していくのかどうかはまだ
まだよくわからないところが多いわけですが，
そうはいっても，世界ではむしろ例えばアメリ
カでは同性婚が正面から認められるようになっ
てきたところで，日本では男女の婚姻にある意
味では正面から補助金をだすようなものを１つ

どんと制度として設けるとなると，日本と世界
との距離感が広がってしまったりしないのか，
そういうことも懸念としてあり得るのかなと思
うわけです。そのようなことについてどのよう
にお考えなのか。今後それは課題であると認識
されているのだろうか。もし課題であるのだと
すると，どういうふうにそこは距離を縮めてい
くべき，いけるだろうとお考えなのかという点
について，もしご回答を頂けるのであれば頂き
たいと思います。以上，３つは配偶者控除につ
いてでした。

〔相続税の改革〕
４つ目ですけれども，こちらは少し毛色が違

う話になるわけですが，資料41のところで相続
税の改革についてもご紹介いただいたところか
なと思います。ここのところは，要するに，近
年においてはある程度，相続税の負担を重くす
るという流れの中で負担が重くなれば，それを
なるべく回避したいという行動が出てくるのは
必然であるということかと思います。特に最近
報道等で接しているところによると，ある種形
式的な制度としての相続税の課税対象となる財
産の評価を何とかごまかすというと少し聞こえ
は悪いかもしれませんが，そこをうまく使って
逃れるといったようなことが最近頻発してきて
いるのかなと思います。
もちろんこれは税をどう執行していくのかと

いうところも大きいのかなと思うわけですが，
その一方で，可能性としては制度自体に欠陥が
あるのだというようなこともあり得ると思いま
す。これについては非常に大きな制度の改革に
なると思いますので，性急に，来年度について，
というような話ではないとは思うわけですが，
そういったことについても今後何か詰めていこ
うとお考えになっているのかどうかという点だ
けお聞かせいただければと思います。

〔法人税改革〕
最後の５つ目ですけれども，法人税の方につ
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いて簡単にお聞かせいただきたいと思います。
先ほど玉岡先生の方からも法人税の改革が実効
税率の引下げという形で進んできているが，そ
れが政策的に効果があるのかどうか明らかにな
っていないというご指摘がありました。これが
検証されるべきポイントだということは私も全
く同意見です。しかし，他方，法人税の改革に
おいて，税率だけが真に問題となることだろう
かということも考えるべきだと思います。成長
志向ということを考えたときに，負担が重いか
軽いかというようなことももちろんありますが，
しかし，その一方で，ルールとして国際標準に
合っているかどうかといったようなこともやは
り重要ではないのだろうかと考えるわけです。
そこで，そのような問題意識からのものと明

言されているわけでもなく，単に新しい租税特
別措置を要望しているということであるのかも
しれませんが，最近公開されました経済産業省
の税制改改正要望の中にいわゆるスピンオフと
呼ばれる，会社が既存の事業を外部に切り離す
に取引に関する制度を提案するものがございま
す（経済産業省産業政策局産業組織課「組織再
編成税制等に係る所要の見直し」）。スピンオフ
は直接株主に対して既存の事業をそのまま株式
の交付というか分配を通じて渡してしまうもの
ですが，これについて，アメリカ等ではご承知
のとおり非課税措置が完備されていて，それが
積極的に使われているという状況があります。
そういうようなことを日本でも，というような
話が出てきているのかなと思うところであるわ
けです。
そのような意味で，制度として，ルールとし

て使いやすいかどうかという点で考えていきま
すと，近年では，これは制度の執行の面でとな
りますけれどもいわゆるヤフー事件であるとか，
IBM事件であるとか，そういった事件が頻発
しているように思われます。そのような事件に
おいて，組織再編等について，それが租税回避
であるとして否認されるのか，否認されないの
かというようなことが曖昧になってきていて，

それが納税者を委縮させているのではないか，
こういったことがいろいろと問題提起されてい
るところかなと思います。
もちろんこれは判例，裁判所の考え方であり

ますので，立法でどこまでコントロールできる
のかという問題はもちろんあると思いますが，
現在の運用の在り方というものを見直して，も
しこれが不合理に使いにくいものになっている
のだとしたら，それを見直すといったことも税
制改革，法人税の改革としてあり得るのかな，
考えても良いのではないかとも思ったりするわ
けですが，そのようなことについて何かプラン
等があるのかなというようなことをお聞かせい
ただきたいということです。
ちょっと長くなりましたが，５つほどありま

したので，よろしくお願いいたします。

―――――――――――――――――――――
（林） ありがとうございました。なかなか難
しい問題でありますので，お答えいただける範
囲で結構です。よろしくお願いいたします。
―――――――――――――――――――――

（井上） ありがとうございました。大変耳の
痛い話も含めて，いろいろご示唆に富むアドバ
イスを頂きましたので，しっかりとそれを踏ま
えて，これからも努力していきたいと思います。

〔適格請求書等保存方式について〕
ご指摘を受けた点をお答えしますと，まずイ

ンボイス制度の適格請求書等保存方式について
ご質問いただいています。電子インボイスにつ
いてお答えしますと，これは今年改正した法律
の中で，法律用語はちょっと別ですが，電子イ
ンボイスも含むと明記しています。完全に電子
インボイスが可であるという前提で今年の制度
改正をしています。具体的な細目はこれからで
すけれども，当然そういったものを意識して法
律に書き込んでいますというのが１点です。
それから，クロスチェックです。今でもそう
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で，それを強化していくわけですけれども，仕
入先が発行した適格請求書それ自体をきちんと
仕入をした人，仕入税額控除を受ける人が保存
をしているということです。それによって税務
署からしかるべきチェックを受けるということ
にしています。本来ですと，請求をする人はも
らう消費税が多いとたくさん税務署に払わなけ
ればいけなくなるので，なるべく小さくしたい
という考えがはたらきます。一方で，仕入れた
人は仕入れ税額控除をたくさん受けたいから，
なるべく払った消費税を大きく見せたいという
ことになります。したがって，そこはきちんと
それぞれに依存させて，クロスチェックすると
いうことだと思います。それを税務署がしっか
りとチェックするということを，インボイス制
度になってからも請求書の要件をきちんと強化
した上でしっかりやっていきたいと思っていま
す。そういった意味でしっかりクロスチェック
をやっていきたいと思っています。
それから，サマリーインボイス，セルフビリ

ングインボイスについてご指摘を受けました。
サマリーインボイスはいわゆる簡易なインボイ
スということだと思います。これについては，
例えば小売業などでたくさん請求書を出すとい
うケースがあります。そのほかにも，タクシー
の運転手などいろいろあるのですが，そういっ
た場合について，適格請求書だけれども，記載
事項を相当緩和するといったような特例を作る
ということで詳細を検討しています。
それから，セルフビリングは自分で作るイン

ボイスということですけれども，これについて
も買い手側が自分で作った仕入明細書で仕入税
額控除ができます。もちろん恣意的になっては
いけませんので，実際の仕入元に対する確認等
は必要になると思いますけれども，セルフビリ
ングインボイスもできるといった格好で整備し
ていきたいと思います。
免税事業者の問題もご指摘を受けました。免

税事業者は５００万者いると言われています。制
度全体としては先ほど申し上げたように相当の

猶予期間をおいているつもりです。それから，
事業者の方の準備状況等をしっかり検証しなが
らインボイス制度の導入をしていきましょうと
いうことを法律上政府の義務としても書いてい
ますので，世の中の実情を無視して勝手にどん
どん進めていくということはしないつもりです。
さはさりながら，これを機会に，電子インボイ
スの話もそうですけれども，ちゃんと全体とし
ての取引の近代化みたいなこともできればいい
わけです。インボイス自体もそれができれば，
いろいろな意味でプラスもありますので，これ
はこれでしっかりやっていきたいということで
す。
そういう意味で，免税事業者の方が５００万者

いると言われているのですが，われわれも実は
本当の詳細がよくわかっていないところもござ
います。これは仕入れ税額控除できる，できな
いの話なので，５００万者の免税事業者といって
も，まちで駄菓子を売っているようなB to C
の小売の人は関係ないわけですね。B to C では
ない，B to B の免税事業者の方が関係します。
７０万者ぐらいは農家だと言われていて，農家は
別途農協を通じた取次ぎをしている場合の特例
みたいなものを作ろうと思っていますので，こ
れは多分影響がないだろうと思います。そうす
ると，残った２００万なりの者がどういう実態に
あって，どんな商売をされていてというのを，
時間もかなりありますので，きめ細かく見なが
ら，同時に法律上も先ほど言ったようにしっか
りと検証しながらということにしていますので，
ちゃんと準備をしていきたいと思っています。

〔納税協力費用について〕
納税協力費用はおっしゃるとおりで，ものす

ごい大事な話です。まさにご指摘のとおりであ
りまして，これをきちんと定量的に把握すると
いうことはできておりません。例えばいろいろ
なシステムでいろいろな商売をしている方のう
ち，どこまでが納税のためのシステム費用で，
どこまでが商売のためのシステム費用かは必ず
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しもよくわからないところもあるものですから，
定量的な把握はなかなかできていません。
ただ，先生から助け船を出していただいたよ

うに，先ほど言った電子インボイスとか，そう
いうことにまさにしっかり取り組んでいきたい
ということです。そういうものをちゃんと普及
していくこと自体が納税費用の軽減になるだろ
うという認識はわれわれも持っていますので，
そうした取組も含めて，しっかりできることを
行っていきたいと思っています。

〔社会保険料の負担率について〕
それから，３点目の企業の社会保険料を含め

た負担率の話です。これもおっしゃるとおりで
ありまして，一国全体では国民負担率と言って，
（税負担＋社会保険負担）÷国民所得で国際比
較をやっているのですが，企業についても両方
の負担を踏まえて考えるというのはまさにおっ
しゃるとおりだと思っています。
企業版の国民負担率みたいなものなのですが，

今その数字があるわけではないです。他方，例
えば，OECDの統計を見てみますと，日本を
含めた法人所得課税の税収の統計があります。
それから，社会保険料の事業主負担分の統計も
あります。各国によっていろいろ違いがあるの
で，そのまま足すのがいいかどうかというのは
精査が要るのですけれども，そういう数字の対
GDP比みたいな数字というのは，OECDの統
計資料を通じて国際把握できるようになってい
ます。
そうすると，大まかに言って，法人の実効税

率も先ほど見ていただいた棒グラフでそうなの
ですが，日本の社会保険料を含めた企業の負担
はというと，フランスよりは低いけど，ドイツ
よりはちょっと高いぐらいの感じのあたりかな
という傾向がわかります。いずれにせよ，われ
われとしても頂いたような問題意識を含めてよ
く勉強していきたいと思っております。

〔女性の就業調整について〕
小塚先生から５問質問を頂いております。ご

質問ありがとうございます。足元のいろいろな
状況の中で，どうしていこうかとまさに悩んで
いることそのもののようなお話も多々ございま
した。総理のお話にもありましたけれども，就
業調整うんぬんという話と若者支援みたいな話
とどういう関係なのだというのはおっしゃると
おりでありまして，先ほど私が多々申し上げま
したように，さまざまな若者を取り巻く環境変
化なり，家族の変化なりというものの全体につ
いていろいろな形で個人所得課税として答えて
いきたいということです。それは個別の配偶者
控除なら配偶者控除の見直しもあるし，或いは
所得控除か，税額控除もあります。それから，
例えば，働き方によって異なる今の事業所得の
分け方やそれぞれの経費の仕組みがこのままで
いいのかということや，すごくいろいろなこと
があり，スコープとしてはいろいろなことをや
りたいと思っているところです。

〔配偶者控除について〕
一個一個は小さい措置なのですが，さらに税

率構造も組み合わせて，所得再配分をすること
によって相対的に負担の大きい若年層の低所得
の人たちにプラスになるような改正をさまざま
な観点からしたいということが全体像です。そ
の中のパーツの１つとして，今の配偶者控除と
いうのが今のままでいいのかという論点がある
ということです。今年になって，政権として働
き方改革ということを特に総理は前面に出され
て，働き方改革担当大臣というものも新しく任
命され，とにかくこれが喫緊の課題だという状
況です。そういった意味で，配偶者控除等の女
性の働き方支援にかかる話がとりわけ前面に出
ているということです。こうした問題意識の中
で今の政権の課題も対応するという観点で，そ
こが少し強調されて出てきているというのが足
元の状況です。
そういった関係でもありますから，矛盾する
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というものではないと思います。配偶者控除を
ちょこっと引き上げるというのはある意味では
現状よりは少し進歩になる。ただ，そのことと
こういったものを全部取っ払ってしまって，お
よそ夫婦であれば全部控除が受けられるという
のも１つの在り方でしょうし，夫婦だから支援
するというのは変ではないかということであれ
ば，そうではなくて，個別の説明を省略しまし
たけれども，政府税調であったように，全部子
育て支援に変えてしまうというのも１つのやり
方です。選択肢は様々あるわけでございます。
ただ，一方で，配偶者控除なるものが形式上

なくなるということになったとすると，それは
それで，恐らくいろいろなことがあるわけです。
そうすると，夫婦控除というのはある意味では
配偶者控除の発展形，配偶者控除がなくなるわ
けではないというメッセージにもなるかもしれ
ないということです。ただ，それはおっしゃる
ように，なぜ夫婦なのだみたいなこともあって，
いろいろあるのですけれども，そういったよう
な様々な論点，意見があると思います。そのよ
うな認識に立って，順次制度改正をしていきた
いと思っています。
まさに若者の生き方，今後の若者に対してど

ういうことをするかという点です。繰り返しに
なりますが，今の若者の置かれている環境とい
うのは，資料の中で申し上げたように，不本意
な非正規雇用の人が増えていたり，晩婚化が進
んだり，晩産化が進んだり構造変化が進んでい
ます。こうした認識の下，様々な税制上のツー
ルを組み合わせることによって，税制だけでは
全部できないわけですけれども，いろいろなこ
とをやっていきたいと思います。そういったメ
ッセージをできるだけ若い方々にわかるように，
かつ毎年いろいろな社会状況の変化等もありま
すし，全部はできないわけですが，そういった
問題意識であって，なおかつそういったことを
きちんと発信をしていきながら，毎年の税制改
正をやっていきたいと思っています。これで答
えとさせていただければと思います。

〔夫婦控除の妥当性について〕
夫婦控除については，先ほどちょっとお話し

しましたけれども，既定路線となっているわけ
ではありません。一部新聞記事等が出ましたが，
まだ何も決まっていません。ただ，先ほど言っ
たように，ある意味では配偶者控除をなくすと
いうことではなくて，配偶者控除が発展したと
いうような位置付けになるかもしれないという
ようなことはあるかもしれません。他方，この
財政の状況で，およそ夫婦がみんな控除だった
らものすごくお金が掛かります。
日本の場合は，夫婦が子どもを育てる基本的

な単位なのではと言いながら，離婚して，一人
親になった方やその他様々な状況の方がいます。
それは先生のおっしゃるとおりです。そういっ
たものを，税制だけ突出して，全てケアすると
いうような全部のパートナー形態を打つという
のもなかなか難しい中で，どうするか考えてい
るというのが現状でありまして，先生のおっし
ゃった問題意識とまさに我々も同じような問題
意識で悩んでいるということです。

〔相続税について〕
消費税の負担というのは言ってみれば低所得

者の方によりかかるという中で，高額所得者の
方の負担をもうちょっと増やさせていただくと
いうのを一緒にやるという問題意識があって，
若干やる時期はずれたのですけれども，所得税
の最高税率引上げや，相続税の改正をやってい
ます。ただ，相続税の改正はそういった面があ
るのともう１つは，資料41で基礎控除の見直し
をしていますが，これはどちらかというとむし
ろ２０年前のバブルのころに地価がものすごく上
がるときに，毎年，毎年に近いぐらいのペース
で基礎控除の枠をどんどん膨らませたのです。
それで今の５，０００万円まで来ていたのですが，
そのままになっていたものですから，結果とし
てほとんどの方に相続税がかからないとなって
いました。これをバブルの前まで完全には戻せ
ていないのですけれども，縮小したというよう
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な面もありますので，必ずしも高額所得者を狙
い撃ちでという文脈だけではないというのが１
点です。
その上で，最近いろいろな報道等のことも

quote いただきましたけれども，これ自体は去
年の１月に施行されました。ということは，相
続税ですから，去年の１０月以降に初めて申告が
出てくるという状況なので，まだ１年たつかた
たないぐらいの段階です。いずれにしろ，この
制度改正の結果どうなるかというのがまだわか
る段階ではないというのが１つの形式的なお答
えです。
その上で，いろいろな事案が出て，個別の事

案についてどうこういうのはなかなか申し上げ
られないわけですけれども，１つあるのは，相
続の中で株式の評価は，もちろん法律上は時価
によるとなっていて，国税庁の方で財産評価通
達というのがあり，相当詳細に決まっています。
そういう意味では恣意的にやっているわけでは
なくて，かついろいろ改正もしてきているわけ
ですが，１つあるのは，個別の事案と関係ある
かどうかは別として，最近株価がアベノミクス
でずっと上がってきたものですから，例えば非
上場株式なんかをどう評価するかというのはあ
ります。そうすると，むしろ相続税法の改正と
いうよりは，ここ数年株価がぐっと上がってき
ていることによって相続する株式の評価を巡っ
ていろいろな意味で議論が出てきているといっ
たようなことかと思います。いずれにせよ，い
ろいろな観点から検討する必要があるかと思い
ます。

〔法人税改革について〕
最後の法人税の話ですけれども，税率だけで

本当にいいのかというのはおっしゃるとおりだ
と思います。税制は，当たり前ですけれども，
企業の自由な経済活動を阻害しないというのが
非常に大事なことです。税率の話でもそうなの
ですが，法人の話だと，組織再編税制というの
は，平成１３年に最初に作ったのですが，まさに

その後いろいろな実務の声や社会の変化を受け
て頻繁に見直しをしてきています。なるべく世
の中の実情に合ったように，使い勝手を良くす
るようにということです。今回の経産省の要求
もそういう中で出てきたものでしょうし，そう
いった中で議論していくことと思います。
同時にそういったニーズに答えていく一方で，

租税回避的に欠損金をうまく使うことだけを考
えて形式上合併したような事例もあり得るもの
ですから，そういったところの課税というもの
もしっかりにらみながら，一方で，頑迷固陋に
制度を変えないみたいなことがないようにやっ
ていこうという認識は持っております。引き続
きご指導いたただければと思います。以上です。

―――――――――――――――――――――
（林） ありがとうございました。極めて難し
い問題について丁寧にお答えいただいたと思い
ます。税制は制度ですから，思いもかけなかっ
たことがいろいろ起こってきて，政府はそれに
どう対応するかを，その都度，考えていかなけ
ればいけない。したがって，対応にはタイムラ
グがあるわけですね。ところが，それを考えて
いるうちに世の中はどんどん変わっていきます。
パートナーの在り方にしても，小塚さんがおっ
しゃったように，さまざまな形態が出てきまし
た。それから，企業再編にしても，いろいろな
形態が出てくるということになってくると，そ
れにも対応しなければいけない。あらゆるもの
を予見して，全て理想的なものというのを作る
のはなかなか難しいわけですね。
現実には，発展的解消だったら合意が得られ

るのに，いきなり理想的なところまでもって行
こうとすると駄目かもしれません。消費税の軽
減税率にしても，私は複数税率は良くないと言
っていますが，税率を上げるためにはやむを得
ないところがあるかもしれない。こうしたこと
を考えていかなければならないのが制度だと思
います。ですから，世の中が変わり，それを追
いかけて対応するというような形のものが制度
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設計の中で非常に重要なことになります。でき
るかぎり世の中の移り変わりを限り予見しなが
ら，先取りできるものは先取りしていこうとい
うことではないかなと思いました。
もう１点は，財政の中長期の見通しで，高す

ぎる成長率が前提になっているのではないかと
思ったりするわけですね。ただ，経済成長率と
いうのは試算を行う上での前提ですけれども，
成長率それ自体は内生変数なのですね。ですか
ら，内生変数を高めていくための税制というこ
ともありなわけです。そういう意味では少し高
めの成長率の設定かなと思ったりもしますが，
むしろその設定に合うような税制の構築を考え
ていかなければならないのが今の日本の税制で
はないかと思います。
井上審議官はご所用がありますので，この段

階でご退席ということになります。どうもあり
がとうございました。拍手を頂きたいなと思い
ます。
―――――――――――――――――――――
（井上） すみません。どうもありがとうござ
いました。

―――――――――――――――――――――
（林） それでは，だいぶ時間も押しておりま
すけれども，引き続き，地方税の課題について
お話を頂きたいと思います。開出審議官，お願
いいたします。
―――――――――――――――――――――

Ⅲ．地方財政・地方税制の現状と
課題

総論：地方税財政の現状

（開出） わかりました。それでは，地方税に
ついてお話を申し上げます。
レジュメをお開きいただきまして，まず背景

の地方税財政の状況ということですが，これは
さらっとお話を申し上げたいと思います。資料

❶にございますように，地方財政につきまして
も，国と同様の非常に厳しい状況です。今年度
も財源不足５．６兆円が生じているということで，
厳しい状況です。右下に財源不足の状況という
ものが書いてあります。
資料❷は国の歳出・歳入の状況で，ここはご

覧いただくだけということにしたいと思います。
資料❹ですが，国家財政と地方財政は連動し

ておりますので，同様の傾向ということです。
上が国の財源不足の状況ということで，公債の
発行額，公債依存度ということですが，先ほど
ご覧いただきました地方財政の財源不足につき
ましてもほぼ同様の山の形をしているというこ
とです。
資料❺が国の公債残高の状況ということです。

これはよくご覧になる図です。
地方の借入金残高は，資料❻ですけれども，

借金の状況ということです。２００兆円の残高な
のですが，トータル額で見ますと２００兆円の前
後で横ばいということですが，この内訳が変化
しております。下から２番目の薄いブルーの部
分ですけれども，これが臨時財政対策債を除く
地方債残高，いわゆる建設事業に充てたものが
中心ということです。この部分につきましては
額が若干減少しているということですが，問題
は一番下の臨時財政対策債です。２８年度は５２兆
円ということです。これがいわゆる赤字地方債
ということで，地方の財源不足を借金，地方債
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の形にしたものですが，これが累増していると
いうことが問題の構造ということです。
資料❼はプライマリーバランスで，先ほどお

話があったところです。
ちょっと飛ばしまして，資料10ですが，地方

財政計画の歳出の分析ということです。地方団
体は非常に住民生活に密着した事業を行ってお
ります。例えば国の補助事業でいいますと，裏
負担というのが決まっておりますので，一定の
歳出が必要であります。或いは国が法令で基準
を設定している警察行政，高校教員の数であり
ますとか，義務付けがある保健所の事務等につ
いては義務的な歳出ということですので，地方
が自由にできる部分は意外と少ないということ
で，こういったところも地方財政を考える上で
の重要な点ということです。
資料11が歳出構造ということです。ここも顕

著に傾向が出ておりまして，いわゆる投資的経
費につきましては，ピーク時のバブル崩壊後の
経済対策をやっていた時期には３０兆円を超える
額でしたが，足元が１１兆円ということで，３分
の１程度に対しまして，下から２番目の社会保
障関係費を含む一般行政経費がちょうどこのス
パンでいいますと１２兆円から始まりまして，３６
兆円で３倍ということですので，これが完全に
入れ替わっているということでありまして，財
政構造は硬直化しているということです。
資料13は国際比較ということです。これはよ

く言われることですが，一般政府支出の中の地
方の比率が高い順に上から並べると，カナダ，
スウェーデン，アメリカ，日本，ドイツという
ような感じになります。日本は単一国家という
ことですが，連邦制を取っている国並みの地方
の支出がありまして，税の比率も比較的高いと
いう数字を表したものです。
こうした状況にありますので，地方は行革に

前から取り組んでおりまして，資料14以降がそ
の数字ということです。例えば給与につきまし
て，かつてラスパイレス指数が高く，国の水準
を上回っていたわけですが，見直しがされまし

て，１００を切っている状況で推移しております。
国家公務員の給与削減の影響がありまして，台
形の富士山みたいなところがございますが，足
元が９９．０ということです。
地方公務員の定数削減も，資料15の右上のグ

ラフだけご覧いただきますと，かなり絞った状
況に来ているということです。
資料16ですけれども，合併の効果で一番顕著

なのは，当然首長さんとかが合併すれば減るわ
けですので，首長さん，議員の数は大幅な減少
ということでありまして，こういった行革努力
をする中で税財政をどう維持していくかという
ことが地方の課題ということです。
資料17が租税体系の一覧表ということで，右

が地方税ですが，国の並びの基幹税があるのに
加えまして，例えば道府県税でいいますと，ゴ
ルフ場利用税だとか，狩猟税だとか，市町村で
いいますと入湯税，温泉に行きますとかかる税
ということですけれども，地域に根差したユ
ニークな税も中にはあるということです。
資料22は国・地方の財源配分ということです。

よく言われますのが，左にございますように，
税の入り口の部分では国・地方で大体６対４と
いうことですが，補助金でありますとか，交付
税の移転がございまして，歳出ベースでは国４，
地方６ということで逆転しているということで
す。右側が税源配分の推移を表にしております。
資料23が税収の構造内訳の資料ということで

すが，一番上が国で，２番目が地方のトータル
の姿ということです。地方におきましても，黄
色の地方消費税の部分は非常に重要な存在感が
増しているということでありまして，社会保障
財源として使われているということです。その
下が都道府県ですけれども，特徴はブルーの法
人課税の占める比率が高いということと，消費
税が都道府県税になっておりますので，ここに
黄色が入ってまいりますが，２分の１は市町村
に交付金として交付されているということであ
りまして，都道府県，市町村の貴重な社会保障
財源になっているということです。一番下の市
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町村で見ますと，個人住民税と固定資産税が２
大基幹税目ということで，合計約８割程度がこ
の２税で確保されているという状況です。
資料20は足元の税収の状況ですが，３兆円の

税源移譲後，リーマンショックがございました
ので，大幅な減少になっておりますが，足元が
回復してきておりまして，消費税率の引上げと
法人税の回復ということで，ピークに近づいて
いるという状況です。
地方税で議論になりますのが資料21です。安

定性の観点から見ますと，税収が最も安定して
おりますのが一番下の地方消費税ということで
す。税率１％時代には２．６兆円前後で非常に安
定しているということです。それと固定資産税
は，赤の三角ですけれども，ここ近年８兆円台
後半で安定しているということです。個人住民
税は景気の変動によりまして上下がございます
が，一番大きいのが法人二税で，白抜きの濃い
ブルーのグラフです。バブル期には１０兆円ほど
ございましたが，その後，下落して５兆円台で
す。ミニバブルがございまして，９兆円まで行
っておりますけれども，その後，半減するとい
う乱高下をしておりまして，景気の影響を一番
受けやすいということでありまして，これが見
直しの課題になっております。
もう１つが地方税の資料24です。偏在性の観

点です。一番左が地方税の全体の姿でいいます
と，最大／最小が２．６倍，東京と沖縄の対比と
いうことです。法人二税につきましては６．１倍，
真ん中の棒グラフです。これは東京都と奈良県
の対比ですけれども，６．１倍です。消費税につ
きましては１．７倍，固定資産税は２．３倍というこ
とですので，偏在性の観点からもこの二税は地
方税にふさわしい税ではないかということです。
地方税原則ということです。これはかっちり

したものがあるわけではありませんが，よく言
われている５つの原則ということです。応益性
の原則の行政サービスの便益を地域住民が負担
するという点，或いは安定性と普遍性につきま
しては，地方団体が地域に密着した行政サービ

スを提供しますので，景気変動に左右されない
ものが望ましいですし，地域に幅広く存在する
ことが求められるということです。負担分任の
原則ということで，よく地域社会の会費的性格
と言われますが，住民ができるだけ広く分かち
合うということが特徴ではないかと言われてお
ります。国との関係でいいますと自主性という
ことで，地方団体が自主的に判断できることが
重要であるということです。今までが総論的な
ところです。

各論：平成２９年度以降の税制改正に向け
た主な課題等

１．消費税率引上げ時期の変更に伴う措
置

最近の課題ということで，資料25以降に資料
を用意しております。資料25ですけれども，国
と同様に消費税率の引上げ時期が３１年１０月まで
２年半延期ということですので，一連の措置を
パッケージで延期するということですが，一番
上の二重丸が税率そのものの延期です。地方税
におきまして車体課税と地方法人課税の偏在是
正措置については，消費税率が１０％のときにや
ろうということで，法律が定められて一遍成立
しているわけですけれども，これが延期という
ことです。消費税率の引上げが延期ということ
ですので，これらの措置についても延期すると
いう内容になっております。住宅ローン減税に
ついても同様に延期ということです。
その中身で車体課税についてちょっとご覧い

ただきます。資料40をお開きいただきますと，
自動車の車体にかかる税金として国税，地方税
がございますが，取得時の自動車取得税と保有
時のいわゆる登録車にかかります自動車税と軽
自動車にかかる軽自動車税は地方税ということ
でありまして，地方税の比率の高い税目になっ
ているということであるわけです。
資料41をお開きいただきますと，消費税率が

引き上がるのに対応いたしまして，車体課税も
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見直そうということになっております。一番上
の自動車取得税につきましては消費税率が１０％
になるときに廃止ということで，法律も改正さ
れているわけですけれども，それが１点ござい
ます。ただ，自動車取得税を単純に廃止します
と，ここで講じているエコカー減税という燃費
がいい車に買い替えていただくインセンティブ
税制が全くなくなってしまいますので，自動車
税と軽自動車税という保有課税の中で環境性能
割という燃費性能に応じた仕組みを入れようと
いうことです。この図でいいますと，自動車税
と軽自動車税の一番右に環境性能割の導入とご
ざいます。これはセットで対応するということ
になっておりましたが，これもパッケージで２
年半延期ということですので，３１年１０月から実
施されるということです。
資料42に環境性能割とは何ぞやというものが

あるわけです。右側が現行のエコカー減税とい
うことでありまして，燃費に応じて税負担が変
動するという点では類似のものですが，消費税
率が今の８％から１０％に上がるということです
ので，若干の負担軽減措置を講じております。
この表でいいますと，平成３２年基準のプラス
１０％達成というところにあるのです。右のエコ
カー減税でいいますと８０％軽減ということで，
非常に負担が軽くなるのですが，一定の負担を
頂くことになっております。左側のH３２基準＋
１０％達成は非課税ということですので，より環
境性能のいい車の税負担を軽減する方向でイン
センティブ効果を高めるというような仕組みと
しているところです。これが３１年から動き出す
ということです。
ちょっと飛ばしていただきまして，もう１点

の地方法人課税の偏在是正ということです。資
料31をお開きいただければと思います。先ほど
ご覧いただきましたように，地方税の中でも法
人所得にかかる税につきましては安定性も大き
く変動するということと，どうしても都市部に
税収が集中するということですので，消費税率
が上がる中でこの法人課税の偏在是正を講じよ

うということです。
一番下にあります地方法人特別税という事業

税を一部国税化しまして，譲与税として地方に
配分するという仕組みがあったわけですが，こ
れは暫定措置ということでしたので，真ん中の
ところにございます法人住民税の法人税割につ
きまして地方法人税という名前の国税にいたし
まして，地方財源を確保することということで，
交付税特会に全額が直接入ることによりまして，
交付税として地方に配分するという仕組みに順
次変えていこうということです。偏在是正措置
の一本化と真ん中に矢印がございますけれども，
こういった措置に統一していくという改正が予
定されているわけでしたが，これも３１年から実
際に動き出すということです。こういった改正
を行っているところです。

２．地方法人課税

以下，各税目の主なところです。地方法人課
税につきましては，資料35をお開きいただきま
すと，先ほど井上審議官から話がございました
２０％台に実効税率を下げていくという中で，
国・地方の実効税率が３０年度に２９．７４％のドイ
ツ並みになるということです。
資料37ですけれども，その中で地方税におき

ましては法人事業税の外形標準課税部分を拡大
していくということを予定しております。下に
４つボックスがございます。改正前は外形課税
部分が全体の４分の１ということでありまして，
所得割の税率が７．２％でしたけれども，最終的
に施行はこちらについては２８年ということです
が，所得割が３．６％になるということですので，
実効税率がこの分で引き下げられるということ
になるわけです。
もう１点，地方法人課税で資料39が新しい措

置ということで講じられるものです。ふるさと
納税について，今は個人版があるわけですが，
法人についても認めようということで創設され
たものです。下の図にありますように，今は全
額損金算入ですので，実質３割軽減ということ
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ですが，国税と地方税を併せまして６割の倍に
負担軽減割合を拡大しようということです。法
人の場合にはかなり影響の大きい額を出す場合
もありますので，地方がしっかり計画を作って
いただきまして，内閣府の認定を受けたものに
限るということに制度上の建て付けをしている
ところです。以上が法人の関係です。

３．個人住民税

個人につきましては資料46にふるさと納税の
概要とございます。中身についてはご存じの部
分だと思います。資料48をご覧いただきますと，
ここ数年非常に実績が伸びております。特に２６
年度と２７年度にかけまして大きく伸びておりま
して，１，６５２億円の受入額ということです。新
聞・雑誌，テレビでやっているとおり，特産品
がもらえるということで有利であるということ
で，非常に関心を呼んでいるところです。
資料49にございますように，過度な返礼品，

特に金銭類似性が高いようなものを返礼としな
いようにということを総務省からお願いしてい
るところでもあります。
資料51に所得課税改革の全体像がございます。
住民税について資料52に住民税ならではの論

点ということで書かせていただいております。
個人所得改革を行う中で，右の黄色の部分で○
が３つございますが，地方税は地方団体が社会
保障の担い手であります財源を適切に確保する
ということが重要であるということです。その
中で住民税につきましては１０％の比例税率であ
りますので，税負担調整効果に制約があるとい
うことです。国の場合，超過累進課税というこ
とですので，高所得者から低所得者への移転も
いろいろな方法がありますけれども，地方税に
ついてはその余地が少ないということに留意す
る必要があります。
或いは一番下の社会保障制度です。生活保護

の認定とか，いろいろな福祉の基準に地方税の
非課税世帯である条件とか使われておりますの
で，そことの整合性に留意する必要があるとい

うことが論点として指摘されております。具体
的にどうするかにつきましては，先ほど国税の
ところでありましたように，いろいろなご意見
を踏まえながら今後検討ということになろうか
と思います。

４．固定資産税

固定資産税ですが，資料55をご覧いただけれ
ばと思います。非常に安定した税収なのですけ
れども，中でも土地につきましては，地価下落
の影響もありまして，長期トレンドでは緩やか
に下落状況にあるということです。一番上が土
地，家屋，償却資産を全部合計したものですけ
れども，その影響もございまして，なだらかに
右下がりということで，ここの安定的な確保と
いうことも重要です。
その中で，資料56ですが，今年度の改正で償

却資産の中の機械装置について一定の要件を満
たしたものは３年間２分の１という特例が講じ
られるということです。
資料57に全部並べておりますけれども，地方

団体からは反対の意見があったわけです。地方
の基幹税である保有税で政策的な措置を講じる
ことが適当でないということですが，いろいろ
調整の結果，資料56の右下に減収規模が１８３億
円とございますけれども，規模的には非常に限
定的な措置として特例的に講じられるようにな
ったということです。

５．その他

その他の地方税で関係する部分として，いわ
ゆる森林吸収源対策です。COP２１を受けた森
林のCO２の吸収対策でありますとか，地方は非
常に山が荒れて，疲弊しているという点につい
て財源確保が議論されております。具体的にど
うするかということは今後の議論ですけれども，
資料62の一番下の２行です。都市・地方を通じ
て国民に等しく負担を求めて，市町村がしっか
り森林整備ができる森林環境税（仮称）等を考
えていこうではないかということで，党の方で
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議論されているところです。
資料64に電子申告，資料63に eLTAXの状況

について資料が付いておりますので，参考まで
にご覧いただければと思います。駆け足でした
けれども，私からの説明は以上です。
―――――――――――――――――――――
（林） ありがとうございました。それでは，
玉岡教授からご意見を頂きたいと思います。
―――――――――――――――――――――

Ⅳ．地方財政・地方税制への意見

（玉岡） 今回は質問だけということです。喫
緊の課題というよりは，１０年，２０年，３０年先に
地方財政なり，地方税をどうするか。総務省さ
んはどちらの方向を向いて歩くおつもりかとい
う大きなことについて３点お伺いしたいと思い
ます。非常に抽象的な話になってしまうので，
まとめてお答えいただいてもちろん構いません。

〔応益性の原則〕
１つ目は，お配りになった資料の中にもあり

ましたけれども，地方税原則で応益性というの
がありまして，地方税の税目の中で固定資産税
をはじめとして，事業税の付加価値割などがあ
って，そういうものも応益性を根拠にして課税
しているということです。ただ，学問上でいう
と，地方税のみにこういう応益性というのはな
いことになっているのです。にも拘わらず，応
益性というのは非常に重要で，それ故課税する
のだということなのですが，根本的な疑問とし
て応益性というものをそもそもどのように捉え
て計っているのか。企業，法人に関して言うと，
自治体から受ける利益というものをどのように
計っているのか。その受けた利益が固定資産の
価値とか，或いは企業の付加価値等にどのよう
に反映するのかということです。
そういうふうな受益を得ているので，それに

税を払うということなのでしょうが，税をかけ
る側からすると課税責任みたいなようなものが

あると思っていまして，その辺はきちんと説明
する必要があるかなと思っています。最近の林
宜嗣先生のご研究なのですけれども，個人と法
人に分けて考えると，法人については実は受益
よりも負担の方が多いとかというご研究もあり
ます。これから税負担等が増えていくと思うの
ですが，受益ということについてどう考えてい
るのか。それが第１点です。

〔普遍性の原則と伸張性の原則〕
２点目もやはり地方税原則に関連するのです。

お配りいただいた資料では５つ原則があって，
これ以外にもいろいろあるのですが，例えばこ
こに載っていない原則として，最近はあまり言
われませんけれども，伸張性の原則というのが
あって，法人二税なんかはこれに入るかと思う
のです。普遍性，安定性の原則というものと伸
張性の原則というのはある意味相いれない性質
を持ち合わせているということです。最近の動
きでは偏在性を避けようとするというふうなこ
とを感じるのですが，それは一方で伸張性には
背くということです。伸張性の方を重視すると
偏在性が存在することになってしまうというこ
とです。地方間に経済力の格差があって，伸張
性を備えた税目があるとすると，結果として財
政力の格差が生じてしまって，国の関与が入っ
て財政調整が行われてしまうということです。
質問というのは，将来の地方自治，地方財政

を考えていくために，国の関与のない財政調整
の制度というものを考えていくのかどうか。そ
れに沿うようにということですけれども，偏在
性の少ない税目というものを質的にも，量的に
も拡充する方向に動くのかどうかという方向性
について伺いたいと思います。

〔事務配分と財源配分〕
３点目は一番抽象的なのですけれども，資料

でもありましたように，最終的に使うお金とい
うのは地方の方が圧倒的に多いのですが，取っ
ている税金というのは国の方がはるかに多いと
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いうことです。それゆえに財政調整という仕組
みが必要とされるわけです。国と地方の間の事
務の配分と税をはじめとした財源の配分という
のがあって，事務配分と財源配分がうまく適合
しているといいのですが，なかなかうまく適合
しないということです。戦後といっても７０年近
く前ですけれども，一種の事務配分と財源配分
の連立方程式と考えるならば，特に地方自治，
地方を重視するような１つの解法というのが示
されました。ところが，その解法自体は，当時
の大蔵省を中心に否定して，現在の地方税財政
制度というのが存在するのです。
２１世紀は少子高齢化，人口減少社会で仕事自
体が非常に増えて，財源自体が非常に減ってい
るという中で，しかも一方で地方自治，地方分
権というのを進めるということです。質問の内
容は，現段階でもし事務配分と財源配分の連立
方程式というものを考えるとすれば，どういう
ふうな方程式を考えるかということです。ちょ
っと抽象的ですけれども，答えていただけると
幸いです。

―――――――――――――――――――――
（林） ありがとうございました。それでは，
小塚さん，お願いします。
―――――――――――――――――――――

（小塚） 玉岡先生の方から非常にマクロ的と
いうか，大きな話をしていただきましたという
か，質問をされておりますので，私の方からは
少し細かいというか，制度的な方のところにつ
いてお聞かせいただきたいと思います。２点ほ
どございます。

〔個人住民税の所得割〕
１つが個人住民税の所得割の方です。現在の

個人住民税は，累進税率をとる個人所得税とは，
比例税率をとるという点において相違するもの
であると思いますが，課税標準自体の方を見て
いくと，よく似た控除等は入っていると思いま

す。その一方で，個人所得税の方において，特
に所得控除に関するいろいろな改革が検討され
ていくのかなと思うのですが，それはある種の
所得再分配的なものを強めるとか，そういった
性格のものが入り得るのかなと考えております。
そのようになったときに，本来住民税には特

に会費的な性格が強いという特徴がありますか
ら，そういった部分で，個人所得税と個人住民
税との距離がだいぶ空いていくというようなこ
とがあり得るのだろうか。そのあたりの感触と
いうか，将来像が自分的にはあまり見えないも
のですから，もしそのあたりについて何か既に
プラン等があるということでしたらお聞かせい
ただければと思っております。

〔法人税改革〕
もう１つ，私はあまり地方税自体がそこまで

専門ではないということもございまして，先ほ
ども質問させていただきましたけれども，法人
税改革の関連のところで少しお聞かせいただけ
ればと思います。
具体的にどういうことかと申しますと，法人

税改革，特に実効税率を下げるという議論にお
いて，税収中立で行うということとの関連から，
特に付加価値割等を増やしていくというような
形で進んでいたかと思います。その一方で，付
加価値割への移行は実は中小企業にはあまり適
用しないというようなことがありました。今回
の資料の中でも，資料38のところにおいて中小
法人と大法人との格差拡大ということが挙げら
れており，特にその中において中小法人が大法
人へと成長していく意欲を損ないかねないので
はないかという問題提起がされているところか
と思います。
恐らくこれもよく知られていることかと思い

ますけれども，中小法人であるか大法人である
かは，いわゆる資本金のところで区別している
ということがあるので，特に資本金をある程度
意図的に下げて，それ以上先に進まないように
するといったようなことが起こるといったよう

― 259 ―



なことを指しているのかなと思うわけです。し
かし，ちょっと立ち止まって改めて考えみます
と，逆にそのような恣意的な操作が可能になっ
ているということは，現行の法制度が企業活動
自体についてはあまり影響していないというこ
となのではないかというようなことも考えられ
ないだろうか，ということを思うわけです。
すなわち，企業の実態的な活動，つまり，例

えば資金の調達方法について借り入れに過度に
依存しなければいけなくなったりとか，或いは
付加価値割の課税の有無が資本金で決まること
がなければ積まれていたはずの資本金が積まれ
なかったりとかというような行動の変化があっ
たとしても，ここで懸念が示されているような
企業の規模の拡大のような企業の発展等につい
てはあまり影響していない可能性があるのでは
ないか。
その一方で恐らく真の中小企業を特定しよう

というような形で，今後資本金以外のいろいろ
な基準も付加的に導入していくというようなこ
とがあり得るのかなと思いますが，逆にそのよ
うなことをしてしまうと，実質的に中小企業と
大企業が区別されてしまって，税が原因で，売
り上げを抑える等の方法でもって，無理に中小
企業でとどまるというような事業者が出てくる
というある種望ましくない結果が起きないだろ
うかということをちょっと考えたりもするわけ
です。
私もまだ整理し切れてないアイデア的な感じ

というか，思いつき的なところになっていると
ころもありますが，特にここでうたわれている
ことが何を意味しているのか。例えば，資本金
の基準が好ましくないと考えられているといっ
たようなことがあって，その改革の方向性が打
ち出されているのかどうか。そういった点を，
簡単なコメントで結構ですので，もし可能であ
ればお聞かせいただければと思います。

―――――――――――――――――――――
（林） ありがとうございました。地方税のか

ねてからの課題のようなご指摘もありましたが，
お答えいただければと思います。
―――――――――――――――――――――
〔応益性の原則について〕
（開出） ありがとうございました。非常に難
しいご質問を頂いているところですけれども，
まず玉岡先生のお話です。地方税の原則といい
ますか，よく応益性と言われるものは，地方団
体は地域住民のための行政サービスの重要な提
供主体ということでありますので，そのサービ
スについて住民が幅広く負担するというところ
が税の基本というか，考え方なのではないかと
いうことで，応益性ということが言われている
のだと思います。
応益性も都合のいい便利な言葉なので，「応

益，応益」と言うのですけれども，厳密に言う
と，応益性で全て説明できるというものでもな
いと思いますので，その課税根拠といいますか，
考え方の基本というところが一番重要なのかな
と思います。ただ，実定法上，例えば住民税で
言うと，均等割の全員が同額負担するという部
分であるとか，所得割については一定税率とい
うことで，国の超過累進課税に比べますと，応
能的というより，応益的な要素が強いのではな
いかというところもありますし，固定資産税で
あるとか，事業税の外形部分については赤字法
人でもサービスを受益されているのであれば，
一定のご負担をということになりますので，そ
ういった考え方の基本にあるのかなというよう
なところだと思います。ということですので，
具体的な課税の水準だとかに受益の程度を計る
とかということになるとなかなか難しくなって
まいります。
ただ，固定資産税なんかでよく地方の関係者

が言いますのは，やはり行政サービスを，道路
だとインフラを整備しますと資産の価値も上が
りますし，サービス提供と受益の部分の程度は
比例関係というようなベクトル感にはあるのか
なというようなことがあります。事業税の外形
部分の付加価値割の部分については，企業はい
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ろいろなインフラだとか，教育，治安も含めて
行政サービスを受益されておりますので，事業
活動の規模に応じて税負担をしていただくとい
うことであるとするならば何かということがさ
んざん議論された結果，付加価値ということで，
企業活動から生じた利潤を労働，土地，資金等
にどう配分されるかということで計ろうという
ことになっているわけです。そこのところはぎ
りぎり言うと厳密な説明ができない部分もあり
ますけれども，そのような感じで，応益性が１
つの指標というか，柱にはあるのではないかと
お答えさせていただければと思います。

〔普遍性の原則と伸張性の原則について〕
普遍性と伸張性というところの問題ですけれ

ども，望むべくは両方あればいいというか，法
人課税については企業誘致をした自治体の税収
が伸びるということが地域の活性化にもなりま
すので，伸張性の部分ももちろん重要だと考え
ます。ただ，今の状況の中で私どもがまず一番
にやらなければいけないのは，地方税において
は税収が安定的で，偏在性が小さいというとこ

ろが重要になってくると思います。法人課税の
ところでご説明申し上げましたように，法人の
所得課税部分については，地方税とすると望ま
しくない部分もありますので，全部ということ
ではありませんけれども，交付税の形で地方に
配分される形に持っていくということが必要で
はないかということで改革を進めているところ
です。
ただ，そういった改革を進めても，ご覧いた

だきましたように，消費税についても，固定資
産税についても地域格差というのがあります。
必要な行政サービスは一定水準どこでも保証す
る必要がありますので，どうしても地方交付税
による調整というものが残るかと思いますが，
基本的な方向とすると，そのような方向でやっ
ていきたいと考えているところです。

〔事務配分と財源配分について〕
事務配分，財源配分の話も永遠の課題みたい

なところがございますが，かなり国際的に見て
も日本の場合は仕事を地方がしているというこ
とですので，それに見合った財源配分というこ
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とで，税源の確保が重要だと思います。３兆円
の税源移譲が平成１９年に所得税から住民税に行
われましたけれども，引き続き，そういった方
向の取り組みをしていきたいということです。
今後伸びる税といいますと消費税ということ

になると思います。国も社会保障の重要な年金
等を担っていますので，なかなか容易ではない
ということです。今は４対６ということですの
で，そこの比率を高めていくべく，仕事と財源
が見合ったような形に今後も努力していきたい
と考えております。

〔住民税の所得割について〕
小塚先生にも頂きました。個人所得課税改革

については，井上審議官の説明がありましたよ
うに，これからの議論というような段階ですの
で，頭の体操的な話なのですが，税収中立とい
うものが大前提にあるだろうということといた
しますと，所得再分配の強化と正面から言わな
いにしても，いろいろな仕組みをいじるときに
高所得者の方から低所得者の方に行く調整とい
うものが必要になってくるということだと思い
ます。地方税の場合には比例税率ということで
すので，国税と違って，その部分の調整余地が
少ないという構造的な問題は認識しなければい
けないと考えております。
ただ，現行の仕組みは，お話にもありました

ように，基本的には所得控除制度についても若
干の額の違いはありますけれども，同じ適用と
いうことで動いてきておりますので，基本は国
税で講じられる仕組みに対応した現行の措置の
講じているものを基本に考えていくということ
です。ここで地域社会の会費的な性格というこ
とで，かなり違うところに行ってしまうという
ことは今のところ考えていないということです
が，これはまさに今後の議論ということになろ
うかと思います。

〔法人税改革について〕
法人の関係のお話はお答えをどうしたらいい

か悩んでまいったのですけれども，資料38にあ
ります党税調の問題意識は，国税・地方税共通
の中小課税の問題ということです。資本金だけ
で一律に動かしているというところ自体につい
ては問題があるのではないかというようなこと
はかなり指摘されているところであると思いま
す。今は中小は課税が有利になっております。
資本金は自由に動かせるということで，資本金
１億円ジャストの企業がかなり多くあります。
大法人が，具体的に言うとあまりあれですが，
シャープさんは一時１億円というような新聞報
道があってびっくりしたのですが，結局，５億
円でしたか，引き続き大法人であるということ
です。そういった操作もあり得るので，資本金
一本槍というのはいかがなものかということで，
いろいろな法人の規模，活動実態を表す指標を
考えるべきではないかというくだりがここにあ
るところです。
「中小法人が大法人へと成長していく意欲を

損ないかねない」の部分はちょっと舌足らずな
ところがあるのかなということを私も読んでい
て感じたところがあります。大きければいいと
いうことではなくて，業種とか，いろいろな特
性に応じて，小さくても成長もしますし，成績
がいい企業はあり得るわけですので，そこのと
ころがあるということだと思います。もし大法
人に徐々に拡大するということが望ましい業種
に対応した部分があるとするならば，今はかな
り制度格差が拡大していますので，「それだっ
たら今のままでいいや」というところは，企業
の成長，日本経済全体のことから見ると望まし
くないのではないかというような趣旨で書いて
いるのだと思います。
特に地方法人課税につきましては外形標準課

税が拡大しまして，中小法人は所得割について
は９．６％ということですけれども，大法人は
３．６％になるということで，半分以上の税率の
差が生まれてしまっているわけなのです。資本
金が若干小さい企業でも成長性のある企業から
すれば，「私はそちらがいい」という声も実際
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にあることはあるところでありまして，そこの
制度格差がかなり開いてきておりますので，よ
りこの部分の検討が必要ではないかということ
であるわけです。ただ，ここは地域経済とか，
個別企業の経営に大きな影響を与えますので，
大綱にもありますように，幅広い観点から慎重
に検討するということです。以上，お答えでし
た。
―――――――――――――――――――――

おわりに

（林） ありがとうございました。地方税に関
してはやはりまだまだ大きな課題が残っていて，
例えば課税最低限は所得税と住民税とが同じで
あるべきなのかといったような議論とか，これ
は随分以前から議論されていながら答えが出て
いないところですね。
応益課税に関しても，国税と違って地方税で

は応益性を重視すべきではないかと言われてい
ますが，応益をどうやって計るのかという問題
もあります。しかし，アメリカでは計量分析に
よって財産税の評価をしようという動きもあり
ます。日本でも，公共財やサービスがこれだけ
地価を押し上げているといった計算を，ヘドニ
ック・アプローチという手法を用いてやってい
る研究者もいます。今後そういう技術が改良さ
れていけば，全てではないにしても応益課税を
量的根拠に基づいて実施できる時代が来るので
はないかと思います。ただ，地方税に関しては，
地方分権がまだ道半ばですので，今後これをど
う進めていくのかと地方税改革とをセットで進
めなければならないだろうと考えますので，こ
のあたりも大きな課題として残っているように
思います。
租研でも地方分権時代にふさわしい地方税の

抜本改革が必要だと意見書の中で強く主張して
きているところです。例えば，法人二税を今後
どうするのだということも抜本改革の残された

課題です。そして，私はどちらかというと理論
よりは実証派なのですが，ただ，実証分析で答
えを出してからでないと制度改革ができないと
いうことになってしまうと，制度改革は進まな
くなってしまいます。実証分析というのはもの
すごく難しいわけですね。例えば，法人税が企
業の投資行動に影響するのか，しないのかとい
うのは，時代によっても違うし，地域によって
も違うし，業種によっても違います。ですけれ
ども，租税理論から言って，税が経済活動に対
して中立的でないような仕組みを内蔵している
とするなら，実証されなくても，歪めている可
能性はあるわけです。
例えば夫婦の形態にしても，税制によって歪

みが実際に起こっているのかどうかわからない
けれども，税制の中にそうした構造があるなら
ば，そこは改善する方がいいと租税理論上は言
えるわけですね。ただ，日本の制度改革の中で
そういう実証分析に基づいた議論が十分ではな
いことは事実です。実証分析を進めることと租
税理論との兼ね合いをうまく取りながら制度設
計していくことで，国民の理解を得ることがで
きるのではないかという気がしております。
まだまだ税制改革の課題は山積してい。租研

としても今までの実績を踏まえて，まだ改革が
足りないところは，改革の方向を主張し続けて
いかなければならないと思っていま。今年度の
租研の意見書も，データ付き，解説付きですの
で，是非ご覧いただいた上で，日本の税制には
まだこういう問題があるのだといったことにご
理解を頂ければ幸いです。
予定終了時刻を随分超過してしまいましたに

も拘らず，熱心にお聞きいただきましたことを
心より感謝申し上げます。そして，財務・総務
両審議官にはお礼を申し上げたいと思います。
また，玉岡さんと小塚さん，どうもありがとう
ございました。そして，ご清聴いただきました
皆さん方にもお礼を申し上げたいと思います。
どうもありがとうございました。
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